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平成１８年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期３月８日（水）～３月２４日（金）    （会期１７日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

３月 ８日 水 本会議（開会） ・理事者提案説明 

３月 ９日 木 本 会 議 ・一般質問 

３月１０日 金 本 会 議 
・質疑 

・即決議案採決及び委員会付託 

３月１１日 土 休   会  

３月１２日 日 休   会  

３月１３日 月 常任委員会  

３月１４日 火 常任委員会  

３月１５日 水 常任委員会  

３月１６日 木 常任委員会  

３月１７日 金 常任委員会  

３月１８日 土 休   会  

３月１９日 日 休   会  

３月２０日 月 休   会  

３月２１日 火 休会（春分の日）  

３月２２日 水 休   会  

３月２３日 木 休   会  

３月２４日 金 本会議（閉会） 
・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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       平成１８年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成１８年３月８日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成１８年３月８日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成１８年３月８日 

          午後 ４時４８分 

１．出 席 議 員 

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 

   １４番  浅 野 忠 昭 

   １５番  三 好 幸 夫 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 英 男 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

   ２２番  鍵 原 芳 和 

   ２３番  菊 地 ミスギ 

   ２４番  宇都宮 二 朗 

   ２５番  岡 田 周 三 

   ２６番  山 本 安 男 

   ２７番  平 野 武 男 

   ２８番  大 竹 忠 盛 

   ２９番  二 宮   元 

   ３０番  坂 本 隆 重 

   ３１番  浅 野 豊 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   助     役  別 宮   靜 

   収  入  役  三 好 藤 治 

   総務企画部長  森   英 二 

   建 設 部 長  安 藤 芳 夫 

   産 業 部 長  大 森 俊 彦 

   生活福祉部長  松 本 正 志 

   教 育 部 長  河 野 豊 昭 

   明浜総合支所長  小 玉 岩 康 

   野村総合支所長  西 本 貞 夫 

   城川総合支所長  九 鬼 則 夫 

   三瓶総合支所長  山 本 正 男 

   病院総括事務長  上 甲 福 重 

   消防本部消防長  荒 井 安 憲 

   総 務 課 長  炭 倉 貞 明 

   財 政 課 長  清 水 忠 夫 

   企画調整課長  清 水 享 司 

   監 査 委 員  池 畠 賢 治 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  吉 良 孝 一 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （６番 嶋川武文、７番 沖野健三） 

 ２ 会期の決定 

  （３月８日～３月２４日 １７日間） 

 ３ 議会報告第１号 常任委員会の視察研修報 

           告について 

 ４ 承認第  １号 専決処分第１号の承認を 

           求めることについて（平 

           成１７年度西予市一般会 

           計補正予算（第９号）） 

   議案第  ５号 宇和町公共下水道根幹的 

           施設の建設工事委託に関 

           する基本協定の一部を変 

           更する協定について 

   議案第  ６号 西予市総合計画基本構想 

           について 

   議案第  ７号 西予市行政手続等におけ 

           る情報通信の技術の利用 

           に関する条例制定につい 

           て 

   議案第  ８号 西予市長期継続契約に関 

           する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例 

           制定について 

   議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施 

           設条例制定について 

   議案第 １２号 西予市宇和福祉センター 

           条例制定について 

   議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館 

           条例制定について 

   議案第 １５号 西予市農村公園条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例制 

           定について 

   議案第 １９号 西予市議会議員の報酬及 

           び費用弁償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２０号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２１号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市教育長の給与、勤 

           務時間その他の勤務条件 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市職員の特殊勤務手 

           当に関する条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 
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           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５３号 宇和町稲生墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 
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           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 

           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 

   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ８７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ８８号 平成１７年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ８９号 平成１７年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９０号 平成１７年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ９１号 平成１７年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ９２号 平成１７年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 
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   議案第 ９３号 平成１７年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９４号 平成１７年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第３号） 

   議案第 ９５号 平成１７年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第６号） 

   議案第 ９６号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   議案第 ９７号 平成１７年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ９８号 平成１７年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第 ９９号 平成１７年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議会報告第１号 常任委員会の視察研修報 

           告について 

 ４ 承認第  １号 専決処分第１号の承認を 

           求めることについて（平 

           成１７年度西予市一般会 

           計補正予算（第９号）） 

   議案第  ５号 宇和町公共下水道根幹的 

           施設の建設工事委託に関 

           する基本協定の一部を変 

           更する協定について 

   議案第  ６号 西予市総合計画基本構想 

           について 

   議案第  ７号 西予市行政手続等におけ 

           る情報通信の技術の利用 

           に関する条例制定につい 

           て 

   議案第  ８号 西予市長期継続契約に関 

           する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例 

           制定について 

   議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施 

           設条例制定について 

   議案第 １２号 西予市宇和福祉センター 

           条例制定について 

   議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館 

           条例制定について 

   議案第 １５号 西予市農村公園条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例制 

           定について 

   議案第 １９号 西予市議会議員の報酬及 

           び費用弁償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２０号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２１号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市教育長の給与、勤 

           務時間その他の勤務条件 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市職員の特殊勤務手 

           当に関する条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 
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           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５３号 宇和町稲生墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 
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           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 

           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 

   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ８７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ８８号 平成１７年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ８９号 平成１７年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９０号 平成１７年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ９１号 平成１７年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ９２号 平成１７年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９３号 平成１７年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 
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           （第４号） 

   議案第 ９４号 平成１７年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第３号） 

   議案第 ９５号 平成１７年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第６号） 

   議案第 ９６号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   議案第 ９７号 平成１７年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ９８号 平成１７年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第 ９９号 平成１７年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより平成１８年第１回西予市議会定例会

を開会をいたします。 

 三好市長より今定例会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 皆さんおはようございます。 

 平成１８年第１回西予市議会定例会の開会に当

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 昨年１２月は大雪となり、厳しい冬を予想して

おりましたが、その後比較的穏やかな天候に恵ま

れ、３月に入りましてからは野山も春の訪れを感

じさせるようになりました。また、３月１２日の

初日の大相撲春場所では、郷土の誇りであります

玉春日関が４場所ぶりに幕内復帰となり、明るい

ニュースとなっております。 

 議員の皆様におかれましては、年度末を迎え、

公私とも何かとご多忙のところご出席を賜り厚く

お礼を申し上げます。 

 さて、合併２年目となりまして平成１７年度

は、西予市まちづくり計画の基本を踏まえ、財政

の健全性を図りながらそれぞれの人が喜び、それ

ぞれの地域が輝き、市民が納得する予算の執行に

心がけてまいりました。 

 主な建築事業としましては、健康保養地中核施

設、農産物加工第２工場、乙亥会館、みかめ本

館、特定漁港漁場整備、漁港利用整備事業、商店

街及び卯之町町並み舗装、魚成小学校建築等であ

ります。 

 また、よりよい男女共同参画社会づくりを推進

するため、男女共同政策室を新設する一方、三位

一体の改革により一層厳しさを増す財政状況から

脱却するため、西予市行政改革大綱の策定、早期

退職者制度の導入、愛媛地方税滞納整理機構への

加入、指定管理者制度の導入等に取り組んでまい

りました。今後、当市を取り巻く環境は、さらに

厳しくなることが予想されます。そのためにも、

さらなる行政改革が求められるところであり、市

民の皆さん、議員各位、そして行政の相互理解と

協力なしには実現することは到底不可能でありま

す。どうか皆様には一丸となりまして、この難局

を乗り越えるべくご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げる次第でございます。 

 さて、本定例会におきましては、議員の皆様か

らの一般質問をお受けするとともに、私の平成１

８年度の市政に対する所信の一端を申し上げ、一

般会計、各特別会計及び企業会計予算についてご

説明申し上げます。 

 また、２年にわたる検討協議を進めてまいりま

した本市の土台となります総合計画基本構想、そ

のほか条例の制定及び改廃、指定管理者制度の指

定等、全１１０案件を上程いたしております。平

成１８年度及びそれ以降の市政運営の方向づけを

行うため、何とぞ慎重にご審議をいただき、ご決

定いただきますことをお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

 本議会が西予市の発展と市民福祉の向上に寄与

できる意義あるものとなりますことを切にお願い

申し上げまして、簡単でありますが招集のあいさ

つとさせていただきます。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

及び監査委員から提出されました例月出納検査結

果報告書の抄本は、お手元に配付のとおりであり

ますので、お目通しを願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今会の会議録署名議員に６番嶋川武文君、７番

沖野健三君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今会の会期は、本日から３月２４日までの１７

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今会の

会期は本日から３月２４日までの１７日間と決定

をいたしました。 

  （日程３） 
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○議長 日程第３、議会報告第１号「常任委員会

の視察研修報告について」を議題といたします。 

 さきの第４回定例会の議決に基づきまして実施

をいたしました総務常任委員会の視察研修結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 亀井総務常任委員長。 

 

○亀井秀男総務常任委員長 それでは、総務常任

委員会視察研修報告を行わさせていただきます。 

 総務常任委員長、亀井秀男。 

 ２月１９日と２０日の両日、岡山県の株式会社

倉敷ケーブルテレビ、玉野市市役所、四国中央市

役所、四国中央テレビを訪問し、ＣＡＴＶ事業の

取り組みについて視察研修を行いましたので、そ

の概要を報告いたします。 

 １９日には、倉敷ケーブルテレビを視察研修い

たしました。２０日には、研修する岡山県玉野市

のＣＡＴＶ事業は、倉敷ケーブルテレビが運営し

ているため、事前に倉敷ケーブルテレビについて

その概要と施設を把握することが目的でした。倉

敷ケーブルテレビは、平成９年１月に長野県のＬ

ＣＶ株式会社、倉敷市、玉野市、総社市、株式会

社ぎょうせいが出資した第三セクター方式で設立

されていました。その中での玉野市の出資額は１

００万円ということであり、この地域においては

行政支援のウエートが低くても、民間での運営が

可能な地域特性がありました。 

 しかしながら、採算性の観点から、住宅密集地

以外については民間がサービスを提供しないとい

うことで、住居がまばらに点在する場合に、拠点

からラストワンマイルという末端の家庭部分まで

ＣＡＴＶのサービスをどのようにして受けられる

ようにするかというのが課題であるということが

わかりました。 

 加入状況については、４市１町でケーブルを引

いている１８万６，７３９世帯のうち４１％に当

たる７万７，２５６世帯が加入しており、総世帯

数で言えば、エリア全体の約４分の１を倉敷ケー

ブルテレビがカバーしていました。 

 また、サービスエリア内のインターネットへの

接続サービスの３分の１を倉敷ケーブルテレビが

提供しており、残り３分の２をＮＴＴやヤフーな

どが行っているという状況で、ＣＡテレビの月額

利用料は１，９９５円でした。 

 また、倉敷ケーブルテレビでは、予想していた

よりはるかに充実した規模で事業が展開されてお

り、各家庭に映像を配信するヘッドエンド設備や

プロバイダー事業を運営するサーバーなどは高耐

震建物の中に設置され、大きな地震に対しても対

応がなされ、かつ非常用発電機も３台準備するな

ど、放送局としての高い使命を担っているようで

した。現在、社屋並びにスタジオを建設中でした

が、これらも地震が来てもほとんど揺れないとい

う免震構造になっており、非常時の防災機能を高

めたもので、まさに理想のケーブルテレビ局を目

指していました。 

 ２０日には、岡山県玉野市、四国中央市、四国

中央テレビを訪問しました。 

 まず初めに、玉野市についてですが、玉野市は

以前宇高連絡船の港として有名でしたが、現在は

造船の町として人口は約６万５，０００人を有す

る岡山県南部に位置する市であります。ケーブル

テレビ事業は民間主導で、倉敷ケーブルテレビが

住宅密集地を中心に事業を展開していました。 

 しかしながら、市内の約３分の２の地域は、民

間でのケーブルテレビ事業が採算上困難であるた

め、玉野市が４億４，０００万円をかけて広域情

報ネットワーク事業で光ファイバーの幹線を設置

し、それを倉敷ケーブルテレビに期間を設けたＩ

ＲＵ契約という方式で貸し出していました。その

費用は無償であるかわりに、幹線の保守を倉敷ケ

ーブルテレビがするという内容でした。その幹線

を倉敷ケーブルテレビが利用してＣＡＴＶ事業を

するほか、岡山情報ハイウェイにも接続されてい

て、さまざまなプロバイダーのサービスが受けら

れるようになっていました。市民からもＣＡＴＶ

事業の充実については、各地域から要望が多かっ

たということで、玉野市としてもブロードバンド

の全地域への普及だけは最低限早期に達成したい

という意向です。また、議会中継を放送するとい

うことについても、市民の関心が高いということ

でした。 

 このＣＡＴＶ事業については、倉敷ケーブルテ

レビが主体であるため、玉野市としてはサテライ

トスタジオを設置し、市独自のチャンネルを開設

し、行政情報を静止画と動画で２４時間繰り返し

放送していました。 

 また、月１回は自主制作番組も放送しており、

災害発生時には、災害報道協定により災害情報が

優先して放送される仕組みになっていました。そ
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のためランニングコストは行政として年間９００

万円ほどの負担で事業が実施されていました。 

 次に、四国中央市、四国中央テレビを訪問いた

しました。西予市と同日合併の四国中央市は、１

４年７月の合併協議会設立当初から新市の一体感

を醸成するためには、地域に密着した情報を共有

し、交流情報の基盤整備は不可欠と考え、合併協

議会の中にＣＡＴＶ分科会を設け取り組んでいま

した。市内ＣＡＴＶ事業は、高速道路を境に南北

に分け、人口密集地域２，９００世帯を第三セク

ターの四国中央テレビが、山間部中心の４，００

０世帯を市が事業主体となり、三セクエリアは１

８年３月開局し、自治体エリアは１９年３月の開

局を目指していました。合併前に地域公共ネット

ワーク事業で市の各公共施設を光ファイバーケー

ブルで結んでおり、総務省の認可を受け、余剰信

線を使って、メートル当たり１信１円で三セクに

貸し、ＣＡＴＶ事業を行っており、一部放送の送

受信などに愛媛ケーブルテレビの装置も利用して

コストダウンを図る計画になっていました。 

 ＣＡＴＶ事業は、合併後の一体感を醸成するた

めの地域情報の共有、情報格差の是正、テレビ難

視聴の解消、防災、市議会、道路の各情報発信を

目的としてスタートしており、事業費は過疎債、

合併特例債、合併補助金、一般財源の財源内訳と

なっており、市全体の伝送路施設設備に係る事業

費が１７から１８億円の見込みということでし

た。 

 ＣＡＴＶの加入金は４万７，２５０円、エコノ

ミーの月額利用料は１，９９５円で、インターネ

ットへの接続は工事費が６万９００円と月額利用

料が３，６００円から４，７００円程度が必要に

なります。市から三セクへの出資比率は２５％

で、監査権限を有しており、財源の市補助金２億

２，０００万円（本体整備費の２５％）について

は三セクが借り入れて、元利償還する際の２５％

を補助する方法をとっていました。 

 管理運営は、三セクエリアと自治体エリアで、

サービス内容、保守、トラブルの対処など一連の

流れが同じである方が望ましいという考えから、

四国中央テレビを指定管理者に指定し、管理運営

を行う予定ということです。 

 サービス内容としては、行政チャンネル、タウ

ンチャンネル、ガイドチャンネルの３チャンネル

とテレビは内容の選択ができる２つのチャンネ

ル、インターネットサービスも速度が異なる２種

類、ＩＰ電話については、インターネット加入者

に限りサービスを提供する計画でした。山間部の

加入に関する反応は、テレビの難視聴、インター

ネット環境、共聴アンテナなど電波条件が悪いた

め、ＣＡＴＶ事業の必要性は高いと判断してお

り、集落単位あるいは共聴組合ごとに改善できる

手段として加入促進を進めていました。自治体エ

リア部分の２万９，０００世帯のうち、開局時に

１５％に当たる４，３００世帯の契約を目指して

いました。 

 今回の研修の中で、ＣＡテレビ事業について採

算がとれる部分は民間経営という基本姿勢が望ま

しいが、山間部分が含まれると、民間が事業主体

になることは難しいため、西予市のような人口と

面積規模の場合は、市が施設整備をつくり、民間

が運営する方法が一番現実的ではないだろうかと

いうアドバイスを受けました。 

 また、西予市の場合も四国中央市と同じよう

に、光ケーブルと同軸ケーブルを使い構築するＨ

ＦＣ方式であれば、伝送路が８００から９００キ

ロと仮定すると、同じように１７億円から１８億

円の事業費まで圧縮できるのではないか。 

 また、現在野村ＣＡＴＶ、八西ＣＡＴＶがそれ

ぞれで運営されているため、それらをうまく連携

することによりコストダウンが図られるのではな

いかと思われました。 

 さらに、事業の実施に当たっては、業者の言い

なりではなく、むだや必要以上に高額な設備導入

につながるおそれなど、設計段階からノウハウを

持った人のチェック機能が働くような仕組みが大

切であり、１億円以上のむだを省けた事例を伺

い、その重要性を感じました。 

 西予市のＣＡＴＶは、建設計画の中で事業計画

されている事業であり、情報格差を是正するた

め、早期実現を図る必要が強い事業であります

が、一方で高額の経費を投入する事業であるた

め、その実施においては、慎重な検討が不可欠と

言えます。今回視察によって全く手探り状態から

一歩前進し、ＣＡＴＶ事業の概要を把握できたと

言えます。今後はＣＡＴＶ検討会から答申も出る

と伺っており、いよいよ実施に向かって次の段階

へ前進するために、私たちもさらに研さんを深

め、市民が納得できるものにしていきたいと考え

ているところであります。 
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 以上で総務常任委員会の視察報告を終わりま

す。どうも失礼いたしました。 

 

○議長 以上で常任委員会の視察研修報告を終わ

ります。 

  （日程４） 

 

○議長 日程第４、承認第１号「専決処分第１号

（平成１７年度西予市一般会計補正予算（第９

号））の承認を求めることについて」から議案第

１１３号「平成１８年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計予算」についてまでの１１０件を一

括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 承認第１号「専決処分第１号

の承認を求めることについて」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 この承認第１号は、平成１７年度西予市一般会

計補正予算（第９号）について専決処分の承認を

求めるものであります。 

 平成１８年５月に明浜シーサイド・サンパーク

で開催予定の合併記念コンサート事業につきまし

て、２月中旬から準備に入る必要があり、そのた

めには今年度内に関係契約事務が必要となるた

め、当該経費の債務負担行為の設定について専決

をしたものであります。 

 この補正は、歳入歳出予算総額の増減はなく、

債務負担行為のみの設定であります。よろしくご

審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上

げます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第５号「宇和町公共下水道

根幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一

部を変更する協定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 宇和町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に

関する基本協定につきましては、平成１５年８月

４日の宇和町議会において議決をいただき、日本

下水道事業団理事長板倉英則氏と、協定金額１５

億円、竣工期限を平成１９年３月３１日として協

定を締結し現在施工中であります。このたび１８

年度に施工予定でありました当該施設の汚泥処理

設備工事について、関係機関との協議により施工

時期を延長する必要が生じたため、竣工期限を平

成２０年３月３１日に、また合併により協定名を

変更する変更仮協定を去る平成１８年２月１３日

に締結しましたので、議会の議決を求めるもので

あります。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 議案第６号「西予市総合計画基本構

想につきまして」提案の理由をご説明を申し上げ

ます。 

 西予市は、平成１６年４月の合併以来、国の三

位一体改革、緊縮財政の中にあって、財政の健全

性を大原則として、それぞれの人が喜び、それぞ

れの地域が輝き、みんなが納得する夢のまちを創

造するため、合併時に策定された西予市まちづく

り計画の趣旨を踏まえつつ、グローバルに考えロ

ーカルに実践する手法で市内各地域の均衡発展を

図りながら行財政運営を行ってまいりました。 

 いつの時代にも地方自治体にはそのまちづくり

の経営指針が必要であり、地方自治法第２条第４

項に総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

基本構想を定め、これに則して行うようにしなけ

ればならないと定められていることから、西予市

まちづくり基本計画を包括する形で、本市として

の特性、市民ニーズ、時代潮流、発展課題を明ら

かにし、平成１８年度を初年度にいたしまして平

成２７年度を目標年度とした１０年間にわたる基

本構想と基本計画を策定したところでございま

す。 

 基本構想では、自然と文化を生かし、はぐくむ

まちづくり、交流と活力あふれるまちづくり、協

働・自立のまちづくりを基本理念とし、目指すべ

き将来像を「未来へ輝くゆめ、ひと、ふれあい西

予」と設定したものでございます。 

 さらに、暮らしを支え地域を結ぶ住みよいま

ち、人も自然も環境も元気で安心できるまち、人

が輝き文化が薫る学びのまち、本州すっぽり西予

豊かさを実感できるまち、共に考え共に創る魅力

あるまちの５つを基本目標に掲げ３６項目にわた

る行政分野の施策大綱や基本計画で展開する各分

野の施策を横断的に取り込みまして、重点的に取
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り組むべきものを大計し、１０項目の重点プロジ

ェクトを掲げまして将来像の実現に向けまちづく

りを進めていこうとするものでございます。 

 基本計画では、この５つの基本目標、重点プロ

ジェクトに向けて３６の行政分野ごとに取り組む

べき施策の方向を定めたものでございます。基本

構想、基本計画を今後の市政運営の指針としてま

いりますが、その実現に当たっては、総合計画審

議会の答申を尊重し、幅広い市民の積極的な参加

のもと、行財政の効率的な運営を行い、広域的な

視野に立って国、県の計画等との整合を図りなが

ら進めたいと考えております。 

 なお、この総合計画の策定に当たりましては、

市民の皆様のご提言やアンケート、また市内小・

中学生による未来の西予市の絵画、また市内中学

生による未来の西予市の作文と市政懇談会のご意

見等を参考にし総合計画策定プロジェクトチーム

が原案を作成したものでございます。 

 さらに、総合計画策定委員会で検討を願い、総

合計画審議会においてご審議をいただき成案を見

たものでございます。よろしくご審議の上、ご決

定いただきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 議案第７号「西予市行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 愛媛県及び県内２０市町等で構成する愛媛県電

子自治体推進協議会が推進している愛媛電子自治

体構築の重要プロジェクトとして、電子申請受付

システムが１８年度から運用されることとなって

おります。電子申請受付システムとは、自宅や会

社のパソコンから申請や届け出をインターネット

を使って行うことができるようにするもので、時

間や場所を気にせずに手続を済ませることができ

るようになります。このシステムの運用に当た

り、現行条例等で書面により申請や届け出等をす

ることと規定されている行政手続につきまして、

電子申請受付システムによる手続を可能にするた

め本条例を制定するものであります。 

 なお、本市におきましては、平成１８年度から

２０件程度の事務について電子申請で対応できる

ようにすることといたしており、それ以降、関係

部署及び関係機関と協議し、随時対応できる事務

を追加する予定であります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 続きまして、議案第８号「西予市長期継続契約

に関する条例制定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 従来長期継続契約のできるものは、地方自治法

上、電気、ガス、水の供給、電気通信役務の提供

を受ける契約、または不動産を借りる契約に限定

されておりましたが、平成１６年５月の地方自治

法の一部を改正する法律により、長期契約の対象

となる契約を条例で定めることができるようにな

りました。現状では、コピー機等のＯＡ機器をリ

ース契約する場合、通常５年間を目安に契約期間

を設定いたしますが、契約額が少額であっても、

債務負担行為を行わなければ長期継続契約を締結

できず、また庁舎管理や物品の保守等、毎年年度

初めの４月１日から役務の提供を受ける必要があ

る場合でも、前年度からその契約事務を進めるこ

とができず、事務処理に支障を来しております。

このように契約の性質上、翌年度以降にわたり契

約を締結しなければ、当該事務の取り扱いに支障

を及ぼすような場合でも単年度契約を締結し、次

年度以降は随意契約で契約を更新している状況で

あります。このような現状を踏まえ、多様化する

契約形態に対し、適正で効率的な実態に即した契

約事務を行うため本条例を制定するものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第９号「西予市市民憩の家

条例制定について」、議案第１０号「西予市宇和

運動公園条例制定について」、議案第１１号「西

予市ふれあいの森林施設条例制定について」、一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回条例制定いたします３件の施設につきまし

ては、施設の管理運営形態等から指定管理者制度

の導入について検討を進めてまいりましたが、現

段階では、市内に指定管理者として適当な団体が

ないこと及び他の同種施設が直営方式で運営され

ていることなどから、改めまして市の直営施設と

して管理運営することといたしました。この決定

に伴い暫定条例を廃し、これらの条例を制定する
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ものであります。 

 また、宇和運動公園条例につきましては、別個

の条例で設置しておりました宇和運動公園運営協

議会を包含し、規定しており、暫定条例の協議会

設置条例をあわせて廃止しております。 

 なお、社会教育施設におきましても、今後施設

の運営状況、運営が可能な団体の状況等を判断

し、指定管理者制度への移行を引き続き検討する

ことといたしております。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第１２号「西予市宇和

福祉センター条例制定について」、議案第１３号

「西予市老人憩の家条例制定について」、議案第

１４号「西予市野村高齢者工芸館条例制定につい

て」、一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 議案書は２５ページから３５ページでございま

す。 

 この３件の施設につきましても、先ほどの社会

教育施設と同様に指定管理者制度の導入について

検討を進めてまいりましたが、同じく現段階では

直営施設として管理運営することと決定したこと

に伴い、暫定条例を廃止し、これらの条例を制定

するものであります。 

 なお、宇和福祉センター条例では、宇和町福祉

センター及び宇和町農家高齢者創作館を一体の施

設として、老人憩の家条例については、野村町よ

り三瓶町の施設を一括して規定いたしておりま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第１５号「西予市農村公園

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 西予市では、農業者及び農村在住者等の健康増

進と憩いの場を目的として設置利用されている農

村公園は、旧野村町で２カ所、旧三瓶町で４カ

所、計６カ所となっております。今回対象地域と

本施設の管理及び利用者の行為を明確にし、西予

市全体で農村公園施設としての位置づけを適正な

ものにするため、本条例を制定するものでありま

す。 

 なお、これに伴いまして暫定施行しておりまし

た三瓶町農村公園設置条例を廃止いたしておりま

す。 

 続きまして、議案第１６号「西予市野村飼料混

合施設条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 本施設は、平成６年に野村町畜産総合振興セン

ター関連施設として建設され、管理委託方式によ

り運営いたしております。畜産総合振興センター

につきましては、さきの平成１７年第４回定例議

会で指定管理者制度導入に伴い、その設置に関す

る条例を制定したところですが、飼料混合施設に

つきましては、畜産総合振興センターと別の機能

を有しており、運営方式も異なっていることから

個別の取り扱いとし、今回指定管理者制度を導入

することに伴い、改めまして本条例を制定するも

のであります。 

 次に、議案第１７号「西予市農林漁業後継者住

宅条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 農林水産業の低迷は全国的に続いており、その

後継者の確保、育成については、深刻な状況とな

っております。そうした後継者対策の一環といた

しまして、西予市明浜町狩浜地区において、農林

漁業後継者の住宅難を解消し、定住促進による地

域産業の活性化を図ることを目的に、合併特例債

事業で市単独賃貸住宅を建設しており、今月末に

完成予定となっております。本条例は完成後の後

継者住宅の管理及び入居条件等の必要な事項を定

めるものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 議案第１８号から議案第２６号まで

関連がございますので、一括して提案理由を説明

をさせていただきます。 

 議案第１８号「西予市職員の管理職手当等の特

例に関する条例制定について」、議案第１９号

「西予市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について」、議案

第２０号「西予市特別職の職員で非常勤のものの
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報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例制定について」、議案第２１号「西予市特別

職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定について」、議案第２２号

「西予市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第２３号「西予市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第２４号「西予市職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」、議

案第２５号「西予市水道事業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」、議案第２６号「西予市消防本部職員の

特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

制定について」、関連がありますので一括提案説

明を申し上げます。 

 今回の条例制定及び改正並びに廃止につきまし

ては、国の三位一体改革やそれに伴う県予算の見

直し等による大変厳しい財政事情等を考慮し、大

幅な人件費削減を行うことによるものでございま

す。 

 主な内容といたしましては、職員の管理職手当

及び期末手当の職務加算を５０％減額するととも

に、先般開催いたしました特別職等報酬審議会の

答申を受けまして、特別職、教育長の給料及び市

議会議員等の報酬を答申の３％減額、さらに任期

中の特例措置として３％の減額を行うものでござ

います。 

 また、特殊勤務手当につきましては、業務等の

見直しを行い、税等の徴収事務手当及び水道事業

職員への手当を廃止し、養護老人ホーム等に勤務

する職員の特殊勤務手当、消防手当等の一部を減

額いたしました。これに伴い水道事業職員の職務

手当等に関する条例は廃止するものでございま

す。 

 さらに、職員の県内出張における日当を廃止い

たしております。 

 今回、このように厳しい人件費抑制策を講じな

ければならなくなったことは、議員の皆様また職

員に対し、大変申しわけなく感じるところでござ

いますけれども、この厳しい局面を乗り切るため

にも何とぞご理解を賜り、ご協力をいただきたい

と存じております。よろしくご審議の上、ご決定

いただきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 議案第２７号「西予市職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、公務員給与に地場賃金を反映さ

せるための地域間配分の見直し、年功的な給与上

昇の抑制と職務職責に応じた給与構造への転換及

び勤務実績の給与への反映を柱とした、昭和３２

年に現在の給与制度が確立して以来、５０年ぶり

の大きな給与構造改革が実施されることに伴う給

与に関する法律の一部改正に準じ本条例の一部を

改正するものであります。 

 主な内容につきましては、人事院勧告におきま

して平成１８年度から実施されることとされてい

る俸給表等に準じて、若手係員層は引き下げな

し、中高齢層は７％の引き下げと行政職給与を平

均で４．９％引き下げるよう給料表の改定を行

い、さらに行政職給料表の現行１、２級及び４、

５級の統合と級構成の再編、また現行号級の４分

割と号級構成の見直し、職員の昇給時期を１月１

日の年１回に統一して、勤務成績に基づく昇給制

度を設けるなどの改正を行うものであります。 

 次に、議案第２８号「西予市部設置条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の改正は、本市の組織機構の見直しによる

ものであります。 

 直面する多種多様な行政課題に柔軟かつ適切に

対応するため、新たに産業部内に企業誘致や地域

産業の育成及び地域資源の情報発信を所掌する産

業創出課を、建設部内に公共用地の計画的かつ円

滑な確保取得と未登記用地の処理を所掌する用地

課を新設することに伴い、当該業務内容を追加規

定するため本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 次に、議案第２９号「西予市行政改革推進委員

会設置条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例の改正につきましても、本市の組織機構

の見直しによるもので、市の総合計画と密接な関

係にある行政改革は、同じ課内で連携を図りなが

ら実行しなければ効果あるものにはなりません。

今回、行政改革に関する事務を総務課から総合計

画を所掌する企画調整課に移管することに伴い、
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本条例の一部を改正するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第３０号「西予市船員法に

係る証明に関する条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、船員法の改正により公認の手続

が廃止となったことから、本条例の一部を改正す

るものであります。よろしくご審議の上、ご決定

くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 議案第３１号「西予市手数料

徴収条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の主な改正内容は、行政財産の目的外使用

許可に係る使用料を新たに設定するものでありま

す。使用料に関しましては、各施設の設置条例等

で規定しておりますが、今回の改正は、庁舎敷地

等において自動販売機等を設置する場合に、１台

につき年額３万１，５００円、庁舎等で休息時間

内において出張販売などに一時的に宿日直室等を

使用させる場合に、１回につき１，０５０円を使

用料としてそれぞれ徴収するものであります。 

 また、船員法の改正により公認手数料を廃止い

たしております。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第３２号「西予市図書館条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本条例は図書館システムの導入に伴い、市内図

書館及び図書室の連携を図るため機構を改めるも

のであります。 

 本市における図書館及び図書室には、約２１万

冊の蔵書がありますが、それぞれの施設でしか貸

し出しができず、効率的な図書の利用ができない

状況でありました。この点を改善すべく今年度図

書館システムを導入し、市が所有している図書に

ついては、どこからでも貸し出しが可能となった

ことから、宇和図書館を中央館とし、他の図書館

及び図書室を分館と位置づけ、連携を図るもので

ございます。 

 次に、議案第３３号「西予市宇和文化の里条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、施設利用の基本的事項である休

館日並びに利用時間を明確にするとともに、入館

料について市内施設との均衡を図るため、６５歳

以上の者の入館料免除を削除し有料とするもので

ございます。 

 以上、２件よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第３４号「西予市保育

所条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 議案書は１１７ページからでございます。 

 野村町では公立の幼稚園と保育所があります

が、入園、入所の希望は保育所の方が比重が高

く、野村保育所では既にこの定員を大幅に上回っ

ております。本年４月にはさらに入所希望者の増

加が見込まれるため、野村保育所の定数を１２０

人から１５０人にふやすよう本条例の一部を改正

するものであります。 

 次に、議案第３５号「西予市軽費老人ホーム条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、厚生労働省老健局長通知による

軽費老人ホームの設置及び運営についての軽費老

人ホーム設置要綱の一部改正に伴い、事務費徴収

額の改定が行われたことと、軽費老人ホームれん

げの利用料金について限度額として定めていたも

のを国の基準に合わすとともに、使用料の分類を

整理するため本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 次に、議案第３６号「西予市敬老祝金条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、敬老祝金を敬老週間中に支給で

きるようにするため、敬老祝金の受給対象年齢基

準日を９月１５日から９月１日に変更することに
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伴い本条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第３７号「西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 ６５歳以上の方いわゆる第１号被保険者の介護

保険料については、３カ年を１期とする期間にお

いて見直しを行うことが定められております。そ

こで、平成１８年度から２０年度の第３期間中の

保険料について、高齢者人口の上昇や介護保険サ

ービスを利用される方の出現率、施設整備状況、

今後の高齢者福祉施策などから、西予市第３期高

齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画を策定

いたしております。この計画の中では、平成１７

年の介護保険法等の一部を改正する法律の施行を

受け、低所得者への配慮や地域支援事業を創設

し、介護予防重視型システムへの転換を図り、住

みなれた地域で生活継続が可能な体制を整備する

ことを加味するよう指導されております。 

 そこで、この内容を計画に見込み、算定された

保険料について改正するものであります。 

 改正内容では、保険料の区分を第１段階から第

５段階まで設定いたしておりましたが、従来の第

２段階を収入に応じて細分化するため、第１段階

から第６段階までの分類に再編いたしました。 

 なお、附則では、地方税法の改正に伴う激変緩

和措置を設け、その対象者においては３カ年で保

険料の額を段階的に基準額とする措置を講じてお

ります。 

 本日お配りしております参考資料を出していた

だいたらと思います。 

 参考資料の第１号被保険者介護保険料比較表を

つけておると思いますが、お開きお願いします。 

 この比較表では、従来の介護保険料と改正後の

介護保険料、第１段階から第６段階まで比較いた

しております。 

 まず、改正前、現行でありますが、基準月額保

険料３，１００円、これは旧第３段階のものであ

ります。この３，１００円月額でありますが、こ

れが改正後は第４段階になりまして、３，８００

円に改正されるものであります。条例では年額で

表示しておりますけれども、月額で説明させてい

ただきます。 

 一番上の第１段階につきましては、従来と同じ

基準で生活保護受給者と住民税非課税世帯で老齢

福祉年金受給者、この方が対象でありますが、基

準額の０．５ということで５０％掛けで１，５５

０円が１，９００円の引き上げとなります。 

 第２段階が、これが新設されまして、第２段階

と第３段階に分れております。第２段階につきま

しては、年金収入が８０万円以下の方、この方に

つきましては、従来基準額の７５％が引き下げら

れまして基準額の５０％ということで１，９００

円に、その他の第３段階でありますが、この方が

２，８５０円の引き上げとなります。 

 第３段階は基準額と同じで先ほど説明したとお

りであります。 

 第４段階の方につきましては、合計所得金額２

００万円以下の方で住民税が課税されている方で

ありますが、基本額の２５％増しということで

３，８７５円が４，７５０円に引き上げとなりま

す。 

 第５段階の方が、従来これは本人が住民税課税

されておりまして、年間２００万円以上の所得の

ある方でございますが、５０％増ということで

４，６５０円が５，７００円と改正されるもので

あります。 

 次のページの分は、激変緩和措置をそれぞれ比

較いたしておりますので、ご参考にしていただき

たいと思います。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第３８号「西予市農林水産

業振興事業基盤整備用機械使用料条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 旧城川町において、昭和４９年度から運用を行

っております農林業基盤整備用機械につきまして

は、農林業基盤整備はもとより災害や降雪時の緊

急対応等、大いに利活用されているところであり

ます。 

 しかしながら、機械の更新や物価の変動等に伴

い、保有機種と使用料との不整合を調整し、今後

の経済的かつ効率的な運行に資するため、運転経

費等の使用料を改正する必要があることから、本

条例の一部改正をするものであります。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 
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○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第３９号「西予市農業集落

排水処理施設条例の一部を改正する条例制定につ

いて」、議案第４０号「西予市農業集落排水事業

分担金徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第４１号「西予市農業集落排水処理施

設使用料徴収条例の一部を改正する条例制定につ

いて」、一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 西予市の農業集落排水事業につきましては、こ

れまでに宇和町地区において、永長、神野久、田

之筋、中川処理区、野村町地区においては、長

谷、岡成、阿下処理区の計７処理区が完成してい

るところであります。従来、本市の農業集落排水

処理施設の利用、廃止等の諸届け出及び分担金施

設使用料の徴収事務に関しましては、地元の管理

組合を通じて行ってまいりましたが、平成１８年

度から市が直接その事務を行う運びとなりまし

た。 

 また、施設の供用開始後における新規加入者に

つきまして、１７万円の分担金を徴収するととも

に、宇和町と野村町の使用料金の格差統一を図る

運びとなったことに伴い、関係条例の一部を改正

するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第４２号「西予市林道整備

事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、本市が行う林道整備事業につい

て補助対象事業を拡大し、平成１８年度から新規

事業として道整備交付金林道事業に取り組むこと

に伴い、対象事業名を森林環境保全整備事業から

国庫補助林道整備事業に改めること及び県単独林

道整備事業において、林内作業車道の整備は受益

者が限られることから、当該事業の例外として分

担金徴収率を１００分の６７以内とすることを明

記するものであります。 

 次に、議案第４３号「西予市中小企業振興資金

融資条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成１７年第３回定例会におい

て、嶋川議員の一般質問でもご提案をいただいた

ところであります融資手続につきまして、現行で

は法人または組合にあっては、３名以上の個人保

証を、個人にあっては、２人以上の確実な保証人

を必要としておりますものを、連帯保証人の数を

それぞれ１人ずつ減らして要件を緩和し、融資の

利用促進及び拡大を図るものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。１１時２０分に

再開をいたします。（休憩 午前１１時１０分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１１時２３分） 

 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第４４号「西予市公共下水

道条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 西予市公共下水道使用料金については、一般家

庭で排出される汚水量を基準に料金体系を設定し

ております。 

 しかし、湯屋では大量に汚水が排出され、一般

用の料金では多額の使用料金となるため、加入を

敬遠される可能性があり、結果として水質等の改

善が図られないことになりかねません。 

 また、公衆浴場の確保のための特別措置に関す

る法律が定められており、湯屋用の料金を別途制

定する自治体が数多く見受けられます。このよう

な状況から、湯屋等の公共下水道使用料につい

て、重量使用料１立方メートルにつき一律５２円

の料金体系を設けるため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

 次に、議案第４５号「西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関する条例の一部を改正する

条例制定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、野村町の白髭地区における水道

施設の新設と城川町で中山間事業の実施に伴う今

田簡易水道と杭簡易水道の統合整備及び昭和３０

年から昭和５０年ころに設置された城川町の区域

の県条例水道について、過疎化の進展による給水

人口の減少により、県水道条例の基準に該当しな
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くなったことに伴い、共同給水施設として引き続

き維持管理を行うため所要の改正を行うものであ

ります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲病院総括事務長。 

 

○上甲病院総括事務長 議案第４６号「西予市病

院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、野村病院の診療科目の増設に伴

う改正であります。 

 地域住民の要望により、良質な医療を提供する

ことにより、住民が安心して生活できるよう心療

内科、皮膚科、麻酔科を増設し、診療内容の充実

を図り、地域における公衆衛生の向上と健康増進

に寄与するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第４７号「西予市野村地域

文化会館建設基金条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 この基金は、野村町における地域文化会館建設

の原資として活用するため設置されたものであり

ますが、平成１７年３月に乙亥会館が完成したこ

とに伴い、本条例の目的が達成され、基金設置の

必要がなくなったため廃止するものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第４８号、議案書１４

７ページであります。「西予市三瓶デイサービス

センター基金条例を廃止する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この基金は、西予市三瓶デイサービスセンター

の円滑な運営を図るために設置したものですが、

平成１８年度より指定管理者制度による運営へ移

行するに当たり、介護保険特別会計三瓶介護サー

ビス勘定を廃止することにあわせ廃止するもので

あります。 

 なお、同センターの運営により生じた平成１７

年度の収益は一般会計で受け入れ、将来の施設設

備の整備に充当させていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第４９号「西予市宇和町特

定農山村地域活性化推進基金条例を廃止する条例

制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 平成１５年度から農林業等活性化基盤整備計画

に即し、高収益・高付加価値型農業の展開等に向

けて新規作物の導入試験、産地直接販売体制の整

備など、実践的なソフト活動の計画的な実施のた

めの基金を設置し、これを原資に特定農山村地域

市町村支援事業に取り組んでまいりました。この

たび本年度をもって宇和町の地域における特定農

山村地域市町村活動支援事業が終了しましたので

本基金を廃止するため本条例を廃止するものであ

ります。よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第５０号「西予市通学費補

助条例を廃止する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本市では、市内幼稚園児及び小・中学生を対象

に通学費補助事業を行っておりますが、今回事業

内容の見直しに伴い本条例を廃止するものであり

ます。 

 なお、他の自治体では、この事業を規則等で運

用している例が多く、当市におきましても、条例

廃止後は規則により事業を実施することといたし

ております。 

 主な改正内容は、補助金額が１カ月、バス定期

運賃の３分の２の額としておりました遠距離通学

の徒歩通学児童に年間１万２，０００円、自転車

通学生徒には、自転車及び雨がっぱの購入費とし

て限度額３万５，０００円、幼稚園児には大野ケ

原地区に居住し、惣川幼稚園に通園する園児のみ
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年間１万２，０００円をそれぞれ補助するもので

あります。 

 また、自宅からバス停留所までの距離が、児童

で４キロ以上、生徒で６キロ以上の者に、その超

える距離に応じた額を補助いたしております。 

 なお、ヘルメット支給につきましては、西予市

ヘルメット購入費補助金交付要綱により購入に係

る補助を行うことといたしております。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 議案第５１号「城川町人口定

住促進に関する条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、旧城川町におきまして、活力と潤い

のあるまちづくりを目指し、住民の生活をより豊

かに、より便利に、より快適にという定住環境づ

くりを進めるため、平成６年度に創設した奨励金

交付制度であります。 

 制度の内容は、Ｕ・Ｉターン持ち家住宅新築祝

い金、新卒者定住促進奨励金等でありますが、こ

れまでこの制度によって定住人口の創出と対象者

の生活を支援し、地域の活性化の一助となってま

いりました。合併前の合併協議では、すべての事

務事業を全市統一する方向で調整されたところで

はありますが、本奨励金制度の合併と同時の見直

しは、本奨励制度に３年以上居住する意思及び就

業の実態、申請期間が定住後６カ月を経過するこ

と等々の交付条件があること、また住民への周知

期間が少ないこと等、対象者への不利益が生じる

おそれがあるため、合併後見直しをすることを条

件に合併前の制度を旧城川町地区住民に限定し暫

定施行してきたものであります。今回本条例は、

期間限定の暫定施行のため本年度をもって廃止い

たしますが、人口定住は本市の最重要課題の一つ

でもあるため、今後人口定住促進を図るための効

果的な施策を検討してまいりたいと考えていると

ころであります。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第５２号「宇和町丙種

墓地設置及び管理条例を廃止する条例制定につい

て」、議案第５３号｢宇和町稲生墓地設置及び管

理条例を廃止する条例制定について」、関連があ

りますので一括して提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 宇和町の丙種墓地につきましては、もともとは

各部落で設けられていた、いわゆるみなし墓地で

あり、所有権の承継により旧宇和町の町営墓地と

して条例化されたものであります。 

 また、稲生墓地につきましては、国庫補助事業

として共同墓地を造成し、旧宇和町の町営墓地と

して条例化されたものであります。 

 いずれの墓地も実際の管理運営は、墓地の属す

る行政区または墓地管理委員会が行っており、市

の管理する市営墓地でない状態であります。今

回、丙種墓地及び稲生墓地の管理状況をかんが

み、市有施設としての墓地の位置づけを統一する

ことに伴い本条例を廃止するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第５４号「市道路線の認定

について」、議案第５５号「市道路線の廃止につ

いて」、一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回、６路線の認定と３路線の廃止をお願いす

るものであります。 

 まず、宇和町の旧町地区２７８号線は、主要県

道宇和明浜線伊賀上バイパスの完成に伴い、起点

側が県道に取り込まれ、市道としての機能を有し

なくなったため、旧町地区１９６号線を含む全線

廃止後、終点側を地域の生活道路として再認定を

お願いするものであります。 

 三瓶町の安土９６号線は、地区の重要な生活道

路でありますが、近年本線延長上の農道沿いに住

宅が建設され、農道が生活道路としての機能を有

してきたため、旧路線廃止後、路線延長の上、再

認定をお願いするものであります。 

 また、安土３３１号線は、市営墓地及びあらパ

ーク公園に通じる道路であり、市道としての要素

が強いことから、認定をお願いするものでありま

す。 

 津布理３３２号線及び３３３号線は、いぶき団
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地造成に伴い開設した団地内道路でありますが、

舗装工事も完成いたしましたので、認定をお願い

するものであります。 

 城川町の本村線は、農道として二十数年前に整

備され、現在ではコンクリート舗装もされ、地区

の重要な生活道路として機能しており、市道とし

て認定をお願いするものであります。 

 また、稲田窪田線は、１８年度から農道として

県営中山間総合整備事業で改良計画があり、今回

市道の廃止をお願いするものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第５６号「西予市営土地改

良事業の施行について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本案は平成１８年度に宇和町明石地区において

土地改良事業を施行することに伴い、西予市へ土

地改良事業施行条例第５条の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

 事業内容につきましては、受益面積５．９ヘク

タール、施工延長４４０メートルのかんがい排水

工事を施工するもので、これにより効率的な農業

経営を図るものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第５７号「西予市宇和文化

会館の指定管理者の指定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本施設は、市民の芸術文化の向上及び福祉の増

進を図ることを目的に整備された施設であり、現

在財団法人宇和文化会館に管理委託し運営してお

ります。 

 今回、この施設の指定管理者の候補者として、

非公募により財団法人宇和文化会館を選定いたし

ましたので、その指定について議会の議決を求め

るものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、財団法人宇和文化会館の当該

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された運営ノウハウ、経営改善に対する

取り組み等を総合的に勘案し、この施設の管理を

引き続き行わせることが適当と判断したものであ

ります。 

 なお、財団法人宇和文化会館の概要及び施設の

運営方針概要につきましては、別添の参考資料を

ご参照ください。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第５８号「西予市特別

養護老人ホーム松葉寮及び西予市宇和老人短期入

所施設の指定管理者の指定について」、議案第５

９号「西予市軽費老人ホームれんげの指定管理者

の指定について」、議案第６０号「西予市游の里

健康センターの指定管理者の指定について」、議

案第６１号「西予市游の里ふれあい広場の指定管

理者の指定について」、議案第６２号「西予市游

の里デイサービスセンターの指定管理者の指定に

ついて」、議案第６３号「西予市いきがいデイサ

ービスセンターの指定管理者の指定について」、

議案第６４号「西予市身体障害者デイサービスセ

ンターの指定管理者の指定について」、一括して

提案理由のご説明を申し上げます。 

 議案書は１６９ページからであります。 

 これらの施設は、高齢者及び身体障害者の福祉

の向上並びに市民の健康の活力の増進を図ること

を目的に整備された施設であり、現在社会福祉法

人宇和町社会福祉施設協会に管理委託し運営いた

しております。 

 今回、それら施設の指定管理者の候補者として

非公募により社会福祉法人宇和町社会福祉施設協

会を選定いたしましたので、その指定について議

会の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、宇和町社会福祉施設協会のそ

れぞれの施設におけるこれまでの実績、運営方針

等を審査し、蓄積された運営ノウハウ、経営改善

に対する取り組み、地域との連携等を総合的に勘

案し、これら施設の管理を引き続き行わせること

が適当と判断したものであります。 

 なお、宇和町社会福祉施設協会の概要及びそれ

ぞれの施設の運営計画概要につきましては、別添

の参考資料をご参照ください。 
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 続きまして、議案第６５号「西予市特別養護老

人ホームしいのき園及び西予市野村老人短期入所

施設の指定管理者の指定について」、議案第６６

号「西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管

理者の指定について」、議案第６７号「西予市野

村学園の指定管理者の指定について」、一括して

提案理由のご説明を申し上げます。 

 これらの施設は、高齢者福祉の増進、知的障害

児及び知的障害者の福祉の向上を図ることを目的

に整備された施設であり、現在社会福祉法人野村

町社会福祉協会に管理委託し運営いたしておりま

す。 

 今回、それら施設の指定管理者の候補者とし

て、非公募により社会福祉法人野村町社会福祉協

会を選定いたしましたので、その指定について議

会の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、野村町社会福祉協会のそれぞ

れの施設におけるこれまでの実績、運営方針等を

審査し、蓄積された運営ノウハウ、経営改善に対

する取り組み、地域との連携等を総合的に勘案

し、これら施設の管理を引き続き行わせることが

適当と判断したものであります。 

 なお、野村町社会福祉協会の概要及びそれぞれ

の施設の運営計画概要につきましては、別添の参

考資料をご参照ください。 

 続きまして、議案第６８号「西予市三瓶デイサ

ービスセンターの指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、在宅高齢者の福祉の増進を図ること

を目的に整備された施設であり、現在社会福祉法

人西予市社会福祉協議会に管理委託し運営いたし

ております。 

 今回、この施設の指定管理者の候補者として、

非公募により西予市社会福祉協議会を選定いたし

ましたので、その指定について議会の議決を求め

るものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、西予市社会福祉協議会の当該

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された運営ノウハウ、地域との連携等を

総合的に勘案し、これら施設の管理を引き続き行

わせることが適当と判断したものであります。 

 なお、西予市社会福祉協議会の概要及び施設の

運営計画概要につきましては、別添の参考資料を

ご参照ください。 

 続きまして、議案第６９号「西予市精神障害者

小規模作業所の指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、精神障害者の福祉の向上と社会復

帰、社会参加の促進を図ることを目的とした施設

であり、現在宇和町精神障害者家族会に管理委託

し運営いたしております。 

 今回、この施設の指定管理者の候補者として、

非公募により宇和町精神障害者家族会まつばの会

を選定いたしましたので、その指定について議会

の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、宇和町精神障害者家族会まつ

ばの会の当該施設におけるこれまでの実績、運営

方針等を審査し、蓄積された運営ノウハウ、地域

との連携等を総合的に勘案し、これら施設の管理

を引き続き行わせることが適当と判断したもので

あります。 

 なお、宇和町精神障害者家族会まつばの会の概

要及び施設の運営計画概要につきましては、別添

の参考資料をご参照ください。 

 以上、１２議案よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 議案第７０号「西予市明浜ふる

さと創生館の指定管理者の指定について」、議案

第７１号「西予市あけはまオートキャンプ場の指

定管理者の指定について」、議案第７２号「西予

市明浜塩風呂の指定管理者の指定について」、議

案第７３号「西予市明浜民宿故郷の指定管理者の

指定について」、一括して提案理由のご説明を申

し上げます。 

 これらの各施設は、市民の憩いと交流の場とし

て親しまれ、健康の維持増進と地域間の交流拠点

として整備され、また地域産業の振興と活性化に

寄与することを目的に整備された施設でありま

す。 

 今回、４施設の指定管理者の候補者として、非

公募によりあけはまシーサイドサンパーク株式会

社を選定いたしましたので、その選定について議

会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、各施設ともに平成
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１３年度からあけはまシーサイドサンパークに管

理運営を委託しており、施設の設置目的達成に関

するノウハウが蓄積されていること、さらにこれ

までの経営状況分析によると、効率化に努め前向

きな運営がなされており、交流人口の増加、地域

振興及び活性化のための取り組みや実績が認めら

れることなど、あけはまシーサイドサンパーク株

式会社が公共の役割に広く寄与することが可能で

あるとともに、効率化やコスト低減の面でもその

能力を十分に有しており、これら施設の管理を引

き続き行わせることが適当と判断したものであり

ます。 

 なお、あけはまシーサイドサンパーク株式会社

の概要及び各施設の運営計画概要につきまして

は、別添の参考資料をご参照ください。 

 次に、議案第７４号「西予市物産会館どんぶり

館の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、平成１１年度に経営基盤確立農業構

造改善事業で建設されたもので、市内全域の特産

品の販売開発やイベント、地域の食材を活用した

食の提供と外部に向けて西予市をＰＲするととも

に、地域の農林水産物を中心とした生産者に活力

を与える拠点として位置づけられている施設であ

ります。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により株式会社どんぶり館を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来６カ

年間、株式会社どんぶり館が運営管理を一貫して

行ってきており、施設の設置目的達成に関するノ

ウハウが蓄積されていること、さらにこれまでの

経営状況分析によって効率的健全経営運営がなさ

れており、交流人口の増加を図るなどの各種イベ

ントやＰＲ活動に取り組まれるなど実績が認めら

れること、また西予市が今後目指している地域産

品の販売拠点、観光情報の発信拠点としての負託

にこたえ得る人的、物的能力を持った会社である

ことなど、株式会社どんぶり館が公共の役割に広

く寄与することが可能であるとともに、効率化や

コスト低減の面でもその能力を十分有しており、

この施設の管理を引き続き行わせることが適当と

判断したものであります。 

 なお、株式会社どんぶり館の概要及び事業計画

については、別添の参考資料をご参照ください。 

 次に、議案第７５号「西予市野村農業公園の指

定管理者の指定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 本施設は、平成１１年度に地域農業基盤確立農

業構造改善事業で建設されたもので、乳製品の加

工販売及び地域食材の提供等を通じた総合交流タ

ーミナル施設として、都市住民との交流、地域農

産物の流通及び地域情報の受発信を行うことによ

り、農村の活性化を図る施設であります。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により株式会社野村町地域振興センターを選

定いたしましたので、その指定について議会の議

決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来８年

間株式会社野村町地域振興センターが管理運営を

一貫して行ってきており、目的達成に関するノウ

ハウが蓄積されていること、さらにこれまで特産

品の開発、交流人口の増加を図るためのイベント

やＰＲ活動に取り組むなど実績があること、また

施設を利用した乳製品製造及び地域食材の供給

は、西予市のブランドづくり、地場産業の振興に

もつながるものであり、そうした事業展開を確実

に行える能力を持った会社であることなど、株式

会社野村町地域振興センターが公共の役割に広く

寄与することが可能であるとともに、効率化やコ

スト低減の面でもその能力を十分有しており、こ

の施設の管理を引き続き行わせることが適当と判

断したものであります。 

 なお、株式会社野村町地域振興センターの概要

及び事業計画については、別添の参考資料をご参

照ください。 

 議案第７６号「西予市野村青汁工場の指定管理

者の指定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 本施設は、平成１３年度に経営構造対策事業で

建設されたもので、市内で生産された農産物を処

理、加工、出荷の一貫体制を行うことにより、地

域農産物の流通及び地域情報の受発信を通して、

農家所得の向上と地域雇用の創出及び地域活性化

を図る施設として位置づけられている施設であり

ます。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により株式会社グリーンヒルを選定いたしま

したので、その指定について議会の議決を求める
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ものであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来４カ

年間株式会社グリーンヒルが運営管理を一貫して

行ってきており、目的達成に関するノウハウが蓄

積されていること、さらにこれまでの経営状況分

析によって効率的健全経営、運営がなされてお

り、農業振興、農家所得の向上、雇用の創出を図

るための事業の実績が認められること、また製品

の販売を株式会社ファンケルに一括しているた

め、安定販売を持続するためにも市、東宇和農

協、株式会社ファンケルが合同出資した当会社が

妥当であることなど、株式会社グリーンヒルが公

共の役割に広く寄与することが可能であるととも

に、効率化やコスト低減の面でもその能力を十分

有しており、この施設の管理を引き続き行わせる

ことが適当と判断したものであります。 

 なお、株式会社グリーンヒルの概要及び事業計

画については、別添の参考資料をご参照くださ

い。 

 議案第７７号「西予市城川産地形成等促進施設

の指定管理者の指定について」、議案第７８号

「西予市城川食肉加工センターの指定管理者の指

定について」、議案第７９号「西予市城川特産品

センターの指定管理者の指定について」、議案第

８０号「西予市城川農産物加工センターの指定管

理者の指定について」、一括して提案理由のご説

明を申し上げます。 

 これらの各施設は、市内農畜産物の加工販売を

行い、またこれらの施設を通して都市との交流促

進を図ることなど、地域の活性化に寄与するため

に設置された施設であります。 

 今回、４施設の指定管理者の候補者として、非

公募により株式会社城川開発公社を選定いたしま

したので、その指定について議会の議決を求める

ものであります。 

 その理由といたしましては、まず各施設は株式

会社城川開発公社が、旧城川町産業開発公社の事

業全般を継承してきており、施設の運営や経営に

関するノウハウが蓄積されていること、さらにこ

れまでの経営状況分析によると、効率化に努め、

前向きな運営がなされており、人的、物的能力を

含めた実績が認められることなど、株式会社城川

開発公社が公共の役割に広く寄与することが可能

であるとともに、効率化やコスト低減の面でもそ

の能力を十分有しており、これら施設の管理を引

き続き行わせることが適当と判断したものであり

ます。 

 なお、当公社の概要及び各施設の事業計画につ

きましては、別添の参考資料をご参照ください。 

 議案第８１号「西予市明浜農産物集出荷施設の

指定管理者の指定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 西予市明浜農産物集出荷施設は、西予市明浜地

域における有機農業による農産物を産地直送によ

り消費者へ届け、消費者のニーズに対応し、顔の

見える販売体制を確立し、地域産品の多様な利活

用を図るとともに、交流を主体に地域農業の活性

化を促進することを目的に、農林水産省補助によ

り平成６年３月に整備された施設であります。 

 今回、本施設の指定管理者として公募を行った

結果、１社から申請の提出があり、西予市産業部

指定管理者審査委員会での審査の結果、農事組合

法人無茶々園を指定管理者の候補者として選定い

たしましたので、その指定について議会の議決を

求めるものであります。 

 その理由といたしましては、まず西予市明浜農

産物集出荷施設の設置目的と無茶々園が管理運営

を行うに当たっての経営運営方針が合致している

こと、さらに無茶々園は、地域振興及び地域の発

展を図ることを経営の基本理念ととらえており、

公の施設としての効用が最大限発揮できることな

ど、農事組合法人無茶々園が施設の効率的、効果

的な管理運営を実現できる人的、物的能力を有

し、指定管理者としての能力を十分有していると

判断したものであります。 

 なお、農事組合法人無茶々園の概要及び運営計

画概要については、別添の参考資料をご参照くだ

さい。 

 議案第８２号「西予市渓筋農林水産物処理加工

施設の指定管理者の指定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本施設は、平成１４年度に新山村振興等農林漁

業特別対策事業で建設されたもので、市内で生産

される農林水産物を活用し、特産品の開発、加工

品の試作研究及び販売活動を行うことにより、地

域農産物の流通、販売拡大と農業者の生産、経営

意欲の向上に努め、農林業の振興並びに農山村地

域の活性化を目的としている施設であります。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により渓筋農産物加工組合を選定いたしまし
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たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、開設以来３カ年間

渓筋農産加工組合が運営管理を一貫して行ってき

ており、目的達成に関するノウハウが蓄積されて

いること、さらにこれまでの経営状況分析によっ

て効率的健全経営運営がなされており、地元組織

で運営されることにより、地域農業者の生産、経

営意欲の向上を図るための事業実績が認められる

ことなど、渓筋農産物加工組合が公共の役割に広

く寄与することが可能であるとともに、効率化や

コスト低減の面でもその能力を十分有しており、

この施設の管理を引き続き行わせることが適当と

判断したものであります。 

 なお、渓筋農産物加工組合の概要及び事業計画

については、別添の参考資料をご参照ください。 

 次に、議案第８３号「西予市野村畜産総合振興

センターの指定管理者の指定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成５、６年度に畜産活性化総合対

策事業及び愛媛県アグリトピア構想推進事業で建

設されたもので、市内畜産農家の生産性向上、経

営体質の強化、担い手の育成確保を図り、合理的

な営農活動の推進を目的としている施設でありま

す。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により東宇和農業協同組合を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来１２

年間、東宇和農業協同組合が運営管理を一貫して

行ってきており、目的達成に関するノウハウが蓄

積されていること、さらにこれまで効率的健全経

営運営がなされており、地元組織で運営されるこ

とにより、地域農業者の生産、経営意欲の向上、

経営体質の強化を図るための事業の実績が認めら

れること、また当施設は、東宇和農協畜産部、愛

媛県酪連、西予農業指導班等の関係機関の総合事

務所として活用しており、本市の畜産の拠点施設

として定着していること、以上の点により、東宇

和農業協同組合が公共の役割に広く寄与すること

が可能であるとともに、効率化やコスト低減の面

でもその能力を十分有しており、この施設の管理

を引き続き行わせることが適当と判断したもので

あります。 

 なお、東宇和農業協同組合の概要及び事業計画

については、別添の参考資料をご参照ください。 

 議案第８４号「西予市大野ヶ原育成牧場の指定

管理者の指定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 大野ケ原育成牧場は、昭和４６年に国営装置開

発計画の決定を受け、山林原野開発を進め、４９

年から乳牛の放牧を行っており、その後酪農家か

らの要請により、５１年から現在まで県酪連が事

業委託を受け経営を行っております。 

 今回、牧場の指定管理者の候補者として、非公

募により愛媛県酪農業協同組合連合会を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。 

 この施設には、現在夏期・冬期平均１８０頭程

度の放牧頭数があります。牛乳を生産できるよう

になるまでの期間２０カ月程度、子牛の飼育を行

っており、酪農家の飼養コスト低減による東宇和

酪農団地振興のために重要な役割を担っておりま

す。愛媛県酪農業協同組合連合会は、農家及びＪ

Ａ等の生産者団体と密接なつながりがあり、委託

当初から３０年近くの経験と大野ケ原の過酷な自

然環境の中で培った飼養技術もあり、地元生産者

にとっても大きな効果を上げることが期待される

ことから、施設の管理運営を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

 なお、愛媛県酪連協同組合連合会の概要等につ

いては、別添の参考資料をご参照ください。 

 議案第８５号「西予市城川高品質堆肥センター

の指定管理者の指定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本施設は、畜産堆肥の製造、販売を行ってお

り、地域の環境保全はもとより耕畜農家の連携を

強め、農業経営の安定化に寄与することを目的と

して設置されているものです。 

 今回、本施設の指定管理者の候補者として、非

公募により東宇和農業協同組合を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、まず現在も堆肥セ

ンターの運営管理をしており、堆肥生産に関する

ノウハウが蓄積されておること、また物流化等の

販売業務を通じ、流通コストの低減による安価な

堆肥の販売と西予ブランドなど、畜産地帯として

の信用ある堆肥の供給が図られること、さらに西
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予市における農業振興事業の核となる組織であ

り、耕畜連携による農業振興対策の対応が行われ

ることなど、東宇和農業協同組合が公共の役割に

広く寄与することが可能であるとともに、効率化

やコスト低減の面でもその能力を十分有してお

り、この施設の管理を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 なお、東宇和農業協同組合の概要及び事業計画

につきましては、別添の参考資料をご参照くださ

い。 

 次に、議案第８６号「西予市有料駐車場の指定

管理者の指定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 西予市有料駐車場は、自動車を利用する外来者

の一時的な利便に供し、地域の発展に寄与するこ

とを目的として、昭和４８年に第一駐車場、昭和

５４年に第二駐車場、平成７年に第三駐車場の整

備をしてまいりました。 

 今回、審査委員会での協議の結果、本施設の指

定管理者の候補者として、非公募により宇和町駐

車場管理組合を選定いたしましたので、その指定

について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、まず駐車場付近に

は商店街及び観光拠点となる施設があり、商工及

び観光の発展につながる管理運営を行うに当たっ

ての経営方針が設置目的に合っていること、さら

に同組合は、地域の状況に熟知しており、効率

的、効果的な管理運営が可能であることなど、宇

和町駐車場管理組合が総合的に施設の管理運営を

実現できるものと判断したものであります。 

 なお、宇和町駐車場管理組合の概要及び事業計

画につきましては、別添の参考資料をご参照くだ

さい。 

 以上、１７議案よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。午後１時２０分に

再開をいたします。（休憩 午後０時１０分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時１９分） 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第８７号「平成１７年度西予市

一般会計補正予算（第１０号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、物件費等々の予算

見積もりの際の過大、過小による増減額と工事請

負費の入札減少金及び災害復旧費の査定結果によ

る減少金が主なものであります。 

 このほかバス路線維持対策補助金や住宅新築資

金特別会計繰出金及び国民健康保険特別会計施設

勘定繰出金への計上をしております。 

 また、農林水産業費につきましては、かんきつ

の寒風、雪害対策支援事業としての補助金の計上

や間伐材出荷推進事業に対する補助金を計上し、

商工費については、中小企業振興資金利子補給金

や乙亥会館の指定管理者委託料を計上しておりま

す。 

 本予算の補正額は１０億３，８８９万８，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を２７１億

１，５９６万８，０００円と定めるものでありま

す。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細につきまし

ては担当課長に説明させますので、よろしくご審

議を賜り、ご決定いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

○議長 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 それでは、予算書の４４ページ

をお開き願います。 

 ４４ページの１１節の中の修繕料４５９万８，

０００円につきましては、魚成小学校進入路の改

修に伴う光ケーブルの電柱移転費とその他の電柱

移転に係る追加費用を計上しております。同じく

１３節でありますが、ソフトウエア開発保守委託

料１，６２０万８，０００円の減額は、統合型Ｇ

ＩＳシステムの入札減少金であります。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金５，０８１万９，

０００円は、１７路線にわたる過疎バス路線維持

対策補助金を計上いたしております。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ２８節繰出金１，８８０万５，０００円の減額

につきましては、主に保険税軽減分と財政安定化

支援事業部に係ります交付金が決定したことによ

るものであります。 

 次に、５６ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費２５９万４，０００円につき
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ましては、隣保館の汚水布設替えに伴う経費を計

上しております。 

 ５９ページですが、２０節の中の重度心身障害

者医療扶助費２，９００万円の減額は、これは過

大見積もりと高額療養費の対象になったことで、

国保会計より一般会計に戻入されたことが主な理

由となっております。 

 次のページ、６０ページですが、２８節繰出金

１，０９８万８，０００円につきましては、住宅

新築資金貸付特別事業会計の円滑な事業を推進す

るために一部繰り出しを行うものであります。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 ２０節の中の被用者小学校３学年終了前特例給

付費８００万円の減額は、当初の見積人数を１万

５，３１２人としておりましたが、これが実績予

定では、１万４，００２人の見込みとなるためで

あります。 

 次に、６４ページをお願いいたします。 

 ２０節の中の医療扶助費１，４８７万３，００

０円の減額につきましては、退院促進と地域生活

の助長強化によるものと、そしてレセプト審査体

制の強化により成果を上げたことが原因となって

おります。 

 次に、６５ページの２８節でありますが、繰出

金４６７万６，０００円でございますが、これは

田之浜診療所、狩江診療所の診療報酬の減収に伴

う繰出金であります。 

 次に、７１ページをお願いいたします。 

 ２４節上水道事業会計出資金１，１４０万円の

減額につきましては、マクロ化施設の設備の変更

による減額であります。 

 次に、７３ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費１，３３０万円の減額につき

ましては、明浜町の後継者住宅建設事業に係る入

札減少金であります。 

 次に、７４ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助の中のかんきつ寒風、雪害対

策事業補助金２４３万２，０００円につきまして

は、これは１反当たり２，５００円を基準にいた

しまして県が３分の１、市も３分の１を補助する

ものであります。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 １９節間伐出荷推進事業補助金１，１０１万

２，０００円は、最終見込み額を追加計上をいた

しております。 

 ８５ページをお願いいたします。 

 １９節の中の中小企業振興資金利子補給金２１

２万１，０００円は、借入件数の増により追加す

るものであります。 

 次に、８８ページをお願いいたします。 

 １３節の中の施設整備管理委託料１，１４１万

９，０００円でございますが、これは主に乙亥の

里の運営管理費を追加計上するものであります。

その主な理由といたしまして、入り込み客の過大

見積もり、そして公共下水道使用料の過小見積も

り、さらに燃料費の高騰によるものが主な理由と

なっております。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 １５節の工事請負費８，６２３万６，０００円

の減額につきましては、県の補助が不採択になっ

たための減額措置であります。 

 次に、９３ページでありますが、２８節繰出金

５，２４２万５，０００円の減額につきまして

は、主に施設整備費において、消費税の還付金の

充当及び事業費の減額に伴うものであります。 

 次に、９４ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費２，３００万円の減額は、入

札減少金が主なものとなっております。１７節公

有財産購入費１，３００万円の減額は、次年度事

業で実施するための減額措置であります。 

 次に、１０２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費１，３００万円の減額につき

ましては、魚成小学校建設事業による入札減少金

であります。 

 以上でございます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第８８号「平成１７年

度西予市授産場特別会計補正予算（第３号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額からそれぞ

れ３６万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を２，１８８万２，０００円とするものであ

ります。 

 それでは、３ページの歳出につきましては、施

設授産場費の事業費で、従業員賃金等を３６万

３，０００円減額し、２ページの歳入では、事業

収入５６万円を減額し、繰入金１９万７，０００

円を増額いたしております。 
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 次に、議案第８９号「平成１７年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から５万

７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

２，８７２万５，０００円とするものでありま

す。 

 ３ページの歳出につきましては、事業費５万

７，０００円を減額し、２ページの歳入では、償

還金の貸付金元利収入１，０８９万９，０００

円、県補助金１４万６，０００円を減額し、繰入

金１，０９８万８，０００円を増額いたしており

ます。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第９０号「平成１７年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、繰上償還が６件発生したことに

より、償還金が増額したことを受け、一般会計繰

入金が不要となり、歳入歳出をそれぞれ５４２万

８，０００円減額するものです。これにより歳入

歳出予算の総額は６，６２０万６，０００円とな

ります。よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第９１号「平成１７年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、国民健康保険税、国庫支出金、

基金繰入金と総務管理費並びに保険給付費及び共

同事業拠出金等の調整を行うのが主なものであり

ます。 

 それでは、５ページの歳出からご説明いたしま

す。 

 総務管理費で４８２万４，０００円の減額、保

険給付費で８，４６８万７，０００円の増額、共

同事業拠出金で５１９万４，０００円、保険事業

費で３２０万円、基金積立金で３９万１，０００

円をそれぞれ減額し、繰出金で１５７万７，００

０円を増額いたしました。 

 ３ページの歳入では、国民健康保険税で２，２

９３万円、国庫支出金で６，４５０万７，０００

円を増額し、県支出金で５，２５５万６，０００

円の減額、療養給付費交付金で３，２５４万３，

０００円、共同事業交付金で５，２８１万８，０

００円増額し、財産収入で３９万１，０００円、

繰入金で４，４７２万４，０００円、諸収入で２

４６万１，０００円、連合貸付金で１万１，００

０円をそれぞれ減額いたしております。 

 これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算からそれぞれ７，２６５万５，０００

円を増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を

５２億５，０８９万７，０００円と定めるもので

あります。 

 次に、診療施設勘定予算についてであります

が、今回の補正の主な内容は、歳出では総務費と

医業費の精査による減額、歳入では外来収入の精

査による減額とそれに伴う一般会計繰入金、事業

勘定繰入金の増額であります。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 ２４ページの俵津診療所をお願いいたします。 

 俵津診療所の歳出では、総務費の施設管理費を

１９万２，０００円増額、研究研修費を２６万円

減額、医業費を１７４万円減額いたしました。 

 次、２３ページの歳入では、診療収入を９４万

５，０００円減額、繰入金を８６万３，０００円

減額し、歳入歳出予算の総額を１億６４万円とい

たしました。 

 次に、３２ページの狩江診療所の歳出では、総

務費の施設管理費を１０万８，０００円増額、研

究研修費を２４万円減額、医業費を７６万３，０

００円増額いたしました。 

 ３１ページの歳入でありますが、診療収入を１

０６万９，０００円減額、繰入金を１７０万円増

額し、歳入歳出予算の総額を８，００２万６，０

００円といたしました。 

 次に、４０ページの高山診療所の歳出でありま

すが、総務費の施設管理費を６９万円減額、研究

研修費を９万円減額、医業費を３８万３，０００
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円減額いたしました。 

 ３９ページの歳入では、診療収入を１３６万

８，０００円減額、繰入金を２０万５，０００円

増額し、歳入歳出予算の総額を８，５７４万４，

０００円といたしました。 

 次に、４８ページの田之浜診療所の歳出では、

総務費を９万８，０００円減額、医業費を１４万

円減額いたしました。 

 ４７ページの歳入では、診療収入を２９５万

８，０００円減額、繰入金を２６６万２，０００

円増額、諸収入を５万８，０００円増額し、歳入

歳出予算の総額を２，０１２万２，０００円とい

たしました。 

 次に、５６ページをお願いいたします。 

 坂石診療所の歳出では、医業費を３０万円減額

いたしました。 

 ５５ページの歳入でありますが、診療収入を３

８万９，０００円減額、繰入金を８万９，０００

円増額し、歳入歳出予算の総額を３３６万１，０

００円といたしました。 

 次に、６２ページをお願いいたします。 

 惣川診療所の歳出では、総務費を３５２万３，

０００円減額、医業費を１１０万円増額いたしま

した。 

 次、６１ページの歳入でありますが、診療収入

を４０万円減額、繰入金では他会計繰入金を１６

８万３，０００円減額、事業勘定繰入金を３４万

円減額し、歳入歳出予算の総額を１，４１５万

７，０００円といたしました。 

 次に、７０ページをお願いいたします。 

 土居診療所の歳出では、総務費を４９１万円減

額、医業費を６００万円減額いたしました。 

 ６９ページの歳入では、診療収入を９０５万

３，０００円減額、他会計繰入金を２５５万１，

０００円減額、事業勘定繰入金を１１３万４，０

００円増額し、歳入歳出予算の総額を１億５，０

６４万１，０００円といたしました。 

 次に、７８ページをお願いいたします。 

 杉之瀬出張診療所の歳出では、総務費を５５３

万２，０００円減額、医業費を１２万円減額いた

しました。 

 次、７７ページの歳入でありますが、診療収入

を４４５万２，０００円減額、諸収入を１２０万

円減額し、歳入歳出予算の総額を１，６５４万円

といたしました。 

 次に、８６ページをお願いいたします。 

 遊子川出張診療所の歳出では、総務費を３２万

６，０００円増額いたしました。 

 ８５ページの歳入でありますが、診療収入を４

１万２，０００円減額、繰入金を６９万４，００

０円増額し、諸収入を４万４，０００円増額し、

歳入歳出予算の総額を６１５万２，０００円とい

たしました。 

 続きまして、議案第９２号「平成１７年度西予

市老人保健特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳出において不用額の見込まれ

るものを減額でし、歳入歳出それぞれ６２２万

８，０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算

の総額を７０億９３２万１，０００円とするもの

であります。 

 それでは、７ページの歳出につきましてご説明

をいたします。 

 まず、歳出につきましては、一般管理費を５７

２万８，０００円減額いたしました。内訳は給料

が２６０万円、職員手当等が１５１万円、共済費

が４４万円、賃金が８万円、役務費である第三者

求償事務委託手数料等が６６万円、委託料のうち

電算共同処理費が４０万円、コピー使用料が１万

円、備品購入費が２万８，０００円の減額であり

ます。 

 また、医療諸費のうち審査支払手数料診療報酬

を５０万円減額いたしました。 

 次、６ページに戻りまして、歳入につきまして

は、現年度審査支払手数料交付金を５０万円減額

いたしました。これは、歳出の審査支払手数料診

療報酬を減額したことによるものであります。 

 また、一般会計繰入金を５７２万８，０００円

減額いたしております。これも歳出の一般管理費

を減額したことにより、その充当財源である一般

会計繰入金の事務費分を減額したものでありま

す。 

 続きまして、議案第９３号「平成１７年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精算に当たり

歳入歳出ともに調整を行うものであります。 

 それでは、予算の説明を申し上げますが、本予

算の事業勘定では、歳入歳出それぞれ１，１１８

万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を
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３９億８，８９２万２，０００円といたしまし

た。 

 ４ページの歳出からご説明いたします。 

 総務費の総務管理費で１６６万８，０００円、

賦課徴収費で２２万２，０００円、介護認定審査

会費で１２５万６，０００円を減額いたしまし

た。保険給付費では、介護サービス等諸費を２，

１２０万８，０００円減額し、支援サービス等諸

費で１，３６０万４，０００円、高額介護サービ

ス等費で６４１万４，０００円を増額し、特定入

所者介護サービス等費用６８５万３，０００円減

額いたしました。 

 次、３ページの歳入の説明をいたします。 

 保険料の介護保険料を５９２万４，０００円、

国庫支出金の国庫負担金を１４１万２，０００円

減額し、国庫補助金を８０万７，０００円増額い

たしました。 

 県支出金の県負担金を８１８万円、支払基金交

付金を１，６３４万４，０００円減額し、繰入金

の一般会計繰入金を４９５万８，０００円減額

し、基金繰入金を２，４８２万２，０００円増額

いたしました。 

 次に、施設勘定予算についてでありますが、１

８ページをお願いいたします。 

 明浜特別養護老人ホーム勘定の歳入歳出予算そ

れぞれ２，４２３万６，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を３億２，２６２万２，０００円

といたしました。 

 歳出では、総務費の施設管理費を１，２５８万

７，０００円、研究研修費を１６万円、サービス

事業費の居宅サービス事業費を１００万円、施設

介護サービス事業費を５５２万円、施設整備費を

５７万８，０００円、基金積立金を６万６，００

０円、諸支出金の繰出金を５００万円減額し、予

備費を６７万５，０００円増額いたしておりま

す。 

 １７ページの歳入でありますが、サービス収入

の介護給付費を１，８７３万円、予防給付費収入

を６万円減額し、自己負担金収入を５５４万８，

０００円、特定入所者介護サービス等収入を１２

４万４，０００円増額し、分担金及び負担金の負

担金が６，０００円、財産収入の財産運用収入を

６万８，０００円、基金繰入金を１，２１５万

９，０００円、諸収入の雑入を５，０００円減額

いたしております。 

 次、３２ページをお願いいたします。 

 明浜居宅介護支援勘定では、歳入歳出それぞれ

６４万円を減額し、歳入歳出予算の総額を２，１

６６万５，０００円といたしました。 

 歳出では、総務費の施設管理費を５７万円、サ

ービス事業費の居宅介護支援事業費を７万円減額

いたしました。 

 次、３１ページの歳入でありますが、サービス

収入の介護給付費収入を４５万３，０００円減額

し、予防給付費収入２３万１，０００円増額、繰

入金の他会計繰入金を４１万８，０００円減額い

たしました。 

 次、４０ページをお願いいたします。 

 明浜デイサービス勘定では、歳入歳出それぞれ

９７万２，０００円を減額して、歳入歳出予算の

総額を３，２３８万５，０００円といたしまし

た。 

 歳出では、総務費の施設管理費を５９万８，０

００円、サービス事業費の居宅介護サービス費２

４万円、予備費を１３万４，０００円減額いたし

ました。 

 ３９ページの歳入では、サービス収入の介護給

付費収入を２８０万８，０００円、予防給付費収

入を５０万円、自己負担収入を１００万円増額

し、繰入金の他会計繰入金を５００万円、諸収入

の受託事業収入を２８万円減額いたしました。 

 次に、５０ページをお願いいたします。 

 城川居宅介護支援勘定の歳入歳出予算は、総額

に増減はございません。 

 歳出では、総務費の施設管理費を１５万円減額

し、サービス事業費の居宅介護支援事業費を１５

万円増額いたしております。 

 ４９ページの歳入では、サービス収入の中で５

３万８，０００円を相殺いたしております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第９４号「平成１７年度西

予市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、多田地区及び和泉地

区営農飲雑用水施設事業に伴う負担金の増額と地

方債の補正、田之筋簡易水道の恵比須橋かけかえ
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工事に伴う配水管架設工事の工事請負費を減額補

正するもので、歳入歳出予算からそれぞれ８２２

万２，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ３億

６，０１２万７，０００円と定めるものでござい

ます。 

 １２ページからでございますが、歳出の主なも

のといたしまして、総務管理費において、多田地

区及び和泉地区営農飲雑用水施設事業に係る負担

金を７９４万円増額計上いたしております。この

ほか積立金を４６０万円減額し、このほかの増減

とあわせて３４８万４，０００円増額いたしてお

ります。施設整備費においては、県道平野坂戸線

の拡張による恵比須橋かけかえ工事に伴う田之筋

簡易水道配水管仮設工事費を１００万円減額、上

松葉水道施設の配水管布設工事を１，０００万円

減額計上いたしており、このほか白髭地区用水施

設整備事業の事業費の減に伴う工事請負費の減額

等を合わせて１，８５９万８，０００円の減額補

正をいたしております。さらに、予備費を６８９

万２，０００円増額計上いたしております。 

 これらに対する財源といたしまして、８ページ

でございますが、白髭地区用水施設整備事業に係

る国庫補助金４８８万１，０００円、工事補償金

８３０万円をそれぞれ減額し、また地方債２７０

万円、繰入金８６万６，０００円をそれぞれ増額

するなど、このほかの増減をあわせて充当いたし

ております。 

 続きまして、４ページでございますが、繰越明

許費についてご説明いたします。 

 地方自治法第２１３条の規定に基づき、平成１

７年度から平成１８年度へ予算を繰り越して使用

することができる経費の額を白髭地区用水施設整

備事業の７，９５０万円と定めるものでございま

す。 

 次に、地方債の補正でございますが、起債の限

度額をあわせて４，７２０万円に補正するもので

ございます。 

 次に、議案第９５号「平成１７年度西予市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第６号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算でございますが、歳入歳

出からそれぞれ１，１０４万２，０００円減額

し、歳入歳出総額を９億１，０９１万７，０００

円と定めるものでございます。 

 １１ページでございますが、今回の補正の主な

歳出につきましては、施設管理費における維持管

理費８５万円の減額、施設整備費における工事請

負費及び委託料等による１，０１９万２，０００

円の減額でございます。 

 ７ページでございますが、歳入につきまして

は、寄附金が８５万円、施設整備費分担金３０万

１，０００円、県補助金６５５万円、繰入金２８

４万８，０００円、市債３００万円をそれぞれ減

額補正いたしております。 

 なお、繰越金におきまして２６万２，０００円

の増額、雑入におきましては、県よりの補償金等

の額が決定いたしましたので２２４万５，０００

円増額計上いたしております。 

 また、今回の補正では、地方債の限度額の減額

に伴います地方債補正をそれぞれ行っておりま

す。 

 次に、議案第９６号「平成１７年度西予市公共

下水道事業特別会計補正予算（第５号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算からそれぞれ１億

２，０５１万３，０００円減額し、歳入歳出予算

を１１億９，６４０万４，０００円と定めるもの

であります。 

 １０ページからでございますが、歳出につきま

しては、事業費用の施設整備費、施設管理費の減

額と公債費の減額でございます。歳入では、市債

及び繰入金の減額と雑入及び分担金の増額となっ

ております。 

 詳細をご説明いたします。 

 施設整備費において、補助対象事業の進捗に伴

う工事請負費を７，１０３万４，０００円、測量

委託料を３，２８２万円、それに伴う事務費等７

６万５，０００円を減額するものであります。 

 次、施設管理費で、野村浄化センター維持管理

委託料を１，１９４万円減額し、公共下水道接続

推進奨励金を２００万円増額し、公債費において

５９０万円を減額するものであります。 

 ８ページの歳入でございますが、歳入といたし

ましては、繰入金５，２４２万５，０００円、市

債９，０８０万円の減額と雑入１，５２１万２，

０００円、分担金７５０万円の増額であります。 

 また、今回の補正によります継続費の補正、地

方債の限度額の減額に伴います地方債補正をそれ

ぞれ行っております。 

 続きまして、議案第９７号「平成１７年度西予
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市上水道事業会計補正予算（第３号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、資本的収入における

企業債の減額及び一般会計出資金を減額するもの

であります。 

 まず、収益的収入及び支出の補正についてご説

明いたします。 

 ４ページでございますが、支出では、営業費用

として２８２万２，０００円と営業外費用として

６０万円をそれぞれ減額いたしております。これ

は、主に人件費に係る減額と受水費ほか営業活動

に要する費用を減額補正するものであります。こ

の人件費の減額補正に伴いまして、第４条で議会

の議決を経なければ流用することのできない経費

を２４６万５，０００円減額し、１億１，１１６

万９，０００円とするよう補正をいたしておりま

す。 

 ３ページから収入でございますが、営業収益、

営業外収益を合わせて３３３万６，０００円の減

額となっております。これは、主に明浜事業会計

で給水収益を３６８万９，０００円減額したこと

によるものであります。これによりまして、収益

的収入の総額は６億４，０７２万３，０００円、

支出の総額は６億５，３１９万５，０００円とな

りました。 

 次に、資本的収入及び支出の補正についてご説

明いたします。 

 ６ページでございますが、支出では、明浜上水

道事業会計において狩江配水池水位調整弁修理調

整工事に係る工事請負費として１３０万円の増額

計上をいたしております。 

 ５ページでございますが、収入の主なものとし

て、宇和水道事業及び野村水道事業で行っており

ます高度浄水施設整備事業に係る企業債を７，８

００万円減額し、また一般会計出資金を１，１４

０万円減額計上いたしております。この出資金

は、宇和上水道事業会計に対する高度浄水施設整

備事業に係る出資金であり、マクロ化施設に使用

する設備の変更により事業費が減額となったこと

によるものであります。このほか宇和上水道事業

の配水管移設工事に伴う西日本高速道路株式会社

からの工事負担金の減額や一般会計負担金の増額

等を合わせて８，８３５万３，０００円を減額い

たしております。これによりまして、資本的収入

の総額は７億２，５２８万７，０００円、支出の

総額は１０億５，２０８万３，０００円となりま

した。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する

額を補てんする財源を第３条の括弧書きのとおり

補正いたしております。 

 次に、２ページの建設改良費の繰り越しについ

てご説明いたします。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定により、

平成１７年度から平成１８年度に繰り越して使用

することができる経費を宇和上水道事業会計の４

００万円と明浜上水道事業会計の９２万４，００

０円と定めるものでございます。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲病院総括事務長。 

 

○上甲病院総括事務長 議案第９８号「平成１７

年度西予市病院事業会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は宇和病院分で、損益勘定では医業

収益と医業費用を減額し、医業外費用などを増額

するものであります。 

 支出の部で、医業費用では、当初予算に計上し

ております給与費、外来収益の減に伴う材料費の

減額を行い、経費につきましては、使用患者の増

加に伴う人工呼吸器リース料、ＣＴの入れかえに

よる資産減耗費、医業外費用では、一時借入金利

息などの増額を行い、支出合計２，１７８万４，

０００円の減額補正を計上いたしております。 

 収入の部では、見直しより外来収入２，１７８

万４，０００円を減額計上しております。 

 以上の補正により、病院事業収益、病院事業費

用それぞれ３７億７，６１０万７，０００円とな

っております。 

 次に、資本的勘定でありますが、資本的収入及

び資本的支出をそれぞれ減額するものでありま

す。 

 支出の部では、ＣＴ及び多人数用透析液供給装

置など医療機器購入の執行に伴い入札減の１，２

７０万４，０００円を減額し、これに伴い収入の

部では、企業債１，２７４万５，０００円を減額

するものであります。 

 以上の補正により資本的収入の合計は１億５，

９９３万１，０００円、資本的支出の合計は２億
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８，８５１万７，０００円となり、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する１億２，８５８万

６，０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補

てんするものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第９９号「平成１７年

度西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、施設事業費用の材料費と経費を

調整するものでありまして、これにより収益的収

入及び支出の既決予定額に変更はございません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 主な内容では、施設療養材料費及び修繕料等を

増額するために給与費を減額し、１項の施設運営

事業費用の中で調整させていただいております。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、議案第１００号「平成１

８年度西予市一般会計予算」について、平成１８

年度予算案並びに諸議案のご審議をお願いするこ

とに当たり、今後の市政運営の所信並びに予算編

成の概要を申し上げます。 

 私は、４万７，０００人の市民の皆様から本市

のかじ取りを託され、ことしの５月で市長就任３

年目を迎えようとしております。私は皆さんとと

もに西予を思いっ切り創造のまちづくりをテーマ

として、それぞれの人が喜び、それぞれの地域が

輝き、みんなが納得する町を創造するために全身

全霊で取り組んできたところであります。 

 また、就任から今日に至るまでさまざまな重要

案件の解決のために、決断をする立場の者として

責任の重さを日々痛感しておりますとともに、そ

の決断に当たっては、西予市がもっと光輝く町に

しようとの願いを持ちながら皆様にご賛同、ご協

力を得て実行に移してまいりました。ここに改め

て議員の皆さん、そして市民の皆様に日々のご協

力に対し心から感謝を申し上げます。 

 合併して３年目を迎えようとしている西予市、

時間は間違いなく刻まれております。ゆったりと

時を刻んできました旧５町時代と比べ、今や国の

構造改革の流れによって、地方では待ったなしの

改新を迫られています。そして、この待ったなし

の改新を私たち一人一人は、どのように受けと

め、対処すべきか、真剣に取り組んでいかなけれ

ば、あしたへの展望を開くことはなかなか容易な

ことではありません。その改革の旋風が吹き荒れ

た昨年は、改革を唱えればすべてよしの雰囲気で

ありました。 

 しかし、改革には痛みを伴うことを忘れてはな

りません。また、時を同じくして日本経済は踊り

場を脱したと言われ、長きにわたってバブル後遺

症から正常化し、上昇に転じたものと思われま

す。 

 しかし、町にとってこの改革の影響や日本経済

の恩恵が、いつどのような形であらわれてくる

か、図りかねるというのが現実であります。ケイ

ンズ経済政策の公平分配を否定して、ハイエク経

済政策としての傾斜配分の新自由主義が日本政府

の経済政策の主流と言われており、条件不利の地

方では、切り捨てられるのではないかと大変心配

をしております。このような中、負を正とするた

めには、地方自身が輝くことが必要であり、すな

わち西予市が光り輝くことであります。 

 合併して間もなく丸２年、私は西予市まちづく

り計画に盛り込まれました事業を確実に整備して

まいりました。これは市民の満足度を増し、市外

へのアピール力をつけることが目的であり、さら

には基幹産業である農林水産業を含め新しい地域

資源を結び、西予市の魅力を高めるためでありま

す。今やどこの地方財政も厳しい状況下に置かれ

ております。西予市も例に漏れず、大変厳しい状

況でありますが、夜明け前の暗さであることを信

じ、ハイエク経済政策に負けない西予市づくりを

皆さんとともに築いてまいりたいと考えておりま

すので、皆様のご協力を心からお願いする次第で

ございます。 

 さて、既にご承知のとおり国の１８年度一般会

計総額が前年度比で減少するのは４年ぶりで、平

成１０年以来の低水準となっています。 

 また一方、国と地方とを合わせた借入金残高

は、平成１７年度末には７７０兆円となる見込み

で、国も地方も未曾有の財政危機に瀕していると
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ころでございます。このような中、新年度の予算

編成に当たりましては、国の推し進めております

三位一体の改革に伴う国庫補助負担金の一般財源

化と地方交付税の大幅な削減などの影響により、

いまだ経験したことのない大変厳しい予算編成を

強いられてまいりました。 

 しかしながら、お金がない、厳しい厳しいとい

うだけのマイナス志向になっても事態は一向に変

わることはありません。むしろこのような地方分

権の時代だからこそ発想の転換を図り、この場を

チャンスととらえて一歩でも二歩でも前進しなけ

ればならないと思っております。 

 そこで、１８年度の重点的な取り組みとして、

次の７つのテーマを掲げ、職員ともども一生懸命

邁進し、市長の使命を果たすべく全力を尽くして

まいります。 

 その第１点目として、効率性の高い行政組織の

構築に向けた組織機構の見直しを図ります。 

 行政を取り巻く環境は、刻々と変化している中

で、より市民満足度の高い行政サービスを提供し

ていくためには、市民サービスの最前線である各

部署の機能を一層強化していかなければなりませ

ん。このため、企画調整課に施策の遂行を迅速に

するための政策秘書室を新設します。 

 また、市内への企業誘致を積極的に行うととも

に地域産業の育成や雇用の拡大、歳入財源の確

保、地域の活性を図るために産業創出課を新設し

ます。 

 また、社会経済情勢の目まぐるしい変化の中で

公共用地の確保を計画的かつ適切に行うことが求

められており、複雑化する用地交渉に対応できる

職員を配置し、公平でスムーズな用地取得を行う

とともに、旧町時代の公用地の未登記部分の処理

を早急に実施するために、野村総合支所庁舎内に

本庁建設部直轄の用地課を新設します。 

 第２点目として、ごみ減量化に取り組む１億円

の削減を目指します。 

 ごみの処分費は年々増加の一途にあり、市の財

政は大きな負担を強いられており、教育福祉分野

などなどに配分する予算を縮小しなければならな

い時代が起きつつあります。このような非常事態

を回避するためには、私たち一人一人がごみを減

らすという強い認識を持ち、ごみ減量化による財

源を西予市の宝である子供たちの教育費や弱者の

方々の支援費に予算を回すという賢い選択が必要

ではなかろうかと思っております。 

 しかし、それを選択するのは市民の皆様です。

それがゆえに市民の皆様にはこの西予市において

ごみの収集、運搬、処理、処分に係る経費が、皆

様からお預かりしております市民税の約２０％に

当たる年間約６億円という膨大な経費を要し、１

日当たり約１６４万円のお金が焼かれたり、捨て

られたりしている現実があることをいま一度お考

えをいただきたいと思います。私たちは、この四

半世紀において便利さだけを追求してきたと言っ

ても過言ではありません。２００４年にノーベル

平和賞を受賞したケニアの環境副大臣ワンガリ・

マータイさんは日本の美徳の真髄とも言える言葉

「もったいない」を世界に通じる環境標準語にし

ようとしています。私たちもこの「もったいな

い」の原則に立ち返り、３Ｒ活動のいわゆる消費

削減、再使用、資源再利用を積極的に実践し、全

員の力で１億円削減に努め、よりよい町を築いて

いく必要がありますので、どうかご協力を賜りま

すよう切にお願い申し上げます。 

 続きまして、第３点目は、スポーツ立市構想樹

立に取り組みます。 

 スポーツやレクリエーションは地域住民の健康

や体力の増進に役立つだけではなく、住民相互の

親睦あるいは交流を深め、地域社会を形成する上

で、欠かすことのできない非常に重要な役割を担

っております。 

 さらに、元気なまちづくりを形成するために

は、老若男女がこぞって日々のスポーツを通して

体力づくりを行い、住民一人一人が健康であり、

笑い顔が絶えない環境を築くことが最も大切であ

ると考えております。 

 そこで、平成１８年度中においてスポーツ立市

振興計画の策定を行い、その計画に沿ってスポー

ツ団体、クラブの育成を図るとともにスポーツ指

導者の育成を推進いたします。 

 また、本市の地理的特性を生かしたレジャース

ポーツの普及、あるいは各分野で活躍しているメ

ジャーなスポーツ団体を招待し、スポーツ交流の

推進に努めてまいります。 

 第４点目は、企業誘致と地場産業の育成、販路

拡大の促進に積極的に取り組みます。 

 冒頭にも触れましたが、日本経済は回復基調に

あると言われております。しかし、これは都心部

や一部の地域であって、私たちの住んでいるこの
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地域には、景気回復の兆しがなかなか見えず、特

に当市のような第１次産業主体の地域では、まだ

まだ先のことではないかと心配をしております。

このような地域格差が進行する中で、今まで進め

てきた経済政策はどうであったのか、またこれか

らの西予市はいかにして地域経済を活性化してい

くべきか、大きなテーマを突きつけられていま

す。私は活力のあるまちづくりを進めるために、

従来の手法のような町の体制あるいは一過性にす

ぎない支援対策などでは、発展の望みを見出すこ

とはなかなか困難であると思っています。やはり

西予市の特性や人のよさに焦点を当て、積極的に

攻めの施策を実行していくことが必要であろうと

考えております。 

 また、幸いにして西予市は南予地方の中心部に

位置しており、この立地条件を生かし、西予市の

メリットを強く打ち出しながら、適地性のある企

業の誘致を進めていくことが重要であると認識し

ております。このため、新年度から産業創出課を

新設し、つまり攻めの体制づくりを固めた上で、

全国津々浦々の企業に対して、本市の立地特性を

アピールし、また情報の収集を行いながら企業誘

致に取り組むとともに、地場産品の販路拡大の促

進に実益を上げてまいります。 

 第５点目は、福祉バスと温泉施設巡回バスの運

行に取り組みます。 

 本地域は、ご案内のとおり県下２０市町の中で

２番目に広い面積を有し、東西に長く伸びた地形

の中で数多くの集落が点在しています。このため

に公共交通体系の確立を図ることは容易でなく、

高齢者、身障者、子供たちの交通弱者の皆様に

は、大変不便を来しているところでございます。

今回、こうした現実を少しでも解消するため、病

院や公共施設への足となる福祉モデルバスを野村

地域において運行したいと考えております。そし

て、運行実績次第で、市内全域を対象にすべきか

等々、さまざまな角度から検討研究を進めてまい

ります。 

 次に、温泉施設巡回バスについてであります

が、高齢社会の進展により健康保険事業や介護保

険事業費は年々ふえ続け、老人保健に要する費用

が６８億７，２３０万５，０００円、介護保険は

３９億９，４９１万２，０００円という多額な財

源が必要で、非常に西予市財政を圧迫している状

況下にあります。 

 また、健康づくり事業として健康な６５歳から

活発的な８５歳を目指す生活習慣予防対策事業の

充実を図っていくために、市内の温泉４施設を最

大限利用しながら高齢者等の健康と福祉の向上を

目指したいと考えています。このため、高齢者等

交通弱者の皆様にとっては、これらの温泉施設ま

での交通手段が乏しく、利用できがたいものとな

っていますので、５月から７月の３カ月間温泉施

設を結ぶ無料巡回バスを試行運転し、市民の健康

増進と温泉施設の活性化を図っていきます。 

 第６点目として、西予市のアピール運動を展開

していきます。 

 本市には、それぞれの地域独自の歴史や自然、

それにはぐくまれた生活、文化、産業など地域資

源が豊富に存在しています。それらの地域資源を

十分に生かした魅力のあるまちづくりを推進する

ため、住民こぞって内外に西予市のよさを高らか

にアピールし、知名度を確立していく必要があり

ます。例えば、文化面では、城川のかまぼこ板の

絵の展覧会は、世界に名をはせていることは、ご

案内のとおりであり、こうした郷土の自慢をしっ

かりアピールし、さらにこれらの牽引力により地

域経済の波及効果を生んでいただきたいと思って

おります。 

 また、明浜の無添加ジュース、このジュースは

一部の消費者あるいは東京の某スーパーマーケッ

トには大変好評であるとともに、雑誌名「ＢＲＵ

ＴＵＳ（ブルータス）」の企画部門では、日本一

おいしいジュースとして掲載され、品質的には絶

対の自信があるにもかかわらず、アピールの低さ

により、消費拡大に至っていないのが現状ではな

かろうかと思っております。こうした現状を踏ま

え、西予市の知名度を高め、地域資源の付加価値

をつけていくために、行政、住民が協働の体制づ

くりを行うほか、自分たちの地域資源のよさをい

ま一度見つめ直し、誇りと自信を持って全国にア

ピールする運動を展開していきます。 

 第７点目は、健全な財政を構築するため、確固

たる信念を持って取り組みます。 

 合併して丸２年が経過する中で、合併しても何

もよいことがないという声をよく耳にしますが、

これは大変誤った認識の方々の発言ではなかろう

かと思い、まずこの点について触れてまいりま

す。 

 今日では、日常用語となっている三位一体の改
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革でありますが、合併前の段階では、全くその影

すら見えなかったために、何ら財政上の問題は浮

上することなく明るい展望を見据えていたのは偽

るものでもございませんし、皆様もそのように受

けとめられておられたと思っております。 

 しかし、合併直後から今日に至るまでの三位一

体の改革による財政の影響は、想定をはるかに上

回るもので、しかも財政力の脆弱な地方自治体に

とっては、この改革が自治体運営において致命的

になると思ってよいほどの大打撃を与えていま

す。このような大きな改革の波を引き起こした国

の一方的な方針に対して、全国の自治体は大変憤

りを持っていますが、しかし現実からは逃避する

ことはできず、またこれらも自立した自治体とし

て存続できるかどうかの瀬戸際に立たされている

以上、歳出等々の徹底した見直しを行うなど、さ

まざまな自助努力を払い、一生懸命歩んでいるの

が西予市のみならず全国自治体の姿でございま

す。これらの現実の姿をかいま見ますと、合併し

ない町つまり小さな単体の町を選択した町は、体

力的な弱さから、いずれこの改革の波に押し流さ

れてしまうことは、火を見るより明らかであると

思っております。中には合併しないで独自の行き

方をされている町も確かにありますが、この実態

はどうでしょう。本当に真の住民サービスが行き

届いているでしょうか、疑問を抱かざるを得ませ

ん。私は、やはり旧５町が特徴のある要素を持ち

合い、西予市という大きな自治体として体力をつ

けていたからこそ、今回の改革の波を受けとめら

れ、そして合併前の建設計画の事業も可能になっ

たものではないかと思っています。 

 さて、本題に入りますが、安定した市政運営に

欠かせない健全財政の構築に向け、我々は歳出の

徹底した見直しに取り組んでいかなければならな

いと考えております。西予市の財政力は、自主財

源の市税がわずか１２％で２９億円、そのほかの

財源を合わせても自主財源が約２割しかない、い

わゆる２割自治体であるとともに地方交付税の依

存度は高く、歳入財源の約４割を占め、他市に比

べて非常に財政力の弱い財政構造となっておりま

す。このような中で三位一体改革の影響は、１６

年度において約６億３，０００万円、１７年度約

３億１，２００万円、１８年度の見込みは６億

８，７００万円の減少であり、国の依存財源に頼

る本市にとっては、いかに三位一体の改革が大き

な影響を受けていることか、おわかりになるので

はないでしょうか。 

 一方、歳出の面では、合併の中で旧町職員はす

べて引き継ぐこととなったために、同規模の自治

体に比べ職員数は多く、人件費には歳出の約２割

近くを占め、また起債残高も１７年度末の見込み

では３４０億円に達し、年々公債費がふえる見通

しであります。さらに、社会保障費の増大や特別

会計への繰出金も増加しております。 

 また、合併直後の財政調整基金約１９億円が１

８年度予算に繰り入れいたしますと、残り５億円

弱まで縮小され、西予市の財政状況は黄色信号が

点滅し始めたと言っても過言ではなく、今後は職

員、住民の皆様全員が強い危機意識を持って、こ

の難局を乗り越えなければなりません。このため

１８年度予算において特別職給与及び議員報酬を

６％カット、一般職員の管理職手当を２分の１減

額、さらに期末手当の職務手当を２分の１減額、

また超過勤務手当、特殊勤務手当の見直しを行う

ほか、県下２０市町に先駆けて早期退職者募集制

度を導入し、正職員の削減また２２条職員の事務

補助職員についても削減を図り、人件費の削減に

は最大限努めております。そこで、これらを合計

しますと２億３１２万８，０００円の人件費削減

になります。 

 しかし、西予市が生き残るための手段とはい

え、私は職員の立場にあわせ持ちますと、自身の

身を切られる思いでございます。そのほかには各

種団体の補助金についても見直しを行います。そ

もそも補助金の支出につきましては、ご案内のと

おり、地方自治法に規定されており公益上の必要

性が認められ、かつ自助努力をもっても不足する

部分を補助するというものであります。 

 しかし、現状では、各団体が既得権化を主張し

ている部分、あるいは単なる財政的支援になって

いる状況が見受けられます。当市といたしまして

も、この逼迫した財政事情では、このような補助

金の要望についてはこたえることが困難な状況に

なっておりますので、ご理解を賜りますようお願

い申し上げます。 

 また、そのほかの見直しとして、公共事業投資

の削減に向かわざるを得ません。当市のような過

疎地域では、まだまだ社会資本整備がおくれ、ま

た公共事業そのものが地域経済を支える目的を持

っており、大変重要な位置づけになっております
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が、しかし身の丈に合った投資でなければ、後年

度において公債費の増加により財政の硬直化が進

み、社会保障費等々の分野に対応することができ

かねるとともに、今の若者に負担を強いるような

後世につけを回すことは回避しなければならない

と考えております。そのため、平成１７年度当初

予算比で２７．８％の減、予算額で約１６億円の

減額としております。 

 また、事務的経費については、旅費のカット、

消耗品の２割カット、さらに施設の維持管理費の

見直し等々、歳出の徹底した削減を図っていきま

す。 

 よく使われる言葉で入るをはかりて出づを制す

はよく言われますが、それと同時に、先をはかり

て今を制すという視点が重要であり、今削減でき

るものは削減をし、見直しのできるものは見直し

を図る確固たる信念を持って健全財政の構築に取

り組んでまいります。 

 しかし、市民の皆さん及び職員には、当面の間

痛みを伴うことになってまいりますが、事情をご

賢察いただき、ぜひご協力を賜りますよう切にお

願い申し上げる次第でございます。 

 以上、就任３年目となる私の考えを述べてきま

した。 

 それでは次に、平成１８年度予算案の概要につ

いてご説明をいたします。 

 平成１８年度の予算は、次の３つの基本的な考

えのもとで予算編成をいたしております。 

 その第１点目として、すべてにおいて国の改革

は避けて通れないことを認識し、西予市が埋没し

ないため、足元を見据えた上で将来が展望できる

予算、２点目として、それぞれの部門が市経営の

自覚を持ち、さらに市民サービスにこたえること

のできる予算、３点目として、西予市行政改革大

綱の基本理念を踏まえ、推進項目、具体的項目を

実践し、一歩でも二歩でも目標に近づく対策を主

眼とした予算、この３つの方針のもとで平成１８

年度各会計予算は、一般会計２３６億１，０００

万円、特別会計２０２億１，８６２万６，０００

円、公営企業会計５５億３，６９９万７，０００

円、全会計総額では４９３億６，５６２万３，０

００円となり、一般会計では前年度比７．４％の

減で、１８億８，０００万円の減額となっており

ます。 

 以下、一般会計予算案の新規事業となる事業に

ついて款項の区分を基準とした目的別分類につい

てご説明いたします。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するための議会だよりの経費や各常

任委員会に係る研修費を計上しています。総額で

２億３，０２０万５，０００円としております。 

 次に、総務費でございますが、限られた財源に

合った歳出に向けての経営革新の必要性から、行

政評価システムの構築に係る費用を計上しており

ます。また、将来的には、本庁一本化が避けて通

れないために、庁舎建設の調査研究費の計上や悪

質滞納者に対し、しかるべき措置をとるための地

方税滞納整理機構への負担金を計上しています。

そのほかにコミュニティー施設の整備では、野村

町の松渓下コミュニティーセンター、日の地集会

所、手都合集会所の建設事業費を計上しておりま

す。総額で２２億５，２２９万３，０００円とし

ております。 

 次に、民生費でございますが、障害者の自立支

援対策として宇和ひまわりの郷への施設整備補助

金を計上しています。また、園児たちが健やかに

成長できるために宇和保育園用地購入費や地域全

体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地

域子育て支援センター事業費の計上、さらに働き

ながら安心して子育てができるような延長保育の

支援費や児童手当の支給対象年齢が小学校３学年

終了前であったのが、小学校修了前に引き上げら

れることに対し所要の措置をしております。この

ほか三瓶住民の懸案事項でありました特別養護老

人ホームかめの杜への建設補助金を計上しており

ます。総額では５７億４，５８９万１，０００円

としております。 

 次に、衛生費でございますが、市民の健康維持

を図るための各種健康診断事業費や健康づくりセ

ミナーの開催経費を計上しております。また、宇

和清掃センターの解体や西部及び東部衛生センタ

ーのし尿処理施設の更新あるいは集約についての

一般廃棄物処理基本計画に係る経費を計上してお

ります。さらに、公共下水道等の普及に伴う水需

要の増加のための対応として、宇和町上水道第４

次拡張事業の出資金の計上、河川等の水質汚濁を

防止するために引き続き合併浄化槽設置補助金を

計上しています。総額で１９億２，５１８万８，

０００円としております。 

 次に、農林水産業費におきましては、本市の基
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幹産業である農業の振興を図るため、ミカンの改

植や園地の整備費を計上しています。また、西予

市米のブランド化に向けた取り組みとして、農産

物処理加工施設事業やキュウリ選果機導入補助金

の計上、さらに中山間地域総合整備事業費や後継

者住宅の土地造成費を計上しています。このほか

林業の振興を図るため、西予市産材木造住宅建築

促進事業や間伐材出荷促進対策事業、また林道整

備には、林道竜王線舗装工事ほか４件の開設工事

費を計上しています。 

 次に、水産業費につきましては、三瓶に活魚セ

ンターを整備し、漁獲物の付加価値を高める漁家

経営の安定を図ります。また、高山・田之浜特定

漁港整備ほか３件の漁港整備費、周木漁港整備費

の測量設計調査費や二及漁港内の浮き桟橋係留施

設整備ほか２件の漁港整備費を計上しています。

総額で３６億９，６６４万６，０００円としてお

ります。 

 次に、商工費でございますが、商工業の経営者

を支援するために中小企業振興資金の融資額の確

保を図っています。また、融資を容易にするため

保証人の数を法人では３人から２人に、個人では

２人から１人に減らしております。さらに、三瓶

中心市街地活性化事業として、１７年度に引き続

き市街地の街路整備を行い、良好な町並み整備を

図ります。また、明浜シーサイド・パーク交流施

設整備事業として、ジュース加工施設の衛生面上

からの改修工事費の計上と町おこし事業の展開と

してシーサイド・パークを舞台にした合併記念コ

ンサート事業を行います。そのほか積極的に企業

誘致、販路拡大を進めるための経費を計上してい

ます。総額で４億６，１２８万３，０００円とし

ております。 

 次に、土木費でございますが、当市の道路整備

はまだまだ未整備区間が多く残されている現状か

らして、財政事情の厳しい中でありますが、建設

計画に基づきできる限りアクセス道路や生活道路

としての市道整備を図っていきます。そこで、市

道改良工事として、宇和町では伊賀上２７７号線

ほか１２本、野村町では荷刺大西鎌田西線ほか７

本、城川では本村窪ケ市線ほか４本、三瓶町では

周木２０９号線ほか４本の改良工事費を計上して

います。また、河川改修工事や都市下水路整備工

事費の計上、そのほか公共下水道事業の建設事業

費や償還金に充当するための繰出金をそれぞれ計

上しています。総額で１９億９，０８７万５，０

００円としております。 

 次に、消防費におきましては、災害救急に速や

かに対応できる体制の整備を図るために、救急自

動車１台、ポンプ自動車１台、小型動力ポンプつ

き積載車６台等を導入し整備します。また、耐震

性貯水槽や渓筋分団遊子川詰所を整備する費用を

計上しています。そのほか２００４年６月に武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律の成立に伴い、地方公共団体は国の方針

に基づき、その地域における住民の生命・身体及

び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小限度

にすることができるよう万全を期さなければなら

ないために、１８年度中に国民保護計画を策定し

ます。総額で９億１，８９７万２，０００円とし

ております。 

 次に、教育費におきましては、西予市の未来を

担う子供たちの個性を伸ばし、豊かな感性を養う

とともにたくましく生きる力をはぐくむため、全

市内の小学校６年生を対象に児童海外派遣事業の

実施や科学実験でおなじみの米村伝治郎氏を招聘

し、小・中学生２，０００名を対象とした科学教

室を開催する経費を計上しています。また、障害

等のある児童のために、引き続き学校生活支援員

を配置することといたしました。さらに、施設整

備につきましては、１７年度の継続事業である魚

成小学校改築事業や三瓶中学校体育館新築事業の

設計調査費を計上しています。そのほか青少年か

ら大人までが抱える諸問題を重視し、１８年度に

おいても市民セミナーを開催するとともに、市民

の体力向上と健康増進を図るため、スポーツ立市

振興計画の策定費やＪ１で活躍の各選手を招聘

し、サッカー教室や選手との紅白戦などを実施し

て、広く市民に観戦の機会を提供します。総額で

２５億３，３１２万円としております。 

 以上、歳出予算の目的別の概要でございました

が、引き続きまして歳入についてご説明いたしま

す。 

 まず、市税につきましては、市民税は税制改正

による１億３，３５１万２，０００円の増、一方

固定資産税は評価がえによる７，７７３万７，０

００円の減となり、市税総額では前年度比１．

４％増で、金額にして４，０５７万３，０００円

の増額としています。また、地方譲与税につきま

しては、三位一体の改革による税源移譲の所得譲
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与税がこの科目に含まれるために、前年度より２

５．３％増で１億３，６７８万７，０００円の増

額としています。 

 次に、利子割交付金、地方消費税交付金、自動

車取得交付金、地方特例交付金につきましては、

１７年度実績に基づき算出した額の全額を計上し

ております。 

 次に、地方交付税につきましては、地方財政計

画で５．９％の減となっておりますが、この指標

として１７年度の国勢調査の数値を使った見込み

額の相当額を計上し、４億９２２万２，０００円

の減額としております。 

 次に、国庫支出金及び県支出金につきまして

は、三位一体の改革による国庫補助金負担金改革

の影響によるものと普通建設事業の抑制によって

前年度より８億５，０９３万円の減額となってお

ります。市債につきましても、普通建設事業費の

抑制と次世代に負担を転嫁させないために起債の

発行を最大限抑えるものとしており、前年度より

６億９，８７０万円の減額としております。 

 以上、説明してまいりましたが、１８年度予算

は三位一体の改革の影響と公債費や社会保障費

等々の増加の要因によりまして超緊縮型の予算と

なっておりますが、しかしこの限られた財源を有

効に活用して、政策の効果を最大限発揮しなけれ

ばならないと思っておりますので、どうかよろし

くご審議を賜り、ご決定くださいますよう申し上

げ、私の市政運営に対する所信の一端と平成１８

年度予算の概要について申し上げたものでありま

す。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から説明

をさせます。ひとつよろしくお願いいたします。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。３時１０分に再

開をいたします。（休憩 午後２時５３分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後３時１０分） 

 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 それでは、まず初めに、歳入か

らご説明を申し上げます。 

 １６ページをお開き願います。 

 １６ページの１項でありますが、市民税１億

３，３５１万２，０００円の増額につきまして

は、税制改正による定率減税の半減、それから老

年者控除の廃止、均等割の夫婦一律課税、その他

各種控除の改正によるものであります。 

 次のページ、１７ページでありますが、２項の

固定資産税７，７７３万７，０００円の減額につ

きましては、１８年度は評価がえの年に当たりま

して、家屋の経年補正等によって減収になるもの

であります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 ２０ページの１目所得譲与税１億３，４１８万

３，０００円の増額につきましては、これは三位

一体の改革により税源移譲される額が３兆９４億

円でありまして、これを都道府県へ２兆１，７９

４億円を配分します。そして市町村へは８，３０

０億円の配分となっております。この８，３００

億円のうち１７年度分の４，４６４億円を除いた

３，８３６億円を納税義務者数及び課税総所得金

額等の額を用いて算出した額が１億３，４１８万

３，０００円となります。 

 次に、２４ページをお願いいたします。 

 １項の地方交付税１０７億７，２０８万５，０

００円につきましては、１８年度地方交付税総額

が１５兆９，１００億円で、前年度比５．９％の

減となっておりますので、これらを踏まえまして

算出をいたしております。 

 次に、２６ページをお願いいたします。 

 １目民生費負担金７，８３１万８，０００円の

増額は、次ページの２７ページでありますが、２

７ページ２節の保育所保護者負担金、公立保育

所、私立保育所の負担金の増が主な要因となって

おります。 

 次に、２７ページでありますが、１目総務使用

料２，１１２万円の減額は、これは指定管理者制

度に移行したための宝泉坊施設使用料の減額であ

ります。 

 次に、２目でありますが、民生使用料４，３９

７万３，０００円の減額も、今ほどの理由と同様

に、游の里健康センター入浴料の減額でありま

す。 

 次に、２８ページをお願いいたします。 

 ５目商工使用料４，４８８万３，０００円の減

額も、これも同様に宝泉坊ロッジ宿泊料の減額が

主なものであります。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 １目の民生費国庫負担金１億１２４万３，００
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０円の減額につきましては、主に児童扶養手当等

の国庫負担率が引き下げられたことによるもので

あります。 

 次に、３４ページをお願いいたします。 

 ６目土木費国庫補助金１億３，１６６万３，０

００円の増額の主な理由は、道路新設改良に伴う

補助金が、県補助金から国の交付金に変わったこ

とによるものであります。したがいまして、土木

費県補助金はこれに比例いたしまして減額計上し

ております。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 ２目民生費県補助金５，５０８万４，０００円

の減額は、主に介護予防事業に対する県補助金が

法令の改正によりまして、４月１日から介護保険

に移行することによるものであります。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 ４目の農林水産業費県補助金３億９，７６１万

４，０００円の減額につきましては、１７年度事

業の中で大きくウエートを占めていたミカンの光

センサー及びトマトの光センサーの導入補助金、

これが３億９，２５０万円が含まれておりまし

た。そういったことによる減が主なものでありま

す。 

 ３９ページをお願いいたします。 

 ７目教育費県補助金２，１６５万８，０００円

の主な増額は、魚成小学校を木造建設にしたこと

によりまして２，０００万円の補助が県からおり

てまいります。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 １目財政調整基金繰入金につきましては、１７

年度末の基金残高が１０億６，４７１万５，００

０円の見込みでありますので、今回当初予算でこ

の５億７，６９０万円を取り崩しいたしますと４

億８，７８１万５，０００円となります。 

 また、４７ページの一番下の行でありますが、

３１目の減債基金これを新たに２億円を繰り入れ

しております。 

 次に、６２ページでありますが、２０款の１項

市債でありますが、本年度は７億２，８６０万円

の減額で、３１億６，８８０万円の借り入れを見

込んでおります。主な起債は、合併特例債の１２

億７，５６０万円、過疎対策事業債３億５，８７

０万円、辺地対策事業債１億７，５６０万円など

有利な起債を活用してまいりたいと考えておりま

す。 

 次は、歳出でございますが、歳出につきまして

は、新規事業並びに主な事業についてご説明をい

たします。 

 ６３ページをお願いいたします。 

 １目の議会費８８６万５，０００円の減額につ

きましては、主なものといたしまして、議員報酬

６％の減によるものであります。 

 次に、６８ページをお願いいたします。 

 １３節委託料の中の行政評価システム構築支援

委託料５９０万円でございますが、これは社団法

人日本能率協会の支援を仰ぎながら、自治体にお

ける環境の変化と経営革新の取り組みを積極的に

行うための費用を計上しております。 

 次に、７９ページをお願いいたします。 

 １９節の中の防犯灯電気料補助金８９３万６，

０００円につきましては、本年度より補助金の抜

本的な見直しによりまして、この防犯灯の電気料

の補助率を６割に統一いたしております。 

 次に、８２ページをお願いいたします。 

 ８２ページの中の１６目は、新たな科目として

庁舎建設調査研究費を計上していますが、現予算

は暫定的な予算としております。 

 また、主に検討委員報酬と旅費の計上となって

おります。 

 同じく８２ページでありますが、１７目も新た

な科目の創設であり、政策調整費を計上しており

ます。 

 次に、８５ページでありますが、１９節愛媛地

方税滞納整理機構負担金５５０万円でございます

が、これは税負担の公平性と歳入の確保を図るた

めに、愛媛県と県下２０市町が地方税滞納整理機

構を立ち上げる経費をここに計上いたしておりま

す。 

 次に、９９ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費１，９００万５，０００円

は、野村町の松渓下コミュニティーセンターの建

設事業費を計上しております。次、同じく１９節

でありますが、誇れる地域づくり活動支援事業補

助金１，０００万円ですが、これは補助金の統一

性により新たに創設したものであります。集会所

整備や地域文化伝統施設整備等々を行うために支

援するものであります。 

 次に、１００ページをお願いいたします。 

 １００ページの上段で、地域自治活動支援補助

金１，８６３万３，０００円もこれも同様に、補
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助金の統一性によるものであります。１世帯当た

り１，０００円で積算した額を各地区に対し交付

いたします。ただし、２０世帯未満の地区にあっ

ては２万円を交付することとしております。同じ

く１５節工事請負費２，１１０万５，０００円で

ありますが、これは野村町の日の地集会所と手都

合集会所の建設事業費を計上しております。 

 次に、１０６ページですが、２８節繰出金４億

６，１１４万９，０００円でありますが、これは

国保会計の安定化を図るために法的な基準と市単

独分と合わせた額を繰り出すものであります。主

に国保事務に係る人件費、出産一時金、保険税の

軽減分を繰り出しをいたします。 

 次に、１１３ページをお願いいたします。 

 １９節の中の９，８１８万円でありますが、こ

れは三瓶町に建設予定の特別養護老人ホームかめ

の杜に対する建設補助金であります。 

 次に、１１４ページをお願いいたします。 

 ２８節繰出金といたしまして１２億３，６２４

万円を計上しております。この主なものといたし

ましては、介護保険６億３，９７７万９，０００

円、老人保健５億８，１０２万７，０００円の繰

出金となっていますが、そこで繰出基準といたし

ましては、介護給付費１２．５％、人件費の全

額、事務費に係る費用の全額となっております。 

 また、老人保健の基準につきましては、１８年

９月までが医療給付の７．７％、１０月以降が

８．３％、さらに人件費事務に係る費用を繰り出

すものであります。 

 次に、１１６ページでありますが、１７節公有

財産購入費とその下の１９節のひまわりの郷施設

整備補助金５９０万円につきましては、宇和養護

学校を卒業される障害者の就労の場を提供するた

めに、社会福祉法人ひまわり育成会に土地の無償

貸与を行い増員を図るものであります。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 ７節賃金４４万４，０００円でございますが、

これは野村地区において４月から６月までの福祉

バスの試行運転に係る賃金を計上いたしておりま

す。 

 次に、１２１ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費４，１２２万円であります

が、これは地方改善対策として、野村町の奈良野

名場連線の道路改良事業費を計上いたしておりま

す。 

 次に、１２３ページをお願いいたします。 

 １７節公有財産購入費は、宇和保育園の用地買

収に係る費用でございます。宇和保育園では、

年々入園の申し込みがふえ、保護者の要望にこた

えることができない状況が続いております。そこ

で、今回１，５７７平米の土地を取得するもので

あります。その下の１９節保育対策等促進事業補

助金８６８万６，０００円につきましては、育児

不安等についての相談や子育てサークル及び子育

てボランティアの育成、支援等々を行うための支

援事業費であります。 

 また、次世代育成事業対策交付金１，２００万

円は、主に宇和施設協会と三瓶ひまわり保育園の

延長保育に対する支援費を計上いたしておりま

す。 

 次に、１２４ページをお願いいたします。 

 ２０節扶助費の中の５，９１６万円と１億３，

１８２万円でございますが、これは給付の対象者

が１７年度までは小学校３年生まででありました

が、今回の法改正の見込みによりまして、小学校

修了前までとなりますことにより、前年度より

５，９２２万円の増額となっております。 

 次に、１５１ページをお願いいたします。 

 ２１節の貸付金でありますが、これは明浜上水

道事業会計へ貸し付けするものであります。貸付

条件といたしまして、元金均等方式で５年据え置

きの１０年以内の償還契約にいたしております。

２４節の中の１億２，８００万円でございます

が、これは宇和町上水道第４次拡張事業の一部を

一般会計におきまして公営企業債を起こし、その

借り入れ部分を上水道会計へ出資するものであり

ます。 

 次に、１５９ページをお願いいたします。 

 １７節公有財産購入費は、明浜後継者住宅建設

事業に係る用地取得費用であります。買収予定面

積は約８３坪であります。その下の１９節の耕種

作物共同利用施設整備事業補助金１，５００万円

でございますが、これは東宇和農協が保有してま

す魚成加工施設内で精米機器を導入し、生産から

販売の一貫したシステムを構築して自己ブランド

の確立で流通拡大を図るための支援費でありま

す。 

 次に、１６０ページをお願いいたします。 

 １６０ページの中段あたりで、園芸産地再編整

備事業費補助金６６２万３，０００円であります



 

－43－ 

が、これはかんきつの産地競争力の強化に向け

て、園地内にトラック等が通れるように園内道を

整備するための支援費であります。同じく新山村

振興農林業特別対策事業補助金９，７５０万円

は、キュウリ、ナス併用選果機導入に係る補助金

を計上しております。これは現状の選果機が導入

から１５年が経過し、老朽化が進むとともに出荷

数量を処理することが困難な状況に至ったための

ものであります。 

 次に、１６１ページをお願いいたします。 

 ２８節農業集落排水事業特別会計繰出金２億

２，３５７万６，０００円は、借入分の元金利子

を一般会計から補てんするもので、前年度より

１，４９９万８，０００円の増加となっておりま

す。 

 次に、１６６ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金の計上は、農地整

備を図るための事業費の負担金でありまして、県

営補助整備事業費７，１２５万円、西部中山間地

域整備事業費４，２５１万円、同じく東部９，４

５０万５，０００円、同じく佐田岬半島東１，９

５０万円、県営畑地総合整備事業費５，２５０万

円をそれぞれ計上をいたしております。 

 次に、１７０ページでありますが、１９節の中

の中山間地域等直接支払交付金２億９，６５６万

７，０００円を本年度も計上いたしております。 

 １７１ページでありますが、１３節管理運営業

務委託料６，３２０万円の主なものは、あけはま

シーサイドサンパーク株式会社へ２，１００万

円、野村の株式会社地域振興センターへ２，４０

０万円、城川開発公社へ１，８００万円を委託料

として支出するものであります。 

 次に、１７２ページをお願いいたします。 

 ２４節の出資金１，０００万円でございます

が、これは城川開発公社が経営の拡大を図ったこ

とに伴い、資本金の充実性が求められることにな

ったためであります。 

 次に、１７５ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費２億３，０６７万４，０００

円につきましては、森林居住環境整備事業とし

て、野村地区では林道白木ケ城線開設工事、林道

中筋鉢ケ森線開設工事、小振鍵山線の開設工事費

を計上しております。 

 また、宇和地区では、林道竜王線、あるいは城

川地区では、程野桂線の舗装工事を計上いたして

おります。 

 次に、１７６ページでありますが、１９節西予

市産材木造住宅建設促進事業補助金１，５００万

円でございますが、これは西予市の森林で生産さ

れた木材の利用を促進し、住宅や公共施設等の木

造化や木質化を推進するために、１７年度に引き

続きまして本年度も重要施策といたしまして取り

組みをする事業を計上いたしております。その下

の間伐材出荷促進対策事業補助金１，３６０万円

につきましては、城川町が平成１３年度から山い

きいき運動として事業の展開を図ってきていまし

たが、この事業を全市に適用する経費をここで計

上いたしております。 

 １８０ページをお願いいたします。 

 １９節森林整備地域活動支援交付金７，６７０

万７，０００円でございますが、これは中山間地

域直接支払交付金と同趣旨のものであります。 

 次に、１８３ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費４，２７１万円は、三瓶と明

浜の漁場におきまして、波型魚礁を設置いたしま

す。これによりまして良好な漁場を造成すること

になってまいります。そういった費用をここに計

上いたしております。 

 次に、同じく１８３ページでありますが、１９

節の中の八西地区漁協合併関連施設整備補助金

７，０６３万２，０００円につきましては、三瓶

魚市場において活魚水槽を整備するものでありま

す。このことによりまして、今までは鮮魚として

処理せざるを得なかった漁獲物が活魚として転換

ができ、漁獲物の付加価値を高め、経営の安定化

が図れるための支援費をここに計上いたしており

ます。 

 次に、１８６ページをお願いいたします。 

 １３節の中の測量設計委託料３，７６０万円に

つきましては、周木漁港漁村再生交付金事業及び

田之浜漁港整備事業に伴う測量設計費でありま

す。その下の１５節工事請負費７億４，２２０万

円につきましては、明浜地区における特定漁港漁

場整備事業、同じく高山漁港環境整備事業、高山

漁港海岸東護岸局部改良事業費を計上いたしてお

ります。 

 また、三瓶地区では、二及漁港内の浮き桟橋係

留施設整備事業と垣生漁港漁村再生交付金事業費

を計上いたしております。 

 １８９ページをお願いいたします。 
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 ２１節貸付金につきましては、中小企業振興資

金といたしまして４，３００万円を計上いたして

おります。 

 次に、１９０ページでありますが、１５節工事

請負費８，２００万円でございますが、これは三

瓶の中心市街地の街路整備事業費をここに計上い

たしております。 

 次に、１９２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費６，１６９万８，０００円に

つきましては、明浜ふるさと創生館内のジュース

加工施設を改修する工事費が主な計上となってお

ります。 

 次に、１９６ページをお願いいたします。 

 ６目の合併記念事業費７５０万円は、ビッグウ

エーブを明浜からをテーマとして南こうせつピク

ニックコンサートを５月７日に明浜シーサイド・

サンパークにおきまして開催予定の経費を計上い

たしております。 

 次に、１９７ページでありますが、７目の産業

創出事業費でありますが、これは企業誘致を積極

的に展開するために新たな科目を新設いたしてお

ります。 

 次に、２０１ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費８，２３３万３，０００円に

つきましては、がけ崩れ防災対策事業費で、宇和

地区では３カ所、野村地区３カ所、城川地区５カ

所の事業費を計上しております。 

 次に、２０４ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費６億６，０２６万５，０００

円につきましては、各地域の道路新設及び改良の

事業費の計上となっております。宇和町では１３

本、野村町は８本、城川町５本、三瓶町５本の市

道を整備するものであります。 

 次に、２０５ページでありますが、１７節の公

有財産購入費と２２節物件補償費は、主に三瓶町

の周木２０９号線と蔵貫２３０号線改良工事に伴

うものであります。 

 次に、２０９ページをお願いいたします。 

 ２８節の公共下水道事業特別会計繰出金は２億

２，１９３万７，０００円の計上で、前年度比

２，４４１万９，０００円の増額となっておりま

す。その下の１５節工事請負費３，６６０万円

は、主に野村町の大田地区排水路改修工事と明浜

町のすてきな集落整備事業費を計上いたしており

ます。 

 次に、２１１ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費９，６４０万円でございます

が、これは卯之町町並み舗装整備事業と卯之町２

丁目の１９６号線道路改良事業費であります。 

 次に、２２２ページでありますが、１５節工事

請負費４，４１８万円でございますが、これは渓

筋分団詰所ほか２カ所の改築事業費と耐震性貯水

槽５カ所の工事費を計上いたしております。同じ

く１８節備品購入費９，１４３万円につきまして

は、救急自動車１台とポンプ自動車１台、さらに

小型動力ポンプ積載車６台、小型動力ポンプ３台

を購入し配備するものであります。 

 ２２３ページをお願いいたします。 

 １３節の中の３３６万円は、国民保護計画書作

成委託料をここに計上いたしております。 

 ２２６ページをお願いいたします。 

 １３節の中の児童・生徒海外派遣委託料１，９

５０万２，０００円でございますが、これは西予

市の次世代を担う人材を育てる事業の一環といた

しまして、中学３年生４０名を対象にオーストラ

リアへ派遣する事業費であります。 

 また、今回新たに全市内の小学６年生３０名を

対象にしたグアムへの派遣事業も含まれておりま

す。その下の西予市児童・生徒豊かな体験事業委

託料２４０万円につきましては、児童・生徒に自

然科学に対する探究心と豊かな情操を育てるため

に米村伝治郎氏の講演料をここに計上いたしてお

ります。 

 なお、小学生は４年以上を対象とし、中学生は

全生徒を対象に三瓶体育館と城川中学校体育館の

２会場に分けて実施をいたします。 

 ２３２ページをお願いいたします。 

 １５節工事請負費１，３１９万７，０００円

は、これは野村の大和田小学校の屋内運動場の屋

根改修工事費を計上いたしております。 

 次に、２３４ページをお願いいたします。 

 ３目の学校建設費４億７，５８２万７，０００

円につきましては、魚成小学校校舎改築工事費と

旧城川西中学校体育館の改修費を計上いたしてお

ります。 

 次に、２４０ページをお願いいたします。 

 １３節委託料８００万円は、三瓶中学校屋内運

動場新築設計委託料をここに計上いたしておりま

す。 

 ２４５ページをお願いいたします。 
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 １３節市民セミナー委託料１２０万円でござい

ますが、これは中高校生の非行防止、薬物汚染の

拡大の予防と更生にかける活動に取り組みを続け

ております、別名夜回り先生こと水谷修氏を招聘

する費用をここに計上いたしております。その下

の城川町史編集業務委託料４２０万円は、城川町

史の完結編として７００部を製本する費用を計上

しております。 

 ２５６ページをお願いいたします。 

 １９節の中の全国人権同和教育研究大会参加補

助金３７２万円でありますが、これは１８年度愛

媛県において全国大会が開催されるための参加費

用を計上いたしております。 

 次に、２７０ページをお願いいたします。 

 １３節の中のサッカー教室指導委託料３００万

円につきましては、野村地区と三瓶地区の２会場

においてプロサッカーチームを招聘し、小・中高

生徒及び一般愛好者を対象にサッカー教室を実施

する費用であります。 

 ２８０ページをお願いいたします。 

 １目元金でありますが、本年度３１億８，５０

７万７，０００円で、前年度比２億３，０９８万

８，０００円の増加となっており、主に合併特例

債の償還の発生とそして合併前の過疎債及び臨時

財政対策債の増加が主なものとなっております。 

 なお、２８１ページの２目の利子は５億６，９

３４万４，０００円で、前年度比４，０１９万円

の増加となっております。 

 以上でございます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第１０１号「平成１８

年度西予市授産場特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 特別会計予算書の２ページ、３ページでありま

す。 

 本予算の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ２，３２２万円といたしております。 

 歳出の主なものは、施設授産場費の事務費で人

件費等１，５４６万９，０００円、事業費で賃金

等７７７万円であります。 

 歳入は、手袋加工賃金の施設授産場事業収入３

９０万１，０００円、繰入金で一般会計繰入金及

び保護施設事務費繰入金１，９３１万７，０００

円を予定いたしております。 

 続きまして、議案第１０２号「平成１８年度西

予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」につ

いて提案理由のご説明をいたします。 

 １９ページからであります。 

 今予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，４０７万９，０００円といたしております。 

 ２７ページからの歳出の主なものについて説明

いたします。 

 住宅新築資金並びに改良資金に借り入れている

公債費の元金１，８６２万８，０００円と利子４

２８万４，０００円であります。 

 ２５ページの歳入の主なものにつきましてご説

明いたします。 

 住宅改修資金貸付元利収入７９万８，０００円

及び住宅新築資金等貸付元利収入１，９１０万

７，０００円、住宅新築資金等貸付助成事業費県

補助金２４１万９，０００円、繰入金２９万９，

０００円、繰越金１４５万６，０００円を計上い

たしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第１０３号「平成１８年度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 予算書のページ３１ページから３９ページに記

載をさせていただいております。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生生徒

であって、経済的理由により就学が困難な者に対

し定額を無利子で貸し付けるものであります。本

予算は、新規貸付予定者３３名、継続貸付者１１

４名、計１４７名分及び運営費を合わせまして

５，６２７万８，０００円計上いたしました。 

 歳入につきましては、償還金等５，６２７万

８，０００円を計上し、運営するものでありま

す。 

 なお、奨学資金の貸しつけに当たっては、西予

市育英会理事会に諮り、公正な決定運営を図るこ

とといたしております。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 
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○松本生活福祉部長 議案第１０４号「平成１８

年度西予市国民健康保険特別会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１１の診療所勘定予算で構成されておりま

す。 

 まず、事業勘定予算よりご説明を申し上げま

す。４１ページからであります。 

 平成１８年度の予算編成に当たりましては、国

民健康保険事業の適正かつ安定的な運営を図るた

め、医療費の動向、医療制度改正の対応と国が示

す留意事項に基づき編成をいたしました。今後と

も保険給付費介護納付金の増加が見込まれること

などから、財政状況は一層厳しい状況になること

が予想されますので、健全な財政運営のための最

重点課題である保険税収入の確保や医療費適正化

対策等を考慮し、そのために必要な経費を計上い

たしております。 

 それでは、４５ページの歳出からの説明をいた

します。 

 １款総務費９，２９３万８，０００円、２款保

険給付費３７億７，８９８万３，０００円、３款

老人保健拠出金９億６，９６２万９，０００円、

４款介護納付金３億１，６７８万９，０００円、

５款共同事業拠出金１億９６万４，０００円、６

款保険事業費４，５７８万４，０００円、９款諸

支出金７３３万３，０００円、１０款予備費で

１，８８９万５，０００円を計上いたしておりま

す。 

 歳入につきましては、４３ページであります

が、１款国民健康保険税１３億２，９８２万６，

０００円、４款国庫支出金は１８億１，５３１万

５，０００円、５款県支出金２億７，９８７万

７，０００円、６款療養給付費等交付金１０億

７，６７９万３，０００円、９款繰入金７億４，

２６４万５，０００円、１１款諸支出金３，５２

０万９，０００円を計上いたしております。 

 以上によりまして事業勘定予算は、歳入歳出そ

れぞれ５３億３，１３１万７，０００円といたし

ております。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の受診者は減少傾向にあり、診療収入

も減収が見込まれ、一般会計からの繰入金に頼る

傾向が強くなり、年々厳しい経営を余儀なくされ

ていますが、経費節減に努め、物心両面にわたる

経営の改善に積極的に努め、今後とも地域になく

てはならない診療所づくりを目指す所存でありま

す。 

 それでは、４７、４８ページの明浜町の各診療

所勘定歳入歳出予算総額及び診療収入の占める割

合並びに一般会計繰入金は、俵津診療所が総額

８，３２２万９，０００円であり、診療報酬は

６，４９５万６，０００円でありまして、診療収

入が占める割合は７８％であります。一般会計繰

入金が１，７０８万１，０００円であります。 

 次に、４９、５０ページの狩江診療所につきま

しては、７，８１１万４，０００円であり、診療

収入３，９９５万８，０００円で、割合は５１．

２％、繰入金は３，２４２万４，０００円であり

ます。 

 次、５１、５２ページの高山診療所は８，５３

４万３，０００円で、診療収入４，９１１万１，

０００円で、割合は５７．５％、繰入金は３，５

１９万円であります。 

 次、５３、５４ページの田之浜診療所では２，

００３万４，０００円で、診療収入１，５２３万

円、割合は７６％で、繰入金４６１万２，０００

円であります。 

 次に、野村町の各診療所勘定でありますが、５

５、５６ページの坂石診療所は３４１万８，００

０円で、診療収入１２０万２，０００円、割合は

３５．２％で、繰入金１５３万４，０００円であ

りまりす。 

 次、５７、５８ページの惣川診療所は８９６万

２，０００円で、診療収入が７３３万９，０００

円、割合は８１．９％で、繰入金はありません。 

 次、城川町の各診療所勘定予算総額であります

が、５９、６０ページの土居診療所について説明

いたします。 

 １億５，０８９万７，０００円で、診療収入が

１億７３万６，０００円、割合が６６．８％で、

一般会計繰入金は２，２８１万９，０００円であ

ります。 

 ６１、６２ページの杉之瀬出張診療所におきま

しては、１，９８８万３，０００円で、診療収入

が１，９８０万９，０００円、割合が９９．６％

であります。 

 次、６３、６４ページの遊子川出張診療所につ

いてでありますが、５３６万１，０００円で、診
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療収入が４６６万３，０００円、割合は８７％

で、いずれも繰入金はありません。 

 次に、三瓶町の各診療所勘定予算総額でありま

すが、６５、６６ページの二及診療所が４，８２

０万５，０００円で、診療収入が４，６９９万

８，０００円、割合が９７．５％であります。 

 次、６７、６８ページの周木診療所が４，５５

９万９，０００円で、診療収入は４，４５３万

６，０００円で、割合は９７．７％、いずれも一

般会計からの繰入金はありません。 

 なお、本予算案につきましては、３月１日に会

開催いたしました国保運営協議会におきまして慎

重なご協議をいただき、本日ご提案申し上げる次

第でございます。 

 続きまして、議案第１０５号「平成１８年度西

予市老人保健特別会計予算」について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 平成１４年１０月の老人保健法改正以後、老人

医療受給対象年齢が７５歳に引き上げられたた

め、平成１９年９月までは毎年老人医療受給対象

者は減少するものの、急速な高齢化の進展、医療

技術の高度化、慢性的な生活習慣病の増加等、さ

まざまな要因により１人当たり老人医療費は年々

増加を続け、医療費の減少は余り望めない状況で

あります。このような状況の中、平成２０年度に

は新しい独立した高齢者医療保険制度が創設さ

れ、今年度においても患者負担の一部見直しが行

われますが、このことも踏まえ今年度の予算編成

を行いました。 

 それでは、予算書２６５ページをお開き願いま

す。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６９億１，９５１万１，０００円と定めるも

のであります。 

 歳出の主なものにつきましては、２７６ページ

からとなっております。 

 総務費で４，６６７万６，０００円、医療諸費

で医療給付費６７億５，５０４万円、医療費支給

費９，１５９万６，０００円、審査支払手数料

２，５６６万９，０００円を医療受給者及び前年

度の医療費実績額の伸び率等を考慮して、合計６

８億７，２３０万５，０００円を見込み計上いた

しております。これは前年度とほぼ同額となりま

す。また、予備費として５２万４，０００円を計

上いたしております。 

 次、２７１ページに戻っていただき、歳入につ

いて説明いたします。 

 医療費に対する支払基金交付金として３６億

３，０６２万２，０００円、審査支払手数料交付

金として２，５５０万９，０００円、合わせて３

６億５，６１３万１，０００円を計上いたしてお

ります。 

 また、医療に対する国庫負担金におきまして

は、医療費負担金として２１億３，４６７万７，

０００円、県負担金につきましては、医療費県負

担金として５億３，３６６万９，０００円を計上

いたしております。一般会計繰入金につきまして

は、医療給付費分５億３，３６７万円、事務費分

４，７３５万７，０００円、合計５億８，１０２

万７，０００円を計上いたしました。また、諸収

入として第三者納付金を１，４００万円計上いた

しております。 

 歳入においては、平成１４年１０月の老人保健

法改正以後、段階的に交付金割合の引き下げと公

費割合の引き上げが毎年１０月に４％ずつ行われ

るため、医療給付費と予算額は前年度とほぼ同額

であるにもかかわりませず交付金が減少し、公費

である国庫負担金、県負担金、一般会計繰入金が

増加する結果となりました。 

 続きまして、議案第１０６号「平成１８年度西

予市介護保険特別会計予算」について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 介護保険は高齢者の自立を支援することなどを

目的として平成１２年度に始まりました。今回の

制度改正では、介護予防を重視し、高齢者の介護

が必要になることを防いだり、介護が必要となっ

ても、それ以上悪化しないようにして自立を支援

する等の改正が行われます。この改正に伴い、歳

出において、地域支援事業費を新たに新設するも

のであります。 

 それでは、予算書２９１ページをお願いいたし

ます。 

 本予算の事業勘定の歳入歳出予算の総額は、４

１億７，９９８万７，０００円と定めるものであ

ります。 

 歳出では、１款総務費の１項総務管理費で１億

５９５万５，０００円、２項賦課徴収費１１５万

１，０００円、３項介護認定審査会費２，６９２

万円、４項趣旨普及費６万６，０００円でござい

ます。２款保険給付費の１項介護サービス等諸費
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で３７億５，１４０万１，０００円、２項支援サ

ービス等諸費１，６００万円、３項その他諸費５

３０万円、４項高額介護サービス等費で４，２０

０万円、５項特定入所者介護サービス等費１億

８，０２０万３，０００円、６項介護予防サービ

ス等諸費８，０００円でございます。３款の財政

安定化基金拠出金が４３０万７，０００円、４款

基金積立金は１，０００円、６款拠出金が５０万

２，０００円、７款予備費が６０８万６，０００

円、８款として地域支援事業費が今年度新設され

まして４，００８万７，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、２８９ページへ戻っていただきまして、

歳入では、１款保険料で６億１，２７２万３，０

００円、２款使用料及び手数料が２，０００円、

３款国庫支出金の１項国庫負担金で７億９，８９

８万３，０００円、２項国庫補助金３億７，７０

９万８，０００円、４款県支出金の１項県負担金

で４億９，９３６万５，０００円、２項県補助金

６３８万円、５款支払基金交付金で１２億４，４

０６万１，０００円、６款財産収入は１，０００

円、７款繰入金、１項一般会計繰入金が６億３，

９７７万９，０００円、２項基金繰入金は１，０

００円のみ、８款繰越金も１，０００円、９款諸

収入が５万６，０００円と１０款分担金及び負担

金は１５３万７，０００円を予定いたしておりま

す。 

 次に、２９５ページをお願いいたします。 

 明浜特別養護老人ホーム勘定でございますが、

歳入歳出予算の総額は３億２，６５３万円と定め

るものでございます。 

 歳出の主なものが、１款総務費の１項施設管理

費で２億７，５１８万８，０００円、２項研究研

修費２３万円、２款サービス事業費の１項居宅サ

ービス事業費２２７万９，０００円、２項施設介

護サービス事業費３，７７３万７，０００円、３

款施設整備で３７４万４，０００円、６款諸支出

金で４００万円、７款予備費３３３万１，０００

円であります。 

 次、２９３ページの歳入では、１款サービス収

入、１項介護給付収入で２億５，８１４万８，０

００円、３項自己負担金収入４，３４６万円、４

項特定入所者介護サービス等収入２，４３７万

７，０００円を予定いたしております。 

 次が、２９８ページの明浜居宅介護支援勘定の

歳入歳出予算総額は２，２３０万７，０００円と

定めるものであります。 

 歳出では、１款総務費で２，０２２万８，００

０円、２款サービス事業費で９０万２，０００

円、７款予備費１１７万７，０００円でありま

す。 

 ２９７ページの歳入では、１款サービス収入

１，１５２万８，０００円、５款繰入金１，０７

７万７，０００円を予定いたしております。 

 次に、３００ページをお願いいたします。 

 明浜デイサービス勘定の歳入歳出予算の総額は

２，８１４万２，０００円と定めるものでござい

ます。 

 歳出では、１款総務費２，５０２万９，０００

円、２款サービス事業費で２０８万３，０００

円、７款予備費１０３万円でございます。 

 ２９９ページの歳入では、１款サービス事業収

入２，００６万６，０００円、５款繰入金４００

万円、７款諸収入で４０７万４，０００円を予定

いたしております。 

 次に、３０２ページをお願いいたします。 

 城川居宅介護支援勘定の歳入歳出予算の総額は

１，５２２万３，０００円といたしております。 

 歳出の主なものは、１款総務費１，３８１万

１，０００円、２款サービス事業費１４１万円で

あります。 

 ３０１ページの歳入では、１款サービス収入

１，０５６万３，０００円、５款繰入金４６５万

７，０００円を予定いたしております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第１０７号「平成１８年度

西予市港湾整備事業特別会計予算」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 ４１６ページをお願いします。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１３２万１，０００円と定めるものであります。 

 歳出では、長期債元金及び利子償還金１３２万

１，０００円を計上いたしております。財源につ

きましては、一般会計繰入金を充当いたしており

ます。 

 次に、議案第１０８号「平成１８年度西予市簡
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易水道事業特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 平成１８年度に実施します事業の主なものとし

て、恵比須橋かけかえ工事に伴う水道管布設替え

工事、それから三瓶町の新南水源地削井工事を実

施するほか、多田地区営農飲雑用水施設事業を昨

年に継続して行うこととし、歳入歳出の総額をそ

れぞれ４億８６１万８，０００円と定めるもので

あります。 

 歳入歳出予算からご説明申し上げます。 

 ４３３ページをお願いします。 

 歳出の主なものとして、総務管理費において、

人件費のほか中山間事業負担金として３，２５０

万円を計上し、合わせて１億５，９０６万９，０

００円を見込んでおります。 

 また、ページは４３６ページですが、施設整備

事業費において、恵比須橋かけかえ工事に伴う田

之筋簡易水道路配水管移設工事の工事請負費とし

て１，０００万円、これは平成１７年度に仮設工

事を行い、今年度本設工事を行うものでありま

す。また、新南水源地削井工事の工事請負費とし

て１，０５０万円を計上し、多田地区営農飲雑用

水施設事業の工事請負費を県工事受託分１億円、

単独分９００万円を計上いたしております。その

ほかの工事請負費、委託料等合わせて１億７，２

２１万円を見込んでおります。このほか公債費償

還金７，５６５万６，０００円、予備費１６８万

３，０００円を計上いたしております。 

 これらに対する財源の主なものとして、ページ

数は４２７ページですが、給水収入１億２，０１

７万１，０００円、受託事業収入１億円、一般会

計繰入金９，４４０万５，０００円を含む繰入金

１億２，１７９万１，０００円、市債４，５４０

万円、このほか分担金及び負担金、財産収入、繰

越金、諸収入等を合わせまして２，１２５万６，

０００円を見込み充当いたしております。 

 次に、ページ数で４２３ページでございます

が、地方債ですが、多田地区営農飲雑用水施設事

業に係るもの及び新南水源地削井工事ほかに係る

ものであり、限度額を４，５４０万円と定めるも

のでございます。 

 次に、議案第１０９号「平成１８年度西予市農

業集落排水事業特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算でございますが、歳入歳

出総額をそれぞれ１２億４，３６８万６，０００

円と定めるものでございます。 

 本年度の西予市農業集落排水事業につきまし

て、主な事業といたしましては、汚水処理を実施

しております７地区の施設及び８月から全面供用

開始予定であります石城地区の処理施設の計８施

設の維持管理業務と継続で施設整備を進めており

ます宇和町石城地区、多田地区及び明間地区の施

設整備であります。 

 平成１８年度の予算の主なものは、ページ数で

４６０ページからでございますが、施設管理費と

いたしまして４，７０４万６，０００円計上して

おりますが、処理施設の維持管理に関します光熱

水費１，５３０万３，０００円、くみ取り手数料

１，０８８万５，０００円、機械器具保守点検委

託料１，８０４万３，０００円等でございます。

また、本年度より使用料の徴収を市の方で行なう

こととなりましたので、それに伴い必要な口座振

替手数料、郵券料につきましても予算を計上いた

しております。 

 次に、ページ数で４６１ページからですが、施

設整備費でありますが、９億７，８６０万９，０

００円を計上しており、その主なものは、人件費

の一般職給料１，１８１万３，０００円、職員手

当等８１５万３，０００円、消耗品費等の需用費

で１，１２０万６，０００円、工事設計の委託料

７，５９７万５，０００円、処理施設及び管路施

設整備のための工事請負費８億６，３９０万５，

０００円を計上しております。次に、公債費であ

りますが、２億９９４万３，０００円を計上して

おります。これは今までに建設された施設整備費

に対します元利償還金でありますが、元金１億

５，１９０万２，０００円、利子５，８０４万

１，０００円をそれぞれ計上いたしております。

また、予備費として８０８万８，０００円を計上

いたしております。 

 次に、４４５ページですが、歳入の主なものに

つきましては、汚水処理に伴う施設使用料４，７

６０万９，０００円、施設整備事業に受ける受益

者の分担金２，８３０万５，０００円、県補助金

５億５，０２０万円、石城地区全面供用開始まで

の維持管理費用に係る財源としての給付金が２５

６万４，０００円、市債の元利償還金並びに施設

整備費等として一般会計繰入金２億２，３５７万

６，０００円、前年度からの繰越金で１，１５８
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万２，０００円、消費税還付金並びに新規加入者

に係る分担金等による諸収入２，５８５万円、市

債で３億５，４００万円を充当いたしておりま

す。 

 また、ページ数で４５１ページでございます

が、地方債の限度額、起債の方法、利率、それか

ら償還の方法を第２表により定めております。 

 続きまして、議案第１１０号「平成１８年度西

予市公共下水道事業特別会計予算」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 西予市の公共下水道事業についてであります

が、平成１６年度末より供用開始している野村処

理区では平成１１年度から、また平成１８年度中

に供用開始予定の宇和処理区では、平成１２年度

からそれぞれ事業に着手いたしております。平成

１８年度に実施する主な事業につきましては、宇

和処理区では延長が約４，４００メートルの管路

整備工事及び宇和浄化センターの汚泥処理設備工

事を、また野村処理区では延長約２，０００メー

ターの管路整備工事をそれぞれ予定いたしており

ます。 

 それでは、予算の説明に入ります。 

 本予算は、歳入歳出予算総額を１０億８，９３

６万２，０００円と定めるものであります。 

 ページは４７４ページからでございますが、地

方債でございますが、限度額を５億１，１００万

円、利率４％以内などを定めるものでございま

す。 

 歳出の詳細をご説明いたします。 

 ページは４８１ページからでございますが、事

業推進費の９７万円でございますが、宇和処理区

における公共下水道事業の推進及び普及促進など

に要する経費でございます。次に、施設整備費と

して９億８，６６４万７，０００円を計上いたし

ておりますが、主なものといたしましては、一般

職の給料２，５３５万１，０００円、職員手当等

１，７９７万８，０００円、管路実施設計、浄化

センター建設工事委託料等の委託料で２億１，４

５１万９，０００円、管路整備工事に関します工

事請負費７億１，０８０万円等であります。 

 ページは４８４ページからでございますが、施

設管理費３，７６６万４，０００円でございます

が、先ほどご説明いたしましたとおり、平成１７

年３月３１日に供用開始いたしました野村処理区

の施設維持管理費用として臨時雇い賃金７５万

６，０００円、消耗品費、光熱水費等の需用費で

５７７万５，０００円、浄化センター維持管理委

託料等の委託料１，７９２万円、公共下水道接続

奨励金７０３万円等、また宇和処理区におきまし

ては、一部建設が完成予定であります宇和浄化セ

ンターの維持管理費用４，８８４万円等を計上い

たしております。 

 財源といたしましては、ページで４７７ページ

からでございますが、公共下水道国庫補助金３億

５０万円、市債の元利償還金及び施設整備費等と

して一般会計繰入金を２億２，１９３万７，００

０円、前年度繰越金５００万円、消費税の還付金

等を雑入として１，７４４万５，０００円、市債

として５億１，１００万円、野村処理区の事業費

分担金２，２５０万円及び施設使用料１，０９８

万円を充当いたしております。 

 続きまして、議案第１１１号、これ別冊になっ

ております公営企業会計の方の予算をお願いいた

します。 

 議案第１１１号「平成１８年度西予市上水道事

業会計予算」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 平成１８年度においては、宇和水道事業会計に

おいて第４次拡張事業として、高度浄水施設整備

事業及び緊急時給水拠点確保等事業を実施してま

いります。また、野村上水道事業においても、第

７次拡張事業を継続実施しております。 

 １ページでございますが、まず業務の予定量に

ついてご説明いたします。 

 給水戸数につきましては、宇和上水道事業５，

６００戸、明浜上水道事業２，１７０戸、野村上

水道事業２，３９０戸、三瓶上水道事業３，１１

０戸の合わせて１万３，２７０戸を予定いたして

おります。また、西予市全体における１日平均給

水量を１万２，３１７立米、年間総給水量を４２

１万９，６００立米と予定いたしております。 

 続きまして、収益的収入及び支出についてご説

明申し上げます。 

 費用の主なものでは、営業活動に係る営業費用

として５億４，５３０万８，０００円、企業債償

還金利息等の営業外費用として１億１１２万５，

０００円、このほか特別損失、予備費等を合わせ

て水道事業費用の総額を６億５，３１２万８，０

００円と計上いたしております。 

 これに対しまして収益の主なものは、営業活動
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に基づく給水収益の６億１，９９４万円でありま

すが、これらを含む営業収益で６億２，７２５万

７，０００円、営業外収益で１，０４０万円を見

込み、このほか特別利益と合わせて水道事業収益

の総額を６億３，７６８万７，０００円と見込ん

でおります。水道事業費用が収益に対し上回るた

め、営業運転資金として、一般会計から長期借入

金２，２５８万３，０００円を借り入れることと

して定めることといたしております。 

 次に、２ページですが、資本的収入及び支出に

ついてご説明いたします。 

 支出の主なものは、宇和水道事業会計における

第４次拡張事業ほかの工事請負費５億５，０００

万円、野村水道事業会計における貝吹配水管工事

請負費ほかで３，２５０万円、三瓶上水道事業に

おける津布理配水池計装テレメーター盤の復旧工

事ほかの工事請負費で１，６５０万円であり、こ

れらを含む建設改良費として６億７，３６０万

８，０００円を計上いたしております。また、企

業債償還金１億６６４万１，０００円、予備費１

００万円を合わせまして資本的支出の総額を７億

８，１２４万９，０００円と計上いたしておりま

す。 

 これに対して資本的収入の主なものは、国庫補

助金７，３００万円、企業債で２億５，７００万

円、一般会計からの出資金１億２，８００万円で

あり、このほか工事負担金、他会計繰入金を合わ

せて資本的収入の総額を５億２９万８，０００円

と見込んでおります。資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額の補てん財源は、総則の第４

条括弧書きの中で説明しておりますとおりでござ

います。 

 次に、企業債でございますが、宇和水道事業会

計における高度浄水施設整備事業及び緊急時給水

拠点等確保事業ほかの建設改良費と三瓶上水道事

業における建設改良費に係るもので、限度額を２

億５，７００万円と定めるものでございます。 

 ３ページでございますが、また一時借入金の限

度額を２億４，０００万円、議会の議決を経なけ

れば流用することのできない経費として職員給与

費１億８５１万円、公債費１０万円、棚卸資産購

入限度額を１，６００万円とそれぞれ定めるもの

でございます。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 上甲病院総括事務長。 

 

○上甲病院総括事務長 議案第１１２号「平成１

８年度西予市病院事業会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 公営企業会計予算書１３３ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 第２条の業務予定量からご説明申し上げます。 

 病床数は一般病床２１０床、療養病床５２床、

感染床２床の合計２６４床であります。年間患者

数は入院８万８，３００人、外来１４万８，７１

５人で、１日平均患者数は、入院２４２人、外来

６０７名を見込んでおります。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。 

 収入は、第１款事業収益は３５億７４２万７，

０００円を計上しておりますが、その内訳は、外

来・入院の診療収入、室料の差額、人間ドックや

健診収入などの医業収益３４億３，４５６万９，

０００円、企業債利息に対する一般会計からの補

助金など医業外収益が７，２８１万８，０００円

でございます。 

 支出では、第１款事業費用として３５億７４２

万７，０００円を計上しておりますが、その内訳

は、職員の人件費や事務費、材料費、経費などの

医業費用が３３億６，９２５万９，０００円、企

業債の支払い利息など１億３，８１２万８，００

０円でございます。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出についてご

説明申し上げます。 

 まず収入で、第１款資本的収入として６，３１

７万２，０００円で、内訳として出資金４，７１

９万円は企業債の償還に係る一般会計負担金でご

ざいます。新規の企業債として１，５９８万２，

０００円を計上しておりますが、これにつきまし

ては、次の第５条に表しております宇和病院の乳

房用エックス線撮影装置、脳波計の起債分であり

ます。 

 次に、支出の方でございますが、建設改良費

５，８３９万９，０００円と企業債償還金９，０

５７万１，０００円の総額１億４，８９７万円で

あります。建設改良の主なものは、宇和病院で乳

房用エックス線撮影装置、脳波計、全自動散薬分

包機、ＥＣＧ患者監視モニター、内視鏡用抗原装

置、蒸気ボイラーなどであります。野村病院で
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は、電子内視鏡システム、ベッドサイドモニタ

ー、マルコ洗浄消毒装置、医療テレメーター、温

冷配膳車、病棟オーダーリングシステムなどが主

なものであります。なお、資本的収入が資本的支

出に対して不足する額８，５７９万８，０００円

は、過年度分損益留保資金で補てんするものであ

ります。 

 第３条、４条のご説明をいたしましたが、詳細

につきましては、１３７ページから１３９ページ

にかけて病院事業会計予算実施計画書、１４０ペ

ージから１５０ページに宇和病院、１５１ページ

から１６０ページに野村病院の予算明細書を記載

しておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。 

 第５条の起債でございますが、これは企業債に

ついての限度額１，５９８万１，０００円、利率

４％以内などを定めるものでございます。 

 次に、第６条は一時借入金の限度額を５億円と

定めさせていただいております。 

 第７条として、議会の議決を経なければ流用す

ることができない経費として職員給与費１８億

９，０２１万９，０００円、公債費３５０万円と

定めております。 

 第８条は、棚卸資産の購入限度額を９億５，０

００万円と定めるものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第１１３号「平成１８

年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 介護老人保健施設は、介護保険サービスの中核

を担う施設としての役割がますます期待されてき

ております。提案いたしました本案は、歳入歳出

それぞれ４億１，７０７万６，０００円とするも

のであります。 

 業務の予定量は入所定員が８０人で、入所１日

平均７９人で、入所率９８％を予定いたしており

ます。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出でございま

すが、資産購入費、企業債償還金２，９１４万

７，０００円を計上いたしております。不足する

額は全額過年度損益勘定留保資金で補うようにい

たしております。 

 なお、詳細につきましては、１７１ページから

実施計画書等を記載しております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

○議長 以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次会はあす３月９日午前９時より一般質問を行

います。 

  散会 午後４時４８分 
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       平成１８年第１回西予市議会定例会会議録（第２号） 

１．招 集 年 月 日 平成１８年３月９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成１８年３月９日 

          午前９時００分 

１．散     会 平成１８年３月９日 

          午後１時５９分 

１．出 席 議 員 

    １番  田 中   剛 

    ２番  松 山   清 

    ３番  宇都宮 明 宏 

    ４番  松 島 義 幸 

    ５番  元 親 孝 志 

    ６番  嶋 川 武 文 

    ７番  沖 野 健 三 

    ８番  森 川 一 義 

    ９番  亀 井 秀 男 

   １０番  名 本 修 三 

   １１番  河 野 作 生 

   １２番  藤 井 朝 廣 

   １３番  浅 野 泰 義 
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議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして質問をさせていただきた

いと思います。 

 昨日、市長より平成１８年度の当初予算の説明

がありましたが、大変厳しい予算になっておりま

す。そこで、これから５年、１０年後の西予市の

財政見通しが一体どうなるのか、そのことにつき

まして、まず質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 三位一体の改革のあらしが日本じゅうの地方自

治体の財政を直撃いたしております。三位一体と

はもともと宗教用語であり、今問題になっている

三位一体の改革の三位とは国庫補助金、地方交付

税の削減と税源移譲を指しており、三位一体とい

う言葉を使うとすれば国と県と市町村の関係がま

さしくそれに該当すると思います。国がくしゃみ

をすれば市町村が風邪を引くという、非常に密接

な関係にあることは申し上げるまでもありませ

ん。これから行われるすべての国の改革は、西予

市にすべて降りかかってまいります。 

 三位一体の改革とは、これ自体が目的ではなく

あくまでも手段であります。本来の目的とは、財

政改革と地方分権であり、これを達成する手段が

三位一体の改革ということになります。なぜ、こ

れほどまでに三位一体の改革が重要であり急を要

するのか、それは言うまでもなく国の財政が待っ

たなしの段階に来ているからにほかなりません。 

 今、国と地方を合わせた債務残高は、２００５

年９月の段階で８００兆円を突破しました。借り

入れも含めますと、既に１，０００兆円を超えて

いるというのが大方の見方であります。国の税収

が５０兆円規模ですので、税収の１割を返済に充

てたとしても２００年かかる計算になります。し

かし、現実には借金を返済するのに毎年新たに３

０兆円借金をして返済しているのが現状でありま

す。１，０００兆円という借金のお化けが出てい

るにもかかわらず、だれも驚かない、まことに不

思議な国だと私は思います。こんなことがいつま

でも続くとは到底考えられません。 

 そこで、出てきたのがプライマリーバランスの

黒字化であります。プライマリーバランスの黒字

化とは、過去の借金の元利償還金をとりあえず除

いた国の歳入歳出を、借金をしないで予算が組め

るようにしようという考え方であります。ちなみ

に、２００５年末のプライマリーバランスは１５

兆９，０００億円の赤字でした。政府はこれを２

０１１年までに黒字化すると言っております。１

５兆円という金額が一体どれぐらいの金額なの

か、到底ぴんときません。そこで、国の一般会計

の中から、この金額に該当する予算を調べてみま

すと、ちょうど地方交付税額がほぼこの金額に該

当します。要するに、今後５年間で地方交付税を

ゼロにするに等しい額の歳出削減を国は実施しま

すと言っているわけであります。いろいろ不満が

あっても、国が財政破綻を起こさないためには避

けて通れないハードルであります。 

 プライマリーバランスの黒字化を実施した場

合、西予市は一体どうなるのでしょうか。先ほど

申し上げましたように、地方交付税をゼロにする

に等しい額の歳出削減を実施しない限り、この目

標は到底達成できません。西予市の平成１７年度

の地方交付税額は１１８億円であります。これに

等しい額の削減が今後５年間で実施されるとすれ

ば、単年度で２２億円から２３億円の削減という

ことになります。 

 先般の財政課長の説明によれば、１８年度の当

初予算額は前年度対比２３億１，０００万円の減

額ということでありました。偶然かもしれません

が、数字が一致いたします。他の条件が変わらな

いとすれば、来年度以降も毎年２０億円に近い額

が減額されるということになります。５年間で１
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００億円の減額ということであります。 

 そもそも西予市の適正な予算規模とは一体幾ら

なのでしょうか。国が適正な財政運営を将来行う

と仮定すれば、当然毎年発行している３０兆円の

赤字国債をやめなければなりません。そうすると

国の一般会計規模が５０兆円規模になります。今

の６０％であります。これが今の日本の適正財政

規模であり、これを西予市に当てはめますと、１

７年度の当初予算額が２５０億円規模であります

ので、これの６０％すなわち１５０億円が当面の

適正財政規模ということになります。１００億円

減額になります。これも先ほどの額と一致いたし

ます。 

 結論を申し上げますと、そう遠くない時期に西

予市の財政規模は１５０億円近くになると考える

のが正しいのではないでしょうか。もし、そうな

らなかったとしたら、消費税が１５％以上になっ

ているか、この国が財政破綻を起こしているとき

だと私は思います。 

 １月１５日付の愛媛新聞に自治体破綻法浮上と

いう記事がありました。三位一体の改革後の課題

として、多額の借金を抱えた地方自治体を民間企

業のように破綻再建させる新たな法制度の導入が

今検討されております。また、同じ日に財務大臣

が、歳出面の見直しは聖域なくやる、社会保障や

地方交付税の改革なしには進まないというふうに

述べられ、２００７年度はさらに一段の歳出抑制

に取り組む方針を明らかにされております。西予

市として、これにどのように立ち向かうのか、抜

本的な改革を実施しなければ破綻法の適用を受け

ることになりかねないのではないかと心配をいた

しております。年度当初に当たり、西予市の将来

の短期、中期の財政見通しをどのように見ておら

れるのか、あわせて市長の改革への取り組みの決

意についてお伺いをいたします。 

 次に、第２点目といたしまして、自治基本条例

の制定についてお伺いをいたします。 

 さきの１２月の一般質問におきまして、山本英

男議員が同じ質問をされ、助役の答弁では、条例

制定はいわば時期尚早であり今後の市政運営の一

考にしたいという程度の答弁でありましたが、あ

えて再度質問させていただきたいと思います。 

 自治基本条例、一般的にはまちづくり基本条例

と言っている自治体がほとんどですが、これは答

弁にもありましたように地方自治体の憲法であり

ます。新しい国がスタートすれば、まず取りかか

るのが憲法の制定であります。今回の平成の大合

併が過去の２度の合併と大きく違う点は、過去の

２度にわたる合併は中央集権国家としての体制固

めであったのに対して、今回の平成の大合併は地

方分権社会への体制づくりという、全く１８０度

方向転換をするための合併であるという点であり

ます。いわば明治以来続いた廃藩置県から廃県置

藩に逆戻りをするという新しい国づくりが今始ま

ろうとしているわけであります。今日までの自治

体運営には地方自治法が厳然として存在し、地方

が口を挟む余地は全くといっていいほどありませ

んでした。しかし、今地方自治法の改正も含めて

大幅に変わろうといたしております。そのような

時代変化の中で大ざっぱに言えば、自治法をバイ

ブルとする時代は終わったと考えるべきではない

でしょうか。 

 当然それに変わる新しい仕組みとして、条例の

制定が全国で始まっているのではないかと思いま

す。特に、地方分権の推進で自治体の枠組みや自

治を実現する仕組みを整えることが必要不可欠に

なってまいりました。今の自治法では、市民参加

や市民協働、情報公開などの自治運営に当たって

の基本となる事項に関する規定が存在しません。

これでは不十分であり、これでは理想とする分権

社会をつくることはできません。西予市には市民

憲章もまだできておりません。合併という新しい

枠組みができて、このまちが何を目指して今後ど

のようなまちづくりを進めていくのか、市民にわ

かる形を示さなければなりません。過去の憲章の

ようにおざなりのものではなく、だれからも愛さ

れだれでもが口をついて出てくるような生きた憲

章、条例制定が必要不可欠だと思います。例えば

昨年、総務常任委員会で視察を行いました群馬県

草津町の町民憲章には「歩み入る者にやすらぎを

去りゆく者にしあわせを」と書かれておりまし

た。観光を基幹産業とする草津町に最もふさわし

い憲章であると私は感心をいたしました。 

 このように市民憲章、自治基本条例の制定は、

これから始まる行政と市民の協働作業の指針であ

り、以前のようなつくることが目的の憲章、条例

ではなく、使うことを目的とした憲章、条例をつ

くるべきだと思います。例えば、市長のあいさつ

の中には、頻繁に市民憲章、まちづくり、条例が

引用され、市民と行政は条例に照らし合わせて議
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論できるような関係を持つべきだと思います。条

例は行政がつくるものと思われがちであります

が、立法権を持つ議会がつくることも可能であり

ます。しかし、今回はあえて、行政、議会、市民

の協働作業でつくるべきだと思います。そのこと

によってお互いが尊重し合い、利用しやすい生き

た憲章、条例ができるのではないかと思います。 

 西予市はスタートに立ってどれだけの条例がつ

くれるのか、このできいかんがこれからの西予市

を決めるのではないかと思いますが、再度理事者

の考えをお伺いしたいと思います。 

 最後に、リーダーの育成についてお伺いをいた

します。 

 戦国時代甲斐の国主武田信玄が、「人は城、人

は石垣、人は堀、情けは見方、仇は敵なり」と言

った言葉は余りにもよく知られた言葉であります

が、時代がどのように変わっても人の大切さは今

も昔も全く同じであります。自治体であれ会社組

織であれ、地域社会においてもそれを動かすのは

人であり、よくするも悪くするもつまりは人であ

ります。このような中で、地域社会においては極

端に若者が減少いたしております。少子・高齢化

はとどまるところを知らず、限界集落といわれる

地域が毎年ふえております。 

 このような現状の中で、一番心配されることは

地域のリーダーが不在になることであります。以

前はどの村にも口やかましく地域の世話をする世

話役がいました。あるいは全国の農産物の産地に

行けば、それを推し広めた強力な集落営農のリー

ダーがいたことがわかります。しかし、今第１次

産業の衰退とともに、とにかく集落にリーダーが

いなくなりました。特に戦後の民主化は個人主義

を極度に助長し、田舎においてすら例外でなくな

りました。これから財政がさらに厳しくなること

を想定すれば、当然自立することが求められ地域

のことは地域でやるしかありません。しかし、残

念なことは、これをリードしていくリーダーがい

なくなってきているという現実であります。 

 このような現状を見かねて、農水省も２００６

年度の新規事業で集落営農のリーダー育成を喫緊

の課題と位置づけ、集落営農育成確保緊急支援事

業を立ち上げました。集落の方針づくりから組織

化、法人化までを後押ししてもらうリーダーを育

成するに対して２０億円を計上し、全国５００地

区を想定して活動費を助成する方針であります。 

 これとは別に自治体の人材育成も活発でありま

す。徳島県上勝町の人づくりの取り組みとしての

一休塾、内子町では昭和６０年から農家、役場、

農協等で構成する知的農村塾を開催していること

は有名であり、それぞれに効果を上げていること

も事実であります。 

 いずれにしても人づくりは息の長い取り組みで

あり、まさにローマは一日にして成らずでありま

す。西予市においても、人づくりに対して真剣に

取り組むべきであると私は思います。厳しい財政

の中でめり張りをつけ、特化すべきことは思い切

って特化すべきだと思います。夢のあるまちづく

りとは、とりあえず人づくりだと私は思います。

講義、研修、実践を繰り返し強靱なリーダーを育

成すべきであり、そのための投資として優秀な講

師陣、研修費、活動費を支援すべきだと私は思い

ます。２１世紀、西予市が豊かで誇りあるまちに

なるためには、とりあえず優秀な地域リーダーづ

くりから始めるべきだと思いますが、市長の考え

をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと

思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 どうもおはようございます。 

 きょうは傍聴席にこのように多くの方が来てい

ただきまして、本当にありがとうございます。こ

のような一般質問のときに、これだけの方が来て

いただきますと、私どもも議員の方々も気合いが

入るし、緊張したいい影響の討論ができるのでは

なかろうかと、このように思っております。 

 元親議員の質問にお答えいたしますけども、い

つもすごく勉強されておられまして鋭い質問であ

りますので、私どもも心を入れて答えなくちゃい

けないと、このように思っております。 

 まず、私の方からは、今の一番最初の今後の財

政見通しと改革断行の決意についてご質問にお答

えしたいと思っております。 

 財政見通しに伴う改革の断行でございますけれ

ども、これにつきましては昨日私の方の所信表明

演説で詳細にわたって述べました。したがいまし

て、重複は避けさせていただきますけれども、基

本的には入るを図りて出るを制す、先を図りて今

を制すの精神で、この改革を進めていきたいと、

このように思っておるところでございます。 
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 今、国の言われておりますプライマリーバラン

スについて少し言わせていただきますと、今議員

も質問の中で言われました、歳出のみでプライマ

リーバランスを黒字化するという考えで国はある

のではないんじゃなかろうかと私は思っておりま

す。歳出削減というのは一つの大きな、最初は出

してきておりますけれども、基本的には経済理論

的に言いますと、この経済理論に基づく経済政策

ということから考えてみますと、経済成長率を高

目に誘導をいたしまして長期金利を低位安定とし

た場合には、経済活性化に伴う税収の自然増とい

うことになろうかと思います。これは経済理論で

ありますが、そこを一つの考えに持っておるって

ことは間違いないと、このように思っておりま

す。だから、政府はプライマリーバランスの黒字

化に向けて、今の私の言った考えやあるいは税制

改正等々諸政策で実施するのではないかと、この

ように私は期待をしておるところでございます。 

 西予市の財政見通しでございますけれども、今

までずっとお示しをさせていただきました数値で

ございますが、この平成１６年度決算における主

な政策の報告書、これも出させていただきまし

た。その中の２１ページに歳入と歳出のことを細

かく、小さい数でありますが出させていただいて

おります。これは平成３０年度までの数字を示し

たところでございますけれども、平成３０年の段

階で１９３億円ぐらいの数字をこのように見通し

ておりますが、現在のところ、これが私どもが

中・長期的に見る数字としては、現段階において

は現市政が一番近いと、このように思っておると

ころでございます。 

 以上です。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 元親議員の自治基本条例、さらには

市民憲章につきましてお答えをいたします。 

 合併前の旧町には、１町を除く４町で町民憲章

が制定をされておったわけであります。これはま

ちづくりのシンボルとして町民の心の支えになっ

ておりました。こうした憲章は、法律として扱わ

れるものではなく、町の個性や象徴、また誇り、

市民の理想や志、あるいはまた誓約的な意味合い

を持つものであろうかと思うわけでございます。 

 市民憲章は、市民にその意義が理解され、自発

的行動意欲を喚起をいたしまして、実践運動を通

してその精神が広がり、市民参加のまちづくりの

総合的な根拠となり続けるならば、そこに市民の

町への誇りや愛着が生まれ、夢のあるまちづくり

の基礎となるものと考えるものでございます。 

 この市民憲章につきましては、合併協議の中で

も合併後制定をする、このような取り組みになっ

ておるわけでございます。先ほど元親議員の方か

らご指摘がございましたとおり、西予市民に最も

ふさわしく、だれもが理解でき実践できる皆さん

に易しい憲章を制定するようなことを検討してま

いりたい、このように考えておるわけでございま

す。 

 ２点目の自治基本条例でございますけれども、

自治体が制定する各種の条例は行政運営上の根拠

となるものでございます。住民の権利、義務、負

担の根拠、あるいは行政運営の内部管理や公の施

設の設置及び管理に関するものなど適用対象を規

定をいたし、義務、強制力、罰則といった法的実

効性が生まれてくるものであろうというふうに思

っております。 

 自治基本条例は、日本憲法の理念いわゆる主権

が国民に存すること、国政が国民の厳粛な信託に

よるもの、権威は国民に由来し、権力は国民の代

表がこれを保持し、その福祉を国民が享有するこ

との憲法の理念をヒントにまちづくりを推進する

手法として、各自治体の主体は市民であることを

明確にする、このようなものであろうかというよ

うに思っております。したがいまして、この条例

ができますと、自治体の憲法としての総合計画や

他の条例よりも上位に位置する、市が定めます最

高規範となります。市は他の条例等の制定、改廃

に当たりましても、基本はこの条例の内容を尊重

し、この条例に適合させなければなりません。 

 これまでは、それぞれの条例等により行政を運

営してまいりました。特に支障はないわけでござ

います。本定例議会に提案しております西予市第

１次総合計画の基本理念といたしまして、協働、

自立のまちづくりを掲げております。この協働、

自立が、地方分権社会の構築が進められる中、こ

れからのまちづくりの一つのキーワードになって

くるというふうに考えております。 

 行政、市民の協働によるまちづくりを進めてい

く上では、地方自治の本旨にのっとり、市民とそ

の信託を受けた市、議会、市長との間で、将来に
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わたり共有すべき考え方や自治を実現していくた

めの仕組みをみずから定めることということは大

変重要だというように考えておりますし、行政手

法の選択肢としてさらに今後研究を深めていきた

いと、このように考えておるわけでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 続きまして、地域リーダーの

育成についてお答えをいたしたいと思います。 

 まちづくりの主役は、いつの時代にありまして

もそこに住む住民が主役であり、町という舞台で

まちづくりを演じるのは紛れもなく住民お一人お

一人でございます。 

 しかし、幸せを追求するそうした活動には必ず

その核になるリーダーが必要でありますし、また

これまで存在しておりました。これが、まちづく

りは人づくりといわれるゆえんではないかと思い

ます。知識だけでなく高い識見と情熱、みずから

考え行動できる魅力ある人のところには、魅力あ

る人を育てるシステムが自然と生まれてまいりま

す。人づくりのためには、そのシステムづくりが

大変重要になってくると思っております。人は必

ず年をとっていきますので、次世代の担い手を常

に育てていかなければなりません。これは地域コ

ミュニティーづくりだけのものだけではなく、農

林漁業や商工業などあらゆる分野で言えることで

あります。 

 こうしたすぐれた経営者や地域リーダーを養成

するためには、これまでにも行政や農林漁業関係

者を初め関係機関が連携して、認定農業者の育成

や新規就農者の掘り起こし、中核担い手の集団的

組織化及び支援、経営相談あるいは指導、マーケ

ティング等の情報提供、また公民館や社会教育等

を通じて鋭意取り組んできたところであります。

人は語るべき人生を持ち、親は子へ、子はそれを

孫へ伝えるということがあります。それぞれの分

野で活躍いただいている優秀なリーダーが農林漁

業、商工業にあってはすぐれた経営を、地域づく

りにあっては熱き思いの郷土愛を、子や孫に永々

と継承していただければ産業が、町が輝きを増し

てまいります。 

 今後、いろいろな外郭団体が主催する地域おこ

し研修会やまちづくり活動事業、講師等派遣事

業、アドバイザー事業等がございますので、これ

らも活用しながら、また行政の各事業課が総合的

な連絡調整を行って、経営や地域づくりの優秀な

リーダー養成に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 ここでは２点まで再質問がで

きるということでございますので、２問再質問さ

せていただきたいと思いますが、その第１点目と

して、３月６日、ここで全員協議会が行われまし

た。その折に、市長の答弁にありましたが、今の

第三セクターの経営状況が非常にどことも悪い

と。その悪い原因というのは、それをつくる段階

で、市長は英語でニーズとウオンツということを

使われましたが、必要だからつくったのではなく

欲しいからつくった、だからスタートの段階で若

干の誤りがあったがゆえに、今の現状の第三セク

の運営が非常に厳しいというふうな説明がありま

して、私もまさにそのとおりだというふうに非常

に理解をしたわけでございますが。 

 そこで、今度は逆に、私市民の立場で行政に申

し上げたいわけですけれども、これからの行政運

営ですが、行政は何がしたいかというのではなく

何をしなければいけないか。これは先ほどの第三

セクの問題と同じ局面になるんではないかなとい

うふうに思っております。それは、何を言いたい

かといいますと、昨日市長の方からいろいろ説明

がありましたけれども、その中で市長の施政方針

７重要施策と、７項目の重要施策が上げられまし

たけれども、そこの中で私１つ抜けとるんやない

かなということを感じました。それは何が抜けて

るかというと、今の情報化社会に対応する市長の

姿勢がそこに上げてないということであります。

情報化社会とは、今のケーブルテレビあるいはま

たインターネットのブロード環境づくりでござい

ますけれども、今日本の社会で一番必要とされる

のは、私はまさにこれだというふうに認識をいた

しております。ところが、７つの重要施策の中

に、西予市はこれを上げておられません。これは

財政が厳しいから避けておられるのか、それとも

市長みずからがその必要性を認めておられないか

ら今回の重要施策に上がってないのか、この点を
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まず１点、お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、再質問についてお答えを

させていただきます。 

 後ほどニーズとウオンツのことも、別の議員の

方のご質問にお答えしようという考えではおりま

したけれども、今ほど出ましたのでニーズとウオ

ンツの違い、必要性と欲との違いっていうことに

ついては、私は基本的にそういう行政はやはりニ

ーズで動くべきだという考え方を持っております

ので、これもまたご理解をいただきたい、このよ

うに思っておるところでございます。 

 今ほど言われました情報社会への対応というこ

とで、昨日の私の施政方針の中の７つの重点の中

から抜けておると言われまして、非常に私も心配

をしながら聞いておったところでありますが、あ

くまでもあれはまず１８年度の予算に対する重点

的な施政方針でありまして、情報化社会に対する

対応というのは、していかなくてはいけない重要

なことであることは認識をしておるところでござ

います。 

 特に、ＣＡＴＶにつきましては、まだ答申を受

けていないという段階でございまして、答申を受

けた上で今後どのようにしていくかということ

を、また議員の皆さんや市民の皆さんと一緒に決

断をさせていただくと。だから、答申を受けん段

階で予算計上はなかなかできづらいというとこで

ありまして、ＣＡＴＶの必要性っていうのは皆さ

んも認識されておられますし、議員の皆さんも研

修、昨日もありましたけれども視察研修で十分勉

強されておられるところでありまして、このこと

については答申を受けた後に判断をし、必要であ

れば予算計上というふうに向けていきたいと思っ

ております。今はその段階でありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 第２点目といたしまして、地

域リーダー育成について再質問させていただきた

いと思います。 

 失礼な言い方をしますと、今の森企画部長の答

弁は少し概論というんですか、客観論的過ぎるん

じゃないかなと。もう少しせっぱ詰まったものが

私は欲しかったんですけれども。 

 といいますのは、先般私は鳥取県の智頭町とい

う町に行ってまいりました。鳥取県智頭町の中で

も一番田舎であります新田地区という世帯数１７

戸、人口５０名という小さな村に視察に行ってき

たわけですけれども、そこで非常に関心をいたし

ましたのは、わずか１７戸の過疎高齢化の見本の

ような村で毎月１回カルチャー教室を実施されて

おりました。平成１１年からスタートして、この

前行ったときに７０回目を数えておりました。 

 そこで一番びっくりしたのは、そこの講師の

方々のリストでありますが、それを見てさらにび

っくりしたんですけれども、もう日本で名のある

例えば中坊弁護士さんですとか、それから東大名

誉教授でありました大森彌、地方自治の最高権威

者といわれておりますが、そういう方ですとか、

それから尼崎市の市長、白井文市長ですとか、そ

ういった面々がずらっと並んで、それを毎月１回

開催をされておるということに大変驚きを感じた

わけでございますが、今まさにそういうふうに全

国的に、やはり地域のリーダーの育成をどうする

かということは真剣に取り組まれております。西

予市においてはそういった傾向が私は若干見えて

ないんじゃないかなという思いがいたしておりま

して、これからの町をつくるということは、先ほ

ども言いましたけれども人がつくるわけでありま

すから、どうしても人の教育をしていかなければ

これからの西予市、幾ら目標を掲げても達成でき

ないんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 ですから、この核となるリーダーはやはり行政

主導で私はつくっていただきたいと。そのために

はそれなりの投資が要りますので、それは行政と

して惜しまれては困るんじゃないかなという思い

で質問をさせていただきましたので、森部長に再

度お伺いしますが、市として私の今の質問に対し

て、今後取り組んでいく気持ち、実際に市政、行

動に移す気持ちがあるかないか、そのことを再質

問させていただきまして終わりたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 一応、今の元親議員の質問について

森部長の方でありましたけど、私の方にちょっと

答えさせていただきます。 

 今、鳥取県の智頭町の新田地区というとこです

か、すごいところだなあと思って聞いております

し、そういうとこの研修に行かれたことにも驚き

を感じております。私もぜひ一緒に連れていって

いただいたらありがたかったなと、このような思

いでありますけれども、今言われる中で思い出し

ておりましたのが、ケネディー大統領が最初に大

統領に出て所信をやられた教書の中で、いわゆる

国民は自分に何をしてくれるのではなしに自分が

国に何をできるのかということが大事だっていう

ことをケネディーが最初に言っておりますが、今

からやはり地域のリーダーを考えたときには、地

域のリーダーがみずから自分らがこの西予市に何

ができるのかという発想でやられているとこが、

やはりすばらしくなるのではなかろうかと思って

おります。恐らく新田地区というとこはそういう

ところではなかろうかと思いながら聞かせていた

だきました。 

 なるほど行政指導でリーダーを育て上げること

も確かに大切でございますけれども、しかしなが

らそれ以上に大事なことは、地域の中でみずから

リーダーが育っていくと、そういう環境づくり、

そういうリーダーが地域の中で育って、そういう

役割を果たしていただいたらありがたいなと思っ

ております。行政も地域リーダーに向けてのいろ

いろな育成については努力をいたしますが、とも

にそういう力も発揮していただきたいと、このよ

うに思うところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 次に、２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 平成１８年第１回定例会に

おきまして、一般質問の機会をいただきましたの

で、通告により質問させていただきます。 

 質問の前段に一言申し上げさせていただきます

が、以前の一般質問の中でご提案をしておりまし

た西予市内小学校全児童に対して防犯ベルの貸与

についてでありますが、本年度貸与時期の差はあ

りましたけれども、全小学校に配備が完了し、西

予市内小学校足並みそろえた防犯ベルの貸与の対

策ができ上がりましたと教育部よりの報告をいた

だきました。大変喜んでおるものでございます。

また、数々の防犯対策の実施においては、西予警

察内の防犯協会の協力や教育委員会、ライオンズ

クラブ、また地域のボランティアの方々の支援が

あり実施できましたとの報告も聞き及んでおりま

す。その真心からのご支援に対して、大変感謝い

たしているものでございます。今後さらに官民力

を合わせて、未来を託す幼い児童の身辺に起こっ

ている残忍な被害から守るために、防犯意識の向

上に努力することをお誓い申し上げて質問に移ら

させていただきます。 

 初めに、公営住宅階段に手すりの設置について

お伺いをいたします。 

 ご存じのとおり、公営住宅下松葉団地は３棟か

ら成り立っております。建築後、約２６年から２

８年たっていると言われておりますが、３棟とも

３階建てでありますが、全く手すりがつけられて

いない団地となっております。 

 ３階に入居されておりますＩさんは１０年ほど

住居されておりますが、奥さんが身障者で足が悪

くなり、３階までの上りおりにご主人の手を借り

ながらの生活で、手すりのない階段に大変苦慮さ

れておられます。また、団地内の３棟の数人の方

に聞き取り調査を行ってみますと、将来は必ず手

すりをつけてほしいとの声が返ってきました。ち

なみに、団地内の身障者の方の世帯は１５世帯と

聞き及んでおる状態ですので、手すりの必要性が

高いと思われます。一人の人間の生命は地球より

も重いとあります。手すりは転倒防止策の一つで

もありますし、安心、安全の公営住宅へ改善すべ

きだと思います。 

 以前に市の方にも要望し、担当の調査員も下見

に来ているとのことでございますが、手すりの設

置について今後どのような計画でしょうか、お伺

いをいたします。 

 次に、古代ロマンの里づくり進捗状況について

お伺いをいたします。 

 産・官・学いわゆる地域、行政、大学が協働

で、三位一体になって発掘調査が進められており

ます。歴史を掘る、文字どおりの古代文化の足跡

をたどり、今ここに日の目を見る古代ロマンの里

が開かれるときが来たことを思いますと、胸の高

鳴りを覚えます。 

 私は、旧宇和町議会の折に、ある方から私の山

に古墳があるが宇和町がもう少し管理をしてほし
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いとの要望を受け、一般質問に取り上げたことが

あります。その中で、宇都宮町長当時は、愛媛大

学考古学研究室の下條信行教授に依頼して発掘調

査を行っているとの答弁があり、古代遺跡と里山

の共生を求めて発掘し保存して、住民が活用でき

るものに仕上げたいとの答弁でありました。それ

が、今の古代ロマンの里構想の産声であり、第一

声であったわけでございます。以来１０年余りの

発掘調査を重ねて、宇和の古墳が歴史上重要な位

置にあることが見えてきたと大学側では報告され

ております。 

 遺跡には、永長上横田遺跡、田苗真土遺跡、山

田細狩遺跡、岩木原田遺跡、上松葉谷川遺跡、笠

置峠古墳、岩木赤坂古墳等、代表的な７つの遺跡

をつづりましたけれども、いずれも南予最古の弥

生土器や南予最古の竪穴住居石室、またよろいか

ぶとを出した赤坂古墳等、１０００年から１６０

０年前の文化遺産であるといわれております。宇

和盆地になぜこのような形で古墳が存在している

かを調査し保存して、後世につなげる責務がある

と私は思うのであります。大学教授の方々、学識

経験者の方々も大変応援をいただいております。

これまでの古代ロマンの里構想、発掘調査や整備

上の現状、これまでの経過を関係各位に中間発表

としてお尋ねをしたいと思います。 

 終わりに、考古館の建設についてお尋ねをいた

します。 

 古墳から出たものや地域の出土品の展示室、復

元や整理が行われる場所、または立体地図や写真

展示等が行える考古館的な建物が必要であると思

われます。建設場所の設定はどのようになってお

るのかも関係各位にお尋ねをしたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 山本議員の１点目、公営住宅階

段に手すりの設置についてのご質問にお答えいた

します。 

 公営住宅は、住民の福祉を増進する目的を持っ

て供給される施設であります。このため公営住宅

及び共同施設の管理を適正かつ合理的に行い、入

居者に対しては、当該施設には必要な注意を払

い、これらを正常な状態において維持管理するよ

う義務づけられております。 

 議員ご指摘のとおり、公営住宅下松葉団地は昭

和５３年から５５年に３棟とも３階建てで建設さ

れ、階段９カ所は手すりが設置されていない現状

であります。入居者につきましては、６５歳以上

の高齢者が１５名、また歩行に支障を来している

方が３階に入居されていますので、手すり等の整

備が必要であると認識してるところであります。

このことにつきましては、平成１８年度より入居

者の皆様と協議の上、手すりの設置に急を要する

場所から整備を図り、入居者の安全確保に努めた

いと考えております。 

 今後も、公営住宅に関する管理につきまして

は、入居者の方々と調整を図り、住み心地のよい

安全で安心な住宅管理に取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 山本議員の古代ロマンの里づく

りについての質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、平成７年の岩木赤坂遺跡の発掘調査以

来、旧宇和町における弥生時代並びに古墳時代の

主要な遺跡を愛媛大学考古学研究室の協力を得な

がら調査をしてまいってきております。特に、古

代ロマンの里構想では、古墳時代の笠置峠古墳、

小森古墳、岩木赤坂古墳、ナルタキ古墳などを重

要な拠点として位置づけられました。このうち笠

置峠古墳とナルタキ古墳の発掘調査が今年度まで

で終了いたしました。この発掘後の整理研究も愛

媛大学が中心に進められており、先ほど山本議員

が言われましたように、古代の宇和盆地が南予の

中心的役割を果たしたことが判明してまいりまし

た。 

 こうした成果をもとにした本構想は、これまで

の議論で基本的な全体計画が固まり、今後は笠置

峠古墳の整備、ナルタキ地区の整備など個別の整

備についての議論を進めていく必要が出てきまし

た。昨年度、県の補助を受けて笠置峠古墳の竪穴

式石室の複製を作成するなど、既に一部について

は整備に向かって取り組んでいる現状でありま

す。 

 また、出土品の展示など学習拠点となる考古館

の建設予定地については、現在のところ白紙の状
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態であり、建設予定地選定委員会のあり方等につ

いて行政内部で十分検討をしながら、議会等の助

言もいただきながら、このことについては進めて

まいりたいというふうに考えております。 

 

○議長 ２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 手すりの設置については前

向きなご答弁をいただきまして、まず下松葉団地

の皆様方には時期おくれのいいお年玉ができた

と、このように解釈いたしております。今後さら

に、安全対策を目指して心配りをしていただきた

いと思います。 

 ２点目の古代ロマンの里の構想の件ですが、も

う少し具体的に時間をとって発表をしていただき

たかったのでございますが、地域の活用方法につ

いてで１点だけ質問させていただきますと、地元

の関与といいますか、地元住民の手をかりながら

の発掘調査でございましたし、今後またいろんな

意味で利用していく上において、学校、教育の上

から生徒諸君のボランティア的な関与、こうした

ものにもぜひ利用しやすいような形で教育部の方

で対案ができているかどうか、この点についてお

伺いをいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 山本議員の地元といいますか、

この古代ロマンの里構想ででき上がった構想につ

いての利用あるいは運営、こういったようなもの

については、やはりすべての市民の方が利用でき

て、しかもそれに参加ができるような方法をとっ

ていきたいというふうに思っております。 

 ただ、今現在、古代ロマンの里が旧宇和町の石

城地区を対象に出発をしておりますので、そこの

石城地区というのは５つの集落を集めた意味での

石城地区ということでとらえていただいたらと思

うんですけれども、その中にあります石城小学

校、ここの児童・生徒、この子らの体験学習ある

いは総合的な学習の時間で利用をしていくと、あ

るいは笠置文化保存会、こういったような地元の

文化団体、こういったような方々が展開している

地域おこし、村づくり、こういったようなものに

ついても、この古代ロマンの里構想の中に盛り込

んでいけれるまちづくりをしていきたいというふ

うに考えております。 

 

○議長 次に、３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私は、先ほど元親君が今後

の西予市、将来にわたっての市が何をすべきかと

いうことについて質問をいたしましたが、私はも

う喫緊のことについて質問いたしたいと思いま

す。 

 その１つ、平等の定義と意識改革を、２つ目、

結婚の意義と子育て支援をということで質問いた

します。 

 合併して満２年を迎えようとしておりますが、

西予市は１つであり平等であるべきとはだれもが

願うところであります。しかしながら、いつも市

長が申されるように、西予市は実に日本列島を凝

縮したように、地形そして大きな気候の違いがあ

ります。当然のことですが、歴史、文化、風土そ

れぞれ旧５町それぞれ異なっております。それら

の違いを考えたとき、すべてを一律平等にするこ

とは到底無理なことであると思います。 

 しかし、平等、対等、これは最小限の約束事項

であり当然であると思います。しからば平等の定

義をどこに置くかであると思います。私は、平等

とは住む地域において住民の満足度ではかるべき

であると思います。例えば、水道料金がある地域

では月額２万円であり、またある地域では月額

５，０００円というとこもあります。当然のこと

ですが不平等であり、統一すべきということにな

ります。しかし、前者は公的施設ですべてを公費

で賄っておる、後者は金額は安いけれど管理は個

人また地域で行うため、干ばつ、豪雨、洪水等小

さな天気の変化にも左右され、絶えず取水口に走

るなど多大の労力や心労が必要となっておりま

す。これらを相殺すれば双方の満足度、裏を返せ

ば不満足度は平等であると思います。料金の差が

あるから、また労力がかかるから不平等という考

えは改めなければならないと思います。 

 ほかにも不平等と思われることがありますが、

中にはそれが平等であったり、また反対に平等と

思われることが実際は不平等であることも認識し

なければならないと思います。かといって、その

状態をいつまでも放置することは許されません。

行政として、それぞれの地域が文化的で心身とも
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に平等で生活ができるように、何事にも優先して

自省を図るべきと思います。平和で安全、安心の

西予づくりをするために、一層頑張らなければな

らないと思います。 

 加えて申しますが、実は私、先般、大先輩との

意見交換をする機を得ました。先輩は旧５町それ

ぞれに特性を持っている。それを違いを違いと認

め、その特性を生かせる産業の育成を図るべきで

ある。農林産業においても地域ならではの新製品

を発掘すること。１次産業、また１．５次産業、

または流通に至るまで一括して行う。地域、農

業、行政が一丸となって行うべきである。すなわ

ちブランド化などゾーンづくりが大切であると力

説されました。まさに、私もそのとおりであると

思います。 

 ２点目、結婚の意義と子育て支援を。 

 結婚問題と少子化問題は表裏一体であること

は、ご案内のとおりであります。西予市において

も結婚推進委員を立ち上げ、カップルづくりに精

力的に取り組んでおることは高く評価されます。

しかし、その成果がなかなか上がらないのが現実

であります。１つには、市内に若者の働く場所の

ないこと、また学校を過ぎれば都会に若者が流れ

ていくこと、これは危惧すると思います。私が思

うには、結婚を単なる男女の結びつきと勘違いを

しているものがあるのではないかと疑念を持つも

のであります。 

 結婚の意義について内閣府が行った世論調査で

は、男女ともに上位３位までは次のような結果で

ありました。１位は、精神的に安らぎを得ること

ができる。２位、子供を産み育てることは生きが

いを感じる。３、お互いにすべてを高め合える仲

間であるので人間として成長できるとありまし

た。まさにそのとおりであります。私はその上

に、結婚は人間社会を維持発展させるための基礎

であり、社会構成の基盤をなすものであると考え

るのであります。 

 したがって、結婚はこの世に生を受けたものの

義務であるといっても過言ではないと思います。

現実の社会の構造を見ましても、医療・福祉、特

に老後の介護、年金等を考えたとき、昔のように

幼児、幼年、少年、成年、壮年、そうして老年と

人口のバランスのとれた社会に戻らなければ、安

定した社会はできないと思います。高齢者が安心

して暮らせるのも若者のおかげであるという、そ

の気持ちも持たねばならないと思います。しか

し、このことは順送りであります。そういうこと

を肝に銘じなければならないと思います。若者が

結婚もせず子供の養育を怠ったならば、社会制度

はたちまち崩壊することは火を見るよりも明らか

であります。今市民全体が危機意識を持って取り

組む必要があると思います。 

 そこで、提案ですが、苦しい中でも結婚をして

子供を育てる、家庭を支えるために、市民全体で

広く薄く子育て支援を行うために、子育て支援税

なるものをお願いし、全市民で子育てをサポート

する体制をつくれば、未婚の方も結婚への考えが

変わるのではないかと思います。何よりも市民全

体が子供は我々の子供である、宝であるという意

識が高まれば、現在危機を抱きながら登園、登校

の幼児や児童・生徒の安全性が高まるものと確信

をするのでございます。市民の皆様のご理解とご

協力、そして市長、理事者のお答えをお願いした

いと思います。 

 以上で終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野豊重議員の平等の定

義と意識改革について、ご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 今ほどの浅野議員のご質問は、権利の平等を問

われとるのではなしに、恐らく行政条件の平等を

問われておるというご質問だと思いますので、そ

の観点からお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 議員が言われる平等とは住む場所においての満

足度であると、実にこれは名言であると思ってお

りますし、私も賛同するところでございます。私

はこのことをグローバルに考えてローカルに実践

しようと言わさせていただいております。西予市

は海あり山あり里あり、あるいは川がその間にぬ

っておりまして、実に自然に富んで起伏のある地

形でございます。したがって、そこでの生活実態

も、それから生まれた風習や習慣やあるいは伝統

芸能も異なっておるというのが実態でございま

す。合併した１つの西予市が、それを一定の枠に

はめるような行政施策を当然すべきではないと思

います。大切なことは、違いを認め合うというこ

とだと思います。例えば、道路の整備一つとって
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も、リアス式海岸や平野部、あるいは山岳地帯で

の１平方当たりの投資額は異なっております。一

定のそれで予算額を投資することは不平等であろ

うと思っております。 

 しかし、水道料のような生活環境整備において

は、市内の例えば上水道の料金を考えてみます

と、高いところと安いところで２．５倍の差があ

りますけれども、これはどうかなと思っておりま

す。やはりこれは行政課題として取り組んでいく

必要があるんではなかろうかと、このように思い

ます。 

 先ほども元親議員のご質問の中に再質問で答え

させていただきましたけれども、ニーズとウオン

ツでありますが、すなわち必要なものと欲による

ものとの違いを行政はしっかり把握する必要が肝

心だと思っております。旧５町の住民の方が隣の

町にあるから自分の町にもあるべきであるという

１つのウオンツから、西予市には４つの温泉がで

きてしまいました。このことが赤字体質の連鎖が

生まれておるということでございまして、このよ

うなウオンツの平等要求は今後避けるべきである

と、私はこのように思っております。私はまとま

りのある西予市を創造するために、全体を見るこ

と、違いを認め合うことを根本として、グローバ

ルに考えてローカルに実践すると、ともにつくる

西予市を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、２点目の結婚の

意義と子育て支援をについてお答えをいたしま

す。 

 西予市はもちろんでありますが、日本国内にお

きましても、少子化問題は国政の大きな課題とし

て取り上げられております。政府は少子化対策の

担当大臣を設置して、その対策を強化していると

ころでありますが、この西予市におきましても出

生人口が年々減少しているのが現状であります。

ここ１０年間の動向を見ましても、平成７年の西

予市全体の出生者数は３６９名でありましたが、

平成１７年には２８１名と、８８名、２４％の減

少であります。少子化問題は将来の社会の維持、

発展を考えるとき非常に重要な問題であり、その

対策を強めていかなければならないことは論を待

つまでもありません。少子化の原因につきまして

は、いろいろなことが考えられるわけであります

が、まず高学歴化による晩婚化、男女の未婚者の

増加が大きな理由であろうと思われます。 

 浅野議員のご指摘にもありましたように、男女

の結婚とはお互いの愛を実らせることは言うまで

もありませんが、家庭をつくり社会を構築してい

くという大きな役割を担っていくのも事実であり

ます。西予市におきましては、子育てを支援して

いくために、平成１６年度に西予市次世代育成支

援行動計画を策定し、子育て支援ネットワークを

構築して西予市内での子育て支援を推進しており

ますが、さらに関係機関との連携強化を図り、子

育てに適した環境づくりに努めていかなければな

らないのはもちろんのことであります。 

 その一つの方法として、子育て支援税を創設し

て市民の意識の向上と子育て支援に充てるようご

提案していただきましたが、確かに市民全体の意

識、啓発と財源確保のための目的税の創設は大き

な意味合いを持ち、大きな力を発揮するものと思

われます。愛媛県が県内の森林資源を守り育てて

いくために環境税を課して、県民ぐるみで取り組

みを進めていることはご承知のとおりでありま

す。しかしながら、この税の創設は市民に大きな

負担を強いることも事実であります。また、子育

て支援は１つの自治体だけの問題ではなく、年金

問題を初めとして日本国内全体での大きな問題で

あります。西予市としても独自のアイデアと施策

を子育て支援の問題に取り組んでいく必要がある

ということは認識いたしております。 

 西予市では、本年４月からごみの分別を細分化

して資源化を図り、ごみの減量化に努めて１億円

の削減を目指していますが、例えばそれによって

生み出される財源を子育て支援に回していくこと

も一つの方法であります。市民一人一人の皆さん

のごみの減量化へ努力していくことが西予市の子

育てにつながっていく、そのようなシステムづく

りも検討してまいりたいと思っております。 

 また、具体的な子育て支援のニーズの把握にも

努めてまいらなければなりません。そこで、子育

てに関する具体的な問題、課題、意見等を受け付

けることのできる子育て支援相談窓口をつくって

まいります。浅野議員ご指摘のとおり、子育て支

援は西予市の未来にとって大変大きく重要な課題

であります。関係機関との連携のもと積極的に推
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進してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 前向きなお答えをいただき

ましてありがとうございます。が、ともすればこ

れは市民に対する意識改革のみにとらえれるよう

な感じもいたしますが、行政としてこれらの改革

が可能になる誘導的そして機運を高めることが、

これは何より必要であるとこういうように考えま

すので、もう一度市長のかたい決意をお願いした

いと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野議員の再質問でござ

いますけれども、かたい決意ということでござい

ますが、これは私どもが行政をやる以上、住民の

方のいろいろな思いを行政の中に反映するという

のが根本でございますので、そういうご質問を受

けたことについてお答えしたことについては、行

政の中でしっかりとらえてやっていくということ

にさせていただきます。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。１０時３０分に

再開をいたします。（休憩 午前１０時１５分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１０時３０分） 

 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 きょうは兵頭議長の奥さん

も見えておられるようでございますので、気合い

を入れてやりたいと思います。 

 私は体育系の人間と思っております。現在も体

育関係またソフトボール協会等のお世話もさせて

いただいている関係で、そちらの方の質問といい

ますか、ご提案を１件だけ述べさせていただいた

らと思います。 

 お手元に配付しておりますように、国体の誘致

と指導者並び選手の育成についてということであ

ります。 

 ご承知のとおり、愛媛県では２０１７年に愛媛

国体として開催県として決定したところでありま

す。６０年に１度の国体会場となることは、我々

県民にとってもこの上ない喜びであると思いま

す。愛媛国体を成功さすには県民が一丸となり、

この大会の取り組みに準備万端整えていくことが

重要であると考えます。 

 今期の冬季オリンピックでは、多くの国々から

多くの選手と多種目の競技が展開されたところで

ありますが、我が国の参加チームもおのおのメダ

ル取得の希望を抱いて日ごろの練習成果をいかん

なく発揮されたと思いますが、なかなかメダルに

届くにはいま一歩であり残念と思っておりました

が、フィギュアスケートの荒川選手の見事な演技

で待望の金メダルを見ることができ、世界中のだ

れもが感動をし、人々に希望と勇気を与えてくれ

ました。 

 愛媛県では、先日オープン試合を白星でスター

トした愛媛ＦＣの勝ち上がりもあり、２００５年

には四国アイランドリーグの設立によりリーグ戦

が展開されており、今後においてサッカーに野球

にと期待をされているところであります。愛媛県

体育協会でも２０１７年の国体に向け、スポーツ

を通じて青少年の育成とジュニア層の競技力の強

化を目指して、県体育協会長の大亀会長を中心

に、スポーツを愛する県民として、現在「ひめっ

こ募金」をスタートしているところであります。 

 国体の選手として出場するためには、並大抵の

努力では切符を得ることは難しいことであると思

われます。県下において運動施設の完備された市

町村も多くあると思われますが、西予市の中でも

過去において国体に参加された方も数多くあり喜

ばしいことでありますが、我が西予市からソフト

ボールや相撲、柔道、剣道等の種目の誘致並びに

チームの育成とそして指導者、選手の育成をした

いものと考えます。スポーツをすることで心身と

もに豊かで健全な育成ができるものと思われま

す。 

 現在、西予市内にはソフトボールの公認審判員

の３種の取得者が１００人、２種が２０人、１種

が１５人おります。ちなみに、３種の審判員は県

内の大会の審判ができ、２種審判員は四国大会ま

でのゲーム審判ができます。１種審判員は全国大

会の審判ができることになっております。愛媛国

体までにはかなりの１種審判員が、この西予市の
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中にも育つことと思われます。種目の誘致が成功

すれば、彼らの意欲もわいてくるのではないでし

ょうか。 

 三好市長が描かれているスポーツ立市のまちづ

くりに絶好の題材であると私は考えます。現在全

国的に、少子化を過ぎ超少子化時代を迎えたとこ

ろでありますが、スポーツ熱を上げることは進行

している過疎化に歯どめをかけ、超少子化の解消

にもつながるものと信じております。若者に夢を

与えてやるということも私どもの仕事ではないで

しょうか。 

 １６年に合併した西予市には、現在野村球場と

宇和球場の２つの球場があります。昨年できた野

村町の乙亥会館もあります。少し手を加えればど

こにも引けをとらない施設だと思います。全国的

に経済状況の悪い中、県も西予市も財政状況は極

めて厳しいものがあり、現在も私の後方から清水

財政課長がにらみつけている、そう思っておりま

すが、少しずつ景気も上向きであり１０年後のこ

とでもあります。市内各地の多目的グラウンドの

整備をしつつ各団体とも協議をされ、ぜひ種目の

誘致、いち早く手を上げていただき、また指導者

と選手の育成の強化が必要であると私は考えます

が、少年少女に希望の持てる市長のお考え、また

担当所管のお考えをお伺いし、私の質問を終わり

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、岡山議員の質問について

お答えをさせていただきます。 

 岡山議員自身が非常にスポーツを愛されスポー

ツ万能であるということもありますし、スポーツ

の体協の指導者という立場もあられて、この国体

の誘致には並々ならぬ思いがあってのご質問だ

と、このように思っております。 

 国体誘致種目につきましては、愛媛県が手づく

り国体を提唱されておりますように、西予市とし

ても現状のスポーツ施設の有効利用等、選手、役

員等の派遣人員に対する宿泊施設等も考慮して、

誘致種目の選定をしたいと考えております。 

 質問にありますソフトボールにつきまして、誘

致の施設基準は規定の競技場が８面――２会場以

上での可能もありますが――必要で、選手、役員

の宿泊人員は８６４名の確保が必要となります。

相撲の場合は、規定の競技場１会場で、選手、役

員の宿泊人数は６１１名となっておるようであり

ます。 

 西予市の現有施設では、乙亥会館の相撲施設が

国体種目の選定基準を満たしておりますので、相

撲競技とソフトボール競技を誘致したいと、この

ように考えております。その他の種目につきまし

ては、近隣市町村の動向を配慮しながら協力体制

を整えていきたいと思います。 

 平成１８年度には、スポーツ立市ビジョンを策

定いたしますので、この中で議論をし、競技性、

レジャー及び健康づくりの各方面を網羅した新し

いスポーツの振興策を構築します。２０１７年の

愛媛国体に向け、若者に夢を持たせる競技スポー

ツの推進と、楽しみながら健康づくりを目的にし

たスポーツの取り組みを今後とも考えていきたい

と思っております。 

 再度でありますが、ぜひとも相撲はとれると思

いますが、ソフトボールについても近隣市町と一

緒に連携をしてやって、ぜひ国体の誘致に向けて

やっていきたいと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 ただいまの答弁、前向きな

答弁だったと思います。子供たちも多分、今後喜

んだ結果になるんではなかろうかと思います。 

 これは１０年、１１年後のことであります。当

然今の小学生の低学年の児童たちがほとんどの対

象になるんではなかろうかと思います。今後にお

いては、そういった意味においても各市内の学校

関係、指導者関係、連絡を密にしていただいて、

これから優秀な選手の人材をつくり上げていただ

きたいと思います。 

 そして、今答弁の中には相撲とソフトボールと

言われましたけれども、相撲は確かに立派な施設

がありますが、ソフトボールについては先ほど私

はあえて野村球場と宇和球場と申しましたけれど

も、国体の開催のみならばそれで十分対応はでき

ると思うんですが、国体をやるとなればそれまで

のあらゆる施設の当然整備も今からしなければな

らないと思います。どうせするのならば、先ほど

言いましたように、多目的グラウンド等の市内の

グラウンドを整備されて国体に間に合わすように
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すれば、国体のみならずその前後においても、国

体、全国レベルの大会等が誘致できるはずです。

国体は１１年後ですけれども、それまでに整備が

できればレベルの高いいろんな種目が誘致できる

と思います。 

 そういう意味においても、国体のみならず前後

においても、そういったことが可能であるという

こともこれからの施設の整備づくり等に頭を置い

ていただいて、全国レベルの大会をするとなれば

先ほど市長も申したように、かなりの人がこの西

予市にやってくるわけです。当然宿泊もしなけれ

ばなりません。地域の活性化にもつながるだろう

と思います。そういった意味におきましても、ぜ

ひともそのような夢を現実のものにしていただき

たいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

○議長 答弁は要りますか。 

  （１６番岡山清秋君「要りません」と呼ぶ） 

 要望といたします。 

 次に、１４番浅野忠昭君。 

 

○１４番浅野忠昭君 通告により、３点につきま

して一般質問を行います。 

 まず、医療と健康づくりについてお尋ねをいた

します。 

 平成１７年度西予市国民健康保険特別会計当初

予算を見てみますと、５２億３，２００万円とな

っています。また、西予市老人保健特別会計予算

は６９億２，０１１万円となっております。合計

いたしますと１２１億５，２１１万３，０００円

となり、毎月１０億円が医療費として支払いをさ

れている勘定となります。もちろん我々の医療と

健康を守るためでもありますので、仕方のないこ

ととはいえ、今後我々団塊の世代が定年を迎え高

齢化はますます進行することが予想される今、医

療費も増大してまいります。国民健康保険の基金

も底をついているようでありますので、国民健康

保険税の値上げも考えられるのではないかと思わ

れます。今後の見通しについてお伺いをいたしま

す。 

 また、病人になるのを手をこまねいて待ってい

るのではなく、予防面についてもいろいろ施策は

されていることであろうと思いますが、具体的に

お教えいただきたいと思います。 

 私は医療費のＰＲをすべきであり、意識改革が

必要ではないかと思います。それは自分の健康は

自分で守るということであり、元気な中高年をつ

くることではないでしょうか。そのためには国保

の担当の市民生活課、予防面や栄養指導を行って

いる健康づくり推進課、高齢者学級などの担当の

生涯学習課、具体的に体を動かし楽しんでする軽

スポーツの習得などの文化体育振興課などの横の

連携が必要ではないかと思われます。このことは

どの分野についても言えることで、旧態依然の縦

割り社会から脱皮をしていただきたいと思ってお

ります。そのような連携は取っているのか、市の

指導方針についてもお伺いをいたします。 

 特に、市長は西予市をスポーツ立市と位置づけ

られていますが、青少年の競技スポーツだけでな

く、健康や医療費の削減につながるスポーツ立市

であってもほしいと思います。この推進に当たっ

ては、大まかな指導でなく各地域での末端浸透は

大切であり、西予市には６７名の体育指導委員さ

んが配置されていると聞いておりますが、体育指

導委員の内容等をお伺いをいたします。 

 また、各種の委員の削減には私は賛成ではござ

いますが、体育指導委員については、予算面や人

員の確保については厳しい財政事情ではあります

が、市民の健康をつくり守っていくという大切な

役割があると思われますので、柔軟な姿勢で臨ん

でいただきたいと思っております。市当局のお考

えをお伺いいたします。 

 第２点は、事務の改善であります。 

 合併のすり合わせと見直しは種々されていると

ころでございますが、事務の改善や見直しについ

てはどのように改善されているのかお尋ねをいた

します。 

 先日、私はある課長さんのところに行きまし

た。決裁中でありましたので、しばらく待たせて

いただくことにしました。決裁中の文書挟みが山

のようになっておりましたが、手際よく印鑑を押

していました。終わったなと思い近寄ろうとする

と、今押した書類を印鑑をかえて、また押してい

くではありませんか。あれっと思い、終わるのを

待って何で２回も押すのと尋ねますと、課長専決

というのがあり、金額も１００万円まではすべて

このようにしなくてはならないということでし

た。仕事といってしまえばそれまでですが、今の

時代にもっと便利にできないことはないと思われ
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ます。パソコンの機能からしても、金額で専決人

を打ち出しできれば、２度押しは不必要だと思わ

れます。 

 私は仕事の手抜きを奨励する気はありません。

新規採用者は退職者の２分の１ということであり

ます。人が減るということは、毎年職員の仕事の

量はふえてくるということです。職員にはむだな

仕事はささず、合理的でスムーズな事務処理とな

りますよう、事務の改善等に配慮を望むものであ

ります。その余った時間を新しい西予市のために

努力していくのが、本来の事務改善ではないでし

ょうか。基本的な考え方をお伺いいたします。 

 第３点は、西予市の人づくり政策と地域の振興

計画についてお尋ねをいたします。 

 平成１８年度予算も、三位一体改革の影響によ

り、非常に苦労されたと聞いております。各種事

業の大幅削減や見直し事業もあったと思われま

す。しかしながら、人づくり、人材育成について

はよどみ停滞なく推進すべきものだと考えます。

私は、まちづくりの基本は人づくりであろうと思

っていますが、人材育成の方策をお伺いいたしま

す。 

 私の友人に内子町の方がおります。内子はそれ

ぞれの地区住民と行政との協働で地域の振興計画

が作成されていると聞きました。これは旧町単位

でなく、小学校、公民館単位の計画であります。

各地区で、自治会単位で職員も張りつけて計画書

を作成したと聞きました。西予市の総合計画も、

それぞれ個々の自治会の上に立った総合計画であ

るのが本来の姿ではないかと思われます。 

 西予市は５１４平方キロという、県下の市の中

では最大の面積を持っております。海抜もゼロメ

ートルから１，４００メートルと温度差、気候、

言葉も皆違います。それぞれ個々の町の顔や、同

じ町でも地区や自治区の顔を大事にし、西予の融

和、融合を図る必要があると思います。そのため

には、自分たちの地域の未来を見詰め、総合して

いかなければなりません。西予の人材育成とあわ

せて地域の計画づくりを考えていかなければなら

ないと思います。お考えをお伺いいたしまして、

以上で一般質問を終わります。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、１点目の医療と

健康づくりの前段部分についてお答えをいたしま

す。 

 国民健康保険制度につきましては、被保険者の

高齢化や低所得者層の増加などの構造的な問題を

抱える中、近年の不況に伴う所得の減少により、

極めて厳しい状況にあります。平成１７年度の決

算見込みでは、現段階で財政調整基金は約５，６

００万円取り崩すようにしておりますが、国の特

別調整交付金の交付決定額によっては基金を取り

崩さなくても決算できるのでないかと考えており

ます。平成１８年度の予算案につきましては税率

を据え置きにしておりますが、不足する財源とし

て財政調整基金を約２億８，０００万円取り崩し

て計上をいたしております。それにより、基金残

高は平成１８年度末で約５，５００万円となりま

すが、１８年度の老人保健医療費の拠出額につい

ては、算定計数の減少により当初予算計上額より

も減額されると思われますので、基金残高は幾分

ふえてくるのでないかと推測いたしております。 

 また、老人医療につきましても、急速に進展す

る高齢化とともに生活習慣病の増加、医療技術の

高度化等により、１人当たりの医療費はふえ続け

ることが予想されております。今後の医療費の伸

びによっては近い将来保険税率の引き上げもやむ

を得ない状況でないかと心配をいたしているとこ

ろであります。 

 国保財政の認識を深めていただくためにも、広

報せいよでの掲載を初め、医療費通知、重複受

診、多受診者の訪問指導等による医療費の現状周

知と受診コードの見直し等を図っておりますが、

老人医療費の場合は加齢による病気の発生で、高

齢化が続く限り、その抑制には限度があるのでな

いかと思っております。 

 医療費を抑制する手段として、国保会計では保

険事業費を計上して、健康づくり推進課と歩調を

合わせて、昨年には「西予市健康づくり計画２０

１４、元気だ西予」を策定し、健康づくりスロー

ガンを発表いたしました。この計画の基本方針に

基づき、医師会、保健師、栄養士、保健推進委員

が中心となって健診事業、生活習慣病予防の健康

教育、栄養教育を行い、すべての市民が元気で安

心して生活できる活力ある社会の実現を目指し、

１次予防、２次予防に取り組んでおるところであ

ります。 

 近年の死亡の最大原因はがん、心臓病、脳卒中
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であり、いずれも生活習慣が大きく関与いたして

おります。生活習慣を改善し、疾病予防を図るた

めに、今月の１２日に第２回目の西予市健康づく

りセミナーを宇和文化会館で開催いたしますの

で、市民の皆さんや議員各位におかれましてもぜ

ひご参加をいただきたいと存じます。 

 また、昨年オープンいたしましたクアテルメ宝

泉坊における温泉を利用した水中運動教室も大変

好評であります。健康づくりにも大変有効な運動

でありますので、皆さんのご利用を期待いたして

おります。 

 さらに、介護予防面におきましては、本年４月

より新しく地域支援事業が創設され、この中で６

５歳以上のすべての高齢者を対象に健康診査、要

介護、要支援になるおそれのある高齢者を対象と

した運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり予防

を含めた介護予防事業なども実施いたしますの

で、市民の皆さんが積極的に自分の健康は自分で

守る意識を身につけていただきたいと、このよう

に考えております。 

 なお、今後の取り組みにつきましては、ご指摘

いただきましたように、健康づくりについての連

携は必要かつ重要なことであると認識いたしてお

りますので、市長部局はもちろんのこと教育部局

との連携も深め、市民生活課、健康づくり推進

課、生涯学習課、文化体育振興課の４つの課が連

携を取りながら各事業を推進し、市民の意識改革

を含め、平均寿命だけでなく健康寿命の延伸を図

り、医療費の抑制や元気な中高年の増員に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 浅野議員のスポーツ立市の位置

づけ、体育指導委員の職務内容、社会教育分野に

おける人づくりについてお答えをいたします。 

 スポーツ立市に向けての基本構想については、

１８年度中に策定するため、現在準備を進めてお

ります。この策定に当たりましては、関係部課に

よる連携を図り、競技スポーツの振興策、レジャ

ー等健康づくりの両面から検討を加え、最終的な

目的としてはスポーツ、運動、こういったような

ものを通して健康で明るい市民生活、社会生活を

営むことができるように、こういったような目標

に向かって基本構想を進めていきたいというふう

に考えております。 

 それから、体育指導委員の職務内容の関係なん

ですけれども、現在６７名の体育指導委員につき

まして、専門的な知識や技術を持って各領域ごと

に指導をいただいております。この体育指導委員

の設置の基本になるのが、スポーツ振興法という

法律に基づいて西予市の体育指導委員の規則を設

けておりますが、その中にも特にスポーツに関す

る技術指導、これが主になっておりますので、そ

ういう分野で指導をいただいております。なお、

近隣市町村を参考にしながら、２年間の任期の中

で削減を含めまして、この委員の人数については

検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、３番目の社会教育分野での人づくり

についてお答えをしたいというふうに思います。 

 議員ご指摘のとおり、まちづくりの基本は人づ

くりというのは、いつの時代も変わらないテーマ

であろうと思っております。 

 これまでの社会教育分野においては、関係団体

やグループ活動による組織的な教育活動により互

いに信頼関係を築き、自己を確立するための機会

を拡充してまいりました。このことが既に人づく

りであると考えますが、人生８０年代となった現

代、生涯学習社会を構築することが人づくりの大

きな基盤になると考えております。そのことは、

だれでもいつでもどこでも主体的に学ぶことので

きる社会であります。すなわち学習したことが適

切に評価され、学んだ知識や技術を地域社会で生

かせる仕組みをつくることが一番大切なことであ

るというふうに考えております。このことによっ

て住民一人一人の学習意欲が高まり、自発的にそ

れぞれの地域の課題解決や、それぞれの地域のま

ちづくりの関心につながっていくというふうに考

えております。このようなことで、教育部として

は人づくり、地域づくりを進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 浅野忠昭議員の事務の改善に

ついてと地域の計画づくりについてのご質問にお

答えをいたしたいと思います。 

 事務決裁規程は合併前に検討したもので、合併
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後２年が経過し、見直しの時期に来ております。

議員ご指摘の事例におきましては、行政改革大綱

及び建設計画に取り上げております文書管理シス

テムを導入した場合、パソコンのボタン一つで決

裁が承認され、自動的に次の承認者へネットワー

ク上で流れていく仕組みとなっており、押印の必

要がないなど事務の簡素化が見込まれるものであ

りました。 

 本年度は担当課での検討会を発足させ、合併補

助金での導入を前提とし、調査研究を行いました

が、最終的に電算基盤の導入に４，０００万円以

上の経費がかかるということで、現時点では断念

した経緯がございます。しかしながら、議員ご指

摘のとおり、これからは毎年職員数の減員が見込

まれ、現行の事務の流れを維持することは難しい

状況にあり、事務の改善が必要になると考えてお

りますので、事務決裁規程を含め可能な事務から

本庁一本化へ移行するなどの事務の改善を図って

いきたいと考えています。 

 続きまして、地域の計画づくりについてお答え

をいたしたいと思います。 

 本定例議会に提案いたしております総合計画

は、地方自治体の行財政運営の基本となる最上位

計画であり、旧５町の合併によって新たに誕生し

た西予市にとっては第１次の計画となります。地

方自治法第２条第４項の規定では、「市町村は、

その事務を処理するに当たっては、総合的かつ計

画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、

これに即して行うようにしなければならない」と

定められております。地方分権がいよいよ実行段

階を向かえ、また三位一体の改革が進む中、将来

の進むべき道を探りながら、個性的で自立した協

働のまちづくりを進めていかなければならないと

考えております。 

 総合計画は、地域ごとに積み上げた計画という

より、行政の総合的な経営指針として市民みんな

のまちづくりの共通目標としての最上位計画とな

るものであります。したがいまして、計画策定に

当たりましては、市政懇談会や地域審議会、まち

づくり懇談会、アンケート等により市民から意

見、提言をいただき、それらを基礎資料として職

員プロジェクトや総合計画策定委員会、市民の代

表で構成する総合計画審議会等で論議し、市の特

性や市民ニーズ、時代潮流、発展的課題等を分析

し、分野ごとに計画目標を定めたところでありま

す。 

 今まさに先行き不透明な時代を迎えておりま

す。変化の激しい社会であればあるほど自立が求

められ、みずからのよって立つ基盤をしっかりと

確立していくことが必要であるため、今後におき

ましては、この総合計画の基本理念に基づいてま

ちづくりを進めてまいりますが、どうか住民の皆

さんには公民館、自治会、団体等で大いに地域振

興の議論を願い、英知を結集して、その実践によ

り活力ある地域づくりにご奮闘いただきたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １４番浅野忠昭君。 

 

○１４番浅野忠昭君 事務の改善でありますけれ

ども、財源の本当に厳しい時代でありますけれど

も、４，０００万円といったら大金ではあります

が、やっぱり事務効率を考えまして今後のことを

見てみますと、これはもう早急に対応していただ

きたいと思っております。 

 そして、医療と健康づくりについてなんですけ

ど、１点だけお伺いいたします。 

 長野県に松川町というところがあるんですが、

そこは地域と住民が一体となって健康問題、ほし

て病気予防に取り組んで大変効果を上げていると

聞いておりますけれども、西予市としても、今医

療費、保険が１２１億円使われているわけでござ

いますから、健康づくり、体力づくりの効果がも

し３％ぐらいでもアップしますと、３億６，００

０万円の税金がほかの財源に利用することができ

ます。よって、この４つの課の連携をもちまして

健康づくり、ほんで体力づくりにもっとふさわし

い対策をしていただきたいと思っております。そ

の辺の所見をお伺いいたします。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 今ほどありました長野県の

松川町につきましては、二十数年前から町民挙げ

ての健康づくりに取り組んでおることは承知いた

しております。この松川町の支援しております短

大の教授を、合併前から旧宇和町、野村町はその

先生を招聘いたしまして、それぞれ保健師等が研

修をして、少しでもそういうよい面を取り入れて
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いこうというような努力をいたしております。 

 今ほどありましたように、医療費につきまして

は、ちょうど今日の愛媛新聞の方に老人医療費の

平成１６年度の結果が出ておりましたけれども、

愛媛県が１人当たり７８万６６７円ということで

ありましたけれども、西予市の１６年度の老人１

人当たりの費用につきましては７０万６７６円と

いうことで、愛媛県下では下から４番目に低い医

療費となっております。言われましたように、こ

の４つの課が連携して、それぞれの住民の健康づ

くりに努めていくということは、当然先にも言い

ましたように健康寿命を延ばしていくためにもか

なり重要なことでありますので、答弁いたしまし

たように連携して取り組んでまいりたいと、この

ように考えております。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 事務の改善についてですが、

ただいま答弁させていただきましたように、当初

は合併補助金を想定して検討いたしておりました

が、この合併補助金、ご存じのとおりでございま

すが、３年間で５億１，０００万円というような

ことで国の方から交付の予定でしたけれど、合併

して２年間は経過しておりますので、２年間につ

きましては予定どおり交付を受けることができた

のですけれど、残りにつきまして１０年間、あと

２年過ぎましたので８年間での交付となりまし

て、合併補助金を予定しておりました事業につき

まして若干検討を加えないといけないような状況

になりました。浅野議員言われますように、こう

いう事務の改善といいますのは第一番に考えなけ

ればならないことでありますので、今後財政担当

ないしは事務担当課とも協議をしながら検討し

て、なるべく早い時期に実施をしていきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○議長 次に、２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 議長から発言の許可をいた

だきましたので、私は次の３点について理事者の

所見をお伺いをいたします。 

 まず第１点は、指定管理者制度導入についてで

あります。 

 法の一部改正による指定管理者制度により、地

方自治体は本年９月までに公の施設管理について

直営にするのか、あるいは新制度を導入するかの

判断を迫られておるところでありまして、当市に

おきましても、昨年来関係条例の一部改正を初

め、市内の７施設については経営診断等を実施さ

れ、制度導入に向けて取り組まれているところで

ありますが、今定例会においてそのほとんどが指

定管理者の指定について提案をされているところ

であります。 

 現在、第三セクターが管理運営する多くの施設

は、住民福祉の向上やあるいはまちづくりの拠

点、地域活性化対策として公共的意義が大きく、

本来赤字資質の見込まれる施設や事業が主であり

ます。官から民へという、この制度の趣旨を考え

れば当然直営は極力減らし、新制度を導入するこ

とが望ましいことであります。指定管理者として

運営する施設は公のものであり、公共性を維持し

ながら経済性や効率を追求しなければなりませ

ん。効率を追求するのみでなく、住民サービスを

向上させることが必要であり、運営によって得た

果実をいかに地域に還元していただくかでありま

す。行政としては、地域経済の活性化につなげる

仕組みをどう構築するかであると思います。この

制度が職員の天下り先であったり、あるいは旧町

の時代につくってきた第三セクターを継承してい

くためだけのものであってはならないと思いま

す。 

 今回の指定管理者制度導入に際しては、市は原

則として非公募とされております。その理由は、

設立の時期が新しいことや施設や事業が連携する

ことにより、西予市全体の産業振興や交流人口の

拡大、さらには地元雇用の創出等に一層の効果が

期待されるとされております。当面は経営体質の

強化が課題であり、一定期間は現在受託している

第三セクターを優先して管理者として指定し、今

後において順次公募に切りかえていくことが私も

適切であると考えております。 

 そこで、お伺いしたいのは、中・長期的に見た

場合、職員が逆に失職するおそれはないかという

不安であります。このことは、ある施設の職員が

今考えられておりまして、体感をされていること

であります。それは管理委託等から指定管理者に

切りかえる場合、従来の管理委託先である事業法

人などの職員の雇用問題、さらには指定管理者が
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更新時に再度選定をされなかった場合の職員の雇

用問題等々があります。どちらの場合でも、その

事業者が広く事業を展開をされていれば、その事

業に吸収することで雇用問題は解決できますが、

その事業だけを経営していた場合には職員が失職

することにもなりかねないのではないか、そうい

った不安感であります。 

 今回提案されとります指定については、今申し

上げた事例はありませんし、将来もあり得ないこ

とかもしれません。制度の導入や協定を急ぐのみ

でなく、指定管理者となる施設、事業体の職員に

対しても本制度の内容について理解を求め、将来

ともに安全、安心して職務に専念できるような指

導を事業主に要請することも行政としては必要で

あると考えます。また、関係所管課においても、

管理運営は指定管理者だということで安易な対応

でなく、常に連携を取りながら、運営状況を把握

しながら行政としての必要な指導、助言が大切な

ことであると思います。 

 現状を見てみますと、そのほとんどは行政が筆

頭株主の第三セクターが多いわけでありまして、

産業振興やブランド化への施策に反映していくべ

きだと考えます。本制度を普及することによって

正規雇用から臨時雇用を促すようでは困るわけで

ありまして、指定管理者の契約期間満了とともに

失業者が出ないよう、言われておりますように産

業振興や交流人口の拡大、地元雇用の創出等に効

果の上がるような、地域経済が活性化できる対応

を望むものであります。 

 ２点目に、自治体にとってはこの制度への導入

によってさらなる経費の節減が求められているこ

とは言うまでもありませんが、現行の第三セクタ

ー等に対する委託料について指定管理者制度を導

入した場合、今後どのような対処をされるのか。

私は、第三セクターの債権債務における行政の責

任は出資範囲内いわゆる出資比率内及び協定に基

づく負担を負うべきものと考えますが、今後にお

ける支援あるいは委託料についてどう対処をされ

るのか、理事者の所見をお伺いをいたします。 

 次に２点目でありますが、集落の再編をどうお

考えになるかについてお伺いをいたします。 

 今日、市町村合併などの動向の中で、地方分権

のかけ声とは裏腹に、小規模な地域単位がますま

す自立性や主体性が失われつつあります。市の周

辺部では今日なお人口減少、少子・高齢化は顕著

であり、このことは土地条件等の不利による農林

業の低迷による生活の経済的基盤の弱体化、これ

を担う農林漁業従事者や後継者不足により農地、

山林、住宅などの管理をするものがなくなりつつ

ある、あるいはいなくなりつつある集落がふえて

いるのが現状であります。参考までに平成１７年

度の国勢調査結果では、西予市の人口は４万４，

９４９人であります。５年前の国勢調査に比べま

すと、２，２６８人の減となっております。中

で、宇和町だけが微増しておりまして、０．３％

程度ふえておるようでありますが、他の４町につ

いては６％から１０％減少、人口の減少は顕著で

あります。 

 集落として伝統的行事や伝承文化、そして近隣

とのつき合いなど、昔からなれ親しんできた当た

り前の風景も大きく変わってまいりました。農林

漁業離れが加速するにつれて集落としての自治機

能そのものが弱体化した集落があちこちに見られ

るようになっておりまして、さらに農地の集積や

担い手の育成、あるいは協業化や作業の受委託な

どの農業振興方策により、そこしかない、存在し

ない小規模集落では営農自体が難しい状況にあり

ます。 

 これは実例ありますが、県境のある地域では、

旧町時代に３つの集落が、住民の自主的な協議に

より自主合併をいたしました。その後、今２４年

たっておるわけでありますが、現在半減の７戸と

なっておりまして、それも谷々に広域に散在をし

ておりまして、自治区としての機能が果たしにく

い状況となっている集落もあります。 

 市長の行政推進の基本スタンスは、夢のある

町、隅々まで行き渡る行政、行政の情報を住民と

ともに共有することであり、それぞれの人が喜

び、それぞれの地域が輝き、市民が納得する市政

の推進であります。 

 さらに、西予市新市まちづくり基本方針では、

地域の自治組織の強化と活性化が課題とされてお

りまして、合併を契機に、将来のまちづくりに向

けて自治体形成の主役である住民の自治組織を地

域の自立にとって望ましい基本単位やネットワー

クに再編、強化し、その活動を通じて自治と自立

の意識改革やコミュニティーの活性化を図ること

が重要課題と位置づけられております。 

 私が提起しておりますことは、周辺のごく一部

の地域の問題かもしれませんが、この問題は単な
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る統廃合では解決ができないと考えております。

今後、高齢者の集合住宅や防災、防犯対策、救急

救命等々含め、今後の集落再編をどのようにお考

えになられておるのか、一朝一夕には解決しがた

い現実ではありますが、集落の再編について行政

主導での取り組みが必要と考えます。理事者の所

見をお伺いをいたします。 

 第３点目でありますが、文書館の整備について

お伺いをいたします。 

 西予市城川文書館は、平成１１年４月に金融機

関の移転、新築に伴いまして寄贈を受けたもので

ありまして、使用されなくなった建物を再利用す

る形で開館されたもので、当時町立といたしまし

ては、沖縄県の北谷町の公文書館に次ぐ全国で２

番目の文書館として開館をしたものであります。

その後、必要最小限の改修を経て今日に至ってお

りますが、建物も老朽化をしており、文書も旧町

が合併をするまでの旧村の文書約４万点が保存さ

れておりまして、満杯の状態でこれ以上の保管は

困難な状況にあります。 

 文書館職員に照会をしたところにより、これま

での初期調査の状況を見てみますと、城川町につ

いては地域資料、行政文書ともに平成１６年度ま

でに文書館への受け入れを終え、概要データを作

成されて保管をされておるようであります。平成

１６年度から平成１７年度にかけまして宇和の本

庁調査、平成１７年度後半には野村総合支所調査

を終わりまして、今後、平成１８年度明浜総合支

所調査、さらに平成１９年度に三瓶総合支所調査

が予定をされておるようであります。これまでの

ところ、旧５町の行政文書は無事保存をされてい

る、このように聞いております。今後さらに精査

が必要といわれており、専門的な知識やあるいは

多くの時間と労力が必要であります。 

 公文書等は地域の歴史を知るための資料や遺産

であり、地域の歴史や文化を踏まえて町おこしを

する上でも貴重な資料であります。そのすべてを

残すことは不可能でありますが、保存か処分かの

基準のもと、専門家や市民による協議の中で、貴

重な資料をどう地域で生かしていくのか議論が必

要といわれています。先般も近隣市の資料館閉館

に伴う公文書の廃棄や寄託資料の返却措置などに

ついて文化行政の対応が指摘をされております

が、今後市町村合併が一段落し、時がたつにつ

れ、やがては旧自治体の資料の散逸が始まり、さ

らに市役所本庁が新築の時期を迎えるころを考え

ますと、行政文書の安易な処分や消失、散逸が懸

念をされるところでありまして、早急に対策を講

じるべきだと考えます。 

 西予市建設計画におきましても、社会教育施設

整備事業で文書館の建設が計画をされております

が、ご案内の厳しい財政状況のもとでは事業の先

送り、さらには凍結もやむを得ないではないか、

このような判断をするわけでありますが、課題と

いたしまして文書保管場所の不足、空き部屋の有

効活用、２つ目に人の不足、３つ目にシステムの

強化、４つ目に市職員の協力等が上げられており

ますが、とりわけ急がれるのは文書の臨時保管場

所をどう確保するかであると思います。当面の措

置として、旧町の庁舎には活用されていない空き

部屋がかなりあるわけでありまして、これらを文

書保管室として有効に活用されてはどうかと考え

るものであります。文書を分散して保管すること

は整理作業の効率上好まれることではありません

が、新しいやかたが建設されるまでの措置として

貴重な公文書、歴史資料の消失、散逸を防ぐため

にもぜひ必要と考えます。 

 住民が市政の主人公となるためには、市民一人

一人が地域の過去と現在について正確な知識を持

ち、それをもとに積極的な論議がされなければな

りませんし、文書館はそのための情報を提供する

場でもあります。西予市文書館システムの建設を

含めて、今後の整備について理事者のお考えをお

伺いをいたします。 

 以上、質問を終わります。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 鍵原議員の指定管理者制度に

ついてと文書館の整備につきましてお答えをいた

したいと思います。 

 まず、指定管理者制度についてですが、この指

定管理者制度の目的は、民間活力や競争原理の導

入によりサービスの向上や効率的な管理、運営、

コストの縮減を図ることにあることは言うまでも

ありません。そして、制度の導入を検討する前段

としまして、公の施設の設置目的、第三セクター

事業の継続の必要性について改めて検証する必要

があります。その上で、社会情勢の変化による設

置の必要性または運営状況等から、将来的には民
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間移譲や休止または廃止という厳しい選択も視野

に入れる必要があろうと考えております。 

 そうしたことも含めまして、制度導入と地域雇

用の関係ですが、指定管理者の公募段階で施設の

職員をそのまま雇用することを条件としたり、そ

うした運営方針を打ち出す団体を候補者として選

定することで地域雇用に対する影響を極力抑制す

ることといたしております。ただし、施設の運営

状況によっては、人員の整理は当然必要になって

くるものと思われますので、その点についてはご

理解をいただきたいと存じます。なお、現時点で

は施設と第三セクターが一体となっている状況も

あり、ほとんどの施設で非公募により現行の受託

者を指定することとしたことから雇用の問題は生

じておりません。 

 また、先般実施しました経営診断において、各

第三セクターとも公共的意義、経営能力の点等に

おいて著しい問題点はなく、むしろ第三セクター

としての特異性、優位性を今後より発揮すること

で一層の地域振興を進めていくことができると判

断されており、当市といたしましても、この結果

に基づき各施設等の運営を推進してまいります。 

 ２点目の委託料につきましては、それぞれの施

設において過去数年間の実績があり、今回の制度

導入に当たりましては、現行の委託料が適当であ

るかどうかの検討を行いました結果、施設の運営

状況により若干の相違はありますが、制度導入初

年度ということもあり、基本的には従来の委託料

とほぼ同額といたしております。しかし、指定管

理者には施設運営の裁量権を大幅に移譲してお

り、特に利用料金制度を採用している施設では、

みずからの経営努力で収益性の拡大を図ることも

可能であります。今後の施設運営の状況によって

は、いわゆる指定管理者のやる気を失わない範囲

で委託料の減額も検討していかなければならない

と考えております。そのためには各施設の機能及

び効果を一層発揮できるよう要望、指導を行い、

さらなる経費削減、効率的な運営を進めていく所

存であります。 

 続きまして、文書館の整備についてお答えをい

たします。 

 城川文書館の整備につきましては、行政改革大

綱に取り上げております文書館システムの構築と

あわせて検討する必要があろうかと思いますが、

このことにつきましては合併時から、本庁総務課

と城川文書館との連携により城川文書館を支える

会の代表者であります国文学研究資料館安藤教授

の指導を受けながら取り組みを始めております。 

 西予市の場合では、先進自治体で行われている

ような電算機器を導入し、各文書館の間でオンラ

イン検索が行えるような段階までは今のところ厳

しいかと思いますが、新庁舎の建設を見据えなが

ら公文書館法に定められておりますとおり、公文

書の適切な保管場所の確保及び整理、分類までは

遂行していきたいと考えております。 

 そのための準備の第１段階としまして、旧町の

保存文書が各総合支所のどの場所に、どの程度、

どのように保管されているのか概数を把握する必

要があり、議員ご指摘のとおり、平成１９年度末

にはこの調査を終了する計画といたしておりま

す。 

 その後の第２段階としましては、新たな場所が

確保できるまでの間、文書の整理や分類のため臨

時保管場所へ公文書を一時的に移動させる必要が

あり、その場所につきましては各総合支所の空き

施設や廃校となりました学校施設などの利用を今

後考えていきたいと思います。しかしながら、旧

町の文書は実に膨大であり、作業には人員の不足

や財政事情の影響もあり、本庁舎の建設とあわせ

て長期的視野で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、私の方から集落の再編を

どう考えるかについて回答させていただいたらと

思います。 

 集落で暮らし営まれた人々の生活は、独自の郷

土文化やコミュニティーを築いてまいりました。

しかしながら、生活の便利さや物の豊かさを求め

る余り、若者の都会への流出や核家族化によっ

て、これまで受け継がれてきました生産活動の共

同作業や伝統芸能、歴史、文化遺産の継承といっ

た独自の風習や習慣、さらには住民の連携、融和

までも崩壊の域に来ております。山間部の集落で

は過疎化、高齢化が著しい傾向にあり、加えて後

継者労働不足から農地や山地の荒廃が進み、生産

力の低下が顕著に見られるようになってまいりま

した。高齢者も長年住みなれた家から離れたくな
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い、先祖伝来受け継いできた農地を手放したくな

いという消極的な守る姿勢が裏目となって、防災

や医療または農地の荒廃などの問題を抱え、集落

の存亡さえ危ぶまれる状態であります。以前、大

竹議員の質問もありましたけれども、高齢化率が

５０％を超えると集落機能が衰えると、集落崩壊

の危機があるというようなことを言われておりま

したけれども、西予市においても、この５０％を

超える集落が結構多くなってまいりました。 

 このような中で、議員ご質問のように、市の施

政方針の基本には隅々まで行き渡る行政推進であ

り、諸施策を実施しながら集落の生活環境の整備

などを進めるとともに、その存続と地域振興を図

っていく所存でありますが、その効果が低くさら

に過疎化が進むと判断される場合には、地域ある

いは個々の意思の尊重を前提とした上で、ご理解

とご協力を求めながら集落の再編ということも検

討しなければならないと考えております。ただ、

現状を見ますと、土地への愛着や経済的な問題、

あるいは自治会所有の財産等複雑な住民感情も多

くあるようで、現実的には非常に厳しい面も考え

られます。 

 いずれにしましても、行政機能、生産活動を適

正にするために地域住民の皆さんの英知を結集し

ていただくとともに、市といたしましても、再び

地域の活力を取り戻すために地域はどうあるべき

かの問題を投げかけながら精査をして、あわせて

生活環境整備や若者の就労機会の確保を目指して

企業の誘致、定住促進を図ってまいる所存でござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 指定管理者制度の関係であ

りますけれども、中には現在の第三セクター、従

業員の賃金カットをしながら採算性を追求してい

る事業体もありますし、ただ今までの運営に従っ

て運営をされている、いろいろあるわけでありま

すが、とにかく最小限の市民負担、いわゆる税金

で価値の高いサービスを提供するための自助努力

が求められておるわけであります。 

 したがって、市民ニーズを踏まえ公共補てんの

必要性について、今後具体的な市民負担、いわゆ

る税金をどこまで、例えば赤字になった場合には

補てんをするのか、そういった限度を示すべきと

思うわけでありますが、言われますように施設そ

れぞれ性格が異なっておりまして、一律には難し

い問題でありますけれども、今部長が答弁されま

したように、今までとほぼ同じ委託料ということ

でありますけれども、委託料が従来と変わらない

のであれば、あえて指定管理者制度にして採算と

か公共サービスを追求する必要もないんじゃない

か、直営でいいんじゃないかという気もいたしま

すので、やっぱり具体的な市民負担の限度を示す

べきだと思うんです、予算あたりで。そこら辺、

非常に難しい問題だと思いますので、今後検討し

ていただきたいと思うわけでありますが、これに

ついてはどのようにお考えなのかお伺いをいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の鍵原議員の再質問については非

常に重要な問題を秘めておると、このように思っ

ておりますけれども、第三セクターのあり方と、

あるいはそれに対する税のどれくらいほどの限度

額が適切かと、これも非常に重要な問題でありま

すし難しい問題であると、このように思っており

ます。そういうことを踏まえまして、私どもは１

７年度にコンサルを入れて第三セクターの今の状

態を、いわゆる専門的な見地から見た場合にどう

判断をされるかということの経営診断を入れさせ

ていただきました。そのことを今、議員の皆さん

にも以前ご説明をさせてもいただきましたし、税

をそこへ安易に投入すべきでないということも私

どももわかっております。 

 したがって、このコンサルの結果を総合的に判

断をいたしまして、税の限度ということと、ただ

やみくもに減らしていくことについては、そこの

地域のせっかく持っておる第三セクターの活力、

雇用性というのを失う可能性がありますので、そ

の辺のとこは十分考慮をしながら今後の判断をし

ていこうと、このように思っているところでござ

います。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 文書館の関係、部長さんの
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答弁で理解をしたわけでありますが、空き部屋の

活用も今言われたように、庁舎の空き部屋とかあ

るいは廃校の利用、十分わかるわけであります

が、現況の活用の実態もある程度承知をいたして

おるわけです。これは答弁は要りません。 

 ただ、文書のストッカーを空き部屋に無造作に

積み上げておくというようなことではいけんのじ

ゃないか。例えば簡易な書棚等を設置して、整然

と整理ができておれば今後の精査事務とかあるい

は活用について非常に効率的だというふうに思っ

ております。このことは特に予算計上を必要とし

なくても、既存の予算の範囲内で。予算に余裕が

あるとは申しません。財政課長に怒られますの

で、それは申しませんが、そういう工夫をいただ

いて、有効活用の方法について検討されるように

あえて要望を申し添えて私の質問を終わります。

答弁は要りません。 

 

○議長 次に、１７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 通告いたしておりました

質問案件につきまして、順次質問をさせていただ

きます。 

 今回の質問で答弁者につきましては、先日の愛

媛新聞に西予市の人事異動が出ておりました。本

年４月から現管理職を離れる方、また退職される

方ばかりになりましたが、今後西予市の総合計

画、「夢創造西予２１」の具現化また実現できる

ような答弁、そして提言を期待いたしまして質問

を始めさせていただきます。 

 西予市農業支援センターの現状とこれからにつ

きましてお尋ねをいたします。 

 １次産業の低迷している中、本議会で提出され

ております議案第９号に、西予市総合計画基本構

想にありました、それぞれの地域特性に即し、多

種多様な産品を生み出す農林水産業の町、また多

種多様な産品を生み出す農林水産業を柱にした特

色ある自立した産業構造の確立と、また基本目標

４には本州すっぽり西予、豊かさを実感できる町

といいまして、農業、林業、水産業、工業、商

業、観光等々が上げられておるところでございま

す。 

 その中でお尋ねをいたしますが、日本の縮図の

ような気候、風土の中、旧５町の連携を取り、一

体感をつくり、農業の活性化また夢の実現をする

ための方針を示していただきたい。例えば、一つ

の農産物を時間差、気候差、大野ケ原から例えば

田之浜まで、一つの品目を生産できないか、その

ようなことにつきまして第１点お尋ねを申し上げ

ます。 

 ２点目は、各総合支所長に質問をいたします。 

 合併後２年を迎えようとしておりますが、先般

のせいよ２月号に、先ほども議員が触れましたけ

れども、西予市の人口は４万４，９４９人という

ことになっておりまして、５年間で減りましたの

が２，２６８人、４．８％でございます。明浜町

は１０．６％、宇和町は微増で０．３％ふえてお

ります。野村町は７．７％の減、城川町は８．

８％、三瓶町は６．１％の減でございます。これ

らの中で、先般、企画調整の総合計画の中で説明

がありましたけれども、２７年度には現在の人口

が４万２，５００人を想定しているということで

ありましたが、明浜町の２００５年が４，１８２

人、これをコーホート要因法ということでやって

みますと２０年後、２０２５年でございますが

２，３６７名出ております。これは５６％になる

わけでございますが、広報せいよにありますよう

に、１０％ずつ減っていきますとこれぐらいの人

口になるということでございますが、少子・高齢

化の中、中心地集中型の人口構成に今後なるんじ

ゃないかと心配しているところでございます。そ

して、少子・高齢化の中、先ほど鍵原議員の質問

にありましたが、２０年たてば集落の崩壊が始ま

るんじゃないかと、こういうことで危惧をいたし

ておるところでございます。 

 また、市長の一般会計予算の説明の中で重点の

第７点目でございますが、健全財政を構築するた

め確固たる信念を持って取り組みますと、それか

ら合併しても何もよいことがないという声を耳に

しますが、これはわかってない誤った認識の方々

の発言ではなかろうかということはございました

けれども、私もそのとおりだと思っております。

何もないっていうのはないんですよ。みんな何か

は憂えてる。 

 この財政が非常に厳しい中で、私どもはこれか

らの２０年先の西予市のあり方につきましていろ

いろと私なりで考えておりますが、そのような中

で、日本の中におきましたら西予市は条件不利の

地方になります。ただし、西予市の中で条件不利

の地方はあるわけでございます。今後条件不利の
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地方が切り捨てられるのではないだろうかと大変

心配しております。そのような現状の中で、総合

支所の位置づけは今後ますます重要になるのでは

ないかと思っておるところで各総合支所長に質問

をいたします。 

 合併後２年経過して、旧町はどのように変わっ

たと思われますか。また、旧町の市民の意識の変

化はどうでしょうか。また、総合支所の職員の勤

労意欲また意識はどのように変化したでありまし

ょうか。総合支所のこれからの組織はどのように

したらいいのでしょう。市民も巻き込んでみんな

が考える問題ではございましょうけれども、また

存続性、必要性についてもお尋ねをいたします。

市長にお尋ねすべきではございますけれども、現

場感のある総合支所長にあえてお尋ねをいたしま

す。 

 

○議長 大森部長。 

 

○大森産業部長 それでは、酒井議員１点目であ

ります、西予市農業支援センターの現状とこれか

らについてのご質問にお答えをいたします。 

 西予市農業支援センターでは、地域特性を生か

した活力ある農業を展開し、経営感覚にすぐれた

効率的な農業経営の育成を目指し、総合的な農業

指導の窓口として担い手への農用地の利用集積や

担い手の確保育成を初め、各種事業推進の支援に

取り組み、一定の成果が上がっているところでご

ざいます。特に、国の三位一体改革への対応した

農業構造改革では、担い手に対し施策を集中する

経営所得安定対策が決定をいたしましたが、平成

１９年度に向けた対策の取り組みの周知や担い手

の対象となる集落営農の組織化、法人化の推進が

不可欠であることから、関係機関が連携して取り

組みの強化を図っているところでございます。 

 次に、農業の活性化の方針につきましては、輸

入農産物の増加や消費者のニーズの多様化によっ

て今後も産地間競走の激化が予想され、極めて厳

しい状況であります。このような状況の中、これ

までの栽培の見直しや新品種の転換、さらには新

たな資源の創出により、市のブランド産品育成を

戦略と位置づけ、安定した周年出荷による有利販

売の展開を図ることが必要であり、今後ＪＡと連

携して研究に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 先般、２月２２日でありましたが、農業講演会

がありました。議員の皆さんにも大勢出席してい

ただきました。東京青果株式会社の上田専務さん

のお話でありましたけれども、西予市の１，４０

０メートルの標高差の中での周年出荷体制は容易

に組めるのではないかというご提言もいただきま

したし、各地域を再調査、分析することによっ

て、まだまだ西予市は可能性を秘めているという

話もいただきました。 

 さらに、これは余り大きな会社ではありません

けれども、西予市の産品を売りたい、例えばほわ

いとファームのアイスクリーム、それから城川の

ハム、もうこれは一部販売をしていただいており

ます。さらに、明浜の完熟ジュースも売りたいと

いう話がございました。 

 西予市に潜在している資源というのは、住んで

いる我々以上に想像以上のものがあるんではない

かなというふうに思っております。あると思って

おります。ただ、それを販売する体制、流通も含

めてそのことがまだまだでき上がっていない、そ

のことを構築することが非常に重要になってくる

というふうに考えております。そういう意味で

も、この支援センターが担っていくものはこれか

ら重要な部分があるというふうに考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小玉明浜総合支所長。 

 

○小玉明浜総合支所長 酒井議員の２番目の総合

支所長への質問ですが、１点目の、合併後約２年

間経過をいたしておりますが、旧町はどのように

変わったか、また旧町の市民の意識の変化につい

てお答えをいたします。 

 人はそれぞれの考え方、物のとらえ方などにつ

きまして千差万別あると思いますが、明浜総合支

所長私なりでの感じ方を述べさせていただきま

す。 

 合併に至るまでには、旧町がそれぞれの段階で

各種の検討会、説明会を開きまして、平成１６年

４月１日に合併となったわけであります。この時

点では、財政上での三位一体改革が強く打ち出さ

れてなく、財政的にも現段階に至るまで交付金の

大幅減額が予想だにしなかったわけでございま

す。 
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 また、当町も第１次産業主体であり、かんきつ

を中心とした農業、ちりめん、養殖漁業の水産業

が主でございます。平成３年バブルの崩壊後、社

会情勢の変化で、近年は価格の低迷で農漁業者の

経営状況は疲弊をいたしまして、大変、今、悲鳴

を上げているような状況でございます。平成１６

年９月の台風１８号ほか数回の沿岸による潮風災

害、また本年追い打ちをかけたダブルパンチの災

害となっている状態であります。このような中、

私たちを取り巻く環境地理的、経済的、社会的状

況は大きく変わりつつあります。ある関係者の

方々の話を聞いてみますと、よいことは口には出

しませんが、問いかけをいたしますと合併はよか

ったという人、そして合併の前の方がよかったと

いう人、今の時の流れには逆らえないのではない

かという声も聞かれております。 

 昨今になりますと、全国的にそれぞれの各分野

において構造改革が推進をされております。これ

は強い国づくりへの方向づけがなされているもの

と思っております。私たちの地域におきまして

も、一部的にも地域に見合った生き残りの取り組

みを感じているところでございます。また、旧町

のときに何件かの課題の積み荷があったわけです

が、関係者の皆様方のご協力また議員諸氏におか

れましてのご協力により、課題解決につき大変大

きくさらに前進されましたこと、感謝を申し上げ

る次第でございます。 

 先日は、先ほど産業部長の方から申されました

が、東京青果の上田先生を迎えましての「産地が

望むもの」という講演をいたしました。そして、

西予市環境フォーラム、ごみゼロを目指しての環

境型社会へのお集まり、皆さんはそれぞれの立場

で危機感という共有の意識を持ち、それぞれの

方々の市全体としての意識の対応がありますが、

旧町といたしましても、総体的に合併して市民の

意識の変化が見受けられていると感じているとこ

ろでございます。 

 第２点目の、総合支所の職員の意欲また意識は

どのように変化したかについてお答えを申し上げ

ます。 

 合併当初、旧明浜町職員１８名は本庁などに異

動となり、２年目の平成１７年４月１日は本庁か

らと各総合支所から明浜総合支所へとも出入りの

異動があったわけでございます。２年目の異動に

つきましては他町からの異動の方、旧町職員が一

緒になり今までにない緊張感というものが伝わっ

てきたわけでございます。さらに、全職員の職員

研修を実施することによりまして、職員の意欲、

意識が変わったことと思っておるところでござい

ます。今後、合併記念事業といたしまして本年の

５月７日に南こうせつピクニックコンサートを計

画をいたしておりますので、今までよりさらに縦

の連携、横の連携でもって職員間の一体感を図

り、全市的な意識が変わるものと思っているとこ

ろでございます。 

 平成１８年度は新たに大幅な人事交流があり、

市職員全体が一体化とし、前進した総合支所がま

た生まれるのではないかと思っているところでご

ざいます。今まで以上に、市長が提唱しておりま

したグローバルな観点からローカルな実践が展開

できることを推進すべきであることと考えている

ところでもございます。 

 第３点目の、総合支所のこれからの組織はどの

ようにしたらよいか、また存続性の必要性につい

てお答えをいたします。 

 総合支所は、本庁との連携のもとで市民へのサ

ービスを提供していることはご承知のとおりでご

ざいます。組織自体のあり方につきましてはさま

ざまないろいろな角度から検討をいたし、本庁で

できること、支所での機能のあり方など、機構改

革も含めて進めなければならないと思っていると

ころでございます。 

 存続性の必要性につきましては、昭和３０前後

に昭和の大合併があり、合併によってのメリット

デメリットは諸先輩が経験上認識の上で総合支所

方式を採用したものと思っているところでござい

ます。総合支所方式を仮に存続できなくなるとい

うことであれば、社会的、経済的にも地域はさら

にさらに冷えこむものと思われるものでございま

す。このことにつきましてはいろんな問題、諸課

題等ありますが、時代を先取りし、市民への早期

の周知、住民へのコンセンサスを得ることこそが

重要な必要だと思っているところでございます。 

 以上でございます。答弁とさせていただきま

す。 

 

○議長 西本野村総合支所長。 

 

○西本野村総合支所長 酒井宇之吉議員の、合併

後２年を経過して旧町はどのように変わったと思
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われますか、市民の意識の変化はどうでしょうか

とのご質問でございますが、議員もご承知のよう

に、５町が合併時の段階では現在の行政サービス

を維持し低下させないという説明で町民は合併に

賛成し西予市が誕生しましたが、想定外のことで

あったのか想定内であったのか、その後の国の行

政改革、三位一体改革に伴います県の予算の厳し

い見直し、補助金の削減、廃止等により、市の財

政もその影響を受け、厳しい状況にございます。

都市の経済は踊り場を脱して景気は回復基調にあ

るといわれておりますが、地方ではまだまだ回復

の兆しが見えてきません。 

 第１次産業が主たる野村町でも、御多分に漏れ

ず過疎化、少子・高齢化がさらに進み、後継者不

足や農林産物の価格低迷により生産意欲が上がら

ないことに加えまして、主力業種であります建設

業も公共工事の投資削減により受注量が減少し、

経営は苦しく、新たな事業の展開をするのか、一

部の業者では廃業を検討する状況にあります。町

に少し元気が活気がなくなってさみしさを感じて

おります。 

 反面、新しいまちづくりにつきましては、組織

や各種団体などの統合により交流の輪も広がり、

人を知り、語り、市民の意識に変化が見られ、一

体感の醸成が進んできているのを感じておりま

す。 

 次に、総合支所の職員の意欲、意識の変化はと

のご質問でございますが、総合支所の職員数は、

合併前と比較すると一般行政職で５５名減少をし

ております。昨年の人事異動により旧町の職員と

の交流があり、その結果を見ておりますが、職員

の中に心のわだかまりも感じられませんし、各職

場でそれぞれ協力し合って市民に接し、市職員と

しての意欲を持ち、仕事に取り組んでおります。 

 １７年度に、接遇を初め初級、中級の職員研修

が実施され、１８年度も引き続き研修が実施され

ますので、ことわざにありますように、桃栗３年

柿８年という言葉がございますが、今後において

研修の成果が出てきまして、市職員としての意識

改革が図られ、実を結ぶものと期待をいたしてお

ります。 

 次に、総合支所のこれからの組織はどのように

したら、また存続性、必要性についてのご質問で

ございますが、西予市にとって行政のスリム化、

財政の健全化が喫緊の課題でございますが、住民

サービスを低下させないために総合支所方式を採

用して合併をしておりますので、当分の間は存続

すべきと思っております。 

 本市の面積は５１４平方キロと区域が広く、海

岸部から山間部と変化に富み、地形的に複雑で集

落も散在しているため、総合支所の存続性、必要

性につきましては、今後本庁の庁舎建設計画を進

めていく中で、支所としての窓口事務や危機管理

に対応できる職員の配置体制をよく検討して、地

域住民への情報を提供し詳しく説明をするととも

に、市議会や地区の地域審議会で十分に議論し、

理解を得た上で組織機構の改革については実行す

べきと私は思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 九鬼城川総合支所長。 

 

○九鬼城川総合支所長 今、先ほども出てまいり

ましたけれども、地域の皆さんからは合併しても

何もいいことはないじゃないかという声をよくお

聞きします。しかし、私はこの声を裏返せば、合

併し、西予市が誕生したらきっと夢の持てる何か

新しいまちづくりが始まるのではないかという大

きな期待を市民の皆さんが持っていただいている

あらわれではないかというふうに思っています。

総合支所として今何ができるのか、何をすべきな

のか、合併効果に対する期待に小さいことからで

もわかりやすく少しでも早く答えを出していく必

要性を痛感しています。 

 城川においても行政の効率化、むだを排除し、

少ない経費でより大きな効果を上げてほしいとい

う切実な声や、住民自治の力が試されるときが来

ているという声が当然あります。しかし、高齢化

率５０％を超えるような、いわゆる限界集落が点

在する城川地域においては、長年培ってきた独自

の集落機能を大切にしたいという声もあり、数字

の上だけでの合理性や対費用効果だけでの議論で

は、住民が安心して暮らせるまちづくりはなかな

かできないのではないかというふうに感じていま

す。これらの相反する行政需要を両立させ、改革

を実現する努力と知恵を出して、そして住民の皆

さんの理解が得られるような説明責任をしっかり

果たすことが今まさに急務であり、その窓口とし

ての総合支所の役割はまだまだ必要とされている

というふうに思っています。 
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 また、総合支所職員の意識も、合併当初は市役

所職員というような呼ばれ方などをいたしまし

て、若干戸惑いや浮き足立って目標が定められな

いような状況にあったという反省をしておりま

す。今からの地域課題の解決には、行政主導の中

央集権的な発想だけでなく、財源、税の配分を伴

う地域分権といったような考え方を進め、地域の

力を高める必要があり、地域活力が醸成されれば

総合支所の役割も大きく変わるのではないかとい

うふうに思っています。 

 しかし、当面は総合支所の役割、職責を明確に

して、職員が自信を持って窓口での対応ができる

ように努め、先人の力により守り伝えられてきた

城川地域の豊かな自然と人の輪、人情、伝統文

化、これらをしっかりと後世に伝えることを基本

理念として、新しい西予市づくりの中で地域の皆

さんに信頼され、安心して何でも相談していただ

けるような、そんな総合支所でありたいというふ

うに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 山本三瓶総合支所長。 

 

○山本三瓶総合支所長 それでは、引き続き三瓶

総合支所の方からお答えをいたしたいと思いま

す。 

 まず１点目の、町の変化についてのご質問であ

りますが、過去における合併事例から周辺の町は

寂れていくのではないか、こういった心配をする

周囲の声はございますが、今のところ町の様子が

合併により特に変わったと感じることはございま

せん。ただ、周囲の心配いたします合併の影響が

いつどのような形で出てくるのか、あるいは出な

いのか、そのあたりは気にかかるところではあり

ます。 

 次に、市民の意識の変化についてであります

が、今回の合併では大方の市民の皆さんが合併は

避けて通れない、時代の流れ、こういった認識の

もとで合併を受け入れ、２年を迎えたわけであり

ますが、その意識は今でも変わっていないものと

思っております。また、そういった意識の中で、

今は周辺地域に対するきめ細かな行政のサービス

を住民は望んでいると、このようにも思っている

ところであります。 

 ２点目の、職員に関するご質問でありますが、

職員が総合支所、本庁の区別なく常に意欲を持っ

て職務に専念をいたしているところです。西予市

の職員として仕事に取り組む姿勢はいつでもどこ

でも変わるところではございません。 

 また、合併に対する職員の意識でありますが、

職員の間でも当初のころは、その意識に個人差が

あったように思います。合併を迎えた中で、自分

の認識の甘さに気づいた者、あるいは率直に合併

を実感した者、さまざまではないかと思います。

いずれにいたしましても、現在はおおむね同じよ

うな意識を持って現状を受けとめているものと思

っております。 

 最後の、今後の総合支所のあり方についてのご

質問でありますが、ご承知のように合併本来の目

的であります行財政の効率化、一体的なまちづく

り、そういった観点から総合支所方式の矛盾を指

摘する意見もございます。将来の組織としては、

総合支所には窓口業務、施設の維持管理業務など

住民生活に密着した最低限の機能を残すことも考

えられますが、何と申しましても住民サービスに

直接かかわる大変重要な問題であります。したが

って、総合支所のあり方は本庁方式への移行も含

め大勢の意見を集約し、その上で最終的な総合支

所のあり方を見きわめていくのがよいのではない

か、このように思っているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 質問を１点と、それから

お願いを２点ほどお願いしたいと思います。 

 農業支援センターでございますけれども、職員

配置でございますが、西予市の職員が２名そして

ＪＡから２名ということになっておりますが、こ

れにつきまして非常に、かんきつ部分がＪＡひが

しうわとにしうわ青果に分かれている分の連携を

どのように、この農業支援センターの中で取られ

るのか。 

 なお、非常に今までの、私なりで見ますと農業

支援センターそのものが非常に米作中心といいま

すか、そのような形に現在まで来ているんではな

いかと思っております。それにつきまして、作物

専門委員的なプロを育成してやっていくというよ

うなこともできるのではないかと思いますが。 

 なお、産業創出課が今回できるわけでございま
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すが、その関係につきましても、この際でござい

ますのでお尋ねをさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、総合支所長さん、答弁ありがとうご

ざいました。皆さんの貴重なご意見を今後の我々

議員活動の中で生かしていきたいと、かように思

いますので、お礼を申し上げまして私の質問とい

たします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の再質問につい

てお答えしますけれども、その前にまず、総合支

所長４人の質問に対する回答といいますか、意見

を述べさせていただきました。そういう質問をい

ただくというのは非常にありがとうございまし

て、総合支所長の力を見ていただいたと思いま

す。私も今回の人事配置の中で、本庁の部長経験

をされた方をあえて総合支所長に３人することに

いたしました。といいますのは、それだけ総合支

所長というのは重責だと、このように思っており

ますので、今の力を見ていただいたら総合支所長

の力がわかっていただいたと、このように判断を

しておるところでございます。ありがとうござい

ました。 

 それでは、酒井議員の農業支援センターの人員

配置等々の問題について再度お答えをさせていた

だきますけれども。 

 確かに今の現段階では米作中心、いわゆる今の

国が言われておる横断的な作物の体制づくりの中

で、転作を中心とした物事の判断になり過ぎてお

る。農地の流動化いわゆる担い手育成といいます

か、そういう一つのところの視点も持ちながらや

っておりますけれども、どうしても米作中心のと

ころがあるのかなというのはちょっと気になって

おるところでございますが。これもあくまでも今

の状況で立ち上げた段階でございまして、今後は

農業支援センターとしての力を大いに発揮をし

て、今言われるような専門委員の配置あるいは普

及センター等々との国、県の方と連携できるよう

な体制づくりもしっかりやっていかなくてはいけ

ないとこのように思っておりますし、今度つくり

ます産業創出課については、産業の育成というの

を中心的には産業創出課に全部移していこうと思

っておるわけでありまして、そこの中で農業部門

がどのようにかかわって産業創出の中にやってい

くかということも連携を深めてやっていこうと、

このように思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。１時３０分に再開

をいたします。（休憩 午後０時２１分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時２９分） 

 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 私は通告により、住みたい

住みよいまちづくりについてお尋ねをいたしま

す。 

 西予市のシンボルとなる市の花、木、鳥、魚、

昆虫が２月１日に制定され、レンゲソウ、ブナ、

ウグイス、アジ、蛍に決まり、中でもレンゲソウ

はれんげ祭りで定着しており、レンゲソウの描か

れた町バスも動く宣伝カーとして頑張ってきた経

緯があり、明るく心を和ます花として今後全車に

対応したらどうだろうか、お伺いいたします。 

 また、ブナは外国では森の母、森の医者と呼ば

れ、キノコはマイタケ、ブナシメジ、環境の面で

は保水力においては緑のダムとして有名でありま

す。そこで、各地域へも積極的に植樹をするお考

えはあるのか、お伺いいたします。 

 次に、我が町を魅力ある町にするために、自然

環境に恵まれ、また伝統文化と地域資源に恵ま

れ、いやしの文化等地域の魅力は豊富でありま

す。今年の県の予算に見るごとく南予の活性化、

地域格差が拡大している現状打開のため、観光を

切り口に移住推進型観光推進事業を東京、大阪な

ど都市圏に農山漁村で生活したいと望んでいる人

のための視察ツアーを募り、南予北部と南部で各

２５名程度を集め３泊４日で実施するとあるが、

受け入れる側が西予市となれば、現状を見れば非

常に恥ずかしい状態にあるのではないか。 

 一例を挙げるならば、県道宇和三間線ではごみ

の不法投棄に対する立て札が、「警告ごみ捨てだ

め」等３０本余り立てられ、車の避難場所が上下

線合わせて４カ所あるが、それもロープを張って

使えなくしている。観光客から見れば嘆かわしく

思うに違いありません。全市を挙げてごみの不法

投棄をなくすべきであると思います。 
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 そこで、より美しくするために宇和川にニシキ

ゴイを放流してはどうだろうか。農業集落排水施

設、下水施設も完備しつつあり、清流を取り返

し、子供たちが水の中で遊ぶ日も近いと思われま

す。全国的にもニシキゴイが町の中の小川で泳ぐ

町があります。その名前を聞くにつけ、市民の人

柄がうかがえるではないでしょうか。自然の大川

にニシキゴイが泳ぐ町の名前は余り聞きません。

近くでは、西条市、保内町ぐらいかと思います。

宇和川の河川改修も進み、護岸も整備されてまい

りました。特に、卯之町駅裏の河川公園は、十分

管理されれば市民の憩う絶好の場所です。潤いの

あるまちづくりの一貫として河川公園から三島神

社橋上、れんげ団地横、宇和保育園、中川小学校

横等が放流の適地と考えます。 

 専門家に聞きますと、２０センチ以下の魚は鳥

のえさになってしまいます。そこで、地域の池を

借りて１年間飼育すれば３０センチに育ちます。

ニシキゴイ１匹２００円で保護、放流経費合わせ

ても２０万円もあればできることです。毎年継続

すること、自然保護、環境美化の面からも西予市

のイメージアップになります。河川を訪れる方々

を和ませ、青少年の情操教育の面からも効果が大 

きいものと期待できます。また、大雨でコイが逃

げるのではないかと思われますが、黒ゴイが大雨

でも逃げずに住み着いていることから、その心配

は無用かと思われます。市の考え方をお聞きいた

します。 

 次に、少子・高齢化対策についてお伺いいたし

ます。 

 日本の人口も２００７年より減少すると予測し

ていたが、２年も早く減少に転じた。西予市も合

併当時、平成１６年４月１日の時点で４万７，０

４３人が平成１８年１月３１日現在４万６，２１

７人となり、１年と１０カ月で８２６人の減少と

なり、月平均では３７人の減少となっている。し

かも、高齢化率は平成１８年２月１日現在３３．

６％となっている。 

 そこで、少子・高齢化対策として、適齢期の人

が多いので、積極的な結婚対策を打つべきだと思

う。未婚者の多い要因は、基幹産業の第１次産業

の低迷にあるのではないか。ある地域の集落は崩

壊しようとしています。それは、若者が住むにも

収入がないことであります。今までは公共事業に

兼業として収入を得ていましたが、その公共事業

もピーク時の半分となり、また企業誘致も望めな

い状態で、雇用創出には第１次産業の素材を生か

した１．５次産業が必要で、海、山、里の豊富な

地域資源を発掘し特産品化を図り、若者が住みた

い、また環境づくりが必要である。 

 世相としては晩婚化、家族制度の崩壊、経済的

問題、グループ活動の減少、核家族化、女性の社

会進出、昔いたような世話人がいなくなった等、

いろいろの要因があると思います。私も平成１３

年、宇和町の結婚推進委員をしていました。現在

のように毎月５日結婚相談日を設けていて、神戸

へのツアーや地域でのパーティー等出会いの機会

を図ってきたが、個人の考え方や理想や結婚観も

異なり、まとめることができませんでした。西予

市になって５町からの選択肢ができたので可能性

は高くなったと思います。 

 そこで、提案ですが、思い切った施策が必要と

考え、強引とまではいかない見識の高い専従者と

合併記念結婚祝い金５０万円を出してはどうだろ

うか。真剣に取り組む時期に来ていると思います

が、お考えをお聞かせください。 

 以上で私の質問を終わります。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 坂本議員の住みたい住みよい

まちづくりについて、最初の質問の市の花、木、

鳥等の活用方法について答弁を申し上げます。 

 西予市の花、木、鳥、魚、昆虫にはそれぞれレ

ンゲソウ、ブナ、ウグイス、アジ、蛍を選定し、

去る２月１日に制定いたしました。この制定内容

の周知、紹介につきましては、広報せいよ３月号

及び西予市ホームページで行ったところであり、

また本年度制作いたします市政要覧にも記載の予

定であります。今後においても、観光等各種パン

フレットにも折り込むなど、市のイメージアップ

を図っていきたいと考えております。 

 議員からご提案いただきました市の宣伝とイメ

ージアップを図る上で、市の花に指定したレンゲ

ソウを市の車に描くことはできないかということ

でありますが、レンゲソウに限らず他の鳥や魚等

も対象にしたいと思います。大変ユニークなアイ

デアをいただきありがとうございます。しかし、

市所有の全車対象にするとなれば多額の経費が伴

うことが予想されますので、今後検討していきた
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いと考えますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 また、ブナの木の植樹でありますが、自生して

いる日本の南端は鹿児島県の高隈山ということで

あり、また野村ダム周辺には既にブナが植栽され

生育しているという状況を見ますと、生育の可能

性があると思われますので、環境の面、自然保護

の面等を考慮しながら公園や山地等集団的な植樹

も検討していきたいと考えているところでありま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 それでは、住みたい住みよいま

ちづくりについての宇和川にニシキゴイをという

ご質問にお答えをいたします。 

 本質問は肱川上流漁業権の関係、また河川公園

の関係、青少年の情操教育と環境など多岐にわた

ると思いますけれども、私の方でお答えをさせて

いただきます。 

 河川公園付近、宇和川の数カ所にニシキゴイの

放流をしてはどうかというご質問でありますが、

公共下水道、集落排水及び河川の整備も進んでお

り、昔の清流に返りつつあると思っております。

農山漁村を形成する西予市でありますが、里と総

称される宇和川は美しく清らかに流れる宇和川が

あり、その川にニシキゴイが悠然と泳ぐ情景は想

像するだけで心が和んでまいります。環境美化に

も当然つながってくることでありますし、前向き

に考えていきたいと考えております。 

 しかしながら、少し心配することがありますけ

れども、ご案内のとおり宇和川は肱川上流漁業組

合の管轄でありまして、現にアユ、フナ、ウナギ

等については相当の事業費で放流をしているとい

う状況もあります。鑑札を持っていれば漁ができ

るということでもあります。ニシキゴイの放流

は、観賞用で道行く人の目を楽しませてくれる目

的でもありますので、その辺のことも含めて漁業

関係者等とは十分協議をしていきたいと、検討し

てまいりたいと思っております。それと何より、

河川沿いに住む人、地域の人の思いが一番重要に

なってくるんではないかなと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 坂本議員の少子・高齢化対策に

ついて生涯学習課が進めております結婚推進委員

会について説明をし、答弁といたしたいと思いま

す。 

 西予市結婚推進委員会が昨年７月に発足し、各

町から推進委員を選出していただき、各地区の結

婚を希望する人に結婚推進委員会への登録の呼び

かけ、登録をしていただいた資料に基づきまして

結婚推進委員さん間での情報交換、これに基づい

ていろいろな結婚推進活動をスタートいたしてい

るところでございます。また、結婚相談につきま

しては、先ほど議員がお話になりましたように、

旧宇和町時代が実施をしておりましたように毎月

５日の日に本庁、中央公民館、明浜中央公民館で

実施をいたしておるところであります。今、西予

市になって２年目を迎えておるわけですけれど

も、この結婚推進委員会で進めておる事業を当分

の間は見守っていきたいというふうに考えており

ますので、議員が提案していただきました専従者

の問題あるいは祝い金の関係については、現在の

ところ考えておりません。 

 そこで、このような中、城川町で１組、宇和町

で１組が、この結婚推進委員さんの活動によりま

して結婚いたしております。１８年度もこの方向

で進めていきたいというふうに思っておりますけ

れども、特にこういったような結婚推進委員さん

だけでなく、議員の皆さんにおかれましてはそれ

ぞれの地域の有志でありますし、世話役としては

一番現実の議員活動の中にもされておりますの

で、結婚推進についてもお骨折りをいただくと大

変ありがたいというふうに思っておりますので、

どうかよろしくお願いをしたらと思います。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 森部長からは力強いご返事

をいただきまして、町バスのいろいろな市の花、

木ほかもいろいろシンボルとしての宣伝が出てく

るんじゃないかというように非常に期待をしてお

ります。 

 これに関しては、宇和町当時にれんげのバスで

県外へ行きますと、非常に県外の人がよく見てく

れました。そして、質問を受けました。そういっ

たことで、レンゲの花というのは非常に清らか
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で、心和ます非常にいい花じゃと、そうであると

私は信じておりますので、ぜひこれを積極的に展

開していただきたいと思います。 

 そして、河野部長からの結婚祝い金の件でござ

いますが、過去ずっと何年間、私は平成１３年に

公民館長のときに担当いたしまして始めたことな

んですが、それ以後相当真剣に皆さん取り組みを

されたと思います。紹介して成約というんです

か、もう結納を交わされた人に関してはその紹介

者に対して３万円を出そうかとか、過去には出し

てきた経緯もあるんじゃないかと思いますが。一

向にらちが明かんのやないかということが現実問

題だと思います。 

 それで、この５０万円を経費と見るか投資と見

るか、そういった判断も必要やないかと思いま

す。それで、一つの案としては、今そんな考えは

ないとおっしゃいますならば一つ提案をしたいん

ですが、今、西予市長がごみを８億円もかかって

おるとこを１億円減らそうやないかということを

提言されております。これを呼びかけて１億円減

らした半分をこの祝い金に持ってきたら、仮に

５，０００万円だったら１００組が誕生するわけ

です。これは、住民の参加によってそういうこと

がなし遂げられるわけです。だから、今ごみを１

億円減らすんだったら、もうあと５，０００万円

減らそうやないかと、みんなが。それで、その祝

い金になるんだったら生きてくるんやないかと。 

 ということは、これ一つにごみの投棄の問題も

関連するんですが、やはりごみを減量しよう、な

くしようやないかと言ったって、やはり努力目標

を定めてやらんと住民はついてこないと思うんで

す。そやから、ここで発想の転換を図って、５，

０００万円を祝い金として皆さんに、１００組に

与えるんだと、皆さん協力してくれんかというよ

うな方策もあってはいいんじゃないかというな考

えを私は持つのですが、その点についてちょっと

ご返事をいただいたら。ただ、経費と見るか、そ

ういうことをちょっと基本的な考え方をお聞きし

たい。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 坂本議員の結婚祝い金の関係な

んですけれども、先ほど議員が石城公民館長をさ

れておった当時の、俗に言う成立したとき、この

結婚推進委員会活動でカップルが生まれた場合、

この場合は３万円出しておりました。現在も、こ

の結婚推進委員会の予算内での推進委員さんがい

ろいろな活動をされて生まれたカップル、先ほど

城川に１つと宇和町で１つと言いましたけれど

も、この分の世話をしていただいた推進委員さん

には結婚式に呼ばれて経費も要るということで、

３万円同じように経費を出しておるわけですけれ

ども。 

 先ほどの祝い金５０万円の関係については、こ

の結婚推進委員会の予算の中でそれを計上してい

くということになると、とても金額的に無理がい

きますので考えておりませんというような答弁を

させていただいたわけですけれども。先ほどごみ

の関係も含めまして、いろいろ市民のごみ問題の

やる気や目的なんかの意識づけにというふうな話

があったわけですけれども。 

 例えば、去年の４月から今年の３月３０日まで

西予市に婚姻届を出された件数が１４３件ありま

す。これに５０万円掛ければ、とても５，０００

万円以上超すわけですけれども。それと近隣市町

村の結婚祝い金の関係で調査をしてみますと、伊

方町については、農業後継者といいますか１次産

業の後継者については１０万円支給をされており

ますけれども、それ以外のところの市町村にはあ

りませんので、これを先ほどのような議員の話か

ら検討するということになると、教育部の結婚推

進委員会という枠から福祉の関係とか、いろいろ

な部署等協議をして検討していかなければならな

い、このように思っております。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 まことにありがとうござい

ました。それで、子育て支援センターとか子育て

の分野においては今、取り組みが非常になされて

おるんですが、子育て以前のここを通り抜けなか

ったらいけんのが結婚じゃないかと思うわけで

す。そこへ入れば子供はある程度、出生率が１．

２９ですか、そんぐらい出てるわけですから、自

動的に子供はある程度は生まれてくると思うんで

す。ここに到達するまでが子孫繁栄のための一つ

のこれが結婚が前提になるわけです。 

 だから、ここの子育てがあるんじゃったら、そ

の前には子づくりがあるんじゃないかという発想
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です。それには結婚をしなかったら子供は生まれ

てこない。だから、あくまでもこのテンポが今ぬ

るい。結婚の適齢期に来た人が早く結婚をするよ

うな状況をつくってやるということが、やはり一

番の先決やないかと思いますので、ぜひそういっ

たことをお願いして私の再質問を終わりたいと思

います。 

 

○議長 答弁要りません。 

 

○３０番坂本隆重君 申しわけございませんが、

西予市の展望として子育てもいいんですが、市長

のお考え、もしございましたら。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、最後に再質問についてお

答えさせていただきます。 

 今ほどおっしゃるとおり、結婚問題というのは

やはり人口の問題と非常にかかわってきまして、

重要な問題だと私どもも認識しております。た

だ、結婚とは一般的に、法的にも言いますと両性

の精神的肉体的結合であると言われますけれど

も、単に２人が愛しただけでできるわけではあり

ません。したがって、お互いが理解をし合って初

めて結婚とはできるわけでありますので。だか

ら、単なる投資という一つの考え方では結婚とい

うのは難しいんではなかろうかと、このように判

断をしております。 

 ただ、今後の一つの考え方の中では、結婚推進

委員会とあわせて、この西予市の中でＮＰＯ法人

みたいなのが誕生していくような流れのことがで

きたら非常にいいのではなかろうかという個人的

な考えはあります。そういうところほど柔軟に対

応して、また結婚に対する推進に対してできる可

能性もあると、そういうところについては先ほど

のごみの減量化に伴う支援措置といいますか、そ

のことを考えていいのではなかろうかと、このよ

うに判断をしております。 

 以上でございます。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 これをもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次会はあす３月１０日午前９時より会議を開き

ます。 

  散会 午後１時５９分 
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議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は３０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

 

○議長 日程第１、これより一般質問を行いま

す。 

 通告順に質問を許可いたします。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 おはようございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして質問をさせていただきた

いと思います。 

 昨日、市長より平成１８年度の当初予算の説明

がありましたが、大変厳しい予算になっておりま

す。そこで、これから５年、１０年後の西予市の

財政見通しが一体どうなるのか、そのことにつき

まして、まず質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 三位一体の改革のあらしが日本じゅうの地方自

治体の財政を直撃いたしております。三位一体と

はもともと宗教用語であり、今問題になっている

三位一体の改革の三位とは国庫補助金、地方交付

税の削減と税源移譲を指しており、三位一体とい

う言葉を使うとすれば国と県と市町村の関係がま

さしくそれに該当すると思います。国がくしゃみ

をすれば市町村が風邪を引くという、非常に密接

な関係にあることは申し上げるまでもありませ

ん。これから行われるすべての国の改革は、西予

市にすべて降りかかってまいります。 

 三位一体の改革とは、これ自体が目的ではなく

あくまでも手段であります。本来の目的とは、財

政改革と地方分権であり、これを達成する手段が

三位一体の改革ということになります。なぜ、こ

れほどまでに三位一体の改革が重要であり急を要

するのか、それは言うまでもなく国の財政が待っ

たなしの段階に来ているからにほかなりません。 

 今、国と地方を合わせた債務残高は、２００５

年９月の段階で８００兆円を突破しました。借り

入れも含めますと、既に１，０００兆円を超えて

いるというのが大方の見方であります。国の税収

が５０兆円規模ですので、税収の１割を返済に充

てたとしても２００年かかる計算になります。し

かし、現実には借金を返済するのに毎年新たに３

０兆円借金をして返済しているのが現状でありま

す。１，０００兆円という借金のお化けが出てい

るにもかかわらず、だれも驚かない、まことに不

思議な国だと私は思います。こんなことがいつま

でも続くとは到底考えられません。 

 そこで、出てきたのがプライマリーバランスの

黒字化であります。プライマリーバランスの黒字

化とは、過去の借金の元利償還金をとりあえず除

いた国の歳入歳出を、借金をしないで予算が組め

るようにしようという考え方であります。ちなみ

に、２００５年末のプライマリーバランスは１５

兆９，０００億円の赤字でした。政府はこれを２

０１１年までに黒字化すると言っております。１

５兆円という金額が一体どれぐらいの金額なの

か、到底ぴんときません。そこで、国の一般会計

の中から、この金額に該当する予算を調べてみま

すと、ちょうど地方交付税額がほぼこの金額に該

当します。要するに、今後５年間で地方交付税を

ゼロにするに等しい額の歳出削減を国は実施しま

すと言っているわけであります。いろいろ不満が

あっても、国が財政破綻を起こさないためには避

けて通れないハードルであります。 

 プライマリーバランスの黒字化を実施した場

合、西予市は一体どうなるのでしょうか。先ほど

申し上げましたように、地方交付税をゼロにする

に等しい額の歳出削減を実施しない限り、この目

標は到底達成できません。西予市の平成１７年度

の地方交付税額は１１８億円であります。これに

等しい額の削減が今後５年間で実施されるとすれ

ば、単年度で２２億円から２３億円の削減という

ことになります。 

 先般の財政課長の説明によれば、１８年度の当

初予算額は前年度対比２３億１，０００万円の減

額ということでありました。偶然かもしれません

が、数字が一致いたします。他の条件が変わらな

いとすれば、来年度以降も毎年２０億円に近い額

が減額されるということになります。５年間で１
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００億円の減額ということであります。 

 そもそも西予市の適正な予算規模とは一体幾ら

なのでしょうか。国が適正な財政運営を将来行う

と仮定すれば、当然毎年発行している３０兆円の

赤字国債をやめなければなりません。そうすると

国の一般会計規模が５０兆円規模になります。今

の６０％であります。これが今の日本の適正財政

規模であり、これを西予市に当てはめますと、１

７年度の当初予算額が２５０億円規模であります

ので、これの６０％すなわち１５０億円が当面の

適正財政規模ということになります。１００億円

減額になります。これも先ほどの額と一致いたし

ます。 

 結論を申し上げますと、そう遠くない時期に西

予市の財政規模は１５０億円近くになると考える

のが正しいのではないでしょうか。もし、そうな

らなかったとしたら、消費税が１５％以上になっ

ているか、この国が財政破綻を起こしているとき

だと私は思います。 

 １月１５日付の愛媛新聞に自治体破綻法浮上と

いう記事がありました。三位一体の改革後の課題

として、多額の借金を抱えた地方自治体を民間企

業のように破綻再建させる新たな法制度の導入が

今検討されております。また、同じ日に財務大臣

が、歳出面の見直しは聖域なくやる、社会保障や

地方交付税の改革なしには進まないというふうに

述べられ、２００７年度はさらに一段の歳出抑制

に取り組む方針を明らかにされております。西予

市として、これにどのように立ち向かうのか、抜

本的な改革を実施しなければ破綻法の適用を受け

ることになりかねないのではないかと心配をいた

しております。年度当初に当たり、西予市の将来

の短期、中期の財政見通しをどのように見ておら

れるのか、あわせて市長の改革への取り組みの決

意についてお伺いをいたします。 

 次に、第２点目といたしまして、自治基本条例

の制定についてお伺いをいたします。 

 さきの１２月の一般質問におきまして、山本英

男議員が同じ質問をされ、助役の答弁では、条例

制定はいわば時期尚早であり今後の市政運営の一

考にしたいという程度の答弁でありましたが、あ

えて再度質問させていただきたいと思います。 

 自治基本条例、一般的にはまちづくり基本条例

と言っている自治体がほとんどですが、これは答

弁にもありましたように地方自治体の憲法であり

ます。新しい国がスタートすれば、まず取りかか

るのが憲法の制定であります。今回の平成の大合

併が過去の２度の合併と大きく違う点は、過去の

２度にわたる合併は中央集権国家としての体制固

めであったのに対して、今回の平成の大合併は地

方分権社会への体制づくりという、全く１８０度

方向転換をするための合併であるという点であり

ます。いわば明治以来続いた廃藩置県から廃県置

藩に逆戻りをするという新しい国づくりが今始ま

ろうとしているわけであります。今日までの自治

体運営には地方自治法が厳然として存在し、地方

が口を挟む余地は全くといっていいほどありませ

んでした。しかし、今地方自治法の改正も含めて

大幅に変わろうといたしております。そのような

時代変化の中で大ざっぱに言えば、自治法をバイ

ブルとする時代は終わったと考えるべきではない

でしょうか。 

 当然それに変わる新しい仕組みとして、条例の

制定が全国で始まっているのではないかと思いま

す。特に、地方分権の推進で自治体の枠組みや自

治を実現する仕組みを整えることが必要不可欠に

なってまいりました。今の自治法では、市民参加

や市民協働、情報公開などの自治運営に当たって

の基本となる事項に関する規定が存在しません。

これでは不十分であり、これでは理想とする分権

社会をつくることはできません。西予市には市民

憲章もまだできておりません。合併という新しい

枠組みができて、このまちが何を目指して今後ど

のようなまちづくりを進めていくのか、市民にわ

かる形を示さなければなりません。過去の憲章の

ようにおざなりのものではなく、だれからも愛さ

れだれでもが口をついて出てくるような生きた憲

章、条例制定が必要不可欠だと思います。例えば

昨年、総務常任委員会で視察を行いました群馬県

草津町の町民憲章には「歩み入る者にやすらぎを

去りゆく者にしあわせを」と書かれておりまし

た。観光を基幹産業とする草津町に最もふさわし

い憲章であると私は感心をいたしました。 

 このように市民憲章、自治基本条例の制定は、

これから始まる行政と市民の協働作業の指針であ

り、以前のようなつくることが目的の憲章、条例

ではなく、使うことを目的とした憲章、条例をつ

くるべきだと思います。例えば、市長のあいさつ

の中には、頻繁に市民憲章、まちづくり、条例が

引用され、市民と行政は条例に照らし合わせて議
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論できるような関係を持つべきだと思います。条

例は行政がつくるものと思われがちであります

が、立法権を持つ議会がつくることも可能であり

ます。しかし、今回はあえて、行政、議会、市民

の協働作業でつくるべきだと思います。そのこと

によってお互いが尊重し合い、利用しやすい生き

た憲章、条例ができるのではないかと思います。 

 西予市はスタートに立ってどれだけの条例がつ

くれるのか、このできいかんがこれからの西予市

を決めるのではないかと思いますが、再度理事者

の考えをお伺いしたいと思います。 

 最後に、リーダーの育成についてお伺いをいた

します。 

 戦国時代甲斐の国主武田信玄が、「人は城、人

は石垣、人は堀、情けは見方、仇は敵なり」と言

った言葉は余りにもよく知られた言葉であります

が、時代がどのように変わっても人の大切さは今

も昔も全く同じであります。自治体であれ会社組

織であれ、地域社会においてもそれを動かすのは

人であり、よくするも悪くするもつまりは人であ

ります。このような中で、地域社会においては極

端に若者が減少いたしております。少子・高齢化

はとどまるところを知らず、限界集落といわれる

地域が毎年ふえております。 

 このような現状の中で、一番心配されることは

地域のリーダーが不在になることであります。以

前はどの村にも口やかましく地域の世話をする世

話役がいました。あるいは全国の農産物の産地に

行けば、それを推し広めた強力な集落営農のリー

ダーがいたことがわかります。しかし、今第１次

産業の衰退とともに、とにかく集落にリーダーが

いなくなりました。特に戦後の民主化は個人主義

を極度に助長し、田舎においてすら例外でなくな

りました。これから財政がさらに厳しくなること

を想定すれば、当然自立することが求められ地域

のことは地域でやるしかありません。しかし、残

念なことは、これをリードしていくリーダーがい

なくなってきているという現実であります。 

 このような現状を見かねて、農水省も２００６

年度の新規事業で集落営農のリーダー育成を喫緊

の課題と位置づけ、集落営農育成確保緊急支援事

業を立ち上げました。集落の方針づくりから組織

化、法人化までを後押ししてもらうリーダーを育

成するに対して２０億円を計上し、全国５００地

区を想定して活動費を助成する方針であります。 

 これとは別に自治体の人材育成も活発でありま

す。徳島県上勝町の人づくりの取り組みとしての

一休塾、内子町では昭和６０年から農家、役場、

農協等で構成する知的農村塾を開催していること

は有名であり、それぞれに効果を上げていること

も事実であります。 

 いずれにしても人づくりは息の長い取り組みで

あり、まさにローマは一日にして成らずでありま

す。西予市においても、人づくりに対して真剣に

取り組むべきであると私は思います。厳しい財政

の中でめり張りをつけ、特化すべきことは思い切

って特化すべきだと思います。夢のあるまちづく

りとは、とりあえず人づくりだと私は思います。

講義、研修、実践を繰り返し強靱なリーダーを育

成すべきであり、そのための投資として優秀な講

師陣、研修費、活動費を支援すべきだと私は思い

ます。２１世紀、西予市が豊かで誇りあるまちに

なるためには、とりあえず優秀な地域リーダーづ

くりから始めるべきだと思いますが、市長の考え

をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと

思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 どうもおはようございます。 

 きょうは傍聴席にこのように多くの方が来てい

ただきまして、本当にありがとうございます。こ

のような一般質問のときに、これだけの方が来て

いただきますと、私どもも議員の方々も気合いが

入るし、緊張したいい影響の討論ができるのでは

なかろうかと、このように思っております。 

 元親議員の質問にお答えいたしますけども、い

つもすごく勉強されておられまして鋭い質問であ

りますので、私どもも心を入れて答えなくちゃい

けないと、このように思っております。 

 まず、私の方からは、今の一番最初の今後の財

政見通しと改革断行の決意についてご質問にお答

えしたいと思っております。 

 財政見通しに伴う改革の断行でございますけれ

ども、これにつきましては昨日私の方の所信表明

演説で詳細にわたって述べました。したがいまし

て、重複は避けさせていただきますけれども、基

本的には入るを図りて出るを制す、先を図りて今

を制すの精神で、この改革を進めていきたいと、

このように思っておるところでございます。 
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 今、国の言われておりますプライマリーバラン

スについて少し言わせていただきますと、今議員

も質問の中で言われました、歳出のみでプライマ

リーバランスを黒字化するという考えで国はある

のではないんじゃなかろうかと私は思っておりま

す。歳出削減というのは一つの大きな、最初は出

してきておりますけれども、基本的には経済理論

的に言いますと、この経済理論に基づく経済政策

ということから考えてみますと、経済成長率を高

目に誘導をいたしまして長期金利を低位安定とし

た場合には、経済活性化に伴う税収の自然増とい

うことになろうかと思います。これは経済理論で

ありますが、そこを一つの考えに持っておるって

ことは間違いないと、このように思っておりま

す。だから、政府はプライマリーバランスの黒字

化に向けて、今の私の言った考えやあるいは税制

改正等々諸政策で実施するのではないかと、この

ように私は期待をしておるところでございます。 

 西予市の財政見通しでございますけれども、今

までずっとお示しをさせていただきました数値で

ございますが、この平成１６年度決算における主

な政策の報告書、これも出させていただきまし

た。その中の２１ページに歳入と歳出のことを細

かく、小さい数でありますが出させていただいて

おります。これは平成３０年度までの数字を示し

たところでございますけれども、平成３０年の段

階で１９３億円ぐらいの数字をこのように見通し

ておりますが、現在のところ、これが私どもが

中・長期的に見る数字としては、現段階において

は現市政が一番近いと、このように思っておると

ころでございます。 

 以上です。 

 

○議長 別宮助役。 

 

○別宮助役 元親議員の自治基本条例、さらには

市民憲章につきましてお答えをいたします。 

 合併前の旧町には、１町を除く４町で町民憲章

が制定をされておったわけであります。これはま

ちづくりのシンボルとして町民の心の支えになっ

ておりました。こうした憲章は、法律として扱わ

れるものではなく、町の個性や象徴、また誇り、

市民の理想や志、あるいはまた誓約的な意味合い

を持つものであろうかと思うわけでございます。 

 市民憲章は、市民にその意義が理解され、自発

的行動意欲を喚起をいたしまして、実践運動を通

してその精神が広がり、市民参加のまちづくりの

総合的な根拠となり続けるならば、そこに市民の

町への誇りや愛着が生まれ、夢のあるまちづくり

の基礎となるものと考えるものでございます。 

 この市民憲章につきましては、合併協議の中で

も合併後制定をする、このような取り組みになっ

ておるわけでございます。先ほど元親議員の方か

らご指摘がございましたとおり、西予市民に最も

ふさわしく、だれもが理解でき実践できる皆さん

に易しい憲章を制定するようなことを検討してま

いりたい、このように考えておるわけでございま

す。 

 ２点目の自治基本条例でございますけれども、

自治体が制定する各種の条例は行政運営上の根拠

となるものでございます。住民の権利、義務、負

担の根拠、あるいは行政運営の内部管理や公の施

設の設置及び管理に関するものなど適用対象を規

定をいたし、義務、強制力、罰則といった法的実

効性が生まれてくるものであろうというふうに思

っております。 

 自治基本条例は、日本憲法の理念いわゆる主権

が国民に存すること、国政が国民の厳粛な信託に

よるもの、権威は国民に由来し、権力は国民の代

表がこれを保持し、その福祉を国民が享有するこ

との憲法の理念をヒントにまちづくりを推進する

手法として、各自治体の主体は市民であることを

明確にする、このようなものであろうかというよ

うに思っております。したがいまして、この条例

ができますと、自治体の憲法としての総合計画や

他の条例よりも上位に位置する、市が定めます最

高規範となります。市は他の条例等の制定、改廃

に当たりましても、基本はこの条例の内容を尊重

し、この条例に適合させなければなりません。 

 これまでは、それぞれの条例等により行政を運

営してまいりました。特に支障はないわけでござ

います。本定例議会に提案しております西予市第

１次総合計画の基本理念といたしまして、協働、

自立のまちづくりを掲げております。この協働、

自立が、地方分権社会の構築が進められる中、こ

れからのまちづくりの一つのキーワードになって

くるというふうに考えております。 

 行政、市民の協働によるまちづくりを進めてい

く上では、地方自治の本旨にのっとり、市民とそ

の信託を受けた市、議会、市長との間で、将来に
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わたり共有すべき考え方や自治を実現していくた

めの仕組みをみずから定めることということは大

変重要だというように考えておりますし、行政手

法の選択肢としてさらに今後研究を深めていきた

いと、このように考えておるわけでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 続きまして、地域リーダーの

育成についてお答えをいたしたいと思います。 

 まちづくりの主役は、いつの時代にありまして

もそこに住む住民が主役であり、町という舞台で

まちづくりを演じるのは紛れもなく住民お一人お

一人でございます。 

 しかし、幸せを追求するそうした活動には必ず

その核になるリーダーが必要でありますし、また

これまで存在しておりました。これが、まちづく

りは人づくりといわれるゆえんではないかと思い

ます。知識だけでなく高い識見と情熱、みずから

考え行動できる魅力ある人のところには、魅力あ

る人を育てるシステムが自然と生まれてまいりま

す。人づくりのためには、そのシステムづくりが

大変重要になってくると思っております。人は必

ず年をとっていきますので、次世代の担い手を常

に育てていかなければなりません。これは地域コ

ミュニティーづくりだけのものだけではなく、農

林漁業や商工業などあらゆる分野で言えることで

あります。 

 こうしたすぐれた経営者や地域リーダーを養成

するためには、これまでにも行政や農林漁業関係

者を初め関係機関が連携して、認定農業者の育成

や新規就農者の掘り起こし、中核担い手の集団的

組織化及び支援、経営相談あるいは指導、マーケ

ティング等の情報提供、また公民館や社会教育等

を通じて鋭意取り組んできたところであります。

人は語るべき人生を持ち、親は子へ、子はそれを

孫へ伝えるということがあります。それぞれの分

野で活躍いただいている優秀なリーダーが農林漁

業、商工業にあってはすぐれた経営を、地域づく

りにあっては熱き思いの郷土愛を、子や孫に永々

と継承していただければ産業が、町が輝きを増し

てまいります。 

 今後、いろいろな外郭団体が主催する地域おこ

し研修会やまちづくり活動事業、講師等派遣事

業、アドバイザー事業等がございますので、これ

らも活用しながら、また行政の各事業課が総合的

な連絡調整を行って、経営や地域づくりの優秀な

リーダー養成に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 ここでは２点まで再質問がで

きるということでございますので、２問再質問さ

せていただきたいと思いますが、その第１点目と

して、３月６日、ここで全員協議会が行われまし

た。その折に、市長の答弁にありましたが、今の

第三セクターの経営状況が非常にどことも悪い

と。その悪い原因というのは、それをつくる段階

で、市長は英語でニーズとウオンツということを

使われましたが、必要だからつくったのではなく

欲しいからつくった、だからスタートの段階で若

干の誤りがあったがゆえに、今の現状の第三セク

の運営が非常に厳しいというふうな説明がありま

して、私もまさにそのとおりだというふうに非常

に理解をしたわけでございますが。 

 そこで、今度は逆に、私市民の立場で行政に申

し上げたいわけですけれども、これからの行政運

営ですが、行政は何がしたいかというのではなく

何をしなければいけないか。これは先ほどの第三

セクの問題と同じ局面になるんではないかなとい

うふうに思っております。それは、何を言いたい

かといいますと、昨日市長の方からいろいろ説明

がありましたけれども、その中で市長の施政方針

７重要施策と、７項目の重要施策が上げられまし

たけれども、そこの中で私１つ抜けとるんやない

かなということを感じました。それは何が抜けて

るかというと、今の情報化社会に対応する市長の

姿勢がそこに上げてないということであります。

情報化社会とは、今のケーブルテレビあるいはま

たインターネットのブロード環境づくりでござい

ますけれども、今日本の社会で一番必要とされる

のは、私はまさにこれだというふうに認識をいた

しております。ところが、７つの重要施策の中

に、西予市はこれを上げておられません。これは

財政が厳しいから避けておられるのか、それとも

市長みずからがその必要性を認めておられないか

ら今回の重要施策に上がってないのか、この点を
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まず１点、お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、再質問についてお答えを

させていただきます。 

 後ほどニーズとウオンツのことも、別の議員の

方のご質問にお答えしようという考えではおりま

したけれども、今ほど出ましたのでニーズとウオ

ンツの違い、必要性と欲との違いっていうことに

ついては、私は基本的にそういう行政はやはりニ

ーズで動くべきだという考え方を持っております

ので、これもまたご理解をいただきたい、このよ

うに思っておるところでございます。 

 今ほど言われました情報社会への対応というこ

とで、昨日の私の施政方針の中の７つの重点の中

から抜けておると言われまして、非常に私も心配

をしながら聞いておったところでありますが、あ

くまでもあれはまず１８年度の予算に対する重点

的な施政方針でありまして、情報化社会に対する

対応というのは、していかなくてはいけない重要

なことであることは認識をしておるところでござ

います。 

 特に、ＣＡＴＶにつきましては、まだ答申を受

けていないという段階でございまして、答申を受

けた上で今後どのようにしていくかということ

を、また議員の皆さんや市民の皆さんと一緒に決

断をさせていただくと。だから、答申を受けん段

階で予算計上はなかなかできづらいというとこで

ありまして、ＣＡＴＶの必要性っていうのは皆さ

んも認識されておられますし、議員の皆さんも研

修、昨日もありましたけれども視察研修で十分勉

強されておられるところでありまして、このこと

については答申を受けた後に判断をし、必要であ

れば予算計上というふうに向けていきたいと思っ

ております。今はその段階でありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 第２点目といたしまして、地

域リーダー育成について再質問させていただきた

いと思います。 

 失礼な言い方をしますと、今の森企画部長の答

弁は少し概論というんですか、客観論的過ぎるん

じゃないかなと。もう少しせっぱ詰まったものが

私は欲しかったんですけれども。 

 といいますのは、先般私は鳥取県の智頭町とい

う町に行ってまいりました。鳥取県智頭町の中で

も一番田舎であります新田地区という世帯数１７

戸、人口５０名という小さな村に視察に行ってき

たわけですけれども、そこで非常に関心をいたし

ましたのは、わずか１７戸の過疎高齢化の見本の

ような村で毎月１回カルチャー教室を実施されて

おりました。平成１１年からスタートして、この

前行ったときに７０回目を数えておりました。 

 そこで一番びっくりしたのは、そこの講師の

方々のリストでありますが、それを見てさらにび

っくりしたんですけれども、もう日本で名のある

例えば中坊弁護士さんですとか、それから東大名

誉教授でありました大森彌、地方自治の最高権威

者といわれておりますが、そういう方ですとか、

それから尼崎市の市長、白井文市長ですとか、そ

ういった面々がずらっと並んで、それを毎月１回

開催をされておるということに大変驚きを感じた

わけでございますが、今まさにそういうふうに全

国的に、やはり地域のリーダーの育成をどうする

かということは真剣に取り組まれております。西

予市においてはそういった傾向が私は若干見えて

ないんじゃないかなという思いがいたしておりま

して、これからの町をつくるということは、先ほ

ども言いましたけれども人がつくるわけでありま

すから、どうしても人の教育をしていかなければ

これからの西予市、幾ら目標を掲げても達成でき

ないんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 ですから、この核となるリーダーはやはり行政

主導で私はつくっていただきたいと。そのために

はそれなりの投資が要りますので、それは行政と

して惜しまれては困るんじゃないかなという思い

で質問をさせていただきましたので、森部長に再

度お伺いしますが、市として私の今の質問に対し

て、今後取り組んでいく気持ち、実際に市政、行

動に移す気持ちがあるかないか、そのことを再質

問させていただきまして終わりたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 
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○三好市長 一応、今の元親議員の質問について

森部長の方でありましたけど、私の方にちょっと

答えさせていただきます。 

 今、鳥取県の智頭町の新田地区というとこです

か、すごいところだなあと思って聞いております

し、そういうとこの研修に行かれたことにも驚き

を感じております。私もぜひ一緒に連れていって

いただいたらありがたかったなと、このような思

いでありますけれども、今言われる中で思い出し

ておりましたのが、ケネディー大統領が最初に大

統領に出て所信をやられた教書の中で、いわゆる

国民は自分に何をしてくれるのではなしに自分が

国に何をできるのかということが大事だっていう

ことをケネディーが最初に言っておりますが、今

からやはり地域のリーダーを考えたときには、地

域のリーダーがみずから自分らがこの西予市に何

ができるのかという発想でやられているとこが、

やはりすばらしくなるのではなかろうかと思って

おります。恐らく新田地区というとこはそういう

ところではなかろうかと思いながら聞かせていた

だきました。 

 なるほど行政指導でリーダーを育て上げること

も確かに大切でございますけれども、しかしなが

らそれ以上に大事なことは、地域の中でみずから

リーダーが育っていくと、そういう環境づくり、

そういうリーダーが地域の中で育って、そういう

役割を果たしていただいたらありがたいなと思っ

ております。行政も地域リーダーに向けてのいろ

いろな育成については努力をいたしますが、とも

にそういう力も発揮していただきたいと、このよ

うに思うところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 次に、２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 平成１８年第１回定例会に

おきまして、一般質問の機会をいただきましたの

で、通告により質問させていただきます。 

 質問の前段に一言申し上げさせていただきます

が、以前の一般質問の中でご提案をしておりまし

た西予市内小学校全児童に対して防犯ベルの貸与

についてでありますが、本年度貸与時期の差はあ

りましたけれども、全小学校に配備が完了し、西

予市内小学校足並みそろえた防犯ベルの貸与の対

策ができ上がりましたと教育部よりの報告をいた

だきました。大変喜んでおるものでございます。

また、数々の防犯対策の実施においては、西予警

察内の防犯協会の協力や教育委員会、ライオンズ

クラブ、また地域のボランティアの方々の支援が

あり実施できましたとの報告も聞き及んでおりま

す。その真心からのご支援に対して、大変感謝い

たしているものでございます。今後さらに官民力

を合わせて、未来を託す幼い児童の身辺に起こっ

ている残忍な被害から守るために、防犯意識の向

上に努力することをお誓い申し上げて質問に移ら

させていただきます。 

 初めに、公営住宅階段に手すりの設置について

お伺いをいたします。 

 ご存じのとおり、公営住宅下松葉団地は３棟か

ら成り立っております。建築後、約２６年から２

８年たっていると言われておりますが、３棟とも

３階建てでありますが、全く手すりがつけられて

いない団地となっております。 

 ３階に入居されておりますＩさんは１０年ほど

住居されておりますが、奥さんが身障者で足が悪

くなり、３階までの上りおりにご主人の手を借り

ながらの生活で、手すりのない階段に大変苦慮さ

れておられます。また、団地内の３棟の数人の方

に聞き取り調査を行ってみますと、将来は必ず手

すりをつけてほしいとの声が返ってきました。ち

なみに、団地内の身障者の方の世帯は１５世帯と

聞き及んでおる状態ですので、手すりの必要性が

高いと思われます。一人の人間の生命は地球より

も重いとあります。手すりは転倒防止策の一つで

もありますし、安心、安全の公営住宅へ改善すべ

きだと思います。 

 以前に市の方にも要望し、担当の調査員も下見

に来ているとのことでございますが、手すりの設

置について今後どのような計画でしょうか、お伺

いをいたします。 

 次に、古代ロマンの里づくり進捗状況について

お伺いをいたします。 

 産・官・学いわゆる地域、行政、大学が協働

で、三位一体になって発掘調査が進められており

ます。歴史を掘る、文字どおりの古代文化の足跡

をたどり、今ここに日の目を見る古代ロマンの里

が開かれるときが来たことを思いますと、胸の高

鳴りを覚えます。 

 私は、旧宇和町議会の折に、ある方から私の山

に古墳があるが宇和町がもう少し管理をしてほし
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いとの要望を受け、一般質問に取り上げたことが

あります。その中で、宇都宮町長当時は、愛媛大

学考古学研究室の下條信行教授に依頼して発掘調

査を行っているとの答弁があり、古代遺跡と里山

の共生を求めて発掘し保存して、住民が活用でき

るものに仕上げたいとの答弁でありました。それ

が、今の古代ロマンの里構想の産声であり、第一

声であったわけでございます。以来１０年余りの

発掘調査を重ねて、宇和の古墳が歴史上重要な位

置にあることが見えてきたと大学側では報告され

ております。 

 遺跡には、永長上横田遺跡、田苗真土遺跡、山

田細狩遺跡、岩木原田遺跡、上松葉谷川遺跡、笠

置峠古墳、岩木赤坂古墳等、代表的な７つの遺跡

をつづりましたけれども、いずれも南予最古の弥

生土器や南予最古の竪穴住居石室、またよろいか

ぶとを出した赤坂古墳等、１０００年から１６０

０年前の文化遺産であるといわれております。宇

和盆地になぜこのような形で古墳が存在している

かを調査し保存して、後世につなげる責務がある

と私は思うのであります。大学教授の方々、学識

経験者の方々も大変応援をいただいております。

これまでの古代ロマンの里構想、発掘調査や整備

上の現状、これまでの経過を関係各位に中間発表

としてお尋ねをしたいと思います。 

 終わりに、考古館の建設についてお尋ねをいた

します。 

 古墳から出たものや地域の出土品の展示室、復

元や整理が行われる場所、または立体地図や写真

展示等が行える考古館的な建物が必要であると思

われます。建設場所の設定はどのようになってお

るのかも関係各位にお尋ねをしたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 山本議員の１点目、公営住宅階

段に手すりの設置についてのご質問にお答えいた

します。 

 公営住宅は、住民の福祉を増進する目的を持っ

て供給される施設であります。このため公営住宅

及び共同施設の管理を適正かつ合理的に行い、入

居者に対しては、当該施設には必要な注意を払

い、これらを正常な状態において維持管理するよ

う義務づけられております。 

 議員ご指摘のとおり、公営住宅下松葉団地は昭

和５３年から５５年に３棟とも３階建てで建設さ

れ、階段９カ所は手すりが設置されていない現状

であります。入居者につきましては、６５歳以上

の高齢者が１５名、また歩行に支障を来している

方が３階に入居されていますので、手すり等の整

備が必要であると認識してるところであります。

このことにつきましては、平成１８年度より入居

者の皆様と協議の上、手すりの設置に急を要する

場所から整備を図り、入居者の安全確保に努めた

いと考えております。 

 今後も、公営住宅に関する管理につきまして

は、入居者の方々と調整を図り、住み心地のよい

安全で安心な住宅管理に取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 山本議員の古代ロマンの里づく

りについての質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、平成７年の岩木赤坂遺跡の発掘調査以

来、旧宇和町における弥生時代並びに古墳時代の

主要な遺跡を愛媛大学考古学研究室の協力を得な

がら調査をしてまいってきております。特に、古

代ロマンの里構想では、古墳時代の笠置峠古墳、

小森古墳、岩木赤坂古墳、ナルタキ古墳などを重

要な拠点として位置づけられました。このうち笠

置峠古墳とナルタキ古墳の発掘調査が今年度まで

で終了いたしました。この発掘後の整理研究も愛

媛大学が中心に進められており、先ほど山本議員

が言われましたように、古代の宇和盆地が南予の

中心的役割を果たしたことが判明してまいりまし

た。 

 こうした成果をもとにした本構想は、これまで

の議論で基本的な全体計画が固まり、今後は笠置

峠古墳の整備、ナルタキ地区の整備など個別の整

備についての議論を進めていく必要が出てきまし

た。昨年度、県の補助を受けて笠置峠古墳の竪穴

式石室の複製を作成するなど、既に一部について

は整備に向かって取り組んでいる現状でありま

す。 

 また、出土品の展示など学習拠点となる考古館

の建設予定地については、現在のところ白紙の状
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態であり、建設予定地選定委員会のあり方等につ

いて行政内部で十分検討をしながら、議会等の助

言もいただきながら、このことについては進めて

まいりたいというふうに考えております。 

 

○議長 ２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 手すりの設置については前

向きなご答弁をいただきまして、まず下松葉団地

の皆様方には時期おくれのいいお年玉ができた

と、このように解釈いたしております。今後さら

に、安全対策を目指して心配りをしていただきた

いと思います。 

 ２点目の古代ロマンの里の構想の件ですが、も

う少し具体的に時間をとって発表をしていただき

たかったのでございますが、地域の活用方法につ

いてで１点だけ質問させていただきますと、地元

の関与といいますか、地元住民の手をかりながら

の発掘調査でございましたし、今後またいろんな

意味で利用していく上において、学校、教育の上

から生徒諸君のボランティア的な関与、こうした

ものにもぜひ利用しやすいような形で教育部の方

で対案ができているかどうか、この点についてお

伺いをいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 山本議員の地元といいますか、

この古代ロマンの里構想ででき上がった構想につ

いての利用あるいは運営、こういったようなもの

については、やはりすべての市民の方が利用でき

て、しかもそれに参加ができるような方法をとっ

ていきたいというふうに思っております。 

 ただ、今現在、古代ロマンの里が旧宇和町の石

城地区を対象に出発をしておりますので、そこの

石城地区というのは５つの集落を集めた意味での

石城地区ということでとらえていただいたらと思

うんですけれども、その中にあります石城小学

校、ここの児童・生徒、この子らの体験学習ある

いは総合的な学習の時間で利用をしていくと、あ

るいは笠置文化保存会、こういったような地元の

文化団体、こういったような方々が展開している

地域おこし、村づくり、こういったようなものに

ついても、この古代ロマンの里構想の中に盛り込

んでいけれるまちづくりをしていきたいというふ

うに考えております。 

 

○議長 次に、３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私は、先ほど元親君が今後

の西予市、将来にわたっての市が何をすべきかと

いうことについて質問をいたしましたが、私はも

う喫緊のことについて質問いたしたいと思いま

す。 

 その１つ、平等の定義と意識改革を、２つ目、

結婚の意義と子育て支援をということで質問いた

します。 

 合併して満２年を迎えようとしておりますが、

西予市は１つであり平等であるべきとはだれもが

願うところであります。しかしながら、いつも市

長が申されるように、西予市は実に日本列島を凝

縮したように、地形そして大きな気候の違いがあ

ります。当然のことですが、歴史、文化、風土そ

れぞれ旧５町それぞれ異なっております。それら

の違いを考えたとき、すべてを一律平等にするこ

とは到底無理なことであると思います。 

 しかし、平等、対等、これは最小限の約束事項

であり当然であると思います。しからば平等の定

義をどこに置くかであると思います。私は、平等

とは住む地域において住民の満足度ではかるべき

であると思います。例えば、水道料金がある地域

では月額２万円であり、またある地域では月額

５，０００円というとこもあります。当然のこと

ですが不平等であり、統一すべきということにな

ります。しかし、前者は公的施設ですべてを公費

で賄っておる、後者は金額は安いけれど管理は個

人また地域で行うため、干ばつ、豪雨、洪水等小

さな天気の変化にも左右され、絶えず取水口に走

るなど多大の労力や心労が必要となっておりま

す。これらを相殺すれば双方の満足度、裏を返せ

ば不満足度は平等であると思います。料金の差が

あるから、また労力がかかるから不平等という考

えは改めなければならないと思います。 

 ほかにも不平等と思われることがありますが、

中にはそれが平等であったり、また反対に平等と

思われることが実際は不平等であることも認識し

なければならないと思います。かといって、その

状態をいつまでも放置することは許されません。

行政として、それぞれの地域が文化的で心身とも
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に平等で生活ができるように、何事にも優先して

自省を図るべきと思います。平和で安全、安心の

西予づくりをするために、一層頑張らなければな

らないと思います。 

 加えて申しますが、実は私、先般、大先輩との

意見交換をする機を得ました。先輩は旧５町それ

ぞれに特性を持っている。それを違いを違いと認

め、その特性を生かせる産業の育成を図るべきで

ある。農林産業においても地域ならではの新製品

を発掘すること。１次産業、また１．５次産業、

または流通に至るまで一括して行う。地域、農

業、行政が一丸となって行うべきである。すなわ

ちブランド化などゾーンづくりが大切であると力

説されました。まさに、私もそのとおりであると

思います。 

 ２点目、結婚の意義と子育て支援を。 

 結婚問題と少子化問題は表裏一体であること

は、ご案内のとおりであります。西予市において

も結婚推進委員を立ち上げ、カップルづくりに精

力的に取り組んでおることは高く評価されます。

しかし、その成果がなかなか上がらないのが現実

であります。１つには、市内に若者の働く場所の

ないこと、また学校を過ぎれば都会に若者が流れ

ていくこと、これは危惧すると思います。私が思

うには、結婚を単なる男女の結びつきと勘違いを

しているものがあるのではないかと疑念を持つも

のであります。 

 結婚の意義について内閣府が行った世論調査で

は、男女ともに上位３位までは次のような結果で

ありました。１位は、精神的に安らぎを得ること

ができる。２位、子供を産み育てることは生きが

いを感じる。３、お互いにすべてを高め合える仲

間であるので人間として成長できるとありまし

た。まさにそのとおりであります。私はその上

に、結婚は人間社会を維持発展させるための基礎

であり、社会構成の基盤をなすものであると考え

るのであります。 

 したがって、結婚はこの世に生を受けたものの

義務であるといっても過言ではないと思います。

現実の社会の構造を見ましても、医療・福祉、特

に老後の介護、年金等を考えたとき、昔のように

幼児、幼年、少年、成年、壮年、そうして老年と

人口のバランスのとれた社会に戻らなければ、安

定した社会はできないと思います。高齢者が安心

して暮らせるのも若者のおかげであるという、そ

の気持ちも持たねばならないと思います。しか

し、このことは順送りであります。そういうこと

を肝に銘じなければならないと思います。若者が

結婚もせず子供の養育を怠ったならば、社会制度

はたちまち崩壊することは火を見るよりも明らか

であります。今市民全体が危機意識を持って取り

組む必要があると思います。 

 そこで、提案ですが、苦しい中でも結婚をして

子供を育てる、家庭を支えるために、市民全体で

広く薄く子育て支援を行うために、子育て支援税

なるものをお願いし、全市民で子育てをサポート

する体制をつくれば、未婚の方も結婚への考えが

変わるのではないかと思います。何よりも市民全

体が子供は我々の子供である、宝であるという意

識が高まれば、現在危機を抱きながら登園、登校

の幼児や児童・生徒の安全性が高まるものと確信

をするのでございます。市民の皆様のご理解とご

協力、そして市長、理事者のお答えをお願いした

いと思います。 

 以上で終わります。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野豊重議員の平等の定

義と意識改革について、ご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 今ほどの浅野議員のご質問は、権利の平等を問

われとるのではなしに、恐らく行政条件の平等を

問われておるというご質問だと思いますので、そ

の観点からお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 議員が言われる平等とは住む場所においての満

足度であると、実にこれは名言であると思ってお

りますし、私も賛同するところでございます。私

はこのことをグローバルに考えてローカルに実践

しようと言わさせていただいております。西予市

は海あり山あり里あり、あるいは川がその間にぬ

っておりまして、実に自然に富んで起伏のある地

形でございます。したがって、そこでの生活実態

も、それから生まれた風習や習慣やあるいは伝統

芸能も異なっておるというのが実態でございま

す。合併した１つの西予市が、それを一定の枠に

はめるような行政施策を当然すべきではないと思

います。大切なことは、違いを認め合うというこ

とだと思います。例えば、道路の整備一つとって



－64－ 

も、リアス式海岸や平野部、あるいは山岳地帯で

の１平方当たりの投資額は異なっております。一

定のそれで予算額を投資することは不平等であろ

うと思っております。 

 しかし、水道料のような生活環境整備において

は、市内の例えば上水道の料金を考えてみます

と、高いところと安いところで２．５倍の差があ

りますけれども、これはどうかなと思っておりま

す。やはりこれは行政課題として取り組んでいく

必要があるんではなかろうかと、このように思い

ます。 

 先ほども元親議員のご質問の中に再質問で答え

させていただきましたけれども、ニーズとウオン

ツでありますが、すなわち必要なものと欲による

ものとの違いを行政はしっかり把握する必要が肝

心だと思っております。旧５町の住民の方が隣の

町にあるから自分の町にもあるべきであるという

１つのウオンツから、西予市には４つの温泉がで

きてしまいました。このことが赤字体質の連鎖が

生まれておるということでございまして、このよ

うなウオンツの平等要求は今後避けるべきである

と、私はこのように思っております。私はまとま

りのある西予市を創造するために、全体を見るこ

と、違いを認め合うことを根本として、グローバ

ルに考えてローカルに実践すると、ともにつくる

西予市を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、２点目の結婚の

意義と子育て支援をについてお答えをいたしま

す。 

 西予市はもちろんでありますが、日本国内にお

きましても、少子化問題は国政の大きな課題とし

て取り上げられております。政府は少子化対策の

担当大臣を設置して、その対策を強化していると

ころでありますが、この西予市におきましても出

生人口が年々減少しているのが現状であります。

ここ１０年間の動向を見ましても、平成７年の西

予市全体の出生者数は３６９名でありましたが、

平成１７年には２８１名と、８８名、２４％の減

少であります。少子化問題は将来の社会の維持、

発展を考えるとき非常に重要な問題であり、その

対策を強めていかなければならないことは論を待

つまでもありません。少子化の原因につきまして

は、いろいろなことが考えられるわけであります

が、まず高学歴化による晩婚化、男女の未婚者の

増加が大きな理由であろうと思われます。 

 浅野議員のご指摘にもありましたように、男女

の結婚とはお互いの愛を実らせることは言うまで

もありませんが、家庭をつくり社会を構築してい

くという大きな役割を担っていくのも事実であり

ます。西予市におきましては、子育てを支援して

いくために、平成１６年度に西予市次世代育成支

援行動計画を策定し、子育て支援ネットワークを

構築して西予市内での子育て支援を推進しており

ますが、さらに関係機関との連携強化を図り、子

育てに適した環境づくりに努めていかなければな

らないのはもちろんのことであります。 

 その一つの方法として、子育て支援税を創設し

て市民の意識の向上と子育て支援に充てるようご

提案していただきましたが、確かに市民全体の意

識、啓発と財源確保のための目的税の創設は大き

な意味合いを持ち、大きな力を発揮するものと思

われます。愛媛県が県内の森林資源を守り育てて

いくために環境税を課して、県民ぐるみで取り組

みを進めていることはご承知のとおりでありま

す。しかしながら、この税の創設は市民に大きな

負担を強いることも事実であります。また、子育

て支援は１つの自治体だけの問題ではなく、年金

問題を初めとして日本国内全体での大きな問題で

あります。西予市としても独自のアイデアと施策

を子育て支援の問題に取り組んでいく必要がある

ということは認識いたしております。 

 西予市では、本年４月からごみの分別を細分化

して資源化を図り、ごみの減量化に努めて１億円

の削減を目指していますが、例えばそれによって

生み出される財源を子育て支援に回していくこと

も一つの方法であります。市民一人一人の皆さん

のごみの減量化へ努力していくことが西予市の子

育てにつながっていく、そのようなシステムづく

りも検討してまいりたいと思っております。 

 また、具体的な子育て支援のニーズの把握にも

努めてまいらなければなりません。そこで、子育

てに関する具体的な問題、課題、意見等を受け付

けることのできる子育て支援相談窓口をつくって

まいります。浅野議員ご指摘のとおり、子育て支

援は西予市の未来にとって大変大きく重要な課題

であります。関係機関との連携のもと積極的に推
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進してまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 前向きなお答えをいただき

ましてありがとうございます。が、ともすればこ

れは市民に対する意識改革のみにとらえれるよう

な感じもいたしますが、行政としてこれらの改革

が可能になる誘導的そして機運を高めることが、

これは何より必要であるとこういうように考えま

すので、もう一度市長のかたい決意をお願いした

いと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、浅野議員の再質問でござ

いますけれども、かたい決意ということでござい

ますが、これは私どもが行政をやる以上、住民の

方のいろいろな思いを行政の中に反映するという

のが根本でございますので、そういうご質問を受

けたことについてお答えしたことについては、行

政の中でしっかりとらえてやっていくということ

にさせていただきます。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。１０時３０分に

再開をいたします。（休憩 午前１０時１５分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１０時３０分） 

 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 きょうは兵頭議長の奥さん

も見えておられるようでございますので、気合い

を入れてやりたいと思います。 

 私は体育系の人間と思っております。現在も体

育関係またソフトボール協会等のお世話もさせて

いただいている関係で、そちらの方の質問といい

ますか、ご提案を１件だけ述べさせていただいた

らと思います。 

 お手元に配付しておりますように、国体の誘致

と指導者並び選手の育成についてということであ

ります。 

 ご承知のとおり、愛媛県では２０１７年に愛媛

国体として開催県として決定したところでありま

す。６０年に１度の国体会場となることは、我々

県民にとってもこの上ない喜びであると思いま

す。愛媛国体を成功さすには県民が一丸となり、

この大会の取り組みに準備万端整えていくことが

重要であると考えます。 

 今期の冬季オリンピックでは、多くの国々から

多くの選手と多種目の競技が展開されたところで

ありますが、我が国の参加チームもおのおのメダ

ル取得の希望を抱いて日ごろの練習成果をいかん

なく発揮されたと思いますが、なかなかメダルに

届くにはいま一歩であり残念と思っておりました

が、フィギュアスケートの荒川選手の見事な演技

で待望の金メダルを見ることができ、世界中のだ

れもが感動をし、人々に希望と勇気を与えてくれ

ました。 

 愛媛県では、先日オープン試合を白星でスター

トした愛媛ＦＣの勝ち上がりもあり、２００５年

には四国アイランドリーグの設立によりリーグ戦

が展開されており、今後においてサッカーに野球

にと期待をされているところであります。愛媛県

体育協会でも２０１７年の国体に向け、スポーツ

を通じて青少年の育成とジュニア層の競技力の強

化を目指して、県体育協会長の大亀会長を中心

に、スポーツを愛する県民として、現在「ひめっ

こ募金」をスタートしているところであります。 

 国体の選手として出場するためには、並大抵の

努力では切符を得ることは難しいことであると思

われます。県下において運動施設の完備された市

町村も多くあると思われますが、西予市の中でも

過去において国体に参加された方も数多くあり喜

ばしいことでありますが、我が西予市からソフト

ボールや相撲、柔道、剣道等の種目の誘致並びに

チームの育成とそして指導者、選手の育成をした

いものと考えます。スポーツをすることで心身と

もに豊かで健全な育成ができるものと思われま

す。 

 現在、西予市内にはソフトボールの公認審判員

の３種の取得者が１００人、２種が２０人、１種

が１５人おります。ちなみに、３種の審判員は県

内の大会の審判ができ、２種審判員は四国大会ま

でのゲーム審判ができます。１種審判員は全国大

会の審判ができることになっております。愛媛国

体までにはかなりの１種審判員が、この西予市の
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中にも育つことと思われます。種目の誘致が成功

すれば、彼らの意欲もわいてくるのではないでし

ょうか。 

 三好市長が描かれているスポーツ立市のまちづ

くりに絶好の題材であると私は考えます。現在全

国的に、少子化を過ぎ超少子化時代を迎えたとこ

ろでありますが、スポーツ熱を上げることは進行

している過疎化に歯どめをかけ、超少子化の解消

にもつながるものと信じております。若者に夢を

与えてやるということも私どもの仕事ではないで

しょうか。 

 １６年に合併した西予市には、現在野村球場と

宇和球場の２つの球場があります。昨年できた野

村町の乙亥会館もあります。少し手を加えればど

こにも引けをとらない施設だと思います。全国的

に経済状況の悪い中、県も西予市も財政状況は極

めて厳しいものがあり、現在も私の後方から清水

財政課長がにらみつけている、そう思っておりま

すが、少しずつ景気も上向きであり１０年後のこ

とでもあります。市内各地の多目的グラウンドの

整備をしつつ各団体とも協議をされ、ぜひ種目の

誘致、いち早く手を上げていただき、また指導者

と選手の育成の強化が必要であると私は考えます

が、少年少女に希望の持てる市長のお考え、また

担当所管のお考えをお伺いし、私の質問を終わり

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、岡山議員の質問について

お答えをさせていただきます。 

 岡山議員自身が非常にスポーツを愛されスポー

ツ万能であるということもありますし、スポーツ

の体協の指導者という立場もあられて、この国体

の誘致には並々ならぬ思いがあってのご質問だ

と、このように思っております。 

 国体誘致種目につきましては、愛媛県が手づく

り国体を提唱されておりますように、西予市とし

ても現状のスポーツ施設の有効利用等、選手、役

員等の派遣人員に対する宿泊施設等も考慮して、

誘致種目の選定をしたいと考えております。 

 質問にありますソフトボールにつきまして、誘

致の施設基準は規定の競技場が８面――２会場以

上での可能もありますが――必要で、選手、役員

の宿泊人員は８６４名の確保が必要となります。

相撲の場合は、規定の競技場１会場で、選手、役

員の宿泊人数は６１１名となっておるようであり

ます。 

 西予市の現有施設では、乙亥会館の相撲施設が

国体種目の選定基準を満たしておりますので、相

撲競技とソフトボール競技を誘致したいと、この

ように考えております。その他の種目につきまし

ては、近隣市町村の動向を配慮しながら協力体制

を整えていきたいと思います。 

 平成１８年度には、スポーツ立市ビジョンを策

定いたしますので、この中で議論をし、競技性、

レジャー及び健康づくりの各方面を網羅した新し

いスポーツの振興策を構築します。２０１７年の

愛媛国体に向け、若者に夢を持たせる競技スポー

ツの推進と、楽しみながら健康づくりを目的にし

たスポーツの取り組みを今後とも考えていきたい

と思っております。 

 再度でありますが、ぜひとも相撲はとれると思

いますが、ソフトボールについても近隣市町と一

緒に連携をしてやって、ぜひ国体の誘致に向けて

やっていきたいと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 ただいまの答弁、前向きな

答弁だったと思います。子供たちも多分、今後喜

んだ結果になるんではなかろうかと思います。 

 これは１０年、１１年後のことであります。当

然今の小学生の低学年の児童たちがほとんどの対

象になるんではなかろうかと思います。今後にお

いては、そういった意味においても各市内の学校

関係、指導者関係、連絡を密にしていただいて、

これから優秀な選手の人材をつくり上げていただ

きたいと思います。 

 そして、今答弁の中には相撲とソフトボールと

言われましたけれども、相撲は確かに立派な施設

がありますが、ソフトボールについては先ほど私

はあえて野村球場と宇和球場と申しましたけれど

も、国体の開催のみならばそれで十分対応はでき

ると思うんですが、国体をやるとなればそれまで

のあらゆる施設の当然整備も今からしなければな

らないと思います。どうせするのならば、先ほど

言いましたように、多目的グラウンド等の市内の

グラウンドを整備されて国体に間に合わすように
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すれば、国体のみならずその前後においても、国

体、全国レベルの大会等が誘致できるはずです。

国体は１１年後ですけれども、それまでに整備が

できればレベルの高いいろんな種目が誘致できる

と思います。 

 そういう意味においても、国体のみならず前後

においても、そういったことが可能であるという

こともこれからの施設の整備づくり等に頭を置い

ていただいて、全国レベルの大会をするとなれば

先ほど市長も申したように、かなりの人がこの西

予市にやってくるわけです。当然宿泊もしなけれ

ばなりません。地域の活性化にもつながるだろう

と思います。そういった意味におきましても、ぜ

ひともそのような夢を現実のものにしていただき

たいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

○議長 答弁は要りますか。 

  （１６番岡山清秋君「要りません」と呼ぶ） 

 要望といたします。 

 次に、１４番浅野忠昭君。 

 

○１４番浅野忠昭君 通告により、３点につきま

して一般質問を行います。 

 まず、医療と健康づくりについてお尋ねをいた

します。 

 平成１７年度西予市国民健康保険特別会計当初

予算を見てみますと、５２億３，２００万円とな

っています。また、西予市老人保健特別会計予算

は６９億２，０１１万円となっております。合計

いたしますと１２１億５，２１１万３，０００円

となり、毎月１０億円が医療費として支払いをさ

れている勘定となります。もちろん我々の医療と

健康を守るためでもありますので、仕方のないこ

ととはいえ、今後我々団塊の世代が定年を迎え高

齢化はますます進行することが予想される今、医

療費も増大してまいります。国民健康保険の基金

も底をついているようでありますので、国民健康

保険税の値上げも考えられるのではないかと思わ

れます。今後の見通しについてお伺いをいたしま

す。 

 また、病人になるのを手をこまねいて待ってい

るのではなく、予防面についてもいろいろ施策は

されていることであろうと思いますが、具体的に

お教えいただきたいと思います。 

 私は医療費のＰＲをすべきであり、意識改革が

必要ではないかと思います。それは自分の健康は

自分で守るということであり、元気な中高年をつ

くることではないでしょうか。そのためには国保

の担当の市民生活課、予防面や栄養指導を行って

いる健康づくり推進課、高齢者学級などの担当の

生涯学習課、具体的に体を動かし楽しんでする軽

スポーツの習得などの文化体育振興課などの横の

連携が必要ではないかと思われます。このことは

どの分野についても言えることで、旧態依然の縦

割り社会から脱皮をしていただきたいと思ってお

ります。そのような連携は取っているのか、市の

指導方針についてもお伺いをいたします。 

 特に、市長は西予市をスポーツ立市と位置づけ

られていますが、青少年の競技スポーツだけでな

く、健康や医療費の削減につながるスポーツ立市

であってもほしいと思います。この推進に当たっ

ては、大まかな指導でなく各地域での末端浸透は

大切であり、西予市には６７名の体育指導委員さ

んが配置されていると聞いておりますが、体育指

導委員の内容等をお伺いをいたします。 

 また、各種の委員の削減には私は賛成ではござ

いますが、体育指導委員については、予算面や人

員の確保については厳しい財政事情ではあります

が、市民の健康をつくり守っていくという大切な

役割があると思われますので、柔軟な姿勢で臨ん

でいただきたいと思っております。市当局のお考

えをお伺いいたします。 

 第２点は、事務の改善であります。 

 合併のすり合わせと見直しは種々されていると

ころでございますが、事務の改善や見直しについ

てはどのように改善されているのかお尋ねをいた

します。 

 先日、私はある課長さんのところに行きまし

た。決裁中でありましたので、しばらく待たせて

いただくことにしました。決裁中の文書挟みが山

のようになっておりましたが、手際よく印鑑を押

していました。終わったなと思い近寄ろうとする

と、今押した書類を印鑑をかえて、また押してい

くではありませんか。あれっと思い、終わるのを

待って何で２回も押すのと尋ねますと、課長専決

というのがあり、金額も１００万円まではすべて

このようにしなくてはならないということでし

た。仕事といってしまえばそれまでですが、今の

時代にもっと便利にできないことはないと思われ
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ます。パソコンの機能からしても、金額で専決人

を打ち出しできれば、２度押しは不必要だと思わ

れます。 

 私は仕事の手抜きを奨励する気はありません。

新規採用者は退職者の２分の１ということであり

ます。人が減るということは、毎年職員の仕事の

量はふえてくるということです。職員にはむだな

仕事はささず、合理的でスムーズな事務処理とな

りますよう、事務の改善等に配慮を望むものであ

ります。その余った時間を新しい西予市のために

努力していくのが、本来の事務改善ではないでし

ょうか。基本的な考え方をお伺いいたします。 

 第３点は、西予市の人づくり政策と地域の振興

計画についてお尋ねをいたします。 

 平成１８年度予算も、三位一体改革の影響によ

り、非常に苦労されたと聞いております。各種事

業の大幅削減や見直し事業もあったと思われま

す。しかしながら、人づくり、人材育成について

はよどみ停滞なく推進すべきものだと考えます。

私は、まちづくりの基本は人づくりであろうと思

っていますが、人材育成の方策をお伺いいたしま

す。 

 私の友人に内子町の方がおります。内子はそれ

ぞれの地区住民と行政との協働で地域の振興計画

が作成されていると聞きました。これは旧町単位

でなく、小学校、公民館単位の計画であります。

各地区で、自治会単位で職員も張りつけて計画書

を作成したと聞きました。西予市の総合計画も、

それぞれ個々の自治会の上に立った総合計画であ

るのが本来の姿ではないかと思われます。 

 西予市は５１４平方キロという、県下の市の中

では最大の面積を持っております。海抜もゼロメ

ートルから１，４００メートルと温度差、気候、

言葉も皆違います。それぞれ個々の町の顔や、同

じ町でも地区や自治区の顔を大事にし、西予の融

和、融合を図る必要があると思います。そのため

には、自分たちの地域の未来を見詰め、総合して

いかなければなりません。西予の人材育成とあわ

せて地域の計画づくりを考えていかなければなら

ないと思います。お考えをお伺いいたしまして、

以上で一般質問を終わります。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、１点目の医療と

健康づくりの前段部分についてお答えをいたしま

す。 

 国民健康保険制度につきましては、被保険者の

高齢化や低所得者層の増加などの構造的な問題を

抱える中、近年の不況に伴う所得の減少により、

極めて厳しい状況にあります。平成１７年度の決

算見込みでは、現段階で財政調整基金は約５，６

００万円取り崩すようにしておりますが、国の特

別調整交付金の交付決定額によっては基金を取り

崩さなくても決算できるのでないかと考えており

ます。平成１８年度の予算案につきましては税率

を据え置きにしておりますが、不足する財源とし

て財政調整基金を約２億８，０００万円取り崩し

て計上をいたしております。それにより、基金残

高は平成１８年度末で約５，５００万円となりま

すが、１８年度の老人保健医療費の拠出額につい

ては、算定計数の減少により当初予算計上額より

も減額されると思われますので、基金残高は幾分

ふえてくるのでないかと推測いたしております。 

 また、老人医療につきましても、急速に進展す

る高齢化とともに生活習慣病の増加、医療技術の

高度化等により、１人当たりの医療費はふえ続け

ることが予想されております。今後の医療費の伸

びによっては近い将来保険税率の引き上げもやむ

を得ない状況でないかと心配をいたしているとこ

ろであります。 

 国保財政の認識を深めていただくためにも、広

報せいよでの掲載を初め、医療費通知、重複受

診、多受診者の訪問指導等による医療費の現状周

知と受診コードの見直し等を図っておりますが、

老人医療費の場合は加齢による病気の発生で、高

齢化が続く限り、その抑制には限度があるのでな

いかと思っております。 

 医療費を抑制する手段として、国保会計では保

険事業費を計上して、健康づくり推進課と歩調を

合わせて、昨年には「西予市健康づくり計画２０

１４、元気だ西予」を策定し、健康づくりスロー

ガンを発表いたしました。この計画の基本方針に

基づき、医師会、保健師、栄養士、保健推進委員

が中心となって健診事業、生活習慣病予防の健康

教育、栄養教育を行い、すべての市民が元気で安

心して生活できる活力ある社会の実現を目指し、

１次予防、２次予防に取り組んでおるところであ

ります。 

 近年の死亡の最大原因はがん、心臓病、脳卒中
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であり、いずれも生活習慣が大きく関与いたして

おります。生活習慣を改善し、疾病予防を図るた

めに、今月の１２日に第２回目の西予市健康づく

りセミナーを宇和文化会館で開催いたしますの

で、市民の皆さんや議員各位におかれましてもぜ

ひご参加をいただきたいと存じます。 

 また、昨年オープンいたしましたクアテルメ宝

泉坊における温泉を利用した水中運動教室も大変

好評であります。健康づくりにも大変有効な運動

でありますので、皆さんのご利用を期待いたして

おります。 

 さらに、介護予防面におきましては、本年４月

より新しく地域支援事業が創設され、この中で６

５歳以上のすべての高齢者を対象に健康診査、要

介護、要支援になるおそれのある高齢者を対象と

した運動機能の向上、栄養改善、閉じこもり予防

を含めた介護予防事業なども実施いたしますの

で、市民の皆さんが積極的に自分の健康は自分で

守る意識を身につけていただきたいと、このよう

に考えております。 

 なお、今後の取り組みにつきましては、ご指摘

いただきましたように、健康づくりについての連

携は必要かつ重要なことであると認識いたしてお

りますので、市長部局はもちろんのこと教育部局

との連携も深め、市民生活課、健康づくり推進

課、生涯学習課、文化体育振興課の４つの課が連

携を取りながら各事業を推進し、市民の意識改革

を含め、平均寿命だけでなく健康寿命の延伸を図

り、医療費の抑制や元気な中高年の増員に努めて

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 浅野議員のスポーツ立市の位置

づけ、体育指導委員の職務内容、社会教育分野に

おける人づくりについてお答えをいたします。 

 スポーツ立市に向けての基本構想については、

１８年度中に策定するため、現在準備を進めてお

ります。この策定に当たりましては、関係部課に

よる連携を図り、競技スポーツの振興策、レジャ

ー等健康づくりの両面から検討を加え、最終的な

目的としてはスポーツ、運動、こういったような

ものを通して健康で明るい市民生活、社会生活を

営むことができるように、こういったような目標

に向かって基本構想を進めていきたいというふう

に考えております。 

 それから、体育指導委員の職務内容の関係なん

ですけれども、現在６７名の体育指導委員につき

まして、専門的な知識や技術を持って各領域ごと

に指導をいただいております。この体育指導委員

の設置の基本になるのが、スポーツ振興法という

法律に基づいて西予市の体育指導委員の規則を設

けておりますが、その中にも特にスポーツに関す

る技術指導、これが主になっておりますので、そ

ういう分野で指導をいただいております。なお、

近隣市町村を参考にしながら、２年間の任期の中

で削減を含めまして、この委員の人数については

検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、３番目の社会教育分野での人づくり

についてお答えをしたいというふうに思います。 

 議員ご指摘のとおり、まちづくりの基本は人づ

くりというのは、いつの時代も変わらないテーマ

であろうと思っております。 

 これまでの社会教育分野においては、関係団体

やグループ活動による組織的な教育活動により互

いに信頼関係を築き、自己を確立するための機会

を拡充してまいりました。このことが既に人づく

りであると考えますが、人生８０年代となった現

代、生涯学習社会を構築することが人づくりの大

きな基盤になると考えております。そのことは、

だれでもいつでもどこでも主体的に学ぶことので

きる社会であります。すなわち学習したことが適

切に評価され、学んだ知識や技術を地域社会で生

かせる仕組みをつくることが一番大切なことであ

るというふうに考えております。このことによっ

て住民一人一人の学習意欲が高まり、自発的にそ

れぞれの地域の課題解決や、それぞれの地域のま

ちづくりの関心につながっていくというふうに考

えております。このようなことで、教育部として

は人づくり、地域づくりを進めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 浅野忠昭議員の事務の改善に

ついてと地域の計画づくりについてのご質問にお

答えをいたしたいと思います。 

 事務決裁規程は合併前に検討したもので、合併
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後２年が経過し、見直しの時期に来ております。

議員ご指摘の事例におきましては、行政改革大綱

及び建設計画に取り上げております文書管理シス

テムを導入した場合、パソコンのボタン一つで決

裁が承認され、自動的に次の承認者へネットワー

ク上で流れていく仕組みとなっており、押印の必

要がないなど事務の簡素化が見込まれるものであ

りました。 

 本年度は担当課での検討会を発足させ、合併補

助金での導入を前提とし、調査研究を行いました

が、最終的に電算基盤の導入に４，０００万円以

上の経費がかかるということで、現時点では断念

した経緯がございます。しかしながら、議員ご指

摘のとおり、これからは毎年職員数の減員が見込

まれ、現行の事務の流れを維持することは難しい

状況にあり、事務の改善が必要になると考えてお

りますので、事務決裁規程を含め可能な事務から

本庁一本化へ移行するなどの事務の改善を図って

いきたいと考えています。 

 続きまして、地域の計画づくりについてお答え

をいたしたいと思います。 

 本定例議会に提案いたしております総合計画

は、地方自治体の行財政運営の基本となる最上位

計画であり、旧５町の合併によって新たに誕生し

た西予市にとっては第１次の計画となります。地

方自治法第２条第４項の規定では、「市町村は、

その事務を処理するに当たっては、総合的かつ計

画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、

これに即して行うようにしなければならない」と

定められております。地方分権がいよいよ実行段

階を向かえ、また三位一体の改革が進む中、将来

の進むべき道を探りながら、個性的で自立した協

働のまちづくりを進めていかなければならないと

考えております。 

 総合計画は、地域ごとに積み上げた計画という

より、行政の総合的な経営指針として市民みんな

のまちづくりの共通目標としての最上位計画とな

るものであります。したがいまして、計画策定に

当たりましては、市政懇談会や地域審議会、まち

づくり懇談会、アンケート等により市民から意

見、提言をいただき、それらを基礎資料として職

員プロジェクトや総合計画策定委員会、市民の代

表で構成する総合計画審議会等で論議し、市の特

性や市民ニーズ、時代潮流、発展的課題等を分析

し、分野ごとに計画目標を定めたところでありま

す。 

 今まさに先行き不透明な時代を迎えておりま

す。変化の激しい社会であればあるほど自立が求

められ、みずからのよって立つ基盤をしっかりと

確立していくことが必要であるため、今後におき

ましては、この総合計画の基本理念に基づいてま

ちづくりを進めてまいりますが、どうか住民の皆

さんには公民館、自治会、団体等で大いに地域振

興の議論を願い、英知を結集して、その実践によ

り活力ある地域づくりにご奮闘いただきたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 １４番浅野忠昭君。 

 

○１４番浅野忠昭君 事務の改善でありますけれ

ども、財源の本当に厳しい時代でありますけれど

も、４，０００万円といったら大金ではあります

が、やっぱり事務効率を考えまして今後のことを

見てみますと、これはもう早急に対応していただ

きたいと思っております。 

 そして、医療と健康づくりについてなんですけ

ど、１点だけお伺いいたします。 

 長野県に松川町というところがあるんですが、

そこは地域と住民が一体となって健康問題、ほし

て病気予防に取り組んで大変効果を上げていると

聞いておりますけれども、西予市としても、今医

療費、保険が１２１億円使われているわけでござ

いますから、健康づくり、体力づくりの効果がも

し３％ぐらいでもアップしますと、３億６，００

０万円の税金がほかの財源に利用することができ

ます。よって、この４つの課の連携をもちまして

健康づくり、ほんで体力づくりにもっとふさわし

い対策をしていただきたいと思っております。そ

の辺の所見をお伺いいたします。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 今ほどありました長野県の

松川町につきましては、二十数年前から町民挙げ

ての健康づくりに取り組んでおることは承知いた

しております。この松川町の支援しております短

大の教授を、合併前から旧宇和町、野村町はその

先生を招聘いたしまして、それぞれ保健師等が研

修をして、少しでもそういうよい面を取り入れて
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いこうというような努力をいたしております。 

 今ほどありましたように、医療費につきまして

は、ちょうど今日の愛媛新聞の方に老人医療費の

平成１６年度の結果が出ておりましたけれども、

愛媛県が１人当たり７８万６６７円ということで

ありましたけれども、西予市の１６年度の老人１

人当たりの費用につきましては７０万６７６円と

いうことで、愛媛県下では下から４番目に低い医

療費となっております。言われましたように、こ

の４つの課が連携して、それぞれの住民の健康づ

くりに努めていくということは、当然先にも言い

ましたように健康寿命を延ばしていくためにもか

なり重要なことでありますので、答弁いたしまし

たように連携して取り組んでまいりたいと、この

ように考えております。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 事務の改善についてですが、

ただいま答弁させていただきましたように、当初

は合併補助金を想定して検討いたしておりました

が、この合併補助金、ご存じのとおりでございま

すが、３年間で５億１，０００万円というような

ことで国の方から交付の予定でしたけれど、合併

して２年間は経過しておりますので、２年間につ

きましては予定どおり交付を受けることができた

のですけれど、残りにつきまして１０年間、あと

２年過ぎましたので８年間での交付となりまし

て、合併補助金を予定しておりました事業につき

まして若干検討を加えないといけないような状況

になりました。浅野議員言われますように、こう

いう事務の改善といいますのは第一番に考えなけ

ればならないことでありますので、今後財政担当

ないしは事務担当課とも協議をしながら検討し

て、なるべく早い時期に実施をしていきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○議長 次に、２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 議長から発言の許可をいた

だきましたので、私は次の３点について理事者の

所見をお伺いをいたします。 

 まず第１点は、指定管理者制度導入についてで

あります。 

 法の一部改正による指定管理者制度により、地

方自治体は本年９月までに公の施設管理について

直営にするのか、あるいは新制度を導入するかの

判断を迫られておるところでありまして、当市に

おきましても、昨年来関係条例の一部改正を初

め、市内の７施設については経営診断等を実施さ

れ、制度導入に向けて取り組まれているところで

ありますが、今定例会においてそのほとんどが指

定管理者の指定について提案をされているところ

であります。 

 現在、第三セクターが管理運営する多くの施設

は、住民福祉の向上やあるいはまちづくりの拠

点、地域活性化対策として公共的意義が大きく、

本来赤字資質の見込まれる施設や事業が主であり

ます。官から民へという、この制度の趣旨を考え

れば当然直営は極力減らし、新制度を導入するこ

とが望ましいことであります。指定管理者として

運営する施設は公のものであり、公共性を維持し

ながら経済性や効率を追求しなければなりませ

ん。効率を追求するのみでなく、住民サービスを

向上させることが必要であり、運営によって得た

果実をいかに地域に還元していただくかでありま

す。行政としては、地域経済の活性化につなげる

仕組みをどう構築するかであると思います。この

制度が職員の天下り先であったり、あるいは旧町

の時代につくってきた第三セクターを継承してい

くためだけのものであってはならないと思いま

す。 

 今回の指定管理者制度導入に際しては、市は原

則として非公募とされております。その理由は、

設立の時期が新しいことや施設や事業が連携する

ことにより、西予市全体の産業振興や交流人口の

拡大、さらには地元雇用の創出等に一層の効果が

期待されるとされております。当面は経営体質の

強化が課題であり、一定期間は現在受託している

第三セクターを優先して管理者として指定し、今

後において順次公募に切りかえていくことが私も

適切であると考えております。 

 そこで、お伺いしたいのは、中・長期的に見た

場合、職員が逆に失職するおそれはないかという

不安であります。このことは、ある施設の職員が

今考えられておりまして、体感をされていること

であります。それは管理委託等から指定管理者に

切りかえる場合、従来の管理委託先である事業法

人などの職員の雇用問題、さらには指定管理者が
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更新時に再度選定をされなかった場合の職員の雇

用問題等々があります。どちらの場合でも、その

事業者が広く事業を展開をされていれば、その事

業に吸収することで雇用問題は解決できますが、

その事業だけを経営していた場合には職員が失職

することにもなりかねないのではないか、そうい

った不安感であります。 

 今回提案されとります指定については、今申し

上げた事例はありませんし、将来もあり得ないこ

とかもしれません。制度の導入や協定を急ぐのみ

でなく、指定管理者となる施設、事業体の職員に

対しても本制度の内容について理解を求め、将来

ともに安全、安心して職務に専念できるような指

導を事業主に要請することも行政としては必要で

あると考えます。また、関係所管課においても、

管理運営は指定管理者だということで安易な対応

でなく、常に連携を取りながら、運営状況を把握

しながら行政としての必要な指導、助言が大切な

ことであると思います。 

 現状を見てみますと、そのほとんどは行政が筆

頭株主の第三セクターが多いわけでありまして、

産業振興やブランド化への施策に反映していくべ

きだと考えます。本制度を普及することによって

正規雇用から臨時雇用を促すようでは困るわけで

ありまして、指定管理者の契約期間満了とともに

失業者が出ないよう、言われておりますように産

業振興や交流人口の拡大、地元雇用の創出等に効

果の上がるような、地域経済が活性化できる対応

を望むものであります。 

 ２点目に、自治体にとってはこの制度への導入

によってさらなる経費の節減が求められているこ

とは言うまでもありませんが、現行の第三セクタ

ー等に対する委託料について指定管理者制度を導

入した場合、今後どのような対処をされるのか。

私は、第三セクターの債権債務における行政の責

任は出資範囲内いわゆる出資比率内及び協定に基

づく負担を負うべきものと考えますが、今後にお

ける支援あるいは委託料についてどう対処をされ

るのか、理事者の所見をお伺いをいたします。 

 次に２点目でありますが、集落の再編をどうお

考えになるかについてお伺いをいたします。 

 今日、市町村合併などの動向の中で、地方分権

のかけ声とは裏腹に、小規模な地域単位がますま

す自立性や主体性が失われつつあります。市の周

辺部では今日なお人口減少、少子・高齢化は顕著

であり、このことは土地条件等の不利による農林

業の低迷による生活の経済的基盤の弱体化、これ

を担う農林漁業従事者や後継者不足により農地、

山林、住宅などの管理をするものがなくなりつつ

ある、あるいはいなくなりつつある集落がふえて

いるのが現状であります。参考までに平成１７年

度の国勢調査結果では、西予市の人口は４万４，

９４９人であります。５年前の国勢調査に比べま

すと、２，２６８人の減となっております。中

で、宇和町だけが微増しておりまして、０．３％

程度ふえておるようでありますが、他の４町につ

いては６％から１０％減少、人口の減少は顕著で

あります。 

 集落として伝統的行事や伝承文化、そして近隣

とのつき合いなど、昔からなれ親しんできた当た

り前の風景も大きく変わってまいりました。農林

漁業離れが加速するにつれて集落としての自治機

能そのものが弱体化した集落があちこちに見られ

るようになっておりまして、さらに農地の集積や

担い手の育成、あるいは協業化や作業の受委託な

どの農業振興方策により、そこしかない、存在し

ない小規模集落では営農自体が難しい状況にあり

ます。 

 これは実例ありますが、県境のある地域では、

旧町時代に３つの集落が、住民の自主的な協議に

より自主合併をいたしました。その後、今２４年

たっておるわけでありますが、現在半減の７戸と

なっておりまして、それも谷々に広域に散在をし

ておりまして、自治区としての機能が果たしにく

い状況となっている集落もあります。 

 市長の行政推進の基本スタンスは、夢のある

町、隅々まで行き渡る行政、行政の情報を住民と

ともに共有することであり、それぞれの人が喜

び、それぞれの地域が輝き、市民が納得する市政

の推進であります。 

 さらに、西予市新市まちづくり基本方針では、

地域の自治組織の強化と活性化が課題とされてお

りまして、合併を契機に、将来のまちづくりに向

けて自治体形成の主役である住民の自治組織を地

域の自立にとって望ましい基本単位やネットワー

クに再編、強化し、その活動を通じて自治と自立

の意識改革やコミュニティーの活性化を図ること

が重要課題と位置づけられております。 

 私が提起しておりますことは、周辺のごく一部

の地域の問題かもしれませんが、この問題は単な
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る統廃合では解決ができないと考えております。

今後、高齢者の集合住宅や防災、防犯対策、救急

救命等々含め、今後の集落再編をどのようにお考

えになられておるのか、一朝一夕には解決しがた

い現実ではありますが、集落の再編について行政

主導での取り組みが必要と考えます。理事者の所

見をお伺いをいたします。 

 第３点目でありますが、文書館の整備について

お伺いをいたします。 

 西予市城川文書館は、平成１１年４月に金融機

関の移転、新築に伴いまして寄贈を受けたもので

ありまして、使用されなくなった建物を再利用す

る形で開館されたもので、当時町立といたしまし

ては、沖縄県の北谷町の公文書館に次ぐ全国で２

番目の文書館として開館をしたものであります。

その後、必要最小限の改修を経て今日に至ってお

りますが、建物も老朽化をしており、文書も旧町

が合併をするまでの旧村の文書約４万点が保存さ

れておりまして、満杯の状態でこれ以上の保管は

困難な状況にあります。 

 文書館職員に照会をしたところにより、これま

での初期調査の状況を見てみますと、城川町につ

いては地域資料、行政文書ともに平成１６年度ま

でに文書館への受け入れを終え、概要データを作

成されて保管をされておるようであります。平成

１６年度から平成１７年度にかけまして宇和の本

庁調査、平成１７年度後半には野村総合支所調査

を終わりまして、今後、平成１８年度明浜総合支

所調査、さらに平成１９年度に三瓶総合支所調査

が予定をされておるようであります。これまでの

ところ、旧５町の行政文書は無事保存をされてい

る、このように聞いております。今後さらに精査

が必要といわれており、専門的な知識やあるいは

多くの時間と労力が必要であります。 

 公文書等は地域の歴史を知るための資料や遺産

であり、地域の歴史や文化を踏まえて町おこしを

する上でも貴重な資料であります。そのすべてを

残すことは不可能でありますが、保存か処分かの

基準のもと、専門家や市民による協議の中で、貴

重な資料をどう地域で生かしていくのか議論が必

要といわれています。先般も近隣市の資料館閉館

に伴う公文書の廃棄や寄託資料の返却措置などに

ついて文化行政の対応が指摘をされております

が、今後市町村合併が一段落し、時がたつにつ

れ、やがては旧自治体の資料の散逸が始まり、さ

らに市役所本庁が新築の時期を迎えるころを考え

ますと、行政文書の安易な処分や消失、散逸が懸

念をされるところでありまして、早急に対策を講

じるべきだと考えます。 

 西予市建設計画におきましても、社会教育施設

整備事業で文書館の建設が計画をされております

が、ご案内の厳しい財政状況のもとでは事業の先

送り、さらには凍結もやむを得ないではないか、

このような判断をするわけでありますが、課題と

いたしまして文書保管場所の不足、空き部屋の有

効活用、２つ目に人の不足、３つ目にシステムの

強化、４つ目に市職員の協力等が上げられており

ますが、とりわけ急がれるのは文書の臨時保管場

所をどう確保するかであると思います。当面の措

置として、旧町の庁舎には活用されていない空き

部屋がかなりあるわけでありまして、これらを文

書保管室として有効に活用されてはどうかと考え

るものであります。文書を分散して保管すること

は整理作業の効率上好まれることではありません

が、新しいやかたが建設されるまでの措置として

貴重な公文書、歴史資料の消失、散逸を防ぐため

にもぜひ必要と考えます。 

 住民が市政の主人公となるためには、市民一人

一人が地域の過去と現在について正確な知識を持

ち、それをもとに積極的な論議がされなければな

りませんし、文書館はそのための情報を提供する

場でもあります。西予市文書館システムの建設を

含めて、今後の整備について理事者のお考えをお

伺いをいたします。 

 以上、質問を終わります。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 鍵原議員の指定管理者制度に

ついてと文書館の整備につきましてお答えをいた

したいと思います。 

 まず、指定管理者制度についてですが、この指

定管理者制度の目的は、民間活力や競争原理の導

入によりサービスの向上や効率的な管理、運営、

コストの縮減を図ることにあることは言うまでも

ありません。そして、制度の導入を検討する前段

としまして、公の施設の設置目的、第三セクター

事業の継続の必要性について改めて検証する必要

があります。その上で、社会情勢の変化による設

置の必要性または運営状況等から、将来的には民
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間移譲や休止または廃止という厳しい選択も視野

に入れる必要があろうと考えております。 

 そうしたことも含めまして、制度導入と地域雇

用の関係ですが、指定管理者の公募段階で施設の

職員をそのまま雇用することを条件としたり、そ

うした運営方針を打ち出す団体を候補者として選

定することで地域雇用に対する影響を極力抑制す

ることといたしております。ただし、施設の運営

状況によっては、人員の整理は当然必要になって

くるものと思われますので、その点についてはご

理解をいただきたいと存じます。なお、現時点で

は施設と第三セクターが一体となっている状況も

あり、ほとんどの施設で非公募により現行の受託

者を指定することとしたことから雇用の問題は生

じておりません。 

 また、先般実施しました経営診断において、各

第三セクターとも公共的意義、経営能力の点等に

おいて著しい問題点はなく、むしろ第三セクター

としての特異性、優位性を今後より発揮すること

で一層の地域振興を進めていくことができると判

断されており、当市といたしましても、この結果

に基づき各施設等の運営を推進してまいります。 

 ２点目の委託料につきましては、それぞれの施

設において過去数年間の実績があり、今回の制度

導入に当たりましては、現行の委託料が適当であ

るかどうかの検討を行いました結果、施設の運営

状況により若干の相違はありますが、制度導入初

年度ということもあり、基本的には従来の委託料

とほぼ同額といたしております。しかし、指定管

理者には施設運営の裁量権を大幅に移譲してお

り、特に利用料金制度を採用している施設では、

みずからの経営努力で収益性の拡大を図ることも

可能であります。今後の施設運営の状況によって

は、いわゆる指定管理者のやる気を失わない範囲

で委託料の減額も検討していかなければならない

と考えております。そのためには各施設の機能及

び効果を一層発揮できるよう要望、指導を行い、

さらなる経費削減、効率的な運営を進めていく所

存であります。 

 続きまして、文書館の整備についてお答えをい

たします。 

 城川文書館の整備につきましては、行政改革大

綱に取り上げております文書館システムの構築と

あわせて検討する必要があろうかと思いますが、

このことにつきましては合併時から、本庁総務課

と城川文書館との連携により城川文書館を支える

会の代表者であります国文学研究資料館安藤教授

の指導を受けながら取り組みを始めております。 

 西予市の場合では、先進自治体で行われている

ような電算機器を導入し、各文書館の間でオンラ

イン検索が行えるような段階までは今のところ厳

しいかと思いますが、新庁舎の建設を見据えなが

ら公文書館法に定められておりますとおり、公文

書の適切な保管場所の確保及び整理、分類までは

遂行していきたいと考えております。 

 そのための準備の第１段階としまして、旧町の

保存文書が各総合支所のどの場所に、どの程度、

どのように保管されているのか概数を把握する必

要があり、議員ご指摘のとおり、平成１９年度末

にはこの調査を終了する計画といたしておりま

す。 

 その後の第２段階としましては、新たな場所が

確保できるまでの間、文書の整理や分類のため臨

時保管場所へ公文書を一時的に移動させる必要が

あり、その場所につきましては各総合支所の空き

施設や廃校となりました学校施設などの利用を今

後考えていきたいと思います。しかしながら、旧

町の文書は実に膨大であり、作業には人員の不足

や財政事情の影響もあり、本庁舎の建設とあわせ

て長期的視野で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、私の方から集落の再編を

どう考えるかについて回答させていただいたらと

思います。 

 集落で暮らし営まれた人々の生活は、独自の郷

土文化やコミュニティーを築いてまいりました。

しかしながら、生活の便利さや物の豊かさを求め

る余り、若者の都会への流出や核家族化によっ

て、これまで受け継がれてきました生産活動の共

同作業や伝統芸能、歴史、文化遺産の継承といっ

た独自の風習や習慣、さらには住民の連携、融和

までも崩壊の域に来ております。山間部の集落で

は過疎化、高齢化が著しい傾向にあり、加えて後

継者労働不足から農地や山地の荒廃が進み、生産

力の低下が顕著に見られるようになってまいりま

した。高齢者も長年住みなれた家から離れたくな
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い、先祖伝来受け継いできた農地を手放したくな

いという消極的な守る姿勢が裏目となって、防災

や医療または農地の荒廃などの問題を抱え、集落

の存亡さえ危ぶまれる状態であります。以前、大

竹議員の質問もありましたけれども、高齢化率が

５０％を超えると集落機能が衰えると、集落崩壊

の危機があるというようなことを言われておりま

したけれども、西予市においても、この５０％を

超える集落が結構多くなってまいりました。 

 このような中で、議員ご質問のように、市の施

政方針の基本には隅々まで行き渡る行政推進であ

り、諸施策を実施しながら集落の生活環境の整備

などを進めるとともに、その存続と地域振興を図

っていく所存でありますが、その効果が低くさら

に過疎化が進むと判断される場合には、地域ある

いは個々の意思の尊重を前提とした上で、ご理解

とご協力を求めながら集落の再編ということも検

討しなければならないと考えております。ただ、

現状を見ますと、土地への愛着や経済的な問題、

あるいは自治会所有の財産等複雑な住民感情も多

くあるようで、現実的には非常に厳しい面も考え

られます。 

 いずれにしましても、行政機能、生産活動を適

正にするために地域住民の皆さんの英知を結集し

ていただくとともに、市といたしましても、再び

地域の活力を取り戻すために地域はどうあるべき

かの問題を投げかけながら精査をして、あわせて

生活環境整備や若者の就労機会の確保を目指して

企業の誘致、定住促進を図ってまいる所存でござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 指定管理者制度の関係であ

りますけれども、中には現在の第三セクター、従

業員の賃金カットをしながら採算性を追求してい

る事業体もありますし、ただ今までの運営に従っ

て運営をされている、いろいろあるわけでありま

すが、とにかく最小限の市民負担、いわゆる税金

で価値の高いサービスを提供するための自助努力

が求められておるわけであります。 

 したがって、市民ニーズを踏まえ公共補てんの

必要性について、今後具体的な市民負担、いわゆ

る税金をどこまで、例えば赤字になった場合には

補てんをするのか、そういった限度を示すべきと

思うわけでありますが、言われますように施設そ

れぞれ性格が異なっておりまして、一律には難し

い問題でありますけれども、今部長が答弁されま

したように、今までとほぼ同じ委託料ということ

でありますけれども、委託料が従来と変わらない

のであれば、あえて指定管理者制度にして採算と

か公共サービスを追求する必要もないんじゃない

か、直営でいいんじゃないかという気もいたしま

すので、やっぱり具体的な市民負担の限度を示す

べきだと思うんです、予算あたりで。そこら辺、

非常に難しい問題だと思いますので、今後検討し

ていただきたいと思うわけでありますが、これに

ついてはどのようにお考えなのかお伺いをいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の鍵原議員の再質問については非

常に重要な問題を秘めておると、このように思っ

ておりますけれども、第三セクターのあり方と、

あるいはそれに対する税のどれくらいほどの限度

額が適切かと、これも非常に重要な問題でありま

すし難しい問題であると、このように思っており

ます。そういうことを踏まえまして、私どもは１

７年度にコンサルを入れて第三セクターの今の状

態を、いわゆる専門的な見地から見た場合にどう

判断をされるかということの経営診断を入れさせ

ていただきました。そのことを今、議員の皆さん

にも以前ご説明をさせてもいただきましたし、税

をそこへ安易に投入すべきでないということも私

どももわかっております。 

 したがって、このコンサルの結果を総合的に判

断をいたしまして、税の限度ということと、ただ

やみくもに減らしていくことについては、そこの

地域のせっかく持っておる第三セクターの活力、

雇用性というのを失う可能性がありますので、そ

の辺のとこは十分考慮をしながら今後の判断をし

ていこうと、このように思っているところでござ

います。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 文書館の関係、部長さんの
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答弁で理解をしたわけでありますが、空き部屋の

活用も今言われたように、庁舎の空き部屋とかあ

るいは廃校の利用、十分わかるわけであります

が、現況の活用の実態もある程度承知をいたして

おるわけです。これは答弁は要りません。 

 ただ、文書のストッカーを空き部屋に無造作に

積み上げておくというようなことではいけんのじ

ゃないか。例えば簡易な書棚等を設置して、整然

と整理ができておれば今後の精査事務とかあるい

は活用について非常に効率的だというふうに思っ

ております。このことは特に予算計上を必要とし

なくても、既存の予算の範囲内で。予算に余裕が

あるとは申しません。財政課長に怒られますの

で、それは申しませんが、そういう工夫をいただ

いて、有効活用の方法について検討されるように

あえて要望を申し添えて私の質問を終わります。

答弁は要りません。 

 

○議長 次に、１７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 通告いたしておりました

質問案件につきまして、順次質問をさせていただ

きます。 

 今回の質問で答弁者につきましては、先日の愛

媛新聞に西予市の人事異動が出ておりました。本

年４月から現管理職を離れる方、また退職される

方ばかりになりましたが、今後西予市の総合計

画、「夢創造西予２１」の具現化また実現できる

ような答弁、そして提言を期待いたしまして質問

を始めさせていただきます。 

 西予市農業支援センターの現状とこれからにつ

きましてお尋ねをいたします。 

 １次産業の低迷している中、本議会で提出され

ております議案第９号に、西予市総合計画基本構

想にありました、それぞれの地域特性に即し、多

種多様な産品を生み出す農林水産業の町、また多

種多様な産品を生み出す農林水産業を柱にした特

色ある自立した産業構造の確立と、また基本目標

４には本州すっぽり西予、豊かさを実感できる町

といいまして、農業、林業、水産業、工業、商

業、観光等々が上げられておるところでございま

す。 

 その中でお尋ねをいたしますが、日本の縮図の

ような気候、風土の中、旧５町の連携を取り、一

体感をつくり、農業の活性化また夢の実現をする

ための方針を示していただきたい。例えば、一つ

の農産物を時間差、気候差、大野ケ原から例えば

田之浜まで、一つの品目を生産できないか、その

ようなことにつきまして第１点お尋ねを申し上げ

ます。 

 ２点目は、各総合支所長に質問をいたします。 

 合併後２年を迎えようとしておりますが、先般

のせいよ２月号に、先ほども議員が触れましたけ

れども、西予市の人口は４万４，９４９人という

ことになっておりまして、５年間で減りましたの

が２，２６８人、４．８％でございます。明浜町

は１０．６％、宇和町は微増で０．３％ふえてお

ります。野村町は７．７％の減、城川町は８．

８％、三瓶町は６．１％の減でございます。これ

らの中で、先般、企画調整の総合計画の中で説明

がありましたけれども、２７年度には現在の人口

が４万２，５００人を想定しているということで

ありましたが、明浜町の２００５年が４，１８２

人、これをコーホート要因法ということでやって

みますと２０年後、２０２５年でございますが

２，３６７名出ております。これは５６％になる

わけでございますが、広報せいよにありますよう

に、１０％ずつ減っていきますとこれぐらいの人

口になるということでございますが、少子・高齢

化の中、中心地集中型の人口構成に今後なるんじ

ゃないかと心配しているところでございます。そ

して、少子・高齢化の中、先ほど鍵原議員の質問

にありましたが、２０年たてば集落の崩壊が始ま

るんじゃないかと、こういうことで危惧をいたし

ておるところでございます。 

 また、市長の一般会計予算の説明の中で重点の

第７点目でございますが、健全財政を構築するた

め確固たる信念を持って取り組みますと、それか

ら合併しても何もよいことがないという声を耳に

しますが、これはわかってない誤った認識の方々

の発言ではなかろうかということはございました

けれども、私もそのとおりだと思っております。

何もないっていうのはないんですよ。みんな何か

は憂えてる。 

 この財政が非常に厳しい中で、私どもはこれか

らの２０年先の西予市のあり方につきましていろ

いろと私なりで考えておりますが、そのような中

で、日本の中におきましたら西予市は条件不利の

地方になります。ただし、西予市の中で条件不利

の地方はあるわけでございます。今後条件不利の
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地方が切り捨てられるのではないだろうかと大変

心配しております。そのような現状の中で、総合

支所の位置づけは今後ますます重要になるのでは

ないかと思っておるところで各総合支所長に質問

をいたします。 

 合併後２年経過して、旧町はどのように変わっ

たと思われますか。また、旧町の市民の意識の変

化はどうでしょうか。また、総合支所の職員の勤

労意欲また意識はどのように変化したでありまし

ょうか。総合支所のこれからの組織はどのように

したらいいのでしょう。市民も巻き込んでみんな

が考える問題ではございましょうけれども、また

存続性、必要性についてもお尋ねをいたします。

市長にお尋ねすべきではございますけれども、現

場感のある総合支所長にあえてお尋ねをいたしま

す。 

 

○議長 大森部長。 

 

○大森産業部長 それでは、酒井議員１点目であ

ります、西予市農業支援センターの現状とこれか

らについてのご質問にお答えをいたします。 

 西予市農業支援センターでは、地域特性を生か

した活力ある農業を展開し、経営感覚にすぐれた

効率的な農業経営の育成を目指し、総合的な農業

指導の窓口として担い手への農用地の利用集積や

担い手の確保育成を初め、各種事業推進の支援に

取り組み、一定の成果が上がっているところでご

ざいます。特に、国の三位一体改革への対応した

農業構造改革では、担い手に対し施策を集中する

経営所得安定対策が決定をいたしましたが、平成

１９年度に向けた対策の取り組みの周知や担い手

の対象となる集落営農の組織化、法人化の推進が

不可欠であることから、関係機関が連携して取り

組みの強化を図っているところでございます。 

 次に、農業の活性化の方針につきましては、輸

入農産物の増加や消費者のニーズの多様化によっ

て今後も産地間競走の激化が予想され、極めて厳

しい状況であります。このような状況の中、これ

までの栽培の見直しや新品種の転換、さらには新

たな資源の創出により、市のブランド産品育成を

戦略と位置づけ、安定した周年出荷による有利販

売の展開を図ることが必要であり、今後ＪＡと連

携して研究に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 先般、２月２２日でありましたが、農業講演会

がありました。議員の皆さんにも大勢出席してい

ただきました。東京青果株式会社の上田専務さん

のお話でありましたけれども、西予市の１，４０

０メートルの標高差の中での周年出荷体制は容易

に組めるのではないかというご提言もいただきま

したし、各地域を再調査、分析することによっ

て、まだまだ西予市は可能性を秘めているという

話もいただきました。 

 さらに、これは余り大きな会社ではありません

けれども、西予市の産品を売りたい、例えばほわ

いとファームのアイスクリーム、それから城川の

ハム、もうこれは一部販売をしていただいており

ます。さらに、明浜の完熟ジュースも売りたいと

いう話がございました。 

 西予市に潜在している資源というのは、住んで

いる我々以上に想像以上のものがあるんではない

かなというふうに思っております。あると思って

おります。ただ、それを販売する体制、流通も含

めてそのことがまだまだでき上がっていない、そ

のことを構築することが非常に重要になってくる

というふうに考えております。そういう意味で

も、この支援センターが担っていくものはこれか

ら重要な部分があるというふうに考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小玉明浜総合支所長。 

 

○小玉明浜総合支所長 酒井議員の２番目の総合

支所長への質問ですが、１点目の、合併後約２年

間経過をいたしておりますが、旧町はどのように

変わったか、また旧町の市民の意識の変化につい

てお答えをいたします。 

 人はそれぞれの考え方、物のとらえ方などにつ

きまして千差万別あると思いますが、明浜総合支

所長私なりでの感じ方を述べさせていただきま

す。 

 合併に至るまでには、旧町がそれぞれの段階で

各種の検討会、説明会を開きまして、平成１６年

４月１日に合併となったわけであります。この時

点では、財政上での三位一体改革が強く打ち出さ

れてなく、財政的にも現段階に至るまで交付金の

大幅減額が予想だにしなかったわけでございま

す。 
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 また、当町も第１次産業主体であり、かんきつ

を中心とした農業、ちりめん、養殖漁業の水産業

が主でございます。平成３年バブルの崩壊後、社

会情勢の変化で、近年は価格の低迷で農漁業者の

経営状況は疲弊をいたしまして、大変、今、悲鳴

を上げているような状況でございます。平成１６

年９月の台風１８号ほか数回の沿岸による潮風災

害、また本年追い打ちをかけたダブルパンチの災

害となっている状態であります。このような中、

私たちを取り巻く環境地理的、経済的、社会的状

況は大きく変わりつつあります。ある関係者の

方々の話を聞いてみますと、よいことは口には出

しませんが、問いかけをいたしますと合併はよか

ったという人、そして合併の前の方がよかったと

いう人、今の時の流れには逆らえないのではない

かという声も聞かれております。 

 昨今になりますと、全国的にそれぞれの各分野

において構造改革が推進をされております。これ

は強い国づくりへの方向づけがなされているもの

と思っております。私たちの地域におきまして

も、一部的にも地域に見合った生き残りの取り組

みを感じているところでございます。また、旧町

のときに何件かの課題の積み荷があったわけです

が、関係者の皆様方のご協力また議員諸氏におか

れましてのご協力により、課題解決につき大変大

きくさらに前進されましたこと、感謝を申し上げ

る次第でございます。 

 先日は、先ほど産業部長の方から申されました

が、東京青果の上田先生を迎えましての「産地が

望むもの」という講演をいたしました。そして、

西予市環境フォーラム、ごみゼロを目指しての環

境型社会へのお集まり、皆さんはそれぞれの立場

で危機感という共有の意識を持ち、それぞれの

方々の市全体としての意識の対応がありますが、

旧町といたしましても、総体的に合併して市民の

意識の変化が見受けられていると感じているとこ

ろでございます。 

 第２点目の、総合支所の職員の意欲また意識は

どのように変化したかについてお答えを申し上げ

ます。 

 合併当初、旧明浜町職員１８名は本庁などに異

動となり、２年目の平成１７年４月１日は本庁か

らと各総合支所から明浜総合支所へとも出入りの

異動があったわけでございます。２年目の異動に

つきましては他町からの異動の方、旧町職員が一

緒になり今までにない緊張感というものが伝わっ

てきたわけでございます。さらに、全職員の職員

研修を実施することによりまして、職員の意欲、

意識が変わったことと思っておるところでござい

ます。今後、合併記念事業といたしまして本年の

５月７日に南こうせつピクニックコンサートを計

画をいたしておりますので、今までよりさらに縦

の連携、横の連携でもって職員間の一体感を図

り、全市的な意識が変わるものと思っているとこ

ろでございます。 

 平成１８年度は新たに大幅な人事交流があり、

市職員全体が一体化とし、前進した総合支所がま

た生まれるのではないかと思っているところでご

ざいます。今まで以上に、市長が提唱しておりま

したグローバルな観点からローカルな実践が展開

できることを推進すべきであることと考えている

ところでもございます。 

 第３点目の、総合支所のこれからの組織はどの

ようにしたらよいか、また存続性の必要性につい

てお答えをいたします。 

 総合支所は、本庁との連携のもとで市民へのサ

ービスを提供していることはご承知のとおりでご

ざいます。組織自体のあり方につきましてはさま

ざまないろいろな角度から検討をいたし、本庁で

できること、支所での機能のあり方など、機構改

革も含めて進めなければならないと思っていると

ころでございます。 

 存続性の必要性につきましては、昭和３０前後

に昭和の大合併があり、合併によってのメリット

デメリットは諸先輩が経験上認識の上で総合支所

方式を採用したものと思っているところでござい

ます。総合支所方式を仮に存続できなくなるとい

うことであれば、社会的、経済的にも地域はさら

にさらに冷えこむものと思われるものでございま

す。このことにつきましてはいろんな問題、諸課

題等ありますが、時代を先取りし、市民への早期

の周知、住民へのコンセンサスを得ることこそが

重要な必要だと思っているところでございます。 

 以上でございます。答弁とさせていただきま

す。 

 

○議長 西本野村総合支所長。 

 

○西本野村総合支所長 酒井宇之吉議員の、合併

後２年を経過して旧町はどのように変わったと思
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われますか、市民の意識の変化はどうでしょうか

とのご質問でございますが、議員もご承知のよう

に、５町が合併時の段階では現在の行政サービス

を維持し低下させないという説明で町民は合併に

賛成し西予市が誕生しましたが、想定外のことで

あったのか想定内であったのか、その後の国の行

政改革、三位一体改革に伴います県の予算の厳し

い見直し、補助金の削減、廃止等により、市の財

政もその影響を受け、厳しい状況にございます。

都市の経済は踊り場を脱して景気は回復基調にあ

るといわれておりますが、地方ではまだまだ回復

の兆しが見えてきません。 

 第１次産業が主たる野村町でも、御多分に漏れ

ず過疎化、少子・高齢化がさらに進み、後継者不

足や農林産物の価格低迷により生産意欲が上がら

ないことに加えまして、主力業種であります建設

業も公共工事の投資削減により受注量が減少し、

経営は苦しく、新たな事業の展開をするのか、一

部の業者では廃業を検討する状況にあります。町

に少し元気が活気がなくなってさみしさを感じて

おります。 

 反面、新しいまちづくりにつきましては、組織

や各種団体などの統合により交流の輪も広がり、

人を知り、語り、市民の意識に変化が見られ、一

体感の醸成が進んできているのを感じておりま

す。 

 次に、総合支所の職員の意欲、意識の変化はと

のご質問でございますが、総合支所の職員数は、

合併前と比較すると一般行政職で５５名減少をし

ております。昨年の人事異動により旧町の職員と

の交流があり、その結果を見ておりますが、職員

の中に心のわだかまりも感じられませんし、各職

場でそれぞれ協力し合って市民に接し、市職員と

しての意欲を持ち、仕事に取り組んでおります。 

 １７年度に、接遇を初め初級、中級の職員研修

が実施され、１８年度も引き続き研修が実施され

ますので、ことわざにありますように、桃栗３年

柿８年という言葉がございますが、今後において

研修の成果が出てきまして、市職員としての意識

改革が図られ、実を結ぶものと期待をいたしてお

ります。 

 次に、総合支所のこれからの組織はどのように

したら、また存続性、必要性についてのご質問で

ございますが、西予市にとって行政のスリム化、

財政の健全化が喫緊の課題でございますが、住民

サービスを低下させないために総合支所方式を採

用して合併をしておりますので、当分の間は存続

すべきと思っております。 

 本市の面積は５１４平方キロと区域が広く、海

岸部から山間部と変化に富み、地形的に複雑で集

落も散在しているため、総合支所の存続性、必要

性につきましては、今後本庁の庁舎建設計画を進

めていく中で、支所としての窓口事務や危機管理

に対応できる職員の配置体制をよく検討して、地

域住民への情報を提供し詳しく説明をするととも

に、市議会や地区の地域審議会で十分に議論し、

理解を得た上で組織機構の改革については実行す

べきと私は思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 九鬼城川総合支所長。 

 

○九鬼城川総合支所長 今、先ほども出てまいり

ましたけれども、地域の皆さんからは合併しても

何もいいことはないじゃないかという声をよくお

聞きします。しかし、私はこの声を裏返せば、合

併し、西予市が誕生したらきっと夢の持てる何か

新しいまちづくりが始まるのではないかという大

きな期待を市民の皆さんが持っていただいている

あらわれではないかというふうに思っています。

総合支所として今何ができるのか、何をすべきな

のか、合併効果に対する期待に小さいことからで

もわかりやすく少しでも早く答えを出していく必

要性を痛感しています。 

 城川においても行政の効率化、むだを排除し、

少ない経費でより大きな効果を上げてほしいとい

う切実な声や、住民自治の力が試されるときが来

ているという声が当然あります。しかし、高齢化

率５０％を超えるような、いわゆる限界集落が点

在する城川地域においては、長年培ってきた独自

の集落機能を大切にしたいという声もあり、数字

の上だけでの合理性や対費用効果だけでの議論で

は、住民が安心して暮らせるまちづくりはなかな

かできないのではないかというふうに感じていま

す。これらの相反する行政需要を両立させ、改革

を実現する努力と知恵を出して、そして住民の皆

さんの理解が得られるような説明責任をしっかり

果たすことが今まさに急務であり、その窓口とし

ての総合支所の役割はまだまだ必要とされている

というふうに思っています。 
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 また、総合支所職員の意識も、合併当初は市役

所職員というような呼ばれ方などをいたしまし

て、若干戸惑いや浮き足立って目標が定められな

いような状況にあったという反省をしておりま

す。今からの地域課題の解決には、行政主導の中

央集権的な発想だけでなく、財源、税の配分を伴

う地域分権といったような考え方を進め、地域の

力を高める必要があり、地域活力が醸成されれば

総合支所の役割も大きく変わるのではないかとい

うふうに思っています。 

 しかし、当面は総合支所の役割、職責を明確に

して、職員が自信を持って窓口での対応ができる

ように努め、先人の力により守り伝えられてきた

城川地域の豊かな自然と人の輪、人情、伝統文

化、これらをしっかりと後世に伝えることを基本

理念として、新しい西予市づくりの中で地域の皆

さんに信頼され、安心して何でも相談していただ

けるような、そんな総合支所でありたいというふ

うに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 山本三瓶総合支所長。 

 

○山本三瓶総合支所長 それでは、引き続き三瓶

総合支所の方からお答えをいたしたいと思いま

す。 

 まず１点目の、町の変化についてのご質問であ

りますが、過去における合併事例から周辺の町は

寂れていくのではないか、こういった心配をする

周囲の声はございますが、今のところ町の様子が

合併により特に変わったと感じることはございま

せん。ただ、周囲の心配いたします合併の影響が

いつどのような形で出てくるのか、あるいは出な

いのか、そのあたりは気にかかるところではあり

ます。 

 次に、市民の意識の変化についてであります

が、今回の合併では大方の市民の皆さんが合併は

避けて通れない、時代の流れ、こういった認識の

もとで合併を受け入れ、２年を迎えたわけであり

ますが、その意識は今でも変わっていないものと

思っております。また、そういった意識の中で、

今は周辺地域に対するきめ細かな行政のサービス

を住民は望んでいると、このようにも思っている

ところであります。 

 ２点目の、職員に関するご質問でありますが、

職員が総合支所、本庁の区別なく常に意欲を持っ

て職務に専念をいたしているところです。西予市

の職員として仕事に取り組む姿勢はいつでもどこ

でも変わるところではございません。 

 また、合併に対する職員の意識でありますが、

職員の間でも当初のころは、その意識に個人差が

あったように思います。合併を迎えた中で、自分

の認識の甘さに気づいた者、あるいは率直に合併

を実感した者、さまざまではないかと思います。

いずれにいたしましても、現在はおおむね同じよ

うな意識を持って現状を受けとめているものと思

っております。 

 最後の、今後の総合支所のあり方についてのご

質問でありますが、ご承知のように合併本来の目

的であります行財政の効率化、一体的なまちづく

り、そういった観点から総合支所方式の矛盾を指

摘する意見もございます。将来の組織としては、

総合支所には窓口業務、施設の維持管理業務など

住民生活に密着した最低限の機能を残すことも考

えられますが、何と申しましても住民サービスに

直接かかわる大変重要な問題であります。したが

って、総合支所のあり方は本庁方式への移行も含

め大勢の意見を集約し、その上で最終的な総合支

所のあり方を見きわめていくのがよいのではない

か、このように思っているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 質問を１点と、それから

お願いを２点ほどお願いしたいと思います。 

 農業支援センターでございますけれども、職員

配置でございますが、西予市の職員が２名そして

ＪＡから２名ということになっておりますが、こ

れにつきまして非常に、かんきつ部分がＪＡひが

しうわとにしうわ青果に分かれている分の連携を

どのように、この農業支援センターの中で取られ

るのか。 

 なお、非常に今までの、私なりで見ますと農業

支援センターそのものが非常に米作中心といいま

すか、そのような形に現在まで来ているんではな

いかと思っております。それにつきまして、作物

専門委員的なプロを育成してやっていくというよ

うなこともできるのではないかと思いますが。 

 なお、産業創出課が今回できるわけでございま
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すが、その関係につきましても、この際でござい

ますのでお尋ねをさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、総合支所長さん、答弁ありがとうご

ざいました。皆さんの貴重なご意見を今後の我々

議員活動の中で生かしていきたいと、かように思

いますので、お礼を申し上げまして私の質問とい

たします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員の再質問につい

てお答えしますけれども、その前にまず、総合支

所長４人の質問に対する回答といいますか、意見

を述べさせていただきました。そういう質問をい

ただくというのは非常にありがとうございまし

て、総合支所長の力を見ていただいたと思いま

す。私も今回の人事配置の中で、本庁の部長経験

をされた方をあえて総合支所長に３人することに

いたしました。といいますのは、それだけ総合支

所長というのは重責だと、このように思っており

ますので、今の力を見ていただいたら総合支所長

の力がわかっていただいたと、このように判断を

しておるところでございます。ありがとうござい

ました。 

 それでは、酒井議員の農業支援センターの人員

配置等々の問題について再度お答えをさせていた

だきますけれども。 

 確かに今の現段階では米作中心、いわゆる今の

国が言われておる横断的な作物の体制づくりの中

で、転作を中心とした物事の判断になり過ぎてお

る。農地の流動化いわゆる担い手育成といいます

か、そういう一つのところの視点も持ちながらや

っておりますけれども、どうしても米作中心のと

ころがあるのかなというのはちょっと気になって

おるところでございますが。これもあくまでも今

の状況で立ち上げた段階でございまして、今後は

農業支援センターとしての力を大いに発揮をし

て、今言われるような専門委員の配置あるいは普

及センター等々との国、県の方と連携できるよう

な体制づくりもしっかりやっていかなくてはいけ

ないとこのように思っておりますし、今度つくり

ます産業創出課については、産業の育成というの

を中心的には産業創出課に全部移していこうと思

っておるわけでありまして、そこの中で農業部門

がどのようにかかわって産業創出の中にやってい

くかということも連携を深めてやっていこうと、

このように思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 暫時休憩いたします。１時３０分に再開

をいたします。（休憩 午後０時２１分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時２９分） 

 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 私は通告により、住みたい

住みよいまちづくりについてお尋ねをいたしま

す。 

 西予市のシンボルとなる市の花、木、鳥、魚、

昆虫が２月１日に制定され、レンゲソウ、ブナ、

ウグイス、アジ、蛍に決まり、中でもレンゲソウ

はれんげ祭りで定着しており、レンゲソウの描か

れた町バスも動く宣伝カーとして頑張ってきた経

緯があり、明るく心を和ます花として今後全車に

対応したらどうだろうか、お伺いいたします。 

 また、ブナは外国では森の母、森の医者と呼ば

れ、キノコはマイタケ、ブナシメジ、環境の面で

は保水力においては緑のダムとして有名でありま

す。そこで、各地域へも積極的に植樹をするお考

えはあるのか、お伺いいたします。 

 次に、我が町を魅力ある町にするために、自然

環境に恵まれ、また伝統文化と地域資源に恵ま

れ、いやしの文化等地域の魅力は豊富でありま

す。今年の県の予算に見るごとく南予の活性化、

地域格差が拡大している現状打開のため、観光を

切り口に移住推進型観光推進事業を東京、大阪な

ど都市圏に農山漁村で生活したいと望んでいる人

のための視察ツアーを募り、南予北部と南部で各

２５名程度を集め３泊４日で実施するとあるが、

受け入れる側が西予市となれば、現状を見れば非

常に恥ずかしい状態にあるのではないか。 

 一例を挙げるならば、県道宇和三間線ではごみ

の不法投棄に対する立て札が、「警告ごみ捨てだ

め」等３０本余り立てられ、車の避難場所が上下

線合わせて４カ所あるが、それもロープを張って

使えなくしている。観光客から見れば嘆かわしく

思うに違いありません。全市を挙げてごみの不法

投棄をなくすべきであると思います。 
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 そこで、より美しくするために宇和川にニシキ

ゴイを放流してはどうだろうか。農業集落排水施

設、下水施設も完備しつつあり、清流を取り返

し、子供たちが水の中で遊ぶ日も近いと思われま

す。全国的にもニシキゴイが町の中の小川で泳ぐ

町があります。その名前を聞くにつけ、市民の人

柄がうかがえるではないでしょうか。自然の大川

にニシキゴイが泳ぐ町の名前は余り聞きません。

近くでは、西条市、保内町ぐらいかと思います。

宇和川の河川改修も進み、護岸も整備されてまい

りました。特に、卯之町駅裏の河川公園は、十分

管理されれば市民の憩う絶好の場所です。潤いの

あるまちづくりの一貫として河川公園から三島神

社橋上、れんげ団地横、宇和保育園、中川小学校

横等が放流の適地と考えます。 

 専門家に聞きますと、２０センチ以下の魚は鳥

のえさになってしまいます。そこで、地域の池を

借りて１年間飼育すれば３０センチに育ちます。

ニシキゴイ１匹２００円で保護、放流経費合わせ

ても２０万円もあればできることです。毎年継続

すること、自然保護、環境美化の面からも西予市

のイメージアップになります。河川を訪れる方々

を和ませ、青少年の情操教育の面からも効果が大 

きいものと期待できます。また、大雨でコイが逃

げるのではないかと思われますが、黒ゴイが大雨

でも逃げずに住み着いていることから、その心配

は無用かと思われます。市の考え方をお聞きいた

します。 

 次に、少子・高齢化対策についてお伺いいたし

ます。 

 日本の人口も２００７年より減少すると予測し

ていたが、２年も早く減少に転じた。西予市も合

併当時、平成１６年４月１日の時点で４万７，０

４３人が平成１８年１月３１日現在４万６，２１

７人となり、１年と１０カ月で８２６人の減少と

なり、月平均では３７人の減少となっている。し

かも、高齢化率は平成１８年２月１日現在３３．

６％となっている。 

 そこで、少子・高齢化対策として、適齢期の人

が多いので、積極的な結婚対策を打つべきだと思

う。未婚者の多い要因は、基幹産業の第１次産業

の低迷にあるのではないか。ある地域の集落は崩

壊しようとしています。それは、若者が住むにも

収入がないことであります。今までは公共事業に

兼業として収入を得ていましたが、その公共事業

もピーク時の半分となり、また企業誘致も望めな

い状態で、雇用創出には第１次産業の素材を生か

した１．５次産業が必要で、海、山、里の豊富な

地域資源を発掘し特産品化を図り、若者が住みた

い、また環境づくりが必要である。 

 世相としては晩婚化、家族制度の崩壊、経済的

問題、グループ活動の減少、核家族化、女性の社

会進出、昔いたような世話人がいなくなった等、

いろいろの要因があると思います。私も平成１３

年、宇和町の結婚推進委員をしていました。現在

のように毎月５日結婚相談日を設けていて、神戸

へのツアーや地域でのパーティー等出会いの機会

を図ってきたが、個人の考え方や理想や結婚観も

異なり、まとめることができませんでした。西予

市になって５町からの選択肢ができたので可能性

は高くなったと思います。 

 そこで、提案ですが、思い切った施策が必要と

考え、強引とまではいかない見識の高い専従者と

合併記念結婚祝い金５０万円を出してはどうだろ

うか。真剣に取り組む時期に来ていると思います

が、お考えをお聞かせください。 

 以上で私の質問を終わります。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 坂本議員の住みたい住みよい

まちづくりについて、最初の質問の市の花、木、

鳥等の活用方法について答弁を申し上げます。 

 西予市の花、木、鳥、魚、昆虫にはそれぞれレ

ンゲソウ、ブナ、ウグイス、アジ、蛍を選定し、

去る２月１日に制定いたしました。この制定内容

の周知、紹介につきましては、広報せいよ３月号

及び西予市ホームページで行ったところであり、

また本年度制作いたします市政要覧にも記載の予

定であります。今後においても、観光等各種パン

フレットにも折り込むなど、市のイメージアップ

を図っていきたいと考えております。 

 議員からご提案いただきました市の宣伝とイメ

ージアップを図る上で、市の花に指定したレンゲ

ソウを市の車に描くことはできないかということ

でありますが、レンゲソウに限らず他の鳥や魚等

も対象にしたいと思います。大変ユニークなアイ

デアをいただきありがとうございます。しかし、

市所有の全車対象にするとなれば多額の経費が伴

うことが予想されますので、今後検討していきた
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いと考えますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 また、ブナの木の植樹でありますが、自生して

いる日本の南端は鹿児島県の高隈山ということで

あり、また野村ダム周辺には既にブナが植栽され

生育しているという状況を見ますと、生育の可能

性があると思われますので、環境の面、自然保護

の面等を考慮しながら公園や山地等集団的な植樹

も検討していきたいと考えているところでありま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 それでは、住みたい住みよいま

ちづくりについての宇和川にニシキゴイをという

ご質問にお答えをいたします。 

 本質問は肱川上流漁業権の関係、また河川公園

の関係、青少年の情操教育と環境など多岐にわた

ると思いますけれども、私の方でお答えをさせて

いただきます。 

 河川公園付近、宇和川の数カ所にニシキゴイの

放流をしてはどうかというご質問でありますが、

公共下水道、集落排水及び河川の整備も進んでお

り、昔の清流に返りつつあると思っております。

農山漁村を形成する西予市でありますが、里と総

称される宇和川は美しく清らかに流れる宇和川が

あり、その川にニシキゴイが悠然と泳ぐ情景は想

像するだけで心が和んでまいります。環境美化に

も当然つながってくることでありますし、前向き

に考えていきたいと考えております。 

 しかしながら、少し心配することがありますけ

れども、ご案内のとおり宇和川は肱川上流漁業組

合の管轄でありまして、現にアユ、フナ、ウナギ

等については相当の事業費で放流をしているとい

う状況もあります。鑑札を持っていれば漁ができ

るということでもあります。ニシキゴイの放流

は、観賞用で道行く人の目を楽しませてくれる目

的でもありますので、その辺のことも含めて漁業

関係者等とは十分協議をしていきたいと、検討し

てまいりたいと思っております。それと何より、

河川沿いに住む人、地域の人の思いが一番重要に

なってくるんではないかなと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 河野教育部長。 

○河野教育部長 坂本議員の少子・高齢化対策に

ついて生涯学習課が進めております結婚推進委員

会について説明をし、答弁といたしたいと思いま

す。 

 西予市結婚推進委員会が昨年７月に発足し、各

町から推進委員を選出していただき、各地区の結

婚を希望する人に結婚推進委員会への登録の呼び

かけ、登録をしていただいた資料に基づきまして

結婚推進委員さん間での情報交換、これに基づい

ていろいろな結婚推進活動をスタートいたしてい

るところでございます。また、結婚相談につきま

しては、先ほど議員がお話になりましたように、

旧宇和町時代が実施をしておりましたように毎月

５日の日に本庁、中央公民館、明浜中央公民館で

実施をいたしておるところであります。今、西予

市になって２年目を迎えておるわけですけれど

も、この結婚推進委員会で進めておる事業を当分

の間は見守っていきたいというふうに考えており

ますので、議員が提案していただきました専従者

の問題あるいは祝い金の関係については、現在の

ところ考えておりません。 

 そこで、このような中、城川町で１組、宇和町

で１組が、この結婚推進委員さんの活動によりま

して結婚いたしております。１８年度もこの方向

で進めていきたいというふうに思っておりますけ

れども、特にこういったような結婚推進委員さん

だけでなく、議員の皆さんにおかれましてはそれ

ぞれの地域の有志でありますし、世話役としては

一番現実の議員活動の中にもされておりますの

で、結婚推進についてもお骨折りをいただくと大

変ありがたいというふうに思っておりますので、

どうかよろしくお願いをしたらと思います。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 森部長からは力強いご返事

をいただきまして、町バスのいろいろな市の花、

木ほかもいろいろシンボルとしての宣伝が出てく

るんじゃないかというように非常に期待をしてお

ります。 

 これに関しては、宇和町当時にれんげのバスで

県外へ行きますと、非常に県外の人がよく見てく

れました。そして、質問を受けました。そういっ

たことで、レンゲの花というのは非常に清らか
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で、心和ます非常にいい花じゃと、そうであると

私は信じておりますので、ぜひこれを積極的に展

開していただきたいと思います。 

 そして、河野部長からの結婚祝い金の件でござ

いますが、過去ずっと何年間、私は平成１３年に

公民館長のときに担当いたしまして始めたことな

んですが、それ以後相当真剣に皆さん取り組みを

されたと思います。紹介して成約というんです

か、もう結納を交わされた人に関してはその紹介

者に対して３万円を出そうかとか、過去には出し

てきた経緯もあるんじゃないかと思いますが。一

向にらちが明かんのやないかということが現実問

題だと思います。 

 それで、この５０万円を経費と見るか投資と見

るか、そういった判断も必要やないかと思いま

す。それで、一つの案としては、今そんな考えは

ないとおっしゃいますならば一つ提案をしたいん

ですが、今、西予市長がごみを８億円もかかって

おるとこを１億円減らそうやないかということを

提言されております。これを呼びかけて１億円減

らした半分をこの祝い金に持ってきたら、仮に

５，０００万円だったら１００組が誕生するわけ

です。これは、住民の参加によってそういうこと

がなし遂げられるわけです。だから、今ごみを１

億円減らすんだったら、もうあと５，０００万円

減らそうやないかと、みんなが。それで、その祝

い金になるんだったら生きてくるんやないかと。 

 ということは、これ一つにごみの投棄の問題も

関連するんですが、やはりごみを減量しよう、な

くしようやないかと言ったって、やはり努力目標

を定めてやらんと住民はついてこないと思うんで

す。そやから、ここで発想の転換を図って、５，

０００万円を祝い金として皆さんに、１００組に

与えるんだと、皆さん協力してくれんかというよ

うな方策もあってはいいんじゃないかというな考

えを私は持つのですが、その点についてちょっと

ご返事をいただいたら。ただ、経費と見るか、そ

ういうことをちょっと基本的な考え方をお聞きし

たい。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 坂本議員の結婚祝い金の関係な

んですけれども、先ほど議員が石城公民館長をさ

れておった当時の、俗に言う成立したとき、この

結婚推進委員会活動でカップルが生まれた場合、

この場合は３万円出しておりました。現在も、こ

の結婚推進委員会の予算内での推進委員さんがい

ろいろな活動をされて生まれたカップル、先ほど

城川に１つと宇和町で１つと言いましたけれど

も、この分の世話をしていただいた推進委員さん

には結婚式に呼ばれて経費も要るということで、

３万円同じように経費を出しておるわけですけれ

ども。 

 先ほどの祝い金５０万円の関係については、こ

の結婚推進委員会の予算の中でそれを計上してい

くということになると、とても金額的に無理がい

きますので考えておりませんというような答弁を

させていただいたわけですけれども。先ほどごみ

の関係も含めまして、いろいろ市民のごみ問題の

やる気や目的なんかの意識づけにというふうな話

があったわけですけれども。 

 例えば、去年の４月から今年の３月３０日まで

西予市に婚姻届を出された件数が１４３件ありま

す。これに５０万円掛ければ、とても５，０００

万円以上超すわけですけれども。それと近隣市町

村の結婚祝い金の関係で調査をしてみますと、伊

方町については、農業後継者といいますか１次産

業の後継者については１０万円支給をされており

ますけれども、それ以外のところの市町村にはあ

りませんので、これを先ほどのような議員の話か

ら検討するということになると、教育部の結婚推

進委員会という枠から福祉の関係とか、いろいろ

な部署等協議をして検討していかなければならな

い、このように思っております。 

 

○議長 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 まことにありがとうござい

ました。それで、子育て支援センターとか子育て

の分野においては今、取り組みが非常になされて

おるんですが、子育て以前のここを通り抜けなか

ったらいけんのが結婚じゃないかと思うわけで

す。そこへ入れば子供はある程度、出生率が１．

２９ですか、そんぐらい出てるわけですから、自

動的に子供はある程度は生まれてくると思うんで

す。ここに到達するまでが子孫繁栄のための一つ

のこれが結婚が前提になるわけです。 

 だから、ここの子育てがあるんじゃったら、そ

の前には子づくりがあるんじゃないかという発想
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です。それには結婚をしなかったら子供は生まれ

てこない。だから、あくまでもこのテンポが今ぬ

るい。結婚の適齢期に来た人が早く結婚をするよ

うな状況をつくってやるということが、やはり一

番の先決やないかと思いますので、ぜひそういっ

たことをお願いして私の再質問を終わりたいと思

います。 

 

○議長 答弁要りません。 

 

○３０番坂本隆重君 申しわけございませんが、

西予市の展望として子育てもいいんですが、市長

のお考え、もしございましたら。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、最後に再質問についてお

答えさせていただきます。 

 今ほどおっしゃるとおり、結婚問題というのは

やはり人口の問題と非常にかかわってきまして、

重要な問題だと私どもも認識しております。た

だ、結婚とは一般的に、法的にも言いますと両性

の精神的肉体的結合であると言われますけれど

も、単に２人が愛しただけでできるわけではあり

ません。したがって、お互いが理解をし合って初

めて結婚とはできるわけでありますので。だか

ら、単なる投資という一つの考え方では結婚とい

うのは難しいんではなかろうかと、このように判

断をしております。 

 ただ、今後の一つの考え方の中では、結婚推進

委員会とあわせて、この西予市の中でＮＰＯ法人

みたいなのが誕生していくような流れのことがで

きたら非常にいいのではなかろうかという個人的

な考えはあります。そういうところほど柔軟に対

応して、また結婚に対する推進に対してできる可

能性もあると、そういうところについては先ほど

のごみの減量化に伴う支援措置といいますか、そ

のことを考えていいのではなかろうかと、このよ

うに判断をしております。 

 以上でございます。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 これをもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次会はあす３月１０日午前９時より会議を開き

ます。 

  散会 午後１時５９分 
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           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 
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           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５３号 宇和町稲生墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 
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           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 

   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ８７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ８８号 平成１７年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ８９号 平成１７年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９０号 平成１７年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ９１号 平成１７年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ９２号 平成１７年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９３号 平成１７年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９４号 平成１７年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第３号） 
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   議案第 ９５号 平成１７年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第６号） 

   議案第 ９６号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   議案第 ９７号 平成１７年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ９８号 平成１７年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第 ９９号 平成１７年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

 ２ 陳情第  １号 新天神橋の歩道建設を求 

           める陳情について 

   陳情第  ２号 野村高等学校横林分校・ 

           渓筋分校記念碑建立補助 

           金を求める陳情について 

   陳情第  ３号 精神障害者小規模作業所 

           「たんぽぽ工房」設置主 

           体に関する陳情について 

   陳情第  ４号 「違法伐採問題への取組 

           みの強化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 承認第  １号 専決処分第１号の承認を 

           求めることについて（平 

           成１７年度西予市一般会 

           計補正予算（第９号）） 

   議案第  ５号 宇和町公共下水道根幹的 

           施設の建設工事委託に関 

           する基本協定の一部を変 

           更する協定について 

   議案第  ６号 西予市総合計画基本構想 

           について 

   議案第  ７号 西予市行政手続等におけ 

           る情報通信の技術の利用 

           に関する条例制定につい 

           て 

   議案第  ８号 西予市長期継続契約に関 

           する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例 

           制定について 

   議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施 

           設条例制定について 

   議案第 １２号 西予市宇和福祉センター 

           条例制定について 

   議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館 

           条例制定について 

   議案第 １５号 西予市農村公園条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例制 

           定について 

   議案第 １９号 西予市議会議員の報酬及 

           び費用弁償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２０号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２１号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市教育長の給与、勤 

           務時間その他の勤務条件 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市職員の特殊勤務手 

           当に関する条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 
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           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５３号 宇和町稲生墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 
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           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 

   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ８７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１０ 

           号） 

   議案第 ８８号 平成１７年度西予市授産 

           場特別会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ８９号 平成１７年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９０号 平成１７年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           補正予算（第２号） 

   議案第 ９１号 平成１７年度西予市国民 

           健康保険特別会計補正予 

           算（第４号） 

   議案第 ９２号 平成１７年度西予市老人 

           保健特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９３号 平成１７年度西予市介護 

           保険特別会計補正予算 

           （第４号） 

   議案第 ９４号 平成１７年度西予市簡易 

           水道事業特別会計補正予 

           算（第３号） 
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   議案第 ９５号 平成１７年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計補 

           正予算（第６号） 

   議案第 ９６号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第５号） 

   議案第 ９７号 平成１７年度西予市上水 

           道事業会計補正予算（第 

           ３号） 

   議案第 ９８号 平成１７年度西予市病院 

           事業会計補正予算（第２ 

           号） 

   議案第 ９９号 平成１７年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計補正予算（第２号） 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

 ２ 陳情第  １号 新天神橋の歩道建設を求 

           める陳情について 

   陳情第  ２号 野村高等学校横林分校・ 

           渓筋分校記念碑建立補助 

           金を求める陳情について 

   陳情第  ３号 精神障害者小規模作業所 

           「たんぽぽ工房」設置主 

           体に関する陳情について 

   陳情第  ４号 「違法伐採問題への取組 

           みの強化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 
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  開議 午前９時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２９名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

  （日程１） 

 

○議長 日程第１、承認第１号「専決処分第１号

（平成１７年度西予市一般会計補正予算（第９

号））の承認を求めることについて」から議案第

１１３号「平成１８年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計予算」についてまでの１１０件を一

括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑は議案順に大綱の質疑のみでお願いしま

す。 

 まず、承認第１号「専決処分第１号（平成１７

年度西予市一般会計補正予算（第９号））の承認

を求めることについて」の質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第５号「宇和町公共下水道根

幹的施設の建設工事委託に関する基本協定の一部

を変更する協定について」の質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第６号「西予市総合計画基本

構想について」の質疑を行います。 

 ２６番山本安男君。 

 

○２６番山本安男君 学校教育に関するページが

１１４ページに記載してあります中で、私はずっ

と以前から紫外線の対策についていろいろと質問

をしたり、また手だてを加えていただき実績を上

げた経験がございますが、この基本構想の中に

「夢創造西予２１」の中に、特に学校関係の弱齢

層の生徒諸君に影響を受ける紫外線の対策、これ

がちょっと探してみたところ、記載がしてありま

せんが、指導の中で取り組まれていく順序はお聞

きしておりますけれども、その文言の中でこれを

加えていただけるような形でご検討願えれば、目

に見えた形での対策、基本構想が定まってくると

思うのでございますが、教育部長の方にお尋ねを

したいと思います。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 ただいまの山本議員の紫外線関

係については、旧宇和町時代から随分と議会やそ

の他の関係でご指摘があり、推進をしておりま

す。ほてある程度２７校と５校の３２校で紫外線

対策については対策が講じられておるというふう

に考えております。それで、これからもその運営

におきましては、十分言われる紫外線対策につい

て推進をしていきたいというふうに思っておりま

すし、この分については、大綱ですので、実施計

画の中で推進をしていきたいというふうに考えて

おります。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 １０９ページ、国保、年

金、生活保護この中で、生活保護についてちょっ

とお尋ねをいたしますが、平成１６年に市内全体

で２１７世帯あるということになっております

が、この選定基準はどことも違いはないと思いま

すが、その資格等にどこか疑問があるのか、そう

いうことで、今後国それから地方の負担金も変わ

ってくるじゃないかというようなことも言われて

おりますが、資格を審査する、これは今までは各

町村で回ったかのように思っておりますが、今後

はどういうようにしていくのか、現在しておるの

か、そういうことと、何よりもほかに正直者がば

かを見るというような形で、本当にこの人らには

あげたいなという者にあげられずに、そうでな

い、ちょっとこの人らはという人が保護を受ける

とかというようなことがないようにせねばならな

いと、こういうように思っておりますが、まず世

帯が非常にばらつきがあります、地区によって。

非常に多いとこと少ないとこがある、やはりそれ

らの審査の仕方とか、どういう原因でこうなって

おるのかということと、その２点を聞かせていた

だきたいと思います。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 この生活保護の基準につき

ましては、いわゆる国が示しておる収入基準ある

いは資産基準それに基づいてすべて実地調査した

上でこの認定をいたしておりますが、ここに上が
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っております数値につきましては、合併以前まで

については、地方局の権限ですべて認定しており

ましたが、１６年４月以降につきましては、西予

市福祉事務所のケースワーカーがそれぞれの家庭

を訪問して実態調査をした上で認定いたしており

ますので、それぞれのばらつきにつきましては、

いわゆる申請が上がっておるかどうか、その点に

もかかわってくるだろうと思います。いずれにい

たしましても、基準そのものがすべて全国統一の

基準で認定は行っております。 

 以上です。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 総括で市長にお尋ねを申

し上げます。 

 夢創造ということでございますので、こちらに

計画案が出ておりますが、実質向かうべき方向性

を定めた形と考えております。それで、現実とど

れぐらいの形が現状、将来を見越したときにギャ

ップが出る形が、少子・高齢化の中で出るわけで

ございますけれども、現実にここまで寄せるため

に、実際はどれぐらいの夢という形が、現在から

達成できるなという形がどれぐらいのパーセント

であるか、お示ししていただいたらと思います。

例えば、２７年が昨日申し上げました４万２，５

００でしたか、の予定、実質はシミュレーション

しますと２，０００ぐらいの差があったと思いま

す。そこら辺でそのギャップをどのぐらいにとど

めてこの計画書を立ち上げたのか、そのあたりを

お聞かせ願ったらと思います。 

 非常に夢に向かうべき方向性はよくできている

と思うんですけれども、実際現実に実現できる可

能性がどれぐらいのもんであるのか、総体的にお

答え願ったらと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 一応この総合計画というのは、ご案

内のとおり１０年をめどとした計画でございます

から、それに実施計画として前期５年、後期５年

という実施計画をつくっていきます。その段階

で、実施計画の段階でどれだけ、例えば前期計画

をやった中で、達成できるかどうかの状況に応じ

て後期計画を実施計画としてやっていくというこ

とになろうと思います。したがって、この「夢創

造西予２１」につきましての西予市総合計画につ

いては、基本としてはこういうことに向かってい

くということでございますから、そこの段階で何

割ということをここに言うことは避けるべきであ

ろうと、このように思っております。したがっ

て、私どもとしては、ここに書いてある方向に向

かっていくと。その中で前期の実施計画と後期の

実施計画、その中でローリングを行って修正する

べきものは修正していく方向にやっていきたいと

思っております。 

 以上です。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 といいますと、先日の一

般質問にも結構ございました少子・高齢化の推

進、地区別、集落別のいろんな構造的な要素が変

わってきたら、それに応じて対応して政策をまた

後期計画で練っていくと、こういうことでござい

ますか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 一応実施計画としてはそういう段階

に進めていくと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第７号「西予市行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する条例制定に

ついて」から議案第１７号「西予市農林漁業後継

者住宅条例制定について」までの１１件に対する

質疑を行います。 

 ９番亀井秀男君。 

 

○９番亀井秀男君 それでは、私の方から議案第

１７号についてご質問させていただきます。 

 西予市農林漁業後継者条例ということで出して

いただいております。そしてまた、狩江にありま

すように４戸の住宅を建設していただきました。

おかげをもちまして立派なものができましたが、

ここに条例の中にありますように、第９条、家賃



－98－ 

は近傍の同種の賃貸住宅と均衡を失わないように

定めるという規定がございますが、私ども農業後

継者は市長さんもご承知のように、後継者は親が

かりでおりますし、また都会からやってきて、Ｉ

ターンということで一生懸命努力をしております

が、収入がかなり少ないということで、一般住宅

並みの賃借料では、とても入れないんじゃないか

という危惧をしております。 

 そしてまた、もう一点は、３カ月の敷金という

形もありますが、私も聞き及ぶ中では、松山の近

辺で、これは例外になるかもしれませんが、学生

住宅に徐々に敷金はなしという形をとっておられ

るそうでございますので、後継者住宅につきまし

て、これから住宅難解消はできますが、後継者が

入りやすいような賃金体系を考えていただきたい

と思います。農業は第１次産業は今からますます

就労人口が激減してまいりますので、その点もご

加味いただきまして、この条例を後継者が入りや

すい方向性を考えていただきたいと思います。ひ

とつご答弁をお願いいたします。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 この件に関しましては、第１次

産業が非常にこういう状況でありますので、特に

家賃については慎重に検討をいたしました。 

 しかしながら、これは農業後継者の住宅だけで

はない、今後厳しい状況はいずれの産業について

も同じような状況は抱えておると思います。さま

ざまなケースが今後出てくるんではないかなと。

その中で当初から基準を――やっぱり基準は基準

として例外はつくるべきではないと。基準に基づ

いた今家賃を設定をしておるところでございま

す。農林業後継者の限定の住宅をつくったことも

初めてでありまして、それはほかの産業について

も厳しい状況に置かれている人はあるわけであり

ますので、この基準でご理解をいただきたい。た

だ原則的には１戸１人、１家族と考えております

けれども、その辺は運用面でお二人が入っていた

だくとかというようなことは十分可能であるとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 亀井議員と補足するわけ

でございますが、第４条の入居する資格ができる

者はという条件を具備するものでなければならな

いという中で、非常に対象者が限定されるという

問題がございますので、とみに、そして今までの

住宅行政っていいますのが、建設部に所管があっ

た部分だろうと思うんですけれども、今回初めて

産業部門で、産業を育成するために農林業、農産

業、１次産業を育成するためにこの住宅が建てら

れたという目的をかんがみましてひとつご考慮を

よろしく、市長の裁量でできるというところもご

ざいますので、そのあたりは考慮して、入所のし

やすい形また家賃につきましても、敷金につきま

してもご考慮をしていただきたいと、あえて私の

方も述べさせていただきます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 先ほども申しましたように、こ

の４条の関係でもありますが、あくまでも農林漁

業に限った住宅と、これを建設したこと自体一歩

進んだ状況でありますので、ぜひご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第１８号「西予市職員の管理

職手当等の特例に関する条例制定について」から

議案第３３号「西予市宇和文化の里条例の一部を

改正する条例制定について」までの１６件に対す

る質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第３４号「西予市保育所条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

４６号「西予市病院事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの１３件

に対する質疑を行います。 

 ２４番宇都宮二朗君。 

 

○２４番宇都宮二朗君 議案第４３号でございま

すが、連帯保証人の数の緩和というようなことで

大変よろしいことと思います。 

 しかしながら、その保証人の人数についてであ
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りますが、３人以上を２人に、２人以上を１人と

なって本当に利用しやすいような形にはなってお

ります。実際的にはその保証人の一人が、配偶者

の方が多いのではなかろうかと思います。一家族

の中でご主人がお金を借って、奥さんが保証人に

なるというのは、ちょっとおかしいのではないか

と思うんです。それで、附則がどっかで、一等親

と申しましょうか、同一家族はいけないというよ

うな項目を設けたらどうかと思います。その点ど

うでしょうか。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 そのことを話していきますと、

これはもうまた最初に話が返るわけでありまし

て、奥さんも含めて、奥さんとかには限りません

けれども、家族ということを含めて緩和をしてき

たというのは、さきの議会でそういう意味でして

きたわけでありますので、あえてまたもとに戻す

とか、その辺を別な規則で定めて、家族はできな

いということは、基本的に考え方として、前の議

決を否定するような部分にもなってまいりますの

で、この条例でご理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○議長 ２４番宇都宮二朗君。 

 

○２４番宇都宮二朗君 その趣旨はわかるんで

す。ですが、総額４，３００万円ですか、それの

１０倍の４億３，０００万円、こういう多額なお

金を動かす上でそういう責任もありますし、私は

それを強く訴えたいと思います。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 当然安全を期すためには、今の

ような方法が大事な部分もあると思いますけれど

も、非常に厳しい経済情勢の中では、安全面を優

先していくのか、できるだけ多くの皆さんに借り

やすい状況をつくっていくのかという問題があり

ますけれども、今まで問題があったということも

ありません。こういう経済情勢を考えていきます

と、それなりのリスクはあっても、そちらの方を

優先をしたいと考えております。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 平成１８年度の当初予算、先

般もいろいろ一般質問ありましたが、大変厳しい

当初予算になったわけですけれども、この厳しい

財政事情っていうのは、恐らく来年以降も尾を引

くであろうというふうに思っておるわけですが、

ことしは幸いにして財政調整基金もありました

し、そういった関係で減額ながら当初予算が組め

たと思いますが、来年の状況を見ますと、非常に

素人が見ても厳しいんじゃないかというふうに思

うわけですが、そうなってきますと、来年以降は

ことしのような手法では来年度予算は組みにくい

んじゃないかというふうに思っております。そう

すると、じゃあどうするかという話なんですが、

やはり根本的な、抜本的な見直しをやらない限

り、単年度単年度大変これ厳しい予算編成を強い

られるというふうに心配をいたしております。そ

こで、抜本的な改革が何があるかということなん

ですが、私が１つ提案したいのは、先般四国中央

市は取り上げておりましたが、例えば保育所それ

から幼稚園、これの民営化の検討は市長はあるの

かないのかということと、それからちょっと後先

になりますが、公立図書館、これ私総務委員会の

方でも提案をしましたが、皆さんちょっと時期尚

早やないかという反応ではあったんですけれど

も、この図書館につきましても、私は公立図書館

の一つの使命は終わったんじゃないかなという思

いがいたしております。じゃあこれを廃止するか

というと、議論がいろいろ出てきますので、ここ

は廃止まではいかなくても、ＮＰＯあたりでこれ

を運営していただくような方向で検討されてはど

うかなというふうな思いもありますし、そしてま

た、野村町の場合ですと、野村町の公立図書館

は、道路を挟んで総合支所の前にあるわけです

が、総合支所はご承知のように、野村町であれば

３階ががらあきでございますので、図書館を３階

に持っていって、例えば教育課をそこに持ってく

れば、教育課の中で図書の貸し出し等ぐらいはで

きるんじゃないかなと。わざわざ２つ建物を持っ

て人件費を使う必要はないんじゃないかなという

ふうな思いがいたしております。そういうことを

踏まえて、やはり公立図書館それから保育所、幼

稚園あたりの抜本的な見直しをしていかなければ
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いけない時期が来てるんじゃないかと思います

が、その点につきまして市長の考えをお伺いした

いと思います。 

 

○議長 元親議員、どの議案での質問ですか。 

 

○５番元親孝志君 それでは、流れからいきます

と、第３４号｢西予市保育所条例の一部を改正す

る条例制定について」という項目の関連質問とさ

せていただきたいと思います。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前９

時２８分） 

 

○議長 再開をいたします。（再開 午前９時２

９分） 

 元親議員、ただいまの質問に対しては、予算の

審議のときに説明をしたいと思いますが、構いま

せんか。 

（５番元親孝志君「はい、結構です」と呼

ぶ） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 ちょっと説明をお願いをし

たいなと思っております。 

 議案第３８号で、農業基盤の機械の使用料を

１，０００円アップというんですけれども、この

基準を示してほしいかなと思っております。基本

的に城川町から継続してこの機械を運用している

部分であると思います。ちょうど城川町の中で

は、この使用料というのは、一般の使用料の５

０％を基準としてっという、だから基本的に５

０％補助がこの中に存在しているよっていう形の

中で基盤整備、いろんなことをやってきたいきさ

つがあります。この説明の中で１，０００円を上

げますよということは、いろんな修理とか燃料と

かいろんなことがございましたけれども、その辺

が業者の中ではそんなに動いてないのに、何でこ

ういう形の中で上がってくるのかなと、理由はわ

からんでもないです。だから、その基準をどこで

もってやったかということ。 

 もう一点、それから議案第４４号です。 

 これの関連で質疑をさせていただきたいんです

が、湯屋で８㎥までで６８２円、それで８㎥を超

えるものに対して５２円、これ合併処理場の中で

量がふえていくから、これだけを対応しますよと

いうことだと思うんです。今まで処理場に関して

はそういう形の中で処理をされているんですけれ

ども、今まで心配をしていた分があります、この

処理ということに関して。いろんな市の中の施設

がありますけれども、その中で４カ所お湯を使っ

ている部分があります。それに対して、環境に対

してそのことを苦慮している部分もありますが、

その湯の処理に関してもそういう一つのものの考

え方の中にあるんではないかと思っております。

だから、合併処理槽の容量がどうなっているの

か、その辺もちょっと関連で教えていただきたい

なと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 まず、機械の使用料の件であり

ますけれども、一番大きな原因は、平成８年に改

正以降、改正をしておりません。非常に現実とは

ちょっと離れた金額の設定で今まであったという

ことがございます。それでその基準、大体１，０

００円アップになっておるわけでありますけれど

も、中にはもう既に存在しないような機械もある

わけでして、その中で重機を使用する費用をまず

燃料費から修繕料、借上料とか重量税まで含めて

計算をして、稼働時間で計算してどれぐらいな費

用が要るかということで、１時間当たりの計算を

出しておるものでございます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 公共下水道の料金でございます

けれども、湯屋に関しましては、これ野村町に今

現在公共下水道を供用開始しておりますので、そ

こで野村町に湯屋、銭湯とか公共浴場ですか、そ

の分がありますので、今一般家庭では、８トン以

上は１４７円と、そして２０トン以上が１５７円

という料金設定をしておりますので、この湯屋等

につきましては、大量の排水が出ますので、その

分に関しまして、同じ値段ではちょっと湯屋の方

が、どこの市町村も湯屋に関しましてはそういう

大量に汚水を流すので、料金に軽減措置をして５

０円にするということで、消費税を入れて５２円
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なんですけれども、処理能力でだめだと、かかる

という意味ではございません。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 第４４号で再度関連で、こ

れを質問をいたしました温泉施設の中で、現状の

中でそのままもう流しているという現状がありま

す。やっぱりそれを一番心配してＥＭ菌とか何か

でそれを川の中で浄化をしながらという、そうい

う今までの経緯があります。その辺についての施

設の整備に関して考えてほしいと。その辺はどの

ように考えられておるのかということです。今西

予市の中の温浴施設の中で、温浴に使ったもの

が、基本的に浄化槽の中に入らなくってそのまま

の放流をされている施設、あると思います。その

辺で環境を汚染している部分があるが、その辺に

対して、これは関連ですので、申しわけございま

せんが、その辺に対してもひとつお考えを願いた

いなということだけでございます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 ちょっと今先ほどの質問、ちょ

っと取り違えておりましたのですけど、今現在公

共施設で銭湯とかふろをやっとるんですけれど

も、まずほとんどの施設で単独浄化槽ですか、そ

の浄化槽を備えておると思うんですけれども、そ

こら辺で流し放しという施設はちょっとないんじ

ゃないかと、私は承知いたしておりますが。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 恐れ入ります。 

 その辺の調査をお願いをしたいなと思っており

ます。それで終わりです。 

 

○議長 次に、議案第４７号「西予市野村町地域

文化会館建設基金条例を廃止する条例制定につい

て」から議案第５３号「宇和町稲生墓地設置及び

管理条例を廃止する条例制定について」までの７

件に対する質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 次に、議案第５４号「市道路線の認定に

ついて」から議案第５６号「西予市営土地改良事

業の施行について」までの３件に対する質疑を行

います。 

 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 議案第５４号の「市道路線

の認定について」ということでありますが、先般

課長はいろいろ舗装もでき、整備もできているの

で市道に認定するというようなことを言われまし

たが、まだ田舎の方では、実際大事なとこで舗装

もできてないというところが市道になってないと

ころもありますが、そういう場合もやはり必要に

応じて市道にするということもひとつお願いした

い。ぜひそういうことも考えてほしいと思います

が。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 市道認定につきましては、市道

格付委員会にも当然諮って皆さんの承認を得るわ

けですけれども、未舗装だから市道にしないと

か、そういう条件ではございません。やっぱり生

活道路としての一応市道の用途条件がありますの

で、その分で条件を満たしておれば、市道に格上

げというのは、当然考えられることでございま

す。 

 

○議長 次に、議案第５７号「西予市宇和文化会

館の指定管理者の指定について」から議案第６９

号「西予市精神障害者小規模作業所の指定管理者

の指定について」までの１３件に対する質疑を行

います。 

 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 議案第５７号でこの議案を見ま

すと、市長がみずからを理事長として指定管理者

に指定しているという形態になっておりますが、

この指定管理者制度というのを導入されたと目的

といいますか、それをかんがみると、やはり文化

会館の今の運営形態、評議委員会とかいろいろと

あると思いますけども、そういった形で運営する

のが、もうちょっと時代おくれになってきている

のではないかというふうに私は思うわけでありま

す。この後の指定管理者の中でもまた出てくると

思いますが、やはり指定管理者というのは、それ



－102－ 

だけの責任を持ってみずからが経営するという感

覚でその施設の管理とか維持運営をしていかなく

てはならない。そういうのに対して、やはりその

指定管理者制度ができたから、この制度を導入し

たんだよというのでは、指定管理者制度を導入す

る目的が達成されないのではないかということが

懸念されるわけであります。したがいまして、こ

こで指定されるのは当然財団法人ですから、理事

長が指定されることになると思いますけども、こ

の際そういったところの、もう一つ今までやって

きたやり方に対しても見直しをかけて効率的に指

定管理者制度を運用していかないといけないと、

私は思うんですけども、理事者のお考えをお伺い

したいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の松山議員の質問についてお答え

いたしますけれども、これも非常に重要なご質問

だと思って受けとめております。私自身も今まで

の中ではこういう形の、いわゆる市の理事者が入

って、旧町では旧の理事者がそれぞれ責任者とし

て、その団体法人の代表をやっておったというの

が現状だと思います。 

 しかし、この指定管理者制度の中でそれが果た

していいのかなということになりますと、余りい

いことではないと、このように思いますし、いわ

ゆる民法なんかの契約で言いますと、総務契約の

禁止規定等とも考えてみますと、余りいい制度で

はないなと、いいやり方ではないなと思っており

ます。したがって、私としては、今後そこの総会

がある段階、あるいは第三セクター等々に私や助

役が社長をしておりますが、そこには取締役会、

総会の段階でしっかりした説明をさせていただい

て交代をしていきたいという考えでおります。と

りあえず現段階ではまだそこの総会、取締役会が

ありませんので、このような名前でさせていただ

いておるというのが現実でございますから、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 ただいまの市長の答弁に

関連しているわけでございますが、市長の今の答

弁は、助役、収入役、執行部も含めてということ

でしょうか、市長一人ということでしょうか、そ

れのご答弁をちょっとお聞きしといたらと思いま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 このことにつきましては、例えば第

三セクターという一つに限って例を例えて話しま

すと、私も助役も代表者としての地位をするこは

しないよということでございまして、取締役とし

ては入ることについては何ら――第三セクターは

やはり行政との関連が非常に深うございますの

で、取締役としては入って構わないかと、このよ

うに思っておりますが、代表者としては、私ども

は入っていかないという認識でおります。 

 以上でございます。 

 

○議長 次に、議案第７０号「西予市明浜ふるさ

と創生館の指定管理者の指定について」から議案

第８６号「西予市有料駐車場の指定管理者の指定

について」までの１７件に対する質疑を行いま

す。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 続いて、予算に関する質疑を行います。 

 まず、議案第８７号「平成１７年度西予市一般

会計補正予算（第１０号）」から議案第９９号

「平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計補正予算（第２号）」までの１３件に対する

質疑を行います。 

 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 ページ数で言いますと４４ペ

ージの総務費なんですけども、総務費の電算管理

費委託料というのがありまして、ソフトウエア開

発保守委託料ということで１，６２６万８，００

０円の減額がなされておるわけですが、これはき

のうの説明で――おとといですか、入札減という

ことであったと思うんですが、まず当初の予定価

格は幾らであったのかお伺いしたいんですが。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 予定価格ということですけれ

ど、今現在ちょっと手元に資料を持ち合わせてお
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りませんので、すぐ担当課と連絡をしましてご連

絡させていただきたいと思いますので、休憩をと

っていただきたいと思います。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前９

時４７分） 

 

○議長 引き続き会議を開きます。（再開 午前

１０時００分） 

 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 ただいまのご質問に答弁をさ

せていただきたいと思います。 

 電算管理費委託料、ソフトウエア開発保守委託

料１，６２０万８，０００円の減額で、予定価格

は幾らかということだったと思うんですけれど、

ＧＩＳ航空写真の撮影の方の予定価格が１，９０

０万円で落札額が９００万円、１，０００万円の

減額であります。入札減でございます。 

 そしてもう一つ、統合型ＧＩＳの整備業務の方

の予定価格が８００万円に対しまして落札額が４

９０万円でございます。そして実際には、これは

予定価格と落札額の関係ですので、実際ここに上

げております減額につきましては、それぞれ開発

保守委託料の既決予算が６，６３９万２，０００

円で、その分決定が５，０１８万４，０００円、

それに健康管理システム改造委託料１４万７，０

００円を加えまして差し引き１，６２０万８，０

００円を減額いたしております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 今ほどの落札価格を聞きます

と、ものによっては半額以下というふうな数字が

出ておるわけですけれども、単純に思うことは、

予定価格が本当に適正であったのかどうかってい

うふうな疑問も出てくるんじゃないかと思うんで

すが、それと当初の見積もりが安いっていうの

は、行政にとって大変ありがたいことであろうと

思うんですけれども、今後懸念されることは、こ

のＧＩＳシステムっていうのは、これからいろん

なソフトウエアがどんどんどんどん当然開発され

ていくし、市としても購入されていくと思うんで

すが、そうした場合に、当初落札された人が一つ

の既得権ができて、あと随契的な取り扱いで当初

の入札減を回収できる仕組みになってないかとい

う心配をするわけですが、この保守点検委託料に

つきましても、単年度契約でいくのか、あるいは

また２年目からは随契でいかれるのか、あるいは

２年目にもやはりこのような競争入札をされるの

か、そこら辺の契約システムがどうなっておるか

ということをお伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 このＧＩＳの関係につきましては、

予定価格から相当低くなったということは、１番

を入れられた方と２番のを入れられた方が相当の

差があったということでありまして、予定価格の

適正化については、私どもはそれなりの計算をし

た上で入れておるわけでありまして、予定価格は

適正であるという判断でやっておりまして、入札

される方々がそれぞれ入札の落札の考えを持って

やられたわけでありますから、それに対して私ど

もは安く入れていただいたことに対しては、行政

としてはありがたいと、このように思っておると

ころでございます。 

 また、次の来年度につきましてはどうするのか

ということは、今のところまだ最終的な判断をし

ておりませんけれども、基本としては、また入札

をするという形に考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 補正予算の５３ページで、

生活交通バス対策事業費の補正を組まれておるわ

けでありますが、当初予算約２，７００万円、ト

ータルで７，７００万円の予算でありますが、今

後の見通し等について、同じような額が今後とも

必要になってくるんか、見通しがわかればお教え

をいただきたいというふうに思います。 

 それから、関連で申しわけないわけであります

が、さきの一般質問の中で、私は西予市の一体化

を図る上からも、早く西予市全体の交通体系を検

討すべきではないかという質問をいたしました

し、この点につきましては、市民の皆さんの関心

も高いことであろうと推測をいたしております。
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その折に検討委員会を立ち上げて検討していくと

いう旨のお話があったわけでありますが、所管外

でございますので、状況が十分わかりかねておる

わけでありますが、検討委員会の検討経過等がわ

かればお教えいただきたいと思いますし、きょう

わからないようでしたら、逐次やっぱり広報等で

も検討経過については市民の皆さんに知らせてい

く必要があるんではないかなと、こんな思いを持

っておりますので、現状わかる範囲でお答えをい

ただきたい。わからないようでしたら、また後ほ

ど伺いたいと思います。 

 

○議長 清水企画調整課長。 

 

○清水企画調整課長 宇和島バスの補助金であり

ますけれども、今回５，０００万円余りの補正を

しております。昨年が４，９４４万３，０００円

でございましたので、１３７万６，０００円の増

額なっております。これは合併した折に重点地域

に指定をされました。１４年、１５年、１６年の

３カ年に係りましては、県の方から特別な補助金

がございました。１７年度につきましては、この

指定が外れましたので、今回増額になっておるわ

けですけども、あわせまして乗車密度が非常に少

ない区間がございますので、これにつきまして

も、また県、国の補助金が減額になってまいりま

す。したがいまして、今の段階で試算はできませ

んけれども、今回の５，０００万円を超える額が

次年度も出てくるんではないかと心配しておりま

すが、宇和島バスの方でも会社の方でも合理化を

初めいろいろ取り組んでいただいておりますの

で、この分については、見通しの金額は今発表で

きませんけども、ちょっと増額になるという考え

を持っております。 

 それから、２点目の総合バスのシステムの関係

でありますが、通学バスを管理しております学校

教育課、それから福祉バスを管理しております福

祉事務所、それから健康づくり推進課、それから

生活バスを担当しております企画調整、ここで４

課で随時協議をしながら進めてまいっておりま

す。 

 そこで、以前にもご報告があったと思いますけ

れども、野村地区の方で福祉バスの運行を開始し

とります。それからあわせまして、野村釜川線、

これは旧野村町で平成１３年に宇和島バスですが

廃止をされました。そのままの状態になっており

まして、地元からも大変強い要望がありましたの

で、この間につきまして、２月には試験運行をい

たしております。３月１日から有料運行を今代替

バスとして運行が開始しております。 

 それから、以前に一般質問でいただいたと思い

ますけれども、城川－宇和間の直通便、これにつ

きましては、今現在宇和島バスと協議中でありま

すが、高校生徒の通学等もあわせまして、先日宇

和島バスの方から見通しをいただきました。朝と

晩の２便について直通便を運行するということで

調整をいただいております。これは多分４月１日

からの運行開始になると思っております。 

 それから、そのほか地域によってはキロ当たり

の運賃、あるいは地域によっては定額運賃という

ところがございますが、こういったものについて

も総合システムを構築するためには、幾らかの調

整をさせていただかなければならないというふう

に考えておりますので、今後におきましても、担

当課の方でそれぞれ協議をして、市民の皆さんに

親しんでいただけるバス運行について進めていき

たいと思っております。 

 それから、３点目の公表ですけれども、これに

つきましても広報紙等を利用して随時お知らせを

していきたいと思っております。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 関連で、これはお願いをし

ておきたいと思いますが、若干私が調査しておる

範囲では、料金等に不公平が若干あるような気が

いたしております。これからの検討の中では、市

民がひとしく利益を享受できるような形でぜひご

検討を賜りたいと、これはお願いでございます。 

 

○議長 ２４番宇都宮二朗君。 

 

○２４番宇都宮二朗君 不用額について質問をし

たいと思います。 

 昨年はたしか７億数千万円だったと思うんです

が、ことしは２７１億円の中の１０億何千万円と

いうような不用額で、その中には光センサーのよ

うな入札減がほとんどだと思うわけでございます

が、財政厳しい中での予算の組み立てが少し甘か

ったのではなかろうかなと感じるわけでございま
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す。その中でお知らせを願いたいのは、災害復旧

費の不用額は、これは県と国の方へ返還と申しま

しょうか、そういうことはしなくてはならない金

額でしょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 宇都宮議員の前段の部分についてち

ょっと私の方から言わさせていただきますが、今

ほどは恐らく不用額やなしに減額のことで言われ

たんではないでしょうか。不用額はまだ出ており

ません。だからあくまでもこれは３月補正は減額

でございますから、その辺だけご理解をいただき

たいと思います。 

 後段は担当部長の方から話をさせます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 お答えをいたします。 

 特に災害につきましては、減額が多く出ており

ますけれども、これは入札減とかということも当

然ありますが、一番大きな原因といたしまして

は、災害は報告を県の方にいたします。それもか

なり早目に報告を求められます。その報告をする

ことによってある程度額が絞られてきますので、

それをオーバーした、仮にはっきりした金額がオ

ーバーした場合には認めてくれません。ですか

ら、報告時には箇所も含めまして多めに多めに報

告をいたしますので、特に災害についてはこうい

う状況が起きてまいります。 

 それと補助金の返還ということでありますが、

これは多く報告をして、中で査定の段階で切られ

て補助対象になったものでありますので、補助金

の返還ということは生じてまいりません。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 ページ数でいきますと８１ペ

ージになるんですが、農林水産業費２目１９節で

すけども、西予市産材木造住宅建設促進事業補助

金２，０１０万円の減額ということになっており

ますが、これは当初予算たしか３，０００万円を

組んでおりまして、消化できなかったものが２，

０１０万円だろうと思うんですが、これは議会の

方も低迷する林業の振興になればということで議

会承認をしてきたわけですけれども、実際やって

みると３分の１しか利用されてないという結果に

終わっておりまして、当然これを反映して１８年

度当初予算は１，５００万円に減額をされていた

と思うんですけれども、こういう結果に終わった

原因というのは一体どのように分析されとんか、

まずお伺いしたいんですが。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 この事業が実質的に稼働したの

が昨年の６月であります。聞いてみますと、やっ

ぱり３月から４月、５月にかけての建築が非常に

多いということも聞いております。 

 それと、この制度と似た制度が旧野村町でも定

住促進事業でありました。それから、それは城川

にもあったと思います。というようなことで、実

際ことしの件数としては２３件、この制度は２３

件の利用しかありませんでしたので、分析といえ

ばそういうことが減った原因であるということで

ございます。 

 

○議長 元親議員、質問は３回までとなっており

ますが。 

  （５番元親孝志君「全体で」と呼ぶ） 

 違う、この項目について。議案第８７号につい

て３回までと申し合わせをしております。 

 元親議員、構いませんか、それで。了解しま

す。 

  （５番元親孝志君「できれば」と呼ぶ） 

 特に許可をいたします。 

 

○５番元親孝志君 ありがとうございます。 

 今ほど原因の分析がありましたが、私もこれち

ょっと心配になりましていろいろ私なりに調査い

たしました結果、今回の補助対象になる要件がち

ょっと厳しいかったんじゃないかなという意見が

出ております。というのは、今回のこの補助対象

になっとるのは、木造住宅をやる場合に、構造材

だけに対象になってるということで、実際は、例

えば壁の下地材とか屋根の下地材、そういったも

のは対象外で、標準的な５０坪までの家を建てる

とすると、この補助対象になるんが最大で３０万

円ぐらいと。ここが限度額を５０万円設定されて

おりましたが、５０万円の補助対象にしようとす



－106－ 

れば、やっぱり１００坪近い家を建てなければ満

額とれないというふうなことで、今回新年度以

降、やはり補助基準というこの対象基準をもう少

し拡大されるべきやないかなという思いがするん

ですが、せっかく５０万円限度ということを設定

されておれば、それが最大使えるような条件緩和

をしていくべきだろうと思いますし、またあわせ

て１００坪を建てるような人に、逆に補助金を出

す必要はないんではないかなという思いもするん

です。やはり１００坪建てるというと、それなり

の資産家であるわけですから、そういった人に補

助金を出す必要もないわけで、やっぱり補助金の

経済的効果とそれから当初の目的であります森林

振興にどう役立てるかということのやっぱり内

容、補助金のあり方というか、そういう見直しを

一回されて新年度事業を実施されるべきじゃない

かなという思いがいたしますが、その点どうでし

ょうか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 まず、１００坪の問題につきま

しては、私もここではっきりそれはやっぱり難し

いんではないかなと。どこに基準を置くかという

ことが随分と難しい問題になってまいりますので

すが、まだ一年もたってない状況の中で、今ご提

案をいただきましたような問題点とかが実際のと

ころ把握できておりません。ただいまの意見は真

摯に受けとめ、また今後に生かせていきたいと思

っております。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 １５７ページ、農業振興費

についてですが、昨年は１２億円の予算がありま

したが、今年は４億６，０００円と、非常に削減

しておりますが、この原因と――違うん。 

  （「ページが違う」と呼ぶ者あり） 

 失礼しました。 

 

○議長 取り消しますか。 

  （３１番浅野豊重君「はい」と呼ぶ） 

 １０番名本修三君。 

 

○１０番名本修三君 予算書の９９ページと１０

０ページに載っておるわけですが、誇れる地域づ

くり活動事業補助金１，０００万円組んでいただ

いておるわけでございますが、この中で予算説明

書を読みますと、非常に範囲が西予市も地域とし

て範囲が広いと、そういう中で対象項目――あれ

っ、一般会計じゃないですか。 

  （「違う、補正や」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 補正です。 

 取り消しますか。 

  （１０番名本修三君「はい」と呼ぶ） 

 次に、議案第１００号「平成１８年度西予市一

般会計予算」の質疑を行います。 

 名本修三君。 

 

○１０番名本修三君 先ほどは済みませんでし

た。 

 それでは、一般会計の予算だそうですので、先

ほどの質疑をさせていただいたらと思います。 

 誇れる地域づくり活動支援事業、先ほどページ

数は申し上げましたが、９９ページと次の項目の

１００ページとに載っとるわけでございますが、

１，０００万円組んでいただいておるわけでござ

いますが、この予算説明書を読みますと、非常に

事業的にも内容的にも広い範囲をカバーするよう

な形であるわけでございますが、これはいろんな

地域から要望が出てくると思うんですが、これは

当初の予算であって、補正を組んであと対応され

る考えがあるのかないのか、その点についてお伺

いをいたしたいと思います。 

 それから、あと１０１ページでしたか、地域自

治活動支援事業補助金１，８６３万３，０００円

ということで組んであるわけでございますが、こ

れはいろんな補助金を包括してこういう形にした

ということで、これも説明書に書いてあるわけで

すが、どのような補助内容を統括してこういう金

額になったのか、ご説明をお願いをしたいと思い

ます。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 名本議員のご質問にお答えを

いたしたいと思います。 

 誇れる地域づくり活動事業費補助金１，０００

万円ですけれど、これ後今後補正もあるのかとい



 

－107－ 

うことだったと思いますけれど、地域の要望等を

聞き取りをいたしまして今回当初予算に計上いた

しております。財政も厳しい折でありますので、

一応こういう建設事業に対する補助金につきまし

ては、原則当初予算で対応をしていきたいという

考えにおります。 

 以上です。 

 そして、次の地域自治支援事業補助金ですけれ

ど、これはもちろん今言われましたように、新規

ではありませんが、この内容、１世帯当たり１，

０００円ということと、２０世帯未満の自治組織

につきましては一律２万円という交付の要綱で補

助するようにいたしておりますけど、この内容に

つきまして、ちょっと担当課長の方が詳しいと思

いますので、担当課長の方から答弁をさせていた

だきたいと思います。 

 

○議長 清水企画調整課長。 

 

○清水企画調整課長 この自治活動支援補助金

１，８６３万３，０００円でありますが、これは

１７年度までそれぞれコミュニティー補助金とし

て支出をしております。これも明浜、宇和地区に

つきましては、１世帯２万８，０００円あるいは

１世帯当たり７００円、ほかの３地区については

それぞれコミュニティー事業、コミュニティー活

動をした実績に伴って補助金を出していたという

ものがございます。これも合併当初調整をすると

いうことになっていたわけですけれども、これも

住民の周知期間がないということもありまして、

暫定で２年間旧町扱いを行うということで持って

上がった補助金でありますが、今回見直しをしま

して、全市１世帯１，０００円ということで統一

したコミュニティー補助金、自治運営補助金であ

ります。 

 

○議長 １９番山本英男君。 

 

○１９番山本英男君 具体的に個々のものではな

いんですが、市長さんにお伺いします。 

 一般論として、市長さん先日ウォンツでつくら

れたものかニーズであったのか、そういう表現さ

れて関心して聞いとったんですが、一般論とし

て、ウォンツで始めた、あるいはその当時はニー

ズ、必要があったというものであって始められた

事業、そういったものについて、どう見ても先行

きが読み取れないと、見通しが暗いといったよう

な場合、極端に言うと、契約をして、さらには施

行していく過程であっても、そこで事業を打ち切

るというような英断、そういったものがなされ得

るのか、可能性として、ひとつ伺いたい。 

 先日はその若い人と話をしておって、国の方で

つくったハイテク船マリンライナーですか、１０

０キロぐらいで走る超ハイテク船、あれ使わずに

どうも宙に浮いておるという状態、それに類する

ようなものが、市においても将来できる可能性は

ないのか、そこらあたりとの関連でちょっと伺い

たいなと思って質問しました。よろしくお願いし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 山本議員の、私が昨日もちょっと話

しました中のウォンツとニーズの関係でございま

すが、行政というのは、行政ニーズに合ったこと

をやはり私どもが持っとる財源でやっていくとい

うのが正しいことでありまして、欲を言ったら幾

らでも欲がありますけれども、欲と一つの、皆さ

んがいろいろな要望をされる中で、それを問題と

本当の行政ニーズの間には差があろうと思ってお

ります。それをすべてニーズととらえてやった場

合には、大きな間違いを生じる可能性があるとい

うことで昨日もお答えするときに言ったわけでご

ざいますけれども、今後契約とその施行の段階で

その差が生じたときにはどうかということであり

ますけれども、契約の前段階で、もうそれはウォ

ンツであるかニーズであるかという判断をすべき

だと、このように思っておりまして、もう契約に

至った段階には、なかなか困難性が生じると。例

えば、国等との補助がもう入ったもんについて、

途中からなかなかやめることはできないというの

が現実だと思っております。 

 しかし、財政事情を勘案して、それが本当にニ

ーズではないと、単なるウォンツであって、将来

の展望がないときには、英断を下さなくてはいけ

ないときもあるかもしれないと、そういう考えに

おります。 

 以上です。 

 

○議長 ２３番菊地ミスギ君。 
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○２３番菊地ミスギ君 民生費ですね、１１３ペ

ージの特別養護老人ホーム建設補助金のことにつ

いてちょっとお伺いしたいのですが、９，８１８

万円の補助金予算出されておりますが、私は補助

金制度が変わったのであろうと承知をしておりま

すが、もう少し詳しく説明願いたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 この特別養護老人ホームへ

の補助金９，８１８万円につきましては、市独自

の補助金として受け取ってもらって結構だと思い

ます。この特別養護老人ホームにつきましては、

国の方が平成１８年の施行分から補助金ではなし

に交付金制度に変わったわけでありまして、国か

ら県の方へ交付金としておろしてくるようになり

ます。その財源移譲をされた分にあわせて県が負

担いたしまして、約１億２８万円ぐらいだったと

思いますけど、その分が法人の方へ交付されま

す。市の方の補助基準といたしましては、以前の

議員の全員協議会の折にもご説明いたしておりま

すけども、総事業費の８分の１相当額について補

助をするということでありますので、それで計算

した金額が９，８１８万円となっております。 

 以上です。 

（１７番酒井宇之吉君「議長、関連」と呼

ぶ） 

 

○議長 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 ただいまの部長の説明は

よくわかるんですけれども、この件につきまして

は、全協で何度もやった試算された形の経緯がご

ざいますので、決着した形の指標を全協に出した

ような資料を、この予算がこうなったというやつ

をお示しして、議員に全部配付をお願い申し上げ

ます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、今ほどありまし

た事業費の分につきましては、表にいたしまし

て、今議会中に提出するようにいたします。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 ２点だけお伺いをいたした

いと思います。 

 まず、予算書は７３ページでございます。 

 総務費の総務管理費でありますが、１５節工事

請負費１，０７１万円の計上でございますが、こ

れ特に説明はございませんでしたが、総合支所と

の連絡会において、城川総合支所の防水工事分だ

というふうにお聞きをしておりますし、そのよう

に理解をいたしておるところであります。したが

いまして、この件につきましては、旧町時代から

この防水あるいは修繕費、予定をいたしておった

ところでありまして、当時約９，０００万円ぐら

いな見積もりというか、予定額であったと思うわ

けでありますが、その後いろいろ協議をされたよ

うでありまして、大体６，０００万円ぐらいかか

るんではないかな、このような話も聞いておると

ころであります。したがって、今回１，０００万

円の工事ということでありますが、これは同じよ

うな工事を小出しをいたしますと、諸経費もかか

りますし、その他経費もかかりますし、むだな経

費が非常にかかるというふうに素人ながら思うわ

けでありますが、そのための財源も合併時に特に

持ち寄ったというふうに思っておりますので、そ

のことを言うつもりはございません。非常に厳し

い財政のもとでこういった配慮をいただいておる

わけでありますが、この工事で補修が終わったと

いうことではないと思います。したがって、ひと

つこのことを十分ご理解をいただいて、必要な補

修工事については早急にご配慮をいだきたい、こ

のように思っております。ある程度の不安感から

あえて申し上げさせていただきます。 

 それからもう一点、７８ページでありますが、

委託料の中のソフトウエア開発保守委託料７，９

００万円余り計上をされております。昨年度の当

初予算が３，８００万円でありました。したがっ

て倍増をしとるわけですが、特別な理由があるん

であろうというふうに思いますけれども、先ほど

の補正でも１，６００万円の減額ということでご

ざいましたんですが、素人で余りわかりませんけ

れども、主な内容について内容の説明をお願いを

したいと思います。 

 以上です。 
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○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 鍵原議員のご質問にお答えを

させていただきたいと思います。 

 工事請負費１，０７１万円、確かに言われまし

たように城川総合支所の庁舎改修でありますが、

これですべて終わるということではありません。

言われますように、小出しにすると諸経費とかい

ろいろ要ります。それもよくわかっておりますけ

れど、どうしても財源の見通しの立たないような

こともございまして、先送りしておるものもあり

ますけれど、もう必要、何といいますか、雨漏り

とか、もうどうしても放っておくと、後々経費が

かさむもんにつきまして、今回改修をするような

ことにさせていただいておりますので、また財政

担当と今後のことは協議しながら進めていきたい

と思いますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 そして、委託料７，９６８万５，０００円につ

いてですけれど、この件につきましても、担当課

長の方から資料を取りそろえないと、ちょっとど

の分に幾らというような委託料いろいろあります

ので、そのようなことで説明させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○議長 ２２番鍵原芳和君。 

 

○２２番鍵原芳和君 昨年当初と比べて、特別な

内容だけでいいと思います。詳しいことはわしら

も余りわからんので、主な増額の理由、特別な内

容があるんだろうというふうに思っております。 

 議長、後で結構です。 

 

○議長 この質問に対しましては、後ほど答弁を

させます。 

 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 １４４ページの衛生費第２目

の塵芥処理費のことなんですけども、ごみに関し

ては、市長も１億円を減額するということでいろ

んな政策をされとることに対しましては非常に敬

意を表して、私も一市民として減額に協力しなけ

ればいけないというように思ってますが、残念な

のは、予算で少しは減った予算を立てられるかな

と思うたら、残念ながら４００万円ぐらいふえと

るんですか、非常に残念なんですけども。そうい

う中で４月１日より事業所のごみの有料化という

ことで、私も１日の排出量が１５キロ以上です

か、その事業所に対しては手数料として１０キロ

グラムにつき１００円というような値段を、これ

は委託業者に払うんですか。それはいいとして、

１日排出量１５キロ以上の事業所が西予市にどれ

ぐらいあるか。 

 そして、これが減量化にどうつながるのかとい

うことをお伺いしたいんですが。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 今ほどの質問であります。 

 まず、１点目のごみの塵芥処理費全体で見まし

た場合に前年対比４５９万６，０００円増額いた

しておりますが、この予算上の比較につきまして

は、１７年度予算の当初の段階で、広域ごみ処理

の費用が２分の１計上でありました。今年度１８

年度の当初予算につきましても、広域処理につき

ましては１億円削減した当初予算にしておりま

す。それと、他の費用につきましても若干半年分

の予算計上にしておりまして、それらを通常の予

算ベースで見た場合につきましては、ごみの委託

料運搬処理それと収集、それらを合わせた分での

予算上での処理につきましては、通年で見た場合

ですよ。その場合については、約４，５００万円

ぐらいの減額になったような計算といたしており

ます。これにつきましては、まださらに分別を深

めていけば、それなりの減額はされるものと思い

ます。 

 それと、あとの事業系のごみにつきましては、

言われましたように、本年４月１日から一応事業

系としてそれぞれ出していただくということであ

りますけれども、この処分料につきましては、市

の方へ負担していただくということになります。 

 これの減量の効果といいますか、それにつきま

しては、従来一般廃棄物としての家庭用系のごみ

の中にまじっておりましたので、それを分けるこ

とによって生活から出てくるごみ量は減ってくる

というような認識でおります。 

 以上です。 

 

○議長 ７番沖野健三君。 

 



－110－ 

○７番沖野健三君 予算の方はいいでしょう。 

 それと、第２点目の事業所のごみについて、事

業所へ収集業者というのがこれ見ますと、市から

の委託業者も入ってるんです。そしたらもちろん

その業者が収集した場合は、もちろん委託料とい

うのが減るわけなんですよね、事業所も委託料払

うんですから。そうでしょう。だからちょっとこ

の点が私も納得、合点がいかないということなん

で、もう少しほかの方法を講じられた方がええん

じゃないかなと思うんです。というのは、例えば

事業所に対しては、もう少しごみ袋の値段を上げ

るとか、そういう方法の方が、まだはっきりする

んじゃないかというように思うんです。委託業者

を見たら、市からの委託しとる業者も入ってます

し、そういうとこが一緒に一般のごみと事業所の

ごみとまざってしまったら、事業所のごみはどれ

ぐらいあるかっていうのはわからないんじゃない

かと思うんです。その点についてもう一度質問い

たします。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 お答えいたします。 

 現在のところこの事業系のごみにつきまして、

大手の事業系があるのが、大体宇和と野村ぐらい

になるんじゃなかろうかと想定しておりますけれ

ども、この事業系のごみにつきましては、一般の

生活ごみとは別の方法で収集していただくという

ことになっております。 

 それと、一般ごみの収集業者の委託料が減って

ないということでありますけども、これにつきま

しては、生活から出てくるごみへの回収その量は

減りましても、回収する回数については変更があ

りませんので、その分については委託料はそのま

まということになっております。 

 以上です。 

 

○議長 １２番藤井朝廣君。 

 

○１２番藤井朝廣君 沖野さんの関連ですが、実

はきのうのこと相談がありまして、この委託業者

また普通の一般の業者、確認をとられて決められ

たのか。聞くところによりますと、何もこの話は

一切業者になかったという話を聞いておりますけ

ど、そのあたりはどうなっておるのでしょうか、

きょうついでだからお伺いしたいと思います。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 ただいまの件であります

が、業者との協議、正式な協議はいたしておりま

せんけれども、どうもこの事業系のごみについて

は、いわゆる市が指定しておる処理場以外の場所

へ持ち込んでいたという事例が発見されまして、

それでいわゆる市内から出てくるごみについて

は、市が責任を持って処理しなければならないと

いうことでありますので、あえてそういう事例が

あったために、西予市としては事業系のごみを別

に収集するという方針に切りかえたところであり

ます。 

 この業者につきましては、先ほど言いましたよ

うに正式な調整はしておりませんけれども、口頭

による調整はしておるということを聞いておりま

す。 

 

○議長 １２番藤井朝廣君。 

 

○１２番藤井朝廣君 結構だと思いますけれど

も、口頭と言われました、本当に口頭ですか。私

の聞いた範囲では、何も話なかったと。できたら

最初にそういうことがあるんだったら言っていた

だきたいという意見がありましたけど、結果はい

いですけど、これからお願いいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 ２人の事業系の一般ごみのことにつ

いてお答えさせていただきます。 

 基本としては、これは法的な問題でありますけ

れども、事業系の一般ごみは、その事業者も責任

があるわけであります。それと一般廃棄物でござ

いますから、市が責任もあるという、両方が責任

を持ってやらなくてはいけないと。家庭の一般ご

みと違うわけであります。したがって、それにつ

いては、事業者負担もそれなりに持ってもらわな

くちゃいけないというのが私の考え方でありまし

て、そのことも受けとめて、一度もう少し高い値

段を私どもは設定したんですけども、協議をさせ

ていただいて、ちょっと低目に設定したというこ

ともご理解をいただきたい、このように思ってお
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ります。 

 以上でございます。 

 

○議長 ７番沖野健三君。 

 

○７番沖野健三君 今の市長の答弁なんですが、

私は別に事業所からそういう特別にお金を取ると

いうことに対しての批判はしてないんです。これ

はもう当然だと思ってます。だけども、やり方に

よっては、市の委託業者も入っとるんですよ、収

集業者の中に。その事業系のごみを収集する人、

それでは一般の家庭から出るごみとの収集日とい

うのを分けるんですか。ただその事業所だけに収

集に行くんですか、その委託業者っていうのは。

ほんなら、事業所が今までそういう収集場所に持

っていったごみは、自分ところまでにはとりにく

るわけですよ、事業所まで。それをちょっとお答

え願いたいんですが。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 ただいまの質問にお答えい

たします。 

 事業系のごみにつきましては、それぞれ事業者

と業者との契約に基づいて出していただくという

ことになりますので、その請け負った業者がそれ

ぞれの事業所へとりに行くということになりま

す。ですから、生活から出てくるごみとは一緒に

しないで、それぞれの契約された業者に引き取っ

ていただくということになります。 

 それと、市の指定しておる業者が仮に事業系の

ごみを集める場合におきましては、時間とかその

辺は十分ずらした上で、一般廃棄物の処理に支障

のないように行うということになっております。 

 以上です。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 大変遅くなりました。 

 先ほど言ったようにページ数で１５７ページ、

農業振興費の中で、昨年は１２億円、今年は４億

６，０００円という形で非常に減額になっており

ます。この原因がどこにあるか。補助に対しまし

てはたくさん補助がありまして、農業をしておる

者にとっては大変ありがたいと思うのであります

けれども、本当に西予市の地域の農業を守り発展

をさすということになれば、私は各地区におい

て、やはり試験とか研究等にもっと力を入れて、

適地適作のそういうものを掘り起こす、その必要

があるんではないかというように思っておりま

す。そしてそういうことがある程度できてから個

人に普及をするというようにしたらどうかなとい

うように思っております。今までちょっと最近は

ありませんけれど、補助をもらうからやろうかと

いうような補助の仕方がありましたので、そうい

うことはないようにして、ぜひともやはり試験、

研究の方にその補助を回すということにしていた

だきたいと、こういうように考えております。 

 以上です。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 お答えをいたします。 

 この減った農業振興費でありますが、約８億円

の減額になっておりますけれども、これはすべて

ハードの部分の減額であります。まず、大きなも

のとしては、三瓶地区の光センサーへの補助金、

それから城川のトマト選果機の補助金、それから

明浜後継者住宅の減、城川加工センターの減、こ

のハードの分の減が大きなものでございます。そ

のほかの補助金につきましては、ただ他の補助金

と同じレベルで財政上減った部分はありますけれ

ども、研究費を減すとか、そういうようなことは

行っておりません。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 いや、僕が言ったのは、研

究費を減すじゃなしに、むしろそういう方面に力

を入れてほしいと、こういうことを言ったのであ

ります。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 その辺は私も非常に答えにくい

部分もありまして、今後のことにつきましては、

十分にそれは検討をしていきたいと思っておりま

す。 
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○議長 １番田中剛君。 

 

○１番田中剛君 文化振興費について質問いたし

ます。 

 ２６５ページ、町並み保存対策費の中の町並み

建造物修理補助金でありますが、１７年度ではほ

とんどの額が不執行となっていると思います。し

かしながら、１８年度当初には、例年より多い額

を計上されておりますが、その根拠をお伺いいた

します。 

 あわせて、延び延びとなっております重要伝統

的建造物群選定の見通しをお伺いいたします。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 田中議員の町並み建造物修理補

助金の２，０００万円の増額の関係なんですけれ

ども、中町の地域指定を予定しておる住民の方々

の要望額が昨年よりかふえておるということの事

実があるということと、それから重伝建に選定さ

れた場合には、市単独の補助金以外の増額が見込

める、そういうことの期待もありまして、市民と

いいますか、町並みのエリアに入っておる方々か

らの要望が出ておりましたので、前年度より増額

をこの分についてはさせていただきました。 

 それと関連するわけですけれども、その上に緊

急対策補助金２００万円なんですけれども、これ

も台風とかあるいは災害、そういったようなもの

に緊急に対応をしてほしいという要望がありまし

たので、この分についても増額を計上させていた

だいております。 

 それから、重伝建の選定に向けての見通しでご

ざいますけれども、重伝建の指定選定に向けての

事務は鋭意進めておりますけれども、私たちが希

望、期待をしておる方向に現在のところ、まだ至

っておりません。 

 以上です。 

 

○議長 １番田中剛君。 

 

○１番田中剛君 ただいま部長さんの答弁の中

に、「ナカノマチ」という表現をされました。

「ナカノチョウ」で行政は統一されておると思う

んですが、この周知徹底をよろしくお願いいたし

ます。 

 あわせて、重要伝統的建造物群、大体何月をめ

どに選定されるのか、お伺いいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 重伝建保存地区の選定の今の過程の

問題でございますが、これも私も鋭意努力をして

おるところでございまして、まずその前段では、

あの地域がやはりいわゆる文化としての価値のふ

さわしい地域にしていこうと。そうすることによ

って国の認められることがあるんではないかとい

うことが大きな目標でございまして、したがっ

て、先哲記念館のあり方についてもいろいろ問わ

れた中で、国の方からも問われてきているし、地

域からも問われてきました。そういうことで、先

哲記念館をあのようにやりかえさせていただい

て、文化度の高い方向に、あるいは教育価値の高

い方に持っていったということでありまして、こ

れが大きな一歩進んだと、このように思っており

ます。その中で、年２回の国の文化庁の方に審議

会がありますけれども、その年２回の審議会の方

向に向けて今鋭意努力をしていっておるところで

ございまして、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○議長 ８番森川一義君。 

 

○８番森川一義君 ７９ページの愛媛県電子自治

体協議会負担金と西予地区防犯協会負担金と負担

金にしてはちょっと金額が多いと思いますが、財

政的に厳しい折に負担金はできるだけ少なくすべ

きだと思ってます。どのようにこの負担金が使わ

れているのか、説明していただきたいと思いま

す。 

 

○議長 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 森川議員のご質問にお答えを

させていただきたいと思います。 

 まず、愛媛県電子自治体協議会の負担金ですけ

れど、これにつきましては、先ほど議案第７号で

条例制定をお願いした関係なんですけれど、この

協議会の運営費に対して負担をするものでありま

して、それぞれ積算――加盟しております愛媛県

下の市町の中で人口割とか人口構成比の指数をも
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とにいたしまして均等割、人口割を積算いたしま

して、西予市の場合、４２９万９，０００円とい

う数字が出ております。 

 西予市の防犯協会の負担金ですけれど、防犯協

会も合併いたしまして、この負担金を今まで同様

積算により出しておりますけれど、人件費とかそ

の辺の防犯協会の運営費となっております。 

 

○議長 １４番浅野忠昭君。 

 

○１４番浅野忠昭君 衛生費に関して１件お伺い

をいたします。 

 先般、三瓶の区町会で薬剤の無料配布について

市民生活課より、今まで各地区に配布しておりま

した消毒用の融剤・乳剤を来年度より配布をしな

いと聞いておりますが、各区長さんからは強い要

望がありまして、環境衛生面等の問題等から本年

度同様継続してほしいとの強い要望がありまし

た。それで、今後の見通しについてお伺いをいた

したいと思います。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 この防疫薬剤につきまして

は、旧宇和町と明浜町、三瓶町が合併前から無料

配布をしていたわけであります。しかし、野村

町、城川町につきましては、地区から要望があっ

た場合は、あっせんしていっておりまして、公費

による購入はしておりませんでした。それで、合

併協議会の折には、その点について調整できませ

んでしたので、今回調整する必要が迫られ、この

ように配布しないというようなことに統一したわ

けであります。その理由といたしましては、近年

環境の下水につきましては、浄化槽の整備がかな

り進んでおり、いわゆる汚水そのものが表面に出

てきている状態が非常に少なくなっておるという

ようなこともあります。それらを加味しましたの

と、あわせて非常に逼迫した財政事情であります

ので、どうしてもこの費用につきまして削減する

必要があるということで、当初３町の防疫薬剤４

２０万円ぐらいを予定していたわけであります

が、これをずっと続けていくということが非常に

厳しいということで、今回査定の折にも減額され

たわけでありますけれども、一応今後の無料配布

につきましては、１８年度以降中止にしたいと、

このように考えております。 

○議長 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 私は産業建設常任委員会に

所属をしておりますが、総務委員会に関係するこ

と、委員会の方に私行きませんので、あえてこの

場で質問をさせていただきます。といいますの

は、当初並び先ほどの補正にもいろいろな補助金

というのがあるわけでありますが、この補助金と

いうのは、大変に市民にとってはありがたいとき

もあるし、時にはありがたくないときもあるのが

補助金のように思います、私は。といいますの

は、教育部長、１点お聞かせをいただきたいんで

すが、先ほどの補正の中にも通学費の補助があり

ました。これは今回は減額をされておりました、

二百幾らだったと思うんですが。１８年度の当初

の中にも当然出ております数字が、減額の数字ぐ

らいのものが当初予算に出ておったようでありま

すが、以前に私は総務委員会の方にもちょっとお

調べをしとってくれんかということで言っておっ

たことが、この助成金の使用方法といいますか、

利用方法といいますか、通学の距離についての取

り決めがあったように思います。先般も４キロ、

６キロという通学の距離のことを言われました。

これが今回見直しをされてどのようになったの

か、はっきり定かではないんですけれども、聞き

忘れましたけれども、この距離を設定すると、以

前にも申しましたが、１つの集落の中で、同じ地

域の方が、極端に言えば、今私のおるところから

教育部長がおるとこ、この間の距離だけでもその

距離に満たないと、極端な話ですよ。なった場合

に、私は補助をいただく、教育部長はいただかな

いと、そういったのが極端な話、出てくるんで

す。そういったことの件が市内の中にどれくらい

あるのか、そういった方の申し入れが。私のとこ

ろ同じ部落じゃのに、ないのよと言われる方が。

そういったことの調査というものはされました

か。 

 そして、されてないのならされてない、構いま

せんが、そういったことについての対応として、

この距離の取り決めをされると、そういったこと

になりますので、できれば４キロなら４キロ、た

だしというのを何かどっかに入れておけば、何ら

かの形で対応ができるんじゃないか、私勝手な言

い方ですけれども、行政ですから、それは線は引
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かなければいけないというのは百も承知ですけれ

ども、やはり市民の方、そういった父兄の方、お

られるということは事実だろうと思いますので、

あくまでも行政だからといって線を引くというの

は、これは考えていただけねばならないことでは

なかろうかと思います。わかりましたか、教育部

長。そういうことで、極力調査をされてないなら

ば、新年度もやがて始まりますので、それまでに

自転車とかヘルメットとか、そんなものの購入を

されなければならない。あるものについては、同

じ地域内でも、補助が私はある、私はないという

ようなことにないようにしていただきたいと思う

わけです。よろしくお願いします。 

 

○議長 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 岡山議員の通学費の補助金の関

係なんですけれども、今議員が言われましたよう

に、３２校の学校があります。そこに通っておる

児童・生徒の居住地からの距離ももちろん千差万

別で、近いところ、遠いところ、あるいはその道

の行程におきましても、上り下りあるいは非常に

狭小の道から大きな道からいろいろあるわけです

けれども、それでちょうど合併しまして２年間で

学校教育課の担当者が、すべて３２校の補助金を

申請されておる児童・生徒の距離については実測

をさせていただきました。それをもとに今回補助

金の条例廃止にあわせまして見直しをささせてい

ただいたわけですけれども、この見直しの基準に

なります小学校、中学校４キロ、６キロ、こうい

ったような数字は、西予市独自の数字４キロ、５

キロというような数字ではなく、近隣市町の通学

距離補助金、ほかのところは規則で出しておりま

すけれども、そこと勘案をしまして今回見直しを

ささせていただいております。そのような関係

で、一番最初の提案理由の説明のときにも申し上

げましたけれども、最寄りの駅から学校へ行くま

での定期の３分の２を徒歩で通学しておる子供た

ちには定期の全額の３分の２を出しておりました

けれども、今回、年間小学生については、一律１

万２，０００円というような方法で改正をさせて

いただきましたし、それから中学生の自転車通学

の生徒に対しましては、自転車それから雨がっ

ぱ、これの購入費の限度額３万５，０００円とい

うような方法で改正をさせていただく方向で議案

を提案させていただいております。そのように現

在３２校に通っております児童・生徒の通学費の

補助に際しましては、西予市の予算事情と勘案し

ながら補助金を出していきたいというふうに考え

ておりますので、ご理解をいただいたらと思いま

す。 

 

○議長 二宮教育長。 

 

○二宮教育長 私の方からもちょっと答弁させて

もらいます。 

 議員のおっしゃいました集落内で、Ａさん、Ｂ

さんが４キロに足らないとか、５キロに足らない

場合には、集落内でいろんな問題が生じるという

お話しございました。検討の中には、例えば１つ

の集落の中の集会所を起点にしたらどうかという

ような話もありました。しかしながら、結構広い

集落もございまして、そこらを起点にすると、ま

た問題が生じるというようなこともございまし

て、一応通学距離については、学校から自宅まで

という基本路線は守っていかないといけないとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○議長 １６番岡山清秋君。 

 

○１６番岡山清秋君 ご答弁ありがとうございま

した。 

 今ほどの件で、市長にお願いしますが、今回こ

の条例は廃止をされるんでしょう。廃止をされる

わけですが、１８年度からは規則ということで市

長さんの判断でできると思うんです。だから市長

さん、ぜひともそういった保護者のことも考えて

いただいて、やはり公平な目で判断をしていただ

いて、そこら辺の補助を出すのならば、公平に出

していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほどの岡山議員の再質問について

お答えいたしますけれども、今ほど教育長が言い

ましたとおり、公平性、平等性っていうのは、ど

れが平等で公平かという問題があろうと思います

ので、非常に難しい問題でございまして、市長と
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しての規則になりますと、ある程度の裁量権が働

いてくるというお考えのもとで言っていただいた

もんだと思っておりますけども、この辺も非常に

難しい問題ですので、あくまでも公平、平等とい

う頭の中で判断をさせていただくということでご

答弁をさせていただいたらと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 ちょっとだけわからない部

分がありますのでご説明を願いたいと思います。 

 農業費の中の野菜安定対策事業補助金これが１

点、それからあとケールリサイクル事業補助金こ

の件、それとあともう一点、三滝ロッジ管理委託

料とふるさと交流館管理委託料が計上されており

ます。最後の件につきましては、指定管理者の件

もあろうと思います。それから、これを基礎にし

ながらこの施設を有効に使っていく方向づけの礎

で計上をしてあるのか、その辺をご答弁願ったら

と思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 済みません。 

 一番最初に言った１５９ページの中の負担金及

び交付金の中の下から２番目の行です。野菜安定

対策事業補助金であります。 

 それから、もう一つの分に関しましては、ずっ

と１６１ページの今の補助金の続きの下から１、

２、３、４、５行前の分であります。 

 それから、最後の分に関しましては、商工費の

中の１９５ページの三滝ロッジとふるさと交流

館、その分についてでございます。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 まず、野菜安定基金であります

けれども、これはキュウリ、ナス、ピーマンに対

するものでありまして、価格の、どういいます

か、年間の３年を平均するわけでありますけれど

も、それで下回った場合にはこの基金から補てん

をしていくという制度でございます。 

 それから次に、ケールのしぼりかすリサイクル

事業でありますけれども、これは株式会社グリー

ンヒルでケールをしぼって青汁を生産をするわけ

ですが、そのしぼりかすを飼料としてリサイクル

をしたいということに対する設備の補助金であり

ます。 

 それから、三滝ロッジの委託料につきまして

は、これはふるさと交流館も含めてでありますけ

れども、あくまでも再興をするということで、そ

のために委託料は考えられるのは３００万円とい

う予算を組んでおる予算であります。ただこれは

先般の協議会の中でお話をしたとおり、ちょっと

手が挙がらなかったということで、この予算は現

在のところ、宙に浮いているという状況にはなっ

ております。ただ、今後あきらめたわけではあり

ません。引き続き何とか指定管理者が確保できる

ように努力はしてまいります。 

 

○議長 ２１番梅川光俊君。 

 

○２１番梅川光俊君 ちょっと再質問させていた

だきます。 

 農業費の今の２点につきまして、その３品目、

価格安定化、これだろうと思います。それ３品目

ですけれども、その辺で全部対応ができるのか、

この金額で対応できるのかなと、ちょっと心配を

しております。 

 それと、ケールかすの分に関しましても、これ

は指定管理者のところでそれを飼料化されるの

か、どこでされるか、この２点だけお願いをいた

します。 

 

○議長 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 まず、安定基金の関係でありま

すけれども、これは金額に合わせて、つまり逆算

してこの範囲内でおさまるようにやっていきま

す。過去の平均の金額と差があるから、ある分だ

けどんどん出すという状況には、もう予算に限り

がありますので、本来ならずっと積み立ててき

て、その中で安定的にやればいいわけですけれど

も、毎年過去の平均よりは少しずつ下がってきて

おりますので、毎回ゼロになります。そういうこ

とでこの予算の範囲の中でやるということになっ

てまいります。 

 それから、ケールの話につきましては、もうこ
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れすべて株式会社グリーンヒルの会社で行いま

す。 

 

○議長 ２８番大竹忠盛君。 

 

○２８番大竹忠盛君 財政課長にお尋ねをいたし

たいと思いますが、１６年度が一般会計ベースで

約２８０億円、１７年度が２７０億円ということ

で、かなりな大型事業も展開をされてまいってお

りますし、さらには企業会計、特別会計等でも大

型事業が進んでおるわけでございます。私は将来

の財政状況について危惧をするものであります

が、さまざまな借入金があるわけでございます

が、償還金のピークと申しますか、それはいつご

ろを想定されておりますか、わかりましたらお教

えをいただきたいと。ただ、私が住んでおる地域

も農村集落排水事業をやっていただきまして、非

常に家庭内の環境、地域内の環境、よくなって蛍

も飛び交うということで、これらの事業は非常に

大切な事業と位置づけをいたしておりますが、か

なり大型事業がメジロ押しとなっておりますの

で、将来の財政状況がどうなるんかなと、こんな

危惧を持っております。お手元に資料があるよう

でしたら、概略で結構でございますんで、お教え

をいただきたいと思います。 

 

○議長 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 ただいまの公債費のピークの時

点でございますが、前方全員の議員さんの前で一

応財政のシミュレーションをご説明したかと思っ

ております。その中で、今後８年後で約４３億

８，０００万円程度の償還が見込まれておりま

す。これは、実はその時点でもお話ししたかと思

いますけども、合併後１０年を過ぎますと交付税

の減額が生じてまいります。それでその交付税の

減額とそして公債費の償還のピークとはちょうど

重なり合っていくということで大変懸念をいたし

ております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 １４４ページの塵芥処理費につ

いてお伺いしたいんですが、先ほどの松本部長の

答弁で、１億円のごみ処理費用を削減するという

ことに対して、大体４，５００万円ぐらい予算ベ

ースで通年で削減されるんではないかという見通

しを話されたと思うんですけども、大変難しい問

題に対してそういう見通しが立ったということに

対して敬意を表したいと思いますが、市民の方で

もただいまそういう環境委員とかフォーラム等が

ありまして、かなり１億円削減に対する興味とい

いますか、関心が高まっているというふうに今思

っとるところであります。この削減はあと残りど

うやって１億円という目標に達成させようという

ことで考えられとるのかということをお伺いした

いわけであります。 

 先ほど申しましたように、市民の方もかなりや

る気になっておりますが、ごみの削減というのに

関しては、３つの分野で削減しないといけない。

１つは、今やっております市民の分野であります

し、第２点目は、やはり処理の委託費、八幡浜の

処理場にかかわる分も大きいですし、また大野開

発に持っていくなどのそういった処理に関する委

託費、もう一つは収集費です。いろんな３点セッ

トといいますか、そこらを全部突き詰めていかな

いとこの削減というのは図れないのじゃないかと

思うわけです。その中でまたいろんな苦労や困難

はあるかと思うんですけども、そこらをどういう

ふうな形で今後削減に取り組んでいこうというの

か、それをお伺いしたいと思うわけでございま

す。 

 それで、同じようなことなので、八幡浜の処理

の単価についてでも、聞くところによると、西予

市から持ち込まれるごみの単価と八幡浜の市民が

持ち込む単価とに差異があるということも聞くわ

けですけども、そういったところで把握されてい

る点があれば、またそれもお伺いしたい。 

 それと、第３点目としては、塵芥処理費に関し

ては、きょうの補正予算でもありましたように、

約８億４，０００万円が最終的に塵芥処理費とし

て計上されとるわけです。当初予算におきまして

は、ここに書いてあるように４５９万円のアップ

ということで６億１，２００万円という計上にな

っとるわけですが、この計上の仕方で、私は去年

もちょっとこの計上の仕方は半年分しかできてな

い分があるんで、ちょっとそれに対して疑義を申

し上げたわけですが、この予算の半年分しか計上

しないということが、例えば半年後に何か財源が
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あるから、半年分しか計上しないという手法なの

か、例えば袋の売り上げなんかだったら、通年で

見込まれると思うんですけども、ごみ袋の。ある

いは交付税なんかにしても通年で見込まれると思

うわけですが、その財源と予算の計上の仕方、こ

れが今回補正予算を見ても８億４，０００万円と

いう金額が出てくる以上は、ちょっとここに違和

感を感じるわけでございますが、その点に関し

て、通年ベースでやっぱりやるべきじゃないかと

いう、私たち等気持ちがあるわけですけども、そ

れについてまた見解をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 それでは、ごみの削減問題

でありますけれども、言われましたように、住民

市民の関心が非常に高まっております。ですの

で、この機会に４月から４分類１５品目に分けて

収集するということで、全市内このように統一し

ておきます。それによりまして、いわゆる今まで

廃プラスチックにつきましてはすべて埋め立てご

みとして、いわゆる大野開発での処分をしており

ましたけれども、それは１７年度予算での城川町

での廃プラ圧縮減容機を設置いたしましたので、

これが１８年度から稼働することになります。そ

れらを合わせまして運搬費と処理費で計算いたし

ますと、それと雑プラスチック、それらもリサイ

クルに回しますので、全体で７，９００万円ぐら

いの減額につながっていくんじゃないかと試算を

いたしております。 

 それと、あと燃える、今まで燃やすごみとして

回収しておりました宇和町の新聞等のごみです。

これらが、いわゆる今まで定期回収ではなしに、

どういいますか、古紙回収をＰＴＡとかその辺で

回収していただいておりましたけれども、これも

定期回収に回すということで、これによる燃える

ごみが、若干今までＰＴＡ等の回収が３カ月なり

４カ月に１回というようなこともありまして、燃

やすごみの中に入っとりましたので、それらも回

収により減額されるということ、それとあわせ

て、生ごみにつきましても、できるだけ家庭内で

処理してもらう、あるいはまた公共施設等で大型

のごみ処理機等も設置していただきまして、それ

で生ごみも減らすということで、それらを合わせ

まして大体３，０００万円近く削減できるという

ような見込み立てて、それに今全市で取り組んで

いきたいと、このように考えております。 

 それともう一件、八幡浜へ持ち込んでいるトン

当たりの処理費でありますが、４万３，０６７円

ですが、それにつきましては、八幡浜市につきま

しては、個人が負担しておるわけじゃなしに、市

の事業費の中で一般会計の中で処理をされておる

と思いますので、直接それに係る費用としては、

予算内での処理費になるから、単価当たりはほぼ

同じ単価で計算されてきておりますので、差異は

ないものと考えております。 

 あと３点目につきましては、財政課長の方から

答弁をさせていただきます。 

 

○議長 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 ３点目の予算の計上のあり方で

ございますが、これは実は予算編成の段階で、財

政課としましては、一般財源が約２４２億円の見

通しを立てておりました。その見通しの中で、実

際現課から要求された額がそれを約２２億円程度

上回る数字が出ておったわけであります。そこ

で、約２２億円から財政課の方の査定あるいは市

長の査定等々で削減をあるいはカットをいたしま

して、残りがどうしても財源不足となるものが約

６億円ございました。その６億円弱を５億７，０

００万円ですか、今回当初予算に５億７，０００

万円の財政調整基金を取り崩したわけです。ただ

その後において補正予算の集計をする中で減額補

正が出ましたので、その中で約２億７，０００万

円ほど財調にまた返したというような経緯がござ

います。それで、その財政調整基金の５億７，０

００万円は、先般のこの議会でも私ご説明いたし

ましたけれども、財政調整基金そのものが１２月

段階で約８億円しかございませんでした。そうな

ると、今のごみの関係あるいは県営事業負担金あ

るいは過疎バス、そういった積み残し部分を３億

円を充て込んでいきますと、財政調整基金も足り

ないという現象が起きてまいりました。そういっ

たことで、今回は３億円は補正でどうしても上げ

ざるを得ないという経緯がございまして、今回ご

みの問題は半額しか計上することができなかった

というようなことでございます。したがいまし

て、今後繰越金等が出ましたら、その時点で今の
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ごみの塵芥処理費は計上してまいりたいと、この

ように考えております。 

 

○議長 ５番元親孝志君。 

 

○５番元親孝志君 先ほど条例制定の折に質問し

ましたら、ここで質問するようにと言われました

ので再度質問させていただきたいと思いますが、

今ほども説明ありましたように、平成１８年度の

当初予算というのは大変ご苦労をされたというふ

うに今お聞きをするわけですけれども、財政事情

というのは今回が最後で、あとうまくいくのであ

れば、それは別に問題ないと思いますが、今るる

財政課長の説明を聞いておりますと、一番大変な

のが８年後がこれがピークに来るというような話

でございまして、さらなる財政の厳しさというの

は継続されていくわけですけれども、今年度の当

初予算につきましては、財調基金の取り崩し等と

か、もうもろもろで何とか運営できておるわけで

ございますが、来年以降のことを考えますと、ど

うしても今の手法ではやはり無理があるんじゃな

いかなというふうな、私は思いがいたします。そ

ういたしますと、西予市自治体そのものの抜本的

な運営の仕組みとあり方というものを検討してい

かないと、毎年財政、財政、財政でもう振り回さ

れて、我々政治で出てきたつもりでございます

が、どうもいつの間にか、もう財政の中に入れら

れてしまいまして、我々の政治を語る場所もだん

だん少なくなっているんじゃないかなという心配

をいたしとるわけでございますが、そういったこ

とを考える中で抜本的な改革、これはやはり避け

て通れないんじゃないかなという思いがいたして

おります。じゃあその抜本的改革は何かというこ

となんですが、先ほども言いましたが、１つは図

書館のあり方、公立図書館のあり方を検討される

必要があるんじゃないかというふうに思います。

というのは、公立図書館ができた時代背景を考え

ますと、恐らく終戦後のある時期にできたと思い

ますが、当時は確かに一般の人にとって書物とい

うものは高価であったし、そう簡単にまた書店が

近くにあるわけでもないですから、購入できなか

った、そういう中で公立図書館というものが生ま

れたと思いますが、今我々の環境、本に関する環

境を見ますと、もうそこらじゅうに書店があり余

っております。明屋もあれば宮脇もありますし蔦

屋もあります。そういう中で公立図書館の管理運

営を見ますと、西予市で人件費が約１億円余りか

かっておるわけでございますが、これを例えばＮ

ＰＯ法人、市の職員を退職された方、あるいは学

校の先生を退職された方、本に対する理解のある

方々がＮＰＯ法人を立ち上げていただいてそこで

管理運営をしていただくと。そして市はそれに対

する新しい書物に関して蔵書の分だけ計上すると

いうふうな形が考えられるんじゃないかというの

が一つありますし、もう一点は、先ほど言いまし

たように、これから総合支所がいっぱい空き室が

出てきます。図書館がまた別の建物であります。

そういったものを総合支所の中に持ち込んで、そ

して例えば教育課あたりをそこにセットにすれ

ば、教育課の職員が中で貸し出し等は可能ではな

いかなというふうな考え方もできると思います

が、そういったことを含めて、やはり抜本的な今

までの仕組みのあり方を再検討される必要がある

んじゃないかというふうに思います。 

 それからあわせて、先ほども言いましたが、四

国中央市が当初予算の中で新聞に出ておりました

けども、公立幼稚園、公立保育園、こういったも

のも今の指定管理者制度の流れの中で、やはり民

営化という方向も検討していく必要もあるんじゃ

ないかなというふうに思います。そのことにつき

まして、これは市長の決断になるわけでございま

すが、市長はどういうふうに考えておられるの

か、お伺いをしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほど元親議員がおっしゃられます

とおり、財政というのが非常に逼迫しておる状態

の中で、どうしてもいろいろ財政中心に振り回さ

れるというが今の現実でもありますし、しかしな

がら、財政自身がやはりこれは政治であろうと、

私は思っております。その財政のお金の使い方に

よって大幅に変わってくるわけですから、議員の

方々と私どもがどのように市民のためのお金を使

っていくかということをこの場で議論をしながら

やっていくというのが、一番のやはり根本問題と

思いますので、私は財政問題、非常に重要視して

おるところでございます。 

 今のお話の中で、図書館のあり方にまず第１点

言われましたけれども、私はこれは実質賛成でご
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ざいまして、私は、図書館はやはり指定管理者制

度の中で、今おっしゃるようなＮＰＯ法人等々に

やっていくのが適切だと、私はそのように思って

おりまして、そういう指示を教育委員会部局の方

に、今後の課題として、してくださいということ

を今投げかけておるところでございまして、今後

のあり方、まずしかしながら、その前段では、図

書館の時間延長、今まで時間延長をようしません

でした。それが公務のあり方で、公務というのは

非常に硬直化します。したがって、まずそういう

ところから打開していく。時間延長をことしから

やらせていただきます。そしてその流れの中で今

の指定管理ＮＰＯ法人の方に私もぜひ持っていく

ことを教育委員会部局の方にこれはお願いする

と、市長部局からお願いをする立場で今やってお

るところでございます。 

 次に、保育園のあり方でございますけれども、

これは西予市の行政改革大綱の中で保育園の今後

の問題についても言及をしておるところでござい

ます。現実的には、旧宇和の中では、既に民間と

いう形で宇和施設協会の方に保育園が委託をして

おるというような状況で、実質公立と委託してい

る保育園がどちらがしっかりしておるかどうかに

ついては、ここには言及は避けますけれども、委

託して悪くなったという話は聞いておりません。

そういう段階で、今後の中の大きな行革の問題と

してお互い研究をしていくという段階で今はとめ

させていただいたらと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 質疑も尽きたようでありますが、ここで

先ほどの浅野豊重議員の質問に対しまして、大森

産業部長の方から調査研究費のことでございます

が、おわびと答弁がございます。許可をいたしま

す。 

 大森産業部長。 

 

○大森産業部長 先ほどの浅野議員さんの研究費

についての質問でありますけれども、ちょっと失

礼な言い方をしたかなと反省をしております。再

度答弁をさせていただきます。 

 今までこれは農業だけではありませんけれど

も、行政はハードな部分に重きを置いて投資をし

てきた感は否めないというふうに思っておりま

す。今盛んに西予市の１，４００メートルの標高

差の中でどういう作物をやり、周年出荷体制をつ

くっていくかとか、昨日の酒井議員の支援センタ

ーの話の中でも、一般質問の中でもお話をさせて

いただきましたけれども、西予市の持っている潜

在的な資源というものは、相当豊富なものがある

と思っております。こういうことの掘り起こし、

それからそれらの販売体制、こういうソフトな部

分で今から相当調査研究をしていかなければなら

ないと、いうふうに考えております。そういう財

政的なちょっと面がありますけれども、このこと

はしっかり次期部長に引き継いでいきたいと考え

ております。大変失礼しました。 

 

○議長 では、議案第１００号の「平成１８年度

西予市一般会計予算」の質疑をこれで終結といた

します。 

 暫時休憩いたします。午後１時１０分に再開を

いたします。（休憩 午前１１時４５分） 

 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午後１時１０分） 

 森総務企画部長。 

 

○森総務企画部長 一般会計予算の質疑は終結い

たしましたが、答弁ができてなかった部分があり

ますので、電算委託料につきましてお答えをいた

したいと思います。 

 昨年度の予算計上額に比較をいたしまして倍以

上の金額になっておりますが、各委託料多少増減

はございますが、増額の主な原因は、ＧＩＳの整

備業務委託料が１７年度の補正で計上いたしまし

て、それを引き続いてやります関係で、本年度は

３，０００万円予算を計上した関係でこのように

高額になっております。 

 以上でございます。 

 

○議長 次に、議案第１０１号「平成１８年度西

予市授産場特別会計予算」から議案第１１３号

「平成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計予算」までの１３件に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 ９０ページ、国保の特会な
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んですが、この中で健康世帯の表彰、これ２８０

万円あります。これは、これからは予防というこ

とに力を入れるべきであると、そういうことで、

実は先般の国保運営委員会におきましてもこの問

題が出まして、年に一度でありますけれども、集

団健診この受診率を引き上げるためにそういうこ

とに使ってはというようなことも出ておりまし

た。確かに奨励金制度は悪くはないと思っており

ますが、一つ心配なのは、その奨励金をするがた

め、あと一カ月、あと１０日というようなときに

なった場合に、この世帯表彰があるために、もう

ちょっと我慢しようかというようなことで、やは

り病院に行かなくなって、それが大病を引き起こ

すというようなことになりはしないかということ

はこの間も出ておりましたし、実は私もちょっと

そういうことを考えておる次第でございますが、

これらを考えたときに、当然健康世帯表彰、これ

も大事であると思います。日ごろの健康管理に十

分注意をされて頑張ってきておるということは、

非常に喜ばしいことではありますけれども、先ほ

ど言ったように、集団健診これを皆さんでやっぱ

りお互いに励ましながら、誘いながら健診を受け

るということは、今後あとにおいての大きい病気

を引き起こさないというためにも大事であって、

この辺を２つをどうするかということが今からの

課題であると思います。本来ならば、私は厚生委

員会でありますが、後で検討するのであります

が、皆さんにやはりこの点をひとつ知っていただ

いて、今後どうあるべきかということをひとつ知

らし、またその答えもいただきたいと思っており

ます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 ただいまの質問でございま

すが、先般の国保運営協議会の折にもこのような

健康表彰についてどうあるべきか意見をいただい

たところでございます。そのときにもお話しした

わけでありますが、現在取り組んでおりますの

は、その年度年度で無受診であった方について表

彰をしておるわけですが、この無医療ということ

は、３年も４年も続いたりした場合は、やっぱり

今言われましたことも十分懸念されることもあろ

うと思います。 

 また、その折にもお答えいたしておりますけれ

ども、いわゆる無受診者につきましては、市が行

っております健康診断、基本健診あるいはがん検

診、それらの受診を勧奨いたしまして、とにかく

自分の健康についてはもう自分が守っていくとい

う意識づけをまずしていって、その上でなおかつ

健康であられることは大変すばらしいことであり

ますので、そのような方に対しては健康表彰をし

ばらくの間は継続していきたいと、このように考

えております。 

 

○議長 ３１番浅野豊重君。 

 

○３１番浅野豊重君 私も厚生委員でありますの

で、これ以上深くは申しませんけれど、今からの

やはり予防医療ということにおいては、やはりそ

ういう関心を市民の方につけて、そしてやはり健

診を受けさすということも非常に大事なことであ

るということをつけ加えておきます。 

 以上です。 

 

○議長 ただいま議題となっております案件のう

ち、一部議案についてこれより採決を行います。 

 承認第１号及び議案第５号並びに議案第８７号

から議案第９９号までの１３件については、会議

規則第３７条第２項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 まず、承認第１号の承認を求めることについて

をお諮りいたします。 

 これより討論を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 承認第１号「専決処分第１号（平成１７年度西

予市一般会計補正予算（第９号））の承認を求め

ることについて」は原案のとおり承認することに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 ご異議なしと認めます。よって、承認第

１号は原案のとおり承認することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第５号についてお諮りいたします。 

 これより討論を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号「宇和町公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協

定について」は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。よって、議案第５号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８７号についてお諮りいたしま

す。 

 これより討論を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号「平成１７年度西予市一般会計補

正予算（第１０号）」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席願います。 

 起立多数であります。よって、議案第８７号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８８号から議案第９９号までの１

２件についてお諮りいたします。 

 これより討論を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で討論を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 これらの採決は一括採決といたします。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。 

 議案第８８号「平成１７年度西予市授産場特別

会計補正予算（第３号）」から議案第９９号「平

成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号）」までの１２件について原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第８８号か

ら議案第９９号までの１２件は原案のとおり決定

いたしました。 

 ただいま採決をした１５件を除く議案について

は、お手元に配付いたしております各常任委員会

付託表のとおり、各常任委員会に付託をいたしま

す。 

   

（日程２） 

○議長 次に、日程第２、陳情第１号「新天神橋

の歩道建設を求める陳情について」から陳情第４

号「「違法伐採問題への取組みの強化を求める意

見書」の提出を求める陳情について」の４件を一

括議題といたします。 

 この陳情につきましては、お手元に配付いたし

ております陳情文書表のとおり、各常任委員会に

付託をいたします。 

 各常任委員会においては、各議案並びに陳情に

ついて、十分に審査を行い、最終日の本会議にお

いて、委員会の審査の経過と結果について、各常

任委員長の報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 次会は３月２４日午後１時３０分より会議を開

きます。 

  散会 午後１時２５分 
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議  事  日  程 

 １ 議案第５３号宇和町稲生墓地設置及び管理 

   条例を廃止する条例制定について撤回の件 

 ２ 議案第  ６号 西予市総合計画基本構想 

           について 

   議案第  ７号 西予市行政手続等におけ 

           る情報通信の技術の利用 

           に関する条例制定につい 

           て 

   議案第  ８号 西予市長期継続契約に関 

           する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例 

           制定について 

   議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施 

           設条例制定について 

   議案第 １２号 西予市宇和福祉センター 

           条例制定について 

   議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館 

           条例制定について 

   議案第 １５号 西予市農村公園条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例制 

           定について 

   議案第 １９号 西予市議会議員の報酬及 

           び費用弁償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２０号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２１号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市教育長の給与、勤 

           務時間その他の勤務条件 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市職員の特殊勤務手 

           当に関する条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 
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           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 

           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 
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   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   陳情第  １号 新天神橋の歩道建設を求 
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           める陳情について 

   陳情第  ２号 野村高等学校横林分校・ 

           渓筋分校記念碑建立補助 

           金を求める陳情について 

   陳情第  ３号 精神障害者小規模作業所 

           「たんぽぽ工房」設置主 

           体に関する陳情について 

   陳情第  ４号 「違法伐採問題への取組 

           みの強化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 

追加 議案第１１４号 西予市ギャラリーしろか 

           わ条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第１１５号 西予市デイサービスセン 

           ター条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１１６号 西予市営住宅管理条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第１１７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１１ 

           号） 

   議案第１１８号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第６号） 

   意見書案第１号 違法伐採問題への取組み 

           の強化を求める意見書 

           （案）の提出について 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第５３号宇和町稲生墓地設置及び管理 

   条例を廃止する条例制定について撤回の件 

 ２ 議案第  ６号 西予市総合計画基本構想 

           について 

   議案第  ７号 西予市行政手続等におけ 

           る情報通信の技術の利用 

           に関する条例制定につい 

           て 

   議案第  ８号 西予市長期継続契約に関 

           する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例 

           制定について 

   議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施 

           設条例制定について 

   議案第 １２号 西予市宇和福祉センター 

           条例制定について 

   議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制 

           定について 

   議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館 

           条例制定について 

   議案第 １５号 西予市農村公園条例制定 

           について 

   議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設 

           条例制定について 

   議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住 

           宅条例制定について 

   議案第 １８号 西予市職員の管理職手当 

           等の特例に関する条例制 

           定について 

   議案第 １９号 西予市議会議員の報酬及 

           び費用弁償等に関する条 

           例の一部を改正する条例 

           制定について 

   議案第 ２０号 西予市特別職の職員で非 

           常勤のものの報酬及び費 

           用弁償に関する条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ２１号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市教育長の給与、勤 

           務時間その他の勤務条件 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ２３号 西予市職員の特殊勤務手 

           当に関する条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ２４号 西予市職員等の旅費に関 

           する条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ２５号 西予市水道事業職員の給 

           与の種類及び基準に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２６号 西予市消防本部職員の特 

           殊勤務手当に関する条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ２７号 西予市職員の給与に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ２８号 西予市部設置条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ２９号 西予市行政改革推進委員 

           会設置条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ３０号 西予市船員法に係る証明 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ３１号 西予市手数料徴収条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ３２号 西予市図書館条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３３号 西予市宇和文化の里条例 

           の一部を改正する条例制 

           定について 

   議案第 ３４号 西予市保育所条例の一部 

           を改正する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ３５号 西予市軽費老人ホーム条 

           例の一部を改正する条例 
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           制定について 

   議案第 ３６号 西予市敬老祝金条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３７号 西予市介護保険条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ３８号 西予市農林水産業振興事 

           業基盤整備用機械使用料 

           条例の一部を改正する条 

           例制定について 

   議案第 ３９号 西予市農業集落排水処理 

           施設条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４０号 西予市農業集落排水事業 

           分担金徴収条例の一部を 

           改正する条例制定につい 

           て 

   議案第 ４１号 西予市農業集落排水処理 

           施設使用料徴収条例の一 

           部を改正する条例制定に 

           ついて 

   議案第 ４２号 西予市林道整備事業分担 

           金徴収条例の一部を改正 

           する条例制定について 

   議案第 ４３号 西予市中小企業振興資金 

           融資条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第 ４４号 西予市公共下水道条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第 ４５号 西予市簡易水道及び愛媛 

           県条例水道の設置に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第 ４６号 西予市病院事業の設置等 

           に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

   議案第 ４７号 西予市野村町地域文化会 

           館建設基金条例を廃止す 

           る条例制定について 

   議案第 ４８号 西予市三瓶デイサービス 

           センター基金条例を廃止 

           する条例制定について 

   議案第 ４９号 西予市宇和町特定農山村 

           地域活性化推進基金条例 

           を廃止する条例制定につ 

           いて 

   議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を 

           廃止する条例制定につい 

           て 

   議案第 ５１号 城川町人口定住促進に関 

           する条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５２号 宇和町丙種墓地設置及び 

           管理条例を廃止する条例 

           制定について 

   議案第 ５４号 市道路線の認定について 

   議案第 ５５号 市道路線の廃止について 

   議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の 

           施行について 

   議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ５８号 西予市特別養護老人ホー 

           ム松葉寮及び西予市宇和 

           老人短期入所施設の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ５９号 西予市軽費老人ホームれ 

           んげの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ６０号 西予市游の里健康センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６１号 西予市游の里ふれあい広 

           場の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ６２号 西予市游の里デイサービ 

           スセンターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６３号 西予市いきがいデイサー 

           ビスセンターの指定管理 

           者の指定について 

   議案第 ６４号 西予市身体障害者デイサ 

           ービスセンターの指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６５号 西予市特別養護老人ホー 

           ムしいのき園及び西予市 

           野村老人短期入所施設の 

           指定管理者の指定につい 

           て 
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   議案第 ６６号 西予市惣川高齢者生活福 

           祉センターの指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管 

           理者の指定について 

   議案第 ６８号 西予市三瓶デイサービス 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ６９号 西予市精神障害者小規模 

           作業所の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７０号 西予市明浜ふるさと創生 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７１号 西予市あけはまオートキ 

           ャンプ場の指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定 

           管理者の指定について 

   議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７４号 西予市物産会館どんぶり 

           館の指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指 

           定管理者の指定について 

   議案第 ７７号 西予市城川産地形成等促 

           進施設の指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ７８号 西予市城川食肉加工セン 

           ターの指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ７９号 西予市城川特産品センタ 

           ーの指定管理者の指定に 

           ついて 

   議案第 ８０号 西予市城川農産物加工セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８１号 西予市明浜農産物集出荷 

           施設の指定管理者の指定 

           について 

   議案第 ８２号 西予市渓筋農林水産物処 

           理加工施設の指定管理者 

           の指定について 

   議案第 ８３号 西予市野村畜産総合振興 

           センターの指定管理者の 

           指定について 

   議案第 ８４号 西予市大野ヶ原育成牧場 

           の指定管理者の指定につ 

           いて 

   議案第 ８５号 西予市城川高品質堆肥セ 

           ンターの指定管理者の指 

           定について 

   議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定 

           管理者の指定について 

   議案第１００号 平成１８年度西予市一般 

           会計予算 

   議案第１０１号 平成１８年度西予市授産 

           場特別会計予算 

   議案第１０２号 平成１８年度西予市住宅 

           新築資金等貸付事業特別 

           会計予算 

   議案第１０３号 平成１８年度西予市育英 

           会奨学資金貸付特別会計 

           予算 

   議案第１０４号 平成１８年度西予市国民 

           健康保険特別会計予算 

   議案第１０５号 平成１８年度西予市老人 

           保健特別会計予算 

   議案第１０６号 平成１８年度西予市介護 

           保険特別会計予算 

   議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾 

           整備事業特別会計予算 

   議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易 

           水道事業特別会計予算 

   議案第１０９号 平成１８年度西予市農業 

           集落排水事業特別会計予 

           算 

   議案第１１０号 平成１８年度西予市公共 

           下水道事業特別会計予算 

   議案第１１１号 平成１８年度西予市上水 

           道事業会計予算 

   議案第１１２号 平成１８年度西予市病院 

           事業会計予算 

   議案第１１３号 平成１８年度西予市野村 

           介護老人保健施設事業会 

           計予算 

   陳情第  １号 新天神橋の歩道建設を求 
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           める陳情について 

   陳情第  ２号 野村高等学校横林分校・ 

           渓筋分校記念碑建立補助 

           金を求める陳情について 

   陳情第  ３号 精神障害者小規模作業所 

           「たんぽぽ工房」設置主 

           体に関する陳情について 

   陳情第  ４号 「違法伐採問題への取組 

           みの強化を求める意見 

           書」の提出を求める陳情 

           について 

追加 議案第１１４号 西予市ギャラリーしろか 

           わ条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第１１５号 西予市デイサービスセン 

           ター条例の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１１６号 西予市営住宅管理条例の 

           一部を改正する条例制定 

           について 

   議案第１１７号 平成１７年度西予市一般 

           会計補正予算（第１１ 

           号） 

   議案第１１８号 平成１７年度西予市公共 

           下水道事業特別会計補正 

           予算（第６号） 

   意見書案第１号 違法伐採問題への取組み 

           の強化を求める意見書 

           （案）の提出について 

   議員派遣の件について 
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  開議 午後１時３０分 

○議長 ただいまの出席議員は３１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとお

りであります。 

 監査委員から提出されました定例監査結果報告

書はお手元に配付のとおりでありますので、お目

通し願います。 

  （日程１） 

 

○議長 日程第１、「議案第５３号宇和町稲生墓

地設置及び管理条例を廃止する条例制定について

撤回の件」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第５３号で提案いたし

ました宇和町稲生墓地設置及び管理条例を廃止す

る条例の事件撤回請求書について、撤回理由のご

説明を申し上げます。 

 本条例の廃止は、稲生墓地の管理運営状況をか

んがみ、丙種墓地と同様に公の施設として位置づ

けることが適当でないと判断したことから提案い

たしましたが、稲生墓地は旧宇和町が設置した公

設墓地であり、他の公設墓地と同様に公の施設と

して位置づける必要であることから、本議案を撤

回するものであります。 

 したがって、新条例を制定する折に合わせて本

暫定条例を廃止させていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

 

○議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております「議案第５３号

宇和町稲生墓地設置及び管理条例を廃止する条例

制定について撤回の件」を承認することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案

第５３号宇和町稲生墓地設置及び管理条例を廃止

する条例制定について撤回の件」を承認すること

に決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま撤回承認をいただきました議案第５３

号について、日程第２より削除いたします。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、削除することに決定

いたしました。 

  （日程２） 

 

○議長 日程第２、議案第６号「西予市総合計画

基本構想について」から議案第１１３号「平成１

８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算」についてまでの９４件と陳情４件の９８件を

一括議題といたします。 

 各常任委員会における審査の経過と結果につき

まして、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、亀井総務常任委員長の報告を求めます。 

 

○亀井秀男総務常任委員長 それでは、ただいま

から総務常任委員会の審査の報告を申し上げま

す。 

 去る３月１０日の本会議におきまして、当常任

委員会に付託されました議案２７件、陳情１件

は、３月１３日から１６日までの４日間、委員会

を開催し審査を行いました。審査の結果は、お手

元に配付の委員会審査報告のとおり、議案２７件

は原案のとおり可決決定、陳情１件は不採択とそ

れぞれ決した次第であります。 

 以下、付託事件に関する審査の概要及びその総

括としまして、市長、助役、収入役、教育長の出

席のもと理事者との懇談を行いました。それらの

中で特に議論され、あるいは委員より指摘、要望

いたしました事項の概要をご報告申し上げます。 

 最初に、ＣＡＴＶ事業について申し上げます。 

 この事業は、現代社会においてはぜひとも実施

したい事業の一つであり、検討委員会の役割とし

てはこの事業をいかに安く、いかに広く全体に普

及していくか、方法論の検討ではないかと考えま

す。２０１１年の地上デジタル放送への切りかえ

時に発生する難視聴区域の問題とあわせて総体的

に検討されたい。 

 また、ＩＴ社会においてインターネットが使え

るブロードバンド環境の整備は必要不可欠なこと

であり、ＣＡＴＶ事業と情報通信の問題は切り離

して、できることから早く取り組まれるよう要望

いたします。 
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 これに対して、理事者から、委員会へ諮問し答

申を受けるということは、住民の方々の意見を聞

くということであり、重要なことと考えている。

ＣＡＴＶ事業については、先週諮問に対する方針

をいただきましたが、細かい費用の部分は含まれ

ていないため、今後はどの程度市の財政負担にな

るかの検討が必要になってきます。採算がとれる

住宅密集地は民間へ開放し、事業実施の可能性が

あるとしても、周辺部を行政がどこまでできるか

などの試算をした上で、ある程度の段階で判断を

したいと説明がありました。 

 次に、市が納めている団体への負担金と補助金

の交付についてであります。 

 経費節減が強く叫ばれている中で、市が負担金

を納めている団体はしっかり機能するとともに、

意義のある団体であるかどうかを行政改革の中で

検証する必要があるのではないでしょうか。 

 また、市の補助金の中には世帯数割などで一律

に交付するなど、わずかな金額の補助金をいろい

ろな形で交付しているものが見受けられます。行

政が行う支援は、過疎や高齢化が深刻な地域など

幾ら頑張ってもなかなか自立できない、そういう

ところへ行政として何をすべきか、何ができるか

を考えるべきであり、今回の地域事業活動支援金

のように一律に一世帯当たり１，０００円の補助

金は、公平という点からすれば適当かもしれませ

んが、補助金の本質的な面から考えると、事業に

対して行う補助金と支援しなければ自立できない

場合の補助金があり、補助金の交付にはめり張り

が必要ではないでしょうか。 

 これに対して、理事者から、負担金については

数多くの実態があることを把握しており、厳しい

財政状況とも勘案しながら今後の研究課題といた

します。自治集落への支援のあり方については、

地区公民館のあり方とあわせて自治組織の再編、

超高齢化や過疎の問題、地域振興のための財源で

あった納税奨励金の廃止、集会所の改修などさま

ざまな問題を含んでいます。しかし、一集落に関

することは独自性が尊重されるべきであり、行政

が積極的に立ち上がるべきではありませんか。住

民の皆さんが協力してごみの減量化を図り、経費

節減が実現すれば、そのお金を自治組織が使える

財源にしたいという考えを持っており、実現でき

るように努力したいと説明がありました。 

 次に、債務負担行為についてであります。 

 債務負担行為に関しては、厳しい財政事情にか

んがみて慎重に対処されるよう意見がありまし

た。 

 次に、いろいろなところで経費節減を実施して

いる状況の中で、本庁舎の清掃業務委託料の予算

が計上されているが、自分たちの職場はみずから

手できれいにするという姿勢を示すとともに、職

員の来客者に対するあいさつを徹底してはいかが

でしょうか。 

 これに対して、理事者から、各課によって方法

は違いがありますが、事務室は当番制で掃除をし

ています。トイレなどの共用部分の清掃はオービ

ーシステム有限会社へ委託しております。あいさ

つにつきましては毎日朝礼を行って徹底していま

すので、よくなってきたという意見を聞くように

なりましたと報告がありました。 

 次に、指定管理者制度の活用についてでありま

す。 

 オービーシステム有限会社が委託を受け管理し

ている施設につきましては、オービーシステム有

限会社を指定管理者に指定して、経費節減を図る

検討をされてはどうでしょうか。 

 これに対して、理事者から、例えば文化の里の

管理であれば、重要伝統的建造物群保存地区の選

定を受けた時点で、指定管理者制度の活用と文化

の里振興室の存続などを全体的な検討を行う考え

であり、重伝建の選定を最優先課題として取り組

む考えであります。 

 オービーシステム有限会社につきましては、主

に病院や給食業務や看護助手職員を雇用し、派遣

していただいています。この方法は、旧宇和町時

代に財政再建団体に陥ったことがあり、その教訓

から生まれた雇用体系であり、経費節減になって

いることは明らかであります。 

 ３つの文化会館の管理運営については、将来的

に本体部分の管理運営を指定管理者に指定する財

団法人によってという考えを持っており、時期的

なものを含め検討するよう考えていると説明があ

りました。 

 次に、経費節減と職員の能力向上への取り組み

についてであります。 

 経費節減が強く言われている中で、国民保護計

画書の作成委託料が計上されていますが、職員の

能力や専門性を高めるためにも職員の手でつくり

上げる発想が必要ではないでしょうか。あわせ
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て、電算に関する保守、管理費等の予算がかなり

高額になっているため、リース契約の見直し、デ

ータの入力などあらゆるものを精査し、経費の節

減に努め、休日出勤の超過勤務手当を代休で対応

するなど、一層の経費節減に努められたい。 

 これに対して、理事者から、計画書策定につい

ては、総合計画や行政評価システムと同様に職員

の手でつくり上げることを基本的な考えとしてい

ます。しかし、今回のケースは職員ができる範疇

を超えているという判断によるものです。電算関

係の予算については、ふえ過ぎている気がしてい

ます。職員にも指示をしていますけれども、今の

ところ専門性やチェック機能を高める以外に方法

はないように思われますが、なお検討いたしま

す。 

 超過勤務手当については、現在制限を設けた中

での実施と、休日出勤の行事などは代休での対応

をしていると説明がありました。 

 次に、区長の役職の改選時期と任期についてで

あります。 

 各自治組織で改選時期が異なっているため、何

かと取りまとめが難しい状況であり、行政が西予

市の一体感を出すために自治組織や民主団体の役

員改選時期と任期統一に向けた調整を要望いたし

ます。 

 これに対して、理事者から、地域から要請があ

れば調整に入ることは可能と考えますが、一度、

区長にアンケートをとって意向を聞いてみると説

明がありました。 

 次に、成人式についてであります。 

 今年の成人式は西予市全体で盛大に開催できた

と感じており、今後も一般の方々に来ていただけ

るように会場を開放して、メジャーな人を招聘す

るなどイベントの充実を図る方法がよいのではな

いでしょうか。 

 これに対して、理事者から、今年は西予市全体

での開催ということで、旧町時代は和服を禁じて

いた町もあって心配しておりましたが、最終的に

は８０％の出席率があり、一安心しました。何人

かに意見を聞いてみましたが、和服はよかったと

いう意見のある一方で、負担がふえたという親の

意見もありました。今後の成人式のあり方につき

ましては、成人者が自分たちでつくっていく方向

性がよいのではないかという考えを持っていると

の説明がありました。 

 次に、農協支所廃止に伴う行政窓口、農協の金

融窓口、郵政の窓口の集約についてであります。 

 旧東宇和地区内の農協支所は平成１９年３月に

一部が廃止される方向であり、公民館活用の新し

い提案として住民サービスという視点から、公民

館へ行けばいろいろなことができるように３つの

窓口を集約することを行政主導で検討されてはい

かがでしょうか。 

 これに対して、理事者から、農協より支所の廃

止に対する相談がない状況でありますが、一部の

郵便局から公民館を貸してほしいという話が来て

おり、郵便局では行政の仕事もしますということ

も聞いています。場合によっては、郵便局に行政

の仕事を任せることも可能になることや、協力し

合うことによってお互いがプラスになるという考

えを持っているとの前向きな姿勢の説明がありま

した。 

 終わりに、陳情第２号「野村高等学校横林分

校・渓筋分校記念碑建立補助金を求める陳情につ

いて」、３月１５日に陳情書の提出者である河野

義安氏に出席を願って、願意の説明を受け理解を

深めることをいたしました。 

 審査では、西予市の財政状況が非常に厳しいこ

とや、他の記念碑建立の状況を見ましても、記念

碑に関する人たちがそれぞれの思いを込めて浄財

を募り建立されている方法が一般的であるといっ

た意見が出され、採決の結果、不採択とすべきも

のと決した次第であります。 

 以上、今定例会で付託されました議案等につき

まして申し上げましたが、適切な審議、ご決定を

賜りますようお願い申し上げ、総務常任委員会の

報告を終わります。 

 平成１８年３月２４日、総務常任委員長亀井秀

男。 

 どうも失礼しました。 

 

○議長 次に、坂本厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

 

○坂本隆重厚生常任委員長 当委員会に付託とな

りました議案３０件、陳情１件の審査結果は、お

手元に配付されております委員会審査報告書のと

おりでありまして、いずれも全会一致にて決定し

た次第であります。 

 以下、審査の過程におきまして特に議論がなさ
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れました事項について、その概要の報告を申し上

げます。 

 最初に、議案第１２号から議案第１４号までの

３件については、宇和福祉センター、野村町、三

瓶町の各老人憩いの家並びに野村高齢者工芸館の

各施設を市の直営施設とするための条例制定であ

り、これまでの暫定条例を廃止して新たに条例を

制定するものであります。 

 次に、議案第３４号は、野村保育所の定員を３

０名ふやすための条例改正であり、現在の超過定

員を正すものであります。職員の充足状況につい

ての懸念はないとの報告でありました。 

 議案第３５号は、厚生労働省の軽費老人ホーム

の設置運営要綱改正に伴う条例制定であります。 

 議案第３６号は、敬老祝金条例について、年齢

の基準日を９月１５日から９月１日に変更するも

のであります。 

 次に、議案第３７号は、介護保険法の一部改正

を受けて、平成１８年度から平成２０年度の３カ

年の収支計画に基づいて保険料の改正を行うもの

であります。対象は第１号被保険者であります。 

 第２号被保険者の対象年齢を下げるとの話を聞

くが、どうなっているのかとの質疑に対し、国の

方で引き下げの議論がなされているが、現在の４

０歳を３０歳に引き下げる方向ではないかとの答

弁でした。 

 また、１号被保険者については、西予市はグル

ープホームがふえ続けている状況であり、保険料

を上げなければやっていけない。平成１８年度か

らの３年間の計画では、現在の１２施設にプラス

２施設までを想定して算定しているとの答弁でし

た。 

 グループホームの設置は市の同意が必要か。ま

た、市としての今後について考えはできているの

かとの質疑に対しては、平成１８年度から市町村

に権限が移譲される。グループホームについて

は、新規２施設を含めて平成２０年度までは１４

施設を限度としているとの答弁でした。 

 次に、議案第４６号、野村病院に心療内科、皮

膚科、麻酔科を増設する条例の改正であります。 

 議案第４８号は、三瓶介護サービスの特別会計

廃止に伴う基金条例の廃止であります。 

 議案第５２号は、旧宇和町の丙種墓地につい

て、各地区の墓地であり公の管理にはそぐわない

ことから、条例を廃止するものであります。 

 議案第５８号から議案第６９号までについて

は、市の行政改革に伴う市所有の各施設の管理運

営を指定管理者にゆだねるための条例制定であり

ます。 

 次に、議案第１００号「平成１８年度西予市一

般会計予算」について。 

 まず、第２款総務費、戸籍住民基本台帳費の出

産祝い金は、第１子３万円、第２子５万円、第３

子１０万円を贈るものであります。 

 次に、第３款民生費、老人福祉費の特別養護老

人ホームかめの杜建設補助金９，８１８万円は、

三瓶の特老新設補助でありますが、これは事業費

の８分の１の補助であり定額ではありません。 

 生活交通路線巡回バス運営費は、野村の福祉バ

スを６月まで維持することで、宇和の巡回バスの

委託料であり、なお４款衛生費、保健衛生総務費

の巡回バス委託料は週２回三瓶から城川、さらに

明浜へと温泉を巡回するバスでありますが、３０

人乗り以下の市有バスを用いて３カ月間試行する

ものであり、関連して全体の計画を立てるべきと

の意見が出ましたが、児童福祉総務費の用地購入

費については、宇和保育園の用地購入に宇和福祉

の里基金の流用は問題があるのではないかとの意

見がありました。 

 これに対し、基金条例の目的、運用等を検討

し、妥当との結論になりました。 

 生活保護費においては、扶助費が４億６，９０

０万円に上ることから、その認定方法等について

質問が出ましたが、現在２２６世帯であり、十分

審査して認定しているとの答弁でした。 

 次に、４款衛生費、浄化槽設置補助について各

町の割り当ての有無について質疑があり、これに

対して、各町の割り当てはあり、合計で１００基

であるとの答弁でした。 

 さらに、委員から、ダム上流の町として環境の

面等を考慮して県の方へ上乗せを要望すべきでは

との意見があり、機会があれば要望していきたい

との答弁でございました。 

 塵芥処理費については、昨年と同程度の計上で

あり、広域処理費については半年分の計上となっ

ております。ごみの分別収集処理を進め、約１億

円の予算節約とのことであります。市民に分別の

大切さを徹底するため、ごみ袋の値上げを検討し

てはどうかという意見に対して、ほかの委員から

も地域によりこれまでの経緯で違いがあり、慎重
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にとの結論となりました。 

 また、ごみ焼却施設については、広域化がうた

われており、早急に県も含め協議を進めるべきで

はないかとの意見があり、これに対して、県は大

洲、八幡浜、伊方と一緒にするように考えている

が、大洲と八幡浜で緊急度に差があり難しいとの

答弁でした。 

 次に、議案第１０４号「平成１８年度西予市国

民健康保険特別会計予算」については、事業勘定

約５３億円であるが、国保財政基金からの繰り入

れが２億８，０００万円に上り、残額は約５，０

００万円と非常に厳しい状況にあります。ことし

については、老人保健への拠出金が減る可能性が

あり、年度末には基金残高１億円は確保できる予

定とのことであります。 

 保険事業費のうち、報奨費として健康世帯表彰

制度について、その功罪について意見が分かれま

したが、存続することで決定いたしました。 

 １１診療所の勘定については、周木と二及以外

は赤字であり、交通事情を勘案しながらの統合も

考えるときが来ているのではないかとの意見があ

りました。 

 次に、議案第１０５号「平成１８年度西予市老

人保健特別会計予算」は、歳入、歳出各６９億円

余りで前年並みの予算であります。 

 議案第１０６号「平成１８年度西予市介護保険

特別会計予算」は、歳入、歳出おのおの約４１億

８，０００万円であります。平成１８年度からの

制定変更並びに保険料改正により、前年比２，７

００万円の増であります。今年度から、介護予防

事業がふえております。 

 次に、議案第１１２号「平成１８年度西予市病

院事業会計予算」は、宇和、野村病院を合わせて

約３５億円の予算であります。両病院ともに地域

の基幹病院として整備されてきましたが、近年の

制度変更により、医師不足が深刻になっておりま

す。医師不足の影響は医療単価にも響くととも

に、２次救急体制がとれない事態も予想され、ま

ことに深刻な状況であります。理事者を筆頭に医

師確保に全力を傾注されたいと思います。 

 次に、議案第１１３号「平成１８年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計予算」は、約４億

１，７００万円の予算でありますが、制度改正変

更による介護給付費の減少により、入所率の向上

を図らねば経営が困難になってきているが、現在

１００％に近い入所者である。また、グループホ

ームの増加が競合要因になってきている。 

 次に、陳情第３号「精神障害者小規模作業所

「たんぽぽ工房」設置主体に関する陳情につい

て」は、ことし１０月からの制度改正により法人

格を持たない施設が苦境に立たされている。宇和

には市立の松葉作業所もあり、福祉施設として同

じ位置づけをした上で今後の対応を考えるべきで

あり、採択いたしました。 

 以上、当委員会に付託されました全議案につい

て慎重に審査を行いましたので、ご報告をいたし

ます。 

 平成１８年３月２４日、厚生常任委員会委員長

坂本隆重。 

 

○議長 次に、岡山産業建設常任委員長の報告を

求めます。 

 

○岡山清秋産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会の報告を申し上げます。 

 本定例会において、当委員会に付託されました

議案３９件の審査結果は、お手元に配付されてお

ります委員会審査結果報告書のとおりでありま

す。いずれも全会一致で原案どおり可決いたしま

した。 

 以下、審査の過程におきまして特に議論された

事項３点につき、その概要を申し上げます。 

 まず第１点は、議案第１７号「西予市農林漁業

後継者住宅条例制定について」であります。 

 このことについて、委員から、今後の後継者限

定住宅の建設計画についての質疑がありました。 

 これに対し、理事者から、平成１８年度に明浜

町田之浜地区に用地買収と用地造成をし、１９年

度に建設を予定しております。さらに、同町俵津

地区でも計画があるとの答弁でした。 

 さらに、委員から、入居家賃の設定根拠につい

て質疑がありました。 

 これに対し、理事者から、一般住宅における最

も安い基準で設定をしているとの答弁でした。 

 これを受け、他の委員から、Ｉターンの若者は

１００万円前後の収入であり、そのうち家賃とし

て年間３０万円を支払うことは厳しいのではない

かとの質疑がありました。 

 これに対し、理事者から、一般住宅との整合も

あり、ここだけ特例として安くはできなく、家賃
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設定に関しては相当慎重に審議し決定したもので

あり、現段階ではこの案で運用したいが、所得の

関係で入居者がいないという状況が起こってはな

らないので、将来における課題としたいとの答弁

でありました。 

 これを受け、委員から、第１次産業を取り巻く

状況は厳しく、後継者が育ち、気軽に入居ができ

るように家賃設定を引き続き検討してほしいとの

意見がありました。 

 次に第２点は、指定管理者の指定に関してであ

ります。 

 このことについて、委員から、市内各施設の指

定管理者が次々指定されている中で、城川町にあ

る三滝ロッジ、ふるさと交流館がいまだ決定を見

ていない状況についての質疑がありました。 

 これに対し、理事者から、公募したが手は上が

らず、また公募の段階では委託料の提示をしてい

なかったとの答弁でした。 

 これを受け、委員から、今後なるべく早く可能

な範囲の委託料を提示し、意欲のある経営者があ

らわれるよう努められたいとの要望がありまし

た。 

 これに対し、理事者から、１月に閉鎖をして以

降、多くのファンから再開を望むメールが届いて

おり、当施設は農山村地域の象徴であり、失って

はならないものの一つである。再公募は次の段階

とし、まずは手が上がりかけていた人に再度条件

提示をしたいとの答弁がありました。 

 次に第３点は、平成１８年度西予市一般会計予

算中、間伐材出荷促進対策事業についてでありま

す。 

 このことについて、委員から、補助金の対象に

財産区有林が含まれていないことについての質疑

がありました。 

 これに対し、理事者から、財政厳しい折、財産

区は特別公共団体であるから、市民への助成を優

先したとの答弁でした。 

 これを受け、委員から、ほとんどが群集林の地

区もあり、例として平成１７年度の城川町におけ

る間伐材の出荷比率の提示を求めたのでありま

す。 

 これに対し、理事者から、個人が３分の１、財

産区を含む地区分収林が３分の２であるとの回答

がありました。 

 これを受け、委員から、現実として私有林が少

ない現状であり、市内山林の間伐を全体的に推進

するという観点から、財産区の出荷分についても

含めていただくよう再検討の要望がありました。 

 以上のほか、西予市産材木材住宅建設促進事業

の補助対象部材について、また用地対策における

未登記案件の早期処理について、それぞれ質疑応

答あるいは要望がありました点、付言いたしてお

きます。 

 次に、陳情２件についての報告を申し上げま

す。 

 審査結果については、いずれも採択と決しまし

た。 

 そのうち陳情第１号は「新天神橋の歩道建設を

求める陳情について」。 

 現地調査を行った結果、当橋梁は幅員が狭い

上、大型車の往来も多く歩行に危険が伴う状態と

判断できます。よって、歩道設置の必要性を認識

するところではありますが、市当局においては財

政事情も考慮され、調査、設計段階で十分な検討

をした上で事業に着手されるよう要望をいたしま

す。 

 以上で産業建設常任委員会の報告を終わりま

す。 

 平成１８年３月２４日、産業建設常任委員会委

員長岡山清秋。 

 

○議長 以上で各委員長の報告が終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 ３０番坂本隆重君。 

 

○３０番坂本隆重君 今、総務委員会の方から委

員長の報告がありましたんですが、その中でＣＡ

ＴＶに関しての報告がありましたが、これについ

てお伺いをいたします。 

 西予市は非常に難視聴地区が多いために情報格

差が生まれているんじゃないかと。というのは、

今、世間では経済格差、所得格差とかといわれて

ますけど、相当数の情報を受けることができなく

して、今テレビ放送なんかも難聴地区が多いと思

うんですが、これを解消するにはやはりＣＡＴＶ

を拡充していく以外には、昔の共聴制度を、ああ

いうなもんを積極的に取り組んでいかなかったら

いかんのやないかと。 

 これは総務省の認可になりますけど、いずれに
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してもデジタル放送が、全域にデジタル放送化さ

れるのが２０１１年７月と大体聞いております

が、そのときには今のアナログはだめになってく

るわけです。そうすると、アナログをデジタルに

変換するとかというようなことはＣＡＴＶであれ

ば可能なわけです。そういった面において、今幸

いにして野村ＣＡＴＶ、それから三瓶のＣＡＴ

Ｖ、これ八西ですか、そこがあります。ですか

ら、今の野村ＣＡＴＶを母体にしながら三瓶を取

り込んで西予市に拡大を図っていったらと、これ

一番簡単なやり方だと思うんですが、その点もう

期限があと５年しかないわけです、デジタル化さ

れるのが。早急にやはり取り組むべきやないかと

思うんですが、その点について理事者側のお考え

は。先ほどの件についてはちょっと……。 

 

○議長 委員長に求めますか。 

 

○３０番坂本隆重君 委員長、結果は。 

 

○議長 ９番亀井秀男総務委員長。 

 

○亀井秀男総務常任委員長 ケーブルテレビは、

私どもも西予市が一体化となるためには大変必要

ではないかと市長さんに進言いたしました。今の

ところ、金額的なものがあるということで、今１

１年までというはっきり答えは出てないんです

が、考えさせてくれというお考えだと思います。

私は、これ以上はちょっと差し控えさせていただ

きます。 

 

○議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 これより討論を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 討論を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 この表決は起立によって行います。 

 まず、議案第６号「西予市総合計画基本構想に

ついて」は委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第６号は原案のと

おり決定いたしました。 

 次に、議案第７号から議案第１７号までの１１

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号「西予市行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例制定について」から

議案第１７号「西予市農林漁業後継者住宅条例制

定について」までの１１件は委員長の報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第７号から議案第

１７号までの１１件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 次に、議案第１８号から議案第３３号までの１

６件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１８号「西予市職員の管理職手当等の特

例に関する条例制定について」から議案第３３号

「西予市宇和文化の里条例の一部を改正する条例

制定について」までの１６件は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第１８号から議案

第３３号までの１６件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第３４号から議案第４６号までの１

３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号「西予市保育所条例の一部を改正

する条例制定について」から議案第４６号「西予

市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」までの１３件は委員長報告

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第３４号から議案

第４６号までの１３件は原案のとおり決定いたし
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ました。 

 次に、議案第４７号から議案第５２号までの６

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号「西予市野村町地域文化会館建設

基金条例を廃止する条例制定について」から議案

第５２号「宇和町丙種墓地設置及び管理条例を廃

止する条例制定について」までの６件は委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第４７号から議案

第５２号までの６件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 次に、議案第５４号から議案第５６号までの３

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５４号「市道路線の認定について」から

議案第５６号「西予市営土地改良事業の施行につ

いて」までの３件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第５４号から議案

第５６号までの３件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 次に、議案第５７号から議案第６９号までの１

３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５７号「西予市宇和文化会館の指定管理

者の指定について」から議案第６９号「西予市精

神障害者小規模作業所の指定管理者の指定につい

て」までの１３件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第５７号から議案

第６９号までの１３件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第７０号から議案第８６号までの１

７件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７０号「西予市明浜ふるさと創生館の指

定管理者の指定について」から議案第８６号「西

予市有料駐車場の指定管理者の指定について」ま

での１７件は委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第７０号から議案

第８６号までの１７件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第１００号について採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 議案第１００号「平成１８年度西予市一般会計

予算」については委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第１００号は原案

のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１０１号から議案第１１３号まで

の１３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１０１号「平成１８年度西予市授産場特

別会計予算」から議案第１１３号「平成１８年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」まで

の１３件は委員長の報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、議案第１０１号から議

案第１１３号までの１３件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、陳情４件について採決いたします。 

 まず、陳情第１号「新天神橋の歩道建設を求め

る陳情について」及び陳情第３号「精神障害者小

規模作業所「たんぽぽ工房」設置主体に関する陳

情について」並びに陳情第４号「「違法伐採問題

への取組みの強化を求める意見書」の提出を求め

る陳情について」は委員長の報告のとおり採択す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 
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  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、陳情第１号及び陳情第

３号並びに陳情第４号は委員長報告のとおり採択

することに決定いたしました。 

 次に、陳情第２号「野村高等学校横林分校・渓

筋分校記念碑建立補助金を求める陳情について」

は委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、陳情第２号は委員長報

告のとおり不採択とすることに決定いたしまし

た。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時２８

分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時２９

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１４

号「西予市ギャラリーしろかわ条例の一部を改正

する条例制定について」から議案第１１８号「平

成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第６号）」までの５件及び意見書案第１号の

提出について並びに議員派遣の件を本日の日程に

追加し、議題といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 異議なしと認めます。よって、７件を本

日の日程に追加し、議題とすることに決定いたし

ました。 

  （追加） 

 

○議長 まず、追加日程第１、議案第１１４号

「西予市ギャラリーしろかわ条例の一部を改正す

る条例制定について」から議案第１１６号「西予

市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定につ

いて」までの３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野教育部長。 

 

○河野教育部長 議案第１１４号「西予市ギャラ

リーしろかわ条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 ギャラリーしろかわの館長は条例上、教育長が

当たることになっておりますが、館長職に職員を

配置することにより職務の連携も密にでき、職員

の意識向上及び職場の活性化を図ることが可能と

なります。 

 以上の理由により、館長等の充て職制度を廃止

するため本条例の一部を改正するものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

 

○議長 松本生活福祉部長。 

 

○松本生活福祉部長 議案第１１５号「西予市デ

イサービスセンター条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、介護保険法の規定に基づき厚生

労働大臣が定める基準により算定した利用料金の

変更に伴い、西予市游の里デイサービスセンター

の運営の見直しを行い、日曜日を休館日とするた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 ４月からの介護保険法改正により、施設の規模

別に利用単価が設定され、前年度の実績により大

きく収入が変わるようになります。游の里デイサ

ービスセンターについては、年じゅう無休で営業

できる体制で臨んできましたが、法改正により、

無休で営業した場合に月々の利用者数が９００人

を超えるため、利用単価が１０％以上の減になり

ます。 

 現在施設を管理運営している社会福祉法人宇和

町社会福祉施設協会では安定して利用者にサービ

スが提供できるよう努力しておりますが、従来の

運営方法では利用単価が下がることによる収入減

が生じるため、管理運営にも影響が出かねませ

ん。日曜日を休館日とすることにより、月平均利

用者を９００人以内に調整し、あわせて人件費の

削減に努め、游の里デイサービスセンターの安定

的な運営を継続し、利用者のサービスを維持して

いきたいと考えております。 

 なお、日曜日を休みにすることによる利用者へ

の影響については、福祉の里デイサービス及びあ

んしんの家で対応が可能と考えております。よろ

しくご審議の上、ご決定くださいますようお願い
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申し上げます。 

 

○議長 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第１１６号「西予市営住宅

管理条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、公営住宅法施行令の改正に伴

い、入居者を公募しようとしている市営住宅に、

世帯構成や心身の状況から見て既存の入居者が入

居することが適切であると認められる場合は、公

募によらずに当該市営住宅へ入居することを可能

とする特定入居事由を拡大するため、本条例の一

部を改正するものであります。 

 この改正によりまして、入居当初から世帯人数

に対し狭い規模の住宅に居住している場合、また

子供が大きくなり現在の間取りでは不適当である

場合及び知的障害者が作業場に近い市営住宅に移

転することが適当である場合などが、公募によら

ず特定入居の対象となるものであります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１４号から議案第１１６号までの３件

については、会議規則第３７条第２項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 採決は議案ごとに行います。 

 まず、議案第１１４号「西予市ギャラリーしろ

かわ条例の一部を改正する条例制定について」は

原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第１１４号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１５号「西予市デイサービスセ

ンター条例の一部を改正する条例制定について」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第１１５号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１６号「西予市営住宅管理条例

の一部を改正する条例制定について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第１１６号

は原案のとおり決定いたしました。 

   

（追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第１１７号

「平成１７年度西予市一般会計補正予算（第１１

号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第１１７号「平成１７年度西予

市一般会計補正予算（第１１号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

 補正の主な内容につきましては、歳出では、去

る３月１日付で本市を被告とする損害賠償請求訴

訟の提起があり、今後の訴訟の対応について訴訟

代理人弁護士に委任することから、その着手金６

３万円を計上するものであります。 

 また、歳入では、地方交付税の決定により追加

計上するものであり、さらにその追加計上によっ

て財政調整基金繰入金を減額とする措置を講ずる

ものであります。 

 これによりまして、歳入歳出予算の総額は２７
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１億１，６５９万８，０００円となりました。 

 なお、今回の補正では、市道奈良野名場連線改

良工事を初めとする２７事業の繰越明許費を計上

いたしております。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細な点につき

ましては担当課長から補足説明をさせていただき

ますので、よろしくご審議を賜り、ご決定いただ

きますようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水財政課長。 

 

○清水財政課長 それでは、予算書の４ページの

第２表繰越明許費の繰越理由についてご説明を申

し上げます。 

 ４ページをお開き願いいたします。 

 まず初めに、３款の民生費、１項の社会福祉

費、事業名が市道奈良野名場連線改良事業の３，

０８０万円の繰り越しでありますが、これは工事

用地の取得行使に伴い、価格面におきまして地権

者との協議に不測の日数を要したために繰り越す

ものであります。なお、完成は平成１８年７月３

１日の見込みとなっております。 

 次に、中心市街地活性化事業２，３４８万４，

０００円でありますが、これは平成１７年１２月

１日の道路工事分の契約後、側溝や側溝ぶたある

いは街灯の色決めを行い、製品を発注いたしまし

たが、いずれも既製品はなく受注生産であること

から生産に３０日を要したこと。また、降雨など

の影響によりまして繰り越すものであります。な

お、完成は平成１８年５月２０日の見込みとなっ

ています。 

 次に、中浦地区排水路改修事業３８０万円であ

りますが、これは工法の選定、それから地元との

調整に不測の日数を要したために工事の発注がお

くれ、繰り越すものであります。完成は平成１８

年６月下旬の見込みとなっております。 

 次に、県営蔵貫地区農道用地購入事業５２５万

円でありますが、これは愛媛県が土地取得価格の

決定で不測の日数を要したために事業の進捗がお

くれ、繰り越すものであります。なお、完成は平

成１８年７月末日の見込みとなっています。 

 次に、林道白木ケ城線開設事業３，８８０万円

でありますが、これは当初予定しておりました残

土処理場が使用できなくなったために、路線内で

の残土処理場が可能かどうか検討を行った結果、

用地の選定、協議、承諾に不測の日数を要したこ

とから年度内完成が困難となり、繰り越すもので

あります。なお、完成は平成１８年６月３０日の

見込みとなっています。 

 次に、林道小振鍵山線開設事業４，６００万円

でありますが、これは起点部の墓地移転について

土地の所有者、地元住民との協議及び変更設計に

不測の日数を要したことから年度内完成が困難と

なったことにより、繰り越すものであります。な

お、完成は平成１８年６月３０日の見込みとなっ

ています。 

 次に、林道中筋鉢ケ森線開設事業６，２００万

円でありますが、その中のうち中筋工区でありま

すが、これは起点付近の現地掘削におきまして当

初想定していた土質よりも粘り性が強く、ダン

プ、トラック等の運転が困難で小運搬での処理し

かできないことから、起点付近での残土処理が困

難かどうかを検討を行った結果、用地選定、協

議、承諾に不測に日数を要したことから年度内完

成が困難となり、繰り越すものです。なお、完成

は平成１８年６月３０日の見込みとなっていま

す。 

 また、渓筋工区でありますが、この工区におき

ましては計画時点におきまして林道施工地の土地

の使用及び立木の補償について土地所有者に承諾

を得て事業を進めていましたが、実施に当たり実

際のつぶれ地の面積や土地の立木の補償について

同意が得られず、線形の変更をするにも適切な場

所がないことから、建設委員長、地権者及び市の

３者で再三にわたる交渉を行い、その交渉、承諾

に不測に日数を要したことから年度内完成が困難

となり、繰り越すものであります。なお、完成は

平成１８年６月３０日の見込みとなっています。 

 次に、林道内場樽線開設事業２，５３０万円で

ありますが、これはのり面保護工事施工に当た

り、崩土面が急傾斜で軟弱な土質であるために施

工機械の設置、資材搬入等において不測の日数を

要することとなったために繰り越すものでありま

す。なお、完成は平成１８年６月３０日の見込み

となっています。 

 次に、林道白木ケ城線排水路改修事業２０５万

７，０００円でありますが、これは林道白木ケ城

線開設工事のおくれにより、関連工事である排水

路改修工事の年度内完成が困難となり、繰り越す

ものであります。なお、完成は１８年６月３０日
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の見込みとなっています。 

 次に、林道小振鍵山線排水路改修事業７８万

１，０００円でありますが、これは林道小振鍵山

線開設工事のおくれによりまして、関連工事であ

ります排水路改修の工事の年度内完成が困難とな

り、繰り越すものであります。なお、完成は１８

年６月３０日の見込みとなっています。 

 次に、漁港利用調整事業６，３２９万円であり

ますが、これは事業実施に当たり、施工地内にヒ

ラメ養殖場があり、建物及び用水設備の移動、撤

去時期等の物件補償についてヒラメ養殖業者との

協議に不測の日数を要し年度内完成が見込めなく

なったことにより、繰り越すものです。なお、完

成は７月３１日の見込みとなっています。 

 次に、道整備交付金事業１億４，２５９万２，

０００円でありますが、これはそのうちに旧町地

区２７７号線につきましては用地買収の交渉時に

買収予定地に差し押さえがあることがわかり、国

税局との協議及び地権者との協議に多大な時間を

要し、用地買収がおくれたため年度内完成が見込

めなくなったことにより、繰り越すものでありま

す。なお、完成は１８年９月３０日の見込みとな

っています。 

 もう一つは、旧町地区６７号線でありますが、

これにつきましては工事施工箇所が公共水道建設

工事と競合し、工事期間調整に不測の日数を要し

たために工事の着手がおくれ、年度内完成が見込

めなくなったことにより繰り越すものでありま

す。なお、完成は１８年６月３０日の見込みとな

っています。 

 もう一つは、多田地区の１２７号線であります

が、この路線につきましては工事の施工に伴い発

生する水質汚濁問題について地元との調整に不測

の日数を要したために年度内完成が見込めなくな

ったことにより、繰り越すものであります。な

お、完成は９月３０日の見込みとなっています。 

 次に、市道中川地区１０２号線改良事業１２８

万９，０００円でありますが、これは用地補償交

渉におきまして一部補償交渉が難航し、補償物件

の撤去にかかる期間に不測に日数を要したために

年度内完成が見込めなくなったことにより、繰り

越すものであります。なお、完成は８月３１日の

見込みとなっております。 

 次に、市単独道路改良事業２億１，４００万

７，０００円でありますが、そのうちの旧町地区

９６号線につきましては、これは県との河川占用

協議に不足の日数を要したために繰り越すもので

あります。完成は９月２０日の見込みとなってい

ます。 

 もう一つは、石城地区１６５号線、これにつき

ましては工事施工上、障害となる補償物件内の資

産の移転先の問題について所有者との調整に不測

の日数を要しているため繰り越すものでありま

す。なお、完成は７月２５日の見込みとなってい

ます。 

 それから、下宇和地区５８号線でありますが、

これにつきましては工事に係る用地について、農

産物の収穫期まで用地の立入調査ができず不測の

日数を要しております。また、補償物件の移転に

不測の日数を要したために繰り越すものでありま

す。なお、完成は９月２０日の見込みとなってい

ます。 

 それからもう一つは、石城地区８号線、この路

線につきましては古代ロマンの里構想の一部をな

すナルタキ古墳への山道に面しており、地元及び

関係各課との調整に不測の日数を要したために繰

り越すものであります。なお、完成は８月３１日

の見込みとなっています。 

 それから、中川地区２６号線、２７号線、３０

号線につきましては、これは終点の一部用地に八

幡浜地方局所有の土地改良財産がありまして、そ

こで改築申請にかかる期間を必要とし、許認可が

おくれたために繰り越すものであります。なお、

完成は１８年８月３１日の見込みとなっていま

す。 

 それから、１級路線３号線につきましては、工

事に係る用地買収及び物件補償の交渉に不測の日

数を要したために繰り越すものです。なお、完成

は１０月３１日の見込みとなっています。 

 それから、最後にもう一本、石城地区１８５号

線でありますが、これは県との河川占用協議及び

物件補償の交渉に不測の日数を要したため繰り越

すものであります。なお、完成は１０月３１日の

見込みとなっています。 

 次に、市道荷刺大西線、大西鎌田西線改良事業

４，６５０万円でありますが、これは事業施工に

おける迂回路の位置決定、調整に不測の日数を要

したために繰り越すものです。なお、完成は７月

末の見込みとなっています。 

 それから次に、市単独道路改良事業３，７６３
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万５，０００円でありますが、これは岡上線、深

山線、荷刺大西線がありますけども、その中で岡

上線につきましては水道管移設に不測の日数を要

したため繰り越すものであります。また、深山線

につきましては保安林解除に不測の日数を要した

ために繰り越すものであります。それから、荷刺

大西線、鎌田西線につきましては設計に不測の日

数を要したために繰り越すものであります。いず

れも７月末の見込みとなっています。 

 それから、市道本村窪ケ市線改良事業２，６０

０万円でありますが、これは工事の着手箇所を選

定するに当たり、地元との調整に不測の日数を要

したために繰り越すものであります。なお、完成

は９月３０日の見込みとなっています。 

 次に、市道今田中学校線改良事業８，５９２万

３，０００円でありますが、これは本路線の改良

区間の７割が保安林指定区間となっており、当初

より解除についての協議をしていましたが、起点

付近には治山施設も設置されていることから保安

林解除となるまでの期間に時間を要したので繰り

越すものであります。なお、完成は９月３０日の

見込みとなっています。 

 次に、市単独道路改良事業８，４１８万円であ

りますが、これは市道和泉１０９号線でありま

す。これは、かんきつの採取、出荷時期には地元

農家の車両を優先しての施工となったために作業

効率が低下し、年度内完了が見込めなくなったた

めに繰り越すものであります。なお、完成は５月

３１日の見込みとなっています。 

 それからもう一つは、市道鴫山１１６号線であ

りますが、これは路側擁壁掘削時に推定岩盤線に

岩が出ず、擁壁タイプを変更する必要が生じてま

いりました。そこで、擁壁タイプの検討、工事現

場の調整時に不測の日数を要したために年度内完

了が見込めなくなったために繰り越すものであり

ます。なお、完成は５月３１日の見込みとなって

います。 

 それからもう一本、市道下泊２８１号線であり

ますが、これは地元との工事期間の調整時にかん

きつの出荷の最盛期が終わる１月中旬以降から施

工にしてほしいとの要望があり、１月２０日から

の施工としたために年度内完了が見込めなくなっ

たため繰り越すものであります。なお、完成は６

月３０日の見込みとなっています。 

 次に、中川原橋測量業務ボーリング調査県事業

負担金２７２万５，０００円でありますが、これ

は中川原橋下流部の魚成川護岸改修におきまして

現況と国調とのずれがあり、境界確認及び地権者

の了解を得るのに不測の日数を要しております。

また、下流部の改修の見込みが立たないと橋の改

修に取り組めない状況であったために、橋の設計

委託がおくれ、年度内完成が見込めなくなったこ

とから繰り越しをするものであります。なお、完

成は７月末日の見込みとなっています。 

 次に、まちづくり交付金事業６，８２８万１，

０００円でありますが、これは６，８２８万１，

０００円のうち、商店街及び卯之町町並み舗装整

備事業があります。そこで、この事業の中で施工

予定箇所で公共下水道への宅内引き込み工事が重

なり、地元との調整に不測の日数を要し工事着手

がおくれたため、繰り越すものであります。な

お、完成は７月３１日の見込みとなっています。 

 それからもう一つ、市道旧町地区１９６号線が

あります。これは事業推進に当たり、ルート選定

についての地元調整に不測の日数を要し、用地補

償の着手がおくれたため繰り越すものでありま

す。なお、完成は１８年９月３０日の見込みとな

っています。 

 それからもう一つ、卯之町町並み整備活用計画

事業があります。これは平成１７年、１８年度に

かけての委託事業でありまして、１７年度事業分

の業務内容として住民参加のワークショップを実

施して町並み整備の意見の抽出を行ってまいりま

したが、十分な課題抽出や問題把握はできておら

ず、１７年度分の業務が年度内に履行できないた

めに繰り越すものであります。なお、完成は８月

３１日の見込みとなっています。 

 次に、高質空間形成施設あずまや設置事業６３

０万円でありますが、地元調整に不測の日数を要

したために繰り越すものであります。なお、完成

は７月末の見込みとなっています。 

 次は、災害復旧費でありますが、災害復旧費の

中で農地災害復旧事業３，４４５万８，０００

円、それから農業用施設災害復旧事業３，０４７

万３，０００円、１６年災河川災害復旧事業３４

３万５，０００円、それから１６年災道路災害復

旧事業５，８６０万９，０００円、１７年災道路

災害復旧事業９，２６５万６，０００円のいずれ

も災害査定後に直ちに入札ができるよう、予算措

置や国、県とも協議を進め、順次入札をして年度
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内発注に努めてまいりましたが、十分な工期をと

ることができないものや工法等の協議などで不測

の日数を要し年度内完了が見込めないものにつき

まして繰り越すものであります。なお、完成は農

地、農業用施設災害復旧事業費は１０月末日、そ

れから１６年災河川災害復旧事業は８月３１日、

そして１６年災道路災害及び１７年災道路災害に

つきましては１２月３１日の完成見込みとなって

います。 

 続きまして、歳入の方へ参ります。 

 ８ページをお開き願います。 

 ８ページの地方交付税でありますが、今回は

５，１０２万１，０００円を追加いたしておりま

す。それで、１６年度との比較でございますが、

普通交付税、特別交付税、それからもう一つ臨時

財政対策債、これを加えましての１６年度の合計

が１２４億９，０００万円となっております。そ

れに対しまして、１７年度につきましては１２２

億８，６００万円でありまして、約２億円の減額

となっております。 

 そして、今ほどの地方交付税の５，１００万円

を追加したことによりまして、その下の１７款の

繰入金の財政調整繰入金５，０００万円を減額を

いたしております。 

 以上でございます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ２番松山清君。 

 

○２番松山清君 今回の補正６３万円が裁判の着

手金というようなご説明がありましたが、これど

ういう事案があったのか具体的な説明を求めま

す。 

 

○議長 炭倉総務課長。 

 

○炭倉総務課長 西予市の方へ訴訟というような

ことで、損害賠償請求というようなことで２，６

２５万円の価格を、それから証印の印紙代、これ

が１０万１，０００円。これは、三瓶におきまし

て道路をつけたことによって、その道路から水が

浸入して家が沈下したというようなことで訴えを

起こされておる案件であります。 

 以上であります。 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１７号については、委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１７号「平成１７年度西予市一般会計

補正予算（第１１号）」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第１１７号

は原案のとおり決定いたしました。 

  

 （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第１１８号

「平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補

正予算（第６号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 安藤建設部長。 

 

○安藤建設部長 議案第１１８号「平成１７年度

西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第６

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、年度末の事業費支払いに係る一

時借入金の設定を行うことに伴い、歳出において

公債費で一時借入金利子９９万５，０００円を計

上し、施設整備費で委託料を同額減額するもので

あります。 

 また、４ページの宇和処理区及び野村処理区の

公共下水道事業について年度内の施工は困難にな

ったことに伴い、繰越明許費３億５，６３２万

１，０００円を計上いたしております。 

 繰り越しの理由でございますが、宇和処理区の

２億８，４７２万１，０００円は、これは旧町地

区に５工区に分けて実施いたしておるわけでござ
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いますが、ここの本工事は交通量の多い国道内で

の作業を要することから、交通影響を軽減するた

め夜間工事を実施することといたしておりました

が、周辺住民より工事に伴う騒音、振動問題につ

いての懸念を指摘されたことにより、その調整に

不測の日数を要するため繰り越しをするものであ

ります。完了予定は平成１８年９月３０日となる

見込みであります。 

 野村処理区の７，１６０万円でございますが、

川上地区の２工区分でございますが、工事の設計

に当たりまして４カ月を要する設計が、その過程

において予想していなかったルート選定及び工法

の変更を必要とする箇所が生じたため、その設計

に当初の予定期間が延びました。それによりまし

て、設計変更、契約変更等に不測の日数を要した

ため繰り越しをするものであります。完成は平成

１８年９月３０日を予定いたしております。 

 以上でございます。よろしくご審議の上、ご決

定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 以上で質疑を終結とします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１８号については、委員会付託を省略

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１８号「平成１７年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算（第６号）」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第１１８号

は原案のとおり決定いたしました。 

  

 （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、意見書案第１号

「違法伐採問題への取組みの強化を求める意見書

（案）の提出について」を議題といたします。 

 事務局長に朗読いたさせます。 

 

○吉良事務局長 違法伐採問題への取組みの強化

を求める意見書（案）。 

 森林は木材など林産物の供給、水資源の涵養、

山地災害の防止など多くの機能を通して、古来よ

り国民生活に深くかかわってきた。また、今日、

地球温暖化、生物の多様性の確保など地球規模で

の環境問題が大きく取り上げられ、改めて森林の

果たす役割の重要性が認識されるとともに持続可

能な森林経営への取り組みが求められている。 

 しかしながら、森林の維持管理の基盤である林

業は、近年木材価格の長期にわたる低迷によって

採算性が著しく低下し、間伐等の育林施業が放棄

された森林が増加する状況にある。こうした中、

京都議定書が昨年２月に発効され、日本は３．

９％の森林吸収源対策に取り組むこととなってい

るが、森林整備を進めるための財源問題が大きな

ネックとなっており、目標達成が困難な状況とな

っている。 

 このような状況に加え、持続的な森林経営への

取り組みを世界的規模で阻害するものの一つに、

違法伐採による木材輸出が挙げられている。これ

まで先進国首脳サミットにおいて違法伐採の防止

策が検討されてきたが、昨年７月のグレンイーグ

ルスサミットにおいて違法伐採に取り組むことが

森林の持続可能な管理に向けた第一歩である旨の

合意が改めてなされたところである。 

 世界有数の木材輸入国である我が国の輸入材の

中には、違法伐採材が約２割を占めているといわ

れている。この量は我が国の年間生産量に匹敵す

るほどであり、林業不振の最大の原因にもなって

いる。我が国の林業を蘇生し、持続的な経営を確

立するには国産材の利用を促進し、生業としての

流れを確保していくことが最も重要である。 

 よって、国におかれては、違法に伐採された外

材の輸入を禁止し、国内林業の振興を図り、国際

的な公約とした森林整備を早急に進められたく、

次の事項について実行されるよう強く要望する。 
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 １、政府は、違法伐採された外材の流入を根絶

するため監視体制をより強化し、徹底した調査を

行い、その状況を明らかにし、流出元の国との交

渉を強化することに努めること。また、外材の輸

入に当たっては、違法性のないものであることの

証明を求め、証明のないものの輸入については取

りやめるよう強く求めること。 

 ２、低コストで安定的な国産材生産供給システ

ムの確立を図るとともに、公共施設、公共事業を

初め、住宅等の木材化対策の充実や木質資源のバ

イオマス利用等、木材の利用促進を優先的に推進

すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成１８年３月２４日、愛媛県西予市議会。 

 提出先、内閣総理大臣小泉純一郎、外務大臣麻

生太郎、経済産業大臣二階俊博、環境大臣小池百

合子、農林水産大臣中川昭一、林野庁長官川村秀

三郎。 

 

○議長 ただいま議題となっております本案は、

会議規則第３７条第２項の規定により提案理由の

説明を省略することといたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 討論はなしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 この表決は起立によって行います。 

 意見書案第１号「違法伐採問題への取組みの強

化を求める意見書（案）の提出について」を決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数です。よって、意見書案第１号は原案

のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

 

○議長 次に、追加日程第５、「議員派遣の件に

ついて」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、「議員

派遣の件について」は、本件のとおり承認するこ

とに決定をいたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定をいたしました議員派遣の内容に

つきましては、諸般の事情により変更が生じる場

合は議長にご一任を願いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後３時１９

分） 

 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２１

分） 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会のあいさつがあります。 

 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、平成１８年度第１回西予

市議会定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 去る３月１２日に１７８チームが参加し大洲市

で開催されました県クラブ対抗駅伝競技大会で

は、西予市体協Ａチームが２位に大差をつけて初

優勝を飾るという、大変明るくうれしいニュース

が飛び込んでまいりました。選手の皆さんはもち

ろん、チームを陰で支えてこられた体育協会の

方々に対し、深い敬意と祝福の言葉を贈りたいと

思います。まことにおめでとうございました。 

 今回の優勝は、新聞記事の中にも触れられてお

りましたけれども、本市の合併により旧町の有力

選手がそろったことにより得られたものでありま

す。まさに、旧町単位ではなかなか実現できない

ことでも、５町が一致協力すればすばらしい成果

が得られるという合併効果の一つが具現化したも

のであります。 
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 今後、西予市づくりの上で旧５町の特性や資源

の効率的な連携と一丸となった取り組みにより、

想像以上の相乗効果が得られることを確信すると

ともに、そのためには同じ目標に向かって相互の

理解と協力が不可欠であると改めて認識したとこ

ろであります。 

 さて、今期定例会では、３月８日から本日まで

の１７日間にわたる会期で、条例制定、改廃、平

成１８年度一般会計予算及び特別会計の当初予算

等重要案件につきましてご審議をいただきまし

た。特に、１８年度予算につきましては、三位一

体改革の影響により歳入不足となり、特別職給与

や議員報酬の一部カット、一般職員の各種手当の

見直し等を含め大変厳しい内容となりました。 

 また、本会議の一般質問、議案質疑、委員会審

議の中で、それぞれの立場で貴重なご意見や鋭い

ご指摘をいただきました。このご意見等を平成１

８年度の予算執行に当たり十分心して努め、この

難局を乗り切っていく所存であります。 

 所信表明の中でも申し上げましたように、大変

厳しい財政状況が続きますけれども、事務事業の

徹底的な見直しによる歳出の縮減を図らざるを得

ない現実をご賢察いただき、行政と議会が一体と

なって本市の発展と福祉の増進を目指していきた

いと思います。 

 本定例議会でご決定いただきました議案につき

ましては、着実に執行いたしますとともに職員と

一丸となりまして自立できる西予市の実現に向け

たゆまぬ努力を続ける覚悟であります。今後とも

議員の皆様のご協力、ご尽力を賜りますようお願

いを申し上げまして閉会のごあいさつとさせてい

ただきます。長い間ありがとうございました。 

 

○議長 これをもって平成１８年第１回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時２５分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成１８年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議会報告第１号 常任委員会の視察研修報告について 18.３.10 報  告 

承認第  １号 
専決処分第１号の承認を求めることについて（平成

１７年度西予市一般会計補正予算（第９号）） 
18.３.10 原案承認 

議案第  ５号 
宇和町公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関す

る基本協定の一部を変更する協定について 
18.３.10 原案可決 

議案第  ６号 西予市総合計画基本構想について 18.３.24 原案可決 

議案第  ７号 
西予市行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第  ８号 西予市長期継続契約に関する条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第  ９号 西予市市民憩の家条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １０号 西予市宇和運動公園条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １１号 西予市ふれあいの森林施設条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １２号 西予市宇和福祉センター条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １３号 西予市老人憩の家条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １４号 西予市野村高齢者工芸館条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １５号 西予市農村公園条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １６号 西予市野村飼料混合施設条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １７号 西予市農林漁業後継者住宅条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 １８号 
西予市職員の管理職手当等の特例に関する条例制定

について 
18.３.24 原案可決 

議案第 １９号 
西予市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２０号 

西予市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

18.３.24 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２２号 
西予市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２３号 
西予市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市消防本部職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２７号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市部設置条例の一部を改正する条例制定につい

て 
18.３.24 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２９号 
西予市行政改革推進委員会設置条例の一部を改正す

る条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３０号 
西予市船員法に係る証明に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３１号 
西予市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３２号 
西予市図書館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３３号 
西予市宇和文化の里条例の一部を改正する条例制定

について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３４号 
西予市保育所条例の一部を改正する条例制定につい

て 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３５号 
西予市軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例制

定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３６号 
西予市敬老祝金条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３７号 
西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３８号 
西予市農林水産業振興事業基盤整備用機械使用料条

例の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ３９号 
西予市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する

条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４０号 
西予市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改

正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４１号 
西予市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部

を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４２号 
西予市林道整備事業分担金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４３号 
西予市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する

条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４４号 
西予市公共下水道条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４５号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４６号 
西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４７号 
西予市野村町地域文化会館建設基金条例を廃止する

条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４８号 
西予市三瓶デイサービスセンター基金条例を廃止す

る条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ４９号 
西予市宇和町特定農山村地域活性化推進基金条例を

廃止する条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ５０号 西予市通学費補助条例を廃止する条例制定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ５１号 
城川町人口定住促進に関する条例を廃止する条例制

定について 
18.３.24 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ５２号 
宇和町丙種墓地設置及び管理条例を廃止する条例制

定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ５３号 
宇和町稲生墓地設置及び管理条例を廃止する条例制

定について 
18.３.24 撤回承認 

議案第 ５４号 市道路線の認定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ５５号 市道路線の廃止について 18.３.24 原案可決 

議案第 ５６号 西予市営土地改良事業の施行について 18.３.24 原案可決 

議案第 ５７号 西予市宇和文化会館の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ５８号 
西予市特別養護老人ホーム松葉寮及び西予市宇和老

人短期入所施設の指定管理者の指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ５９号 
西予市軽費老人ホームれんげの指定管理者の指定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６０号 
西予市游の里健康センターの指定管理者の指定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６１号 
西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６２号 
西予市游の里デイサービスセンターの指定管理者の

指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６３号 
西予市いきがいデイサービスセンターの指定管理者

の指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６４号 
西予市身体障害者デイサービスセンターの指定管理

者の指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６５号 
西予市特別養護老人ホームしいのき園及び西予市野

村老人短期入所施設の指定管理者の指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６６号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の

指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６７号 西予市野村学園の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ６８号 
西予市三瓶デイサービスセンターの指定管理者の指

定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ６９号 
西予市精神障害者小規模作業所の指定管理者の指定

について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ７０号 
西予市明浜ふるさと創生館の指定管理者の指定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ７１号 
西予市あけはまオートキャンプ場の指定管理者の指

定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ７２号 西予市明浜塩風呂の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ７３号 西予市明浜民宿故郷の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ７４号 
西予市物産会館どんぶり館の指定管理者の指定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ７５号 西予市野村農業公園の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ７６号 西予市野村青汁工場の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ７７号 
西予市城川産地形成等促進施設の指定管理者の指定

について 
18.３.24 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ７８号 
西予市城川食肉加工センターの指定管理者の指定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ７９号 
西予市城川特産品センターの指定管理者の指定につ

いて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８０号 
西予市城川農産物加工センターの指定管理者の指定

について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８１号 
西予市明浜農産物集出荷施設の指定管理者の指定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８２号 
西予市渓筋農林水産物処理加工施設の指定管理者の

指定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８３号 
西予市野村畜産総合振興センターの指定管理者の指

定について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８４号 
西予市大野ヶ原育成牧場の指定管理者の指定につい

て 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８５号 
西予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定

について 
18.３.24 原案可決 

議案第 ８６号 西予市有料駐車場の指定管理者の指定について 18.３.24 原案可決 

議案第 ８７号 平成１７年度西予市一般会計補正予算（第１０号） 18.３.10 原案可決 

議案第 ８８号 
平成１７年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ８９号 
平成１７年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９０号 
平成１７年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第２号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９１号 
平成１７年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９２号 
平成１７年度西予市老人保健特別会計補正予算（第

４号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９３号 
平成１７年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９４号 
平成１７年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９５号 
平成１７年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第６号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９６号 
平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９７号 
平成１７年度西予市上水道事業会計補正予算（第３

号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９８号 
平成１７年度西予市病院事業会計補正予算（第２

号） 
18.３.10 原案可決 

議案第 ９９号 
平成１７年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第２号） 
18.３.10 原案可決 

議案第１００号 平成１８年度西予市一般会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０１号 平成１８年度西予市授産場特別会計予算 18.３.24 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１０２号 
平成１８年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
18.３.24 原案可決 

議案第１０３号 
平成１８年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
18.３.24 原案可決 

議案第１０４号 平成１８年度西予市国民健康保険特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０５号 平成１８年度西予市老人保健特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０６号 平成１８年度西予市介護保険特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０７号 平成１８年度西予市港湾整備事業特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０８号 平成１８年度西予市簡易水道事業特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１０９号 平成１８年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１１０号 平成１８年度西予市公共下水道事業特別会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１１１号 平成１８年度西予市上水道事業会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１１２号 平成１８年度西予市病院事業会計予算 18.３.24 原案可決 

議案第１１３号 
平成１８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
18.３.24 原案可決 

議案第１１４号 
西予市ギャラリーしろかわ条例の一部を改正する条

例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第１１５号 
西予市デイサービスセンター条例の一部を改正する

条例制定について 
18.３.24 原案可決 

議案第１１６号 
西予市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
18.３.24 原案可決 

議案第１１７号 平成１７年度西予市一般会計補正予算（第１１号） 18.３.24 原案可決 

議案第１１８号 
平成１７年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第６号） 
18.３.24 原案可決 

陳情第  １号 新天神橋の歩道建設を求める陳情について 18.３.24 採  択 

陳情第  ２号 
野村高等学校横林分校・渓筋分校記念碑建立補助金

を求める陳情について 
18.３.24 不 採 択 

陳情第  ３号 
精神障害者小規模作業所「たんぽぽ工房」設置主体

に関する陳情について 
18.３.24 採  択 

陳情第  ４号 
「違法伐採問題への取組みの強化を求める意見書」

の提出を求める陳情について 
18.３.24 採  択 

意見書案第１号 
違法伐採問題への取組みの強化を求める意見書

（案）の提出について 
18.３.24 原案可決 

 議員派遣の件について 18.３.24 承  認 

 

 


